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労働政策審議会労働条件分科会「組織再編に伴う労働関係の調整に関する部会」（仮称） 

の設置について 

 

 

１ 設置の趣旨  
 

令和６年の通常国会において成立した事業性融資の推進等に関する法律の衆議院財務金融委員

会及び参議院財政金融委員会の附帯決議において、「「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等

が留意すべき事項に関する指針」については、政府において、専門的な検討の場を設け、新たな

企業価値担保権の創設を踏まえて必要な見直し等を行うこと。加えて、合併・事業譲渡をはじめ

企業組織の再編に伴う労働者保護に関する諸問題については、その実態把握を行うとともに、速

やかに検討を進め、結論を得た後、必要に応じて立法上の措置を講ずること。」とされた。 

これを受け、労働政策審議会労働条件分科会の下に「組織再編に伴う労働関係の調整に関する

部会」（仮称）（以下「部会」という。）を設置し、検討を行う。 

 
 
２ 部会の事務  
 

企業組織の再編に伴う労働関係の調整に関する専門の事項を審議する。 

 
 
３ 部会の構成  
 
（１）部会に属すべき委員及び臨時委員は、分科会長が指名する。 

（２）部会は、労働者代表委員及び使用者代表委員各４名、公益代表委員５名の計１３名で組織す

る。 

 
 
４ 部会の運営  
 

部会の庶務は、労働基準局労働関係法課において処理する。 
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労
働
政
策
審
議
会
労
働
条
件
分
科
会
運
営
規
程
（
改
正
案
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
第
一
条 

労
働
政
策
審
議
会
労
働
条
件
分
科
会
（
以
下
「
分
科
会
」
と
い
う
。）
の
議
事
運
営
は
、
厚
生

労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
九
条
、
労
働
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年

政
令
第
二
百
八
十
四
号
。
以
下
「
審
議
会
令
」
と
い
う
。）
及
び
労
働
政
策
審
議
会
運
営
規
程
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
二
条 

分
科
会
に
属
す
べ
き
委
員
及
び
臨
時
委
員
（
以
下
「
委
員
等
」
と
い
う
。）
の
う
ち
、
労
働
者

を
代
表
す
る
も
の
、
使
用
者
を
代
表
す
る
も
の
及
び
公
益
を
代
表
す
る
も
の
は
、
各
八
人
と
す
る
。  

第
三
条 

分
科
会
の
会
議
（
以
下
単
に
「
会
議
」
と
い
う
。）
は
、
会
長
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
、
分
科

会
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
又
は
委
員
等
の
三
分
の
一
以
上
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
と
き
に

分
科
会
長
が
招
集
す
る
。 

２ 

会
長
又
は
委
員
等
は
、
分
科
会
長
に
会
議
の
招
集
を
請
求
す
る
と
き
は
、
付
議
事
項
及
び
日
時
を

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

分
科
会
長
は
、
会
議
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
の
ほ
か
、
少
な

く
と
も
七
日
前
ま
で
に
付
議
事
項
、
日
時
及
び
場
所
を
委
員
等
及
び
会
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

４ 

前
三
項
の
規
定
は
、
第
五
条
に
規
定
す
る
部
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

第
四
条 

委
員
等
は
、
分
科
会
長
の
許
可
を
受
け
て
、
代
理
者
を
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
代
理
者
は
、
審
議
会
令
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
欠
席
し
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。 

第
五
条 

分
科
会
に
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
に
関
す
る
専
門
の
事
項
を
審
議
さ
せ
る
た
め
労
災
保
険

部
会
を
、
最
低
賃
金
に
関
す
る
専
門
の
事
項
を
審
議
さ
せ
る
た
め
最
低
賃
金
部
会
を
、
電
気
事
業
及

び
石
炭
鉱
業
に
お
け
る
争
議
行
為
の
方
法
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
在
り
方
に
関
す
る
専
門
の
事

項
を
審
議
さ
せ
る
た
め
電
気
事
業
及
び
石
炭
鉱
業
に
お
け
る
争
議
行
為
の
方
法
の
規
制
に
関
す
る

法
律
の
在
り
方
に
関
す
る
部
会
を
、
企
業
組
織
の
再
編
に
伴
う
労
働
関
係
の
調
整
に
関
す
る
専
門
の

事
項
を
審
議
さ
せ
る
た
め
組
織
再
編
に
伴
う
労
働
関
係
の
調
整
に
関
す
る
部
会
（
以
下
「
部
会
」
と

総
称
す
る
。）
を
そ
れ
ぞ
れ
置
く
。 

第
六
条 

労
災
保
険
部
会
及
び
最
低
賃
金
部
会
に
属
す
べ
き
委
員
及
び
臨
時
委
員
の
う
ち
、
労
働
者
を

代
表
す
る
も
の
、
使
用
者
を
代
表
す
る
も
の
及
び
公
益
を
代
表
す
る
も
の
は
、
各
六
人
と
す
る
。 

２ 

電
気
事
業
及
び
石
炭
鉱
業
に
お
け
る
争
議
行
為
の
方
法
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
在
り
方
に
関

す
る
部
会
及
び
組
織
再
編
に
伴
う
労
働
関
係
の
調
整
に
関
す
る
部
会
に
属
す
べ
き
委
員
及
び
臨
時

委
員
の
う
ち
、
労
働
者
を
代
表
す
る
も
の
及
び
使
用
者
を
代
表
す
る
も
の
は
、
各
四
人
と
し
、
公
益

を
代
表
す
る
も
の
は
、
五
人
と
す
る
。 

第
七
条 

部
会
が
第
五
条
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
議
決
を
し
た
と
き
は
、
当
該
議
決
を
も
っ
て
分
科

会
の
議
決
と
す
る
。
た
だ
し
、
分
科
会
が
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
議
決
に
係
る
事
項
に
関
し
て
、
分
科

会
の
議
決
を
特
に
必
要
と
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
八
条 

分
科
会
に
、
労
働
時
間
に
関
す
る
専
門
の
事
項
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
行
う
必
要
が
あ
る
と

き
は
労
働
時
間
小
委
員
会
を
、
就
業
規
則
、
退
職
手
当
そ
の
他
の
問
題
に
関
す
る
専
門
の
事
項
に
つ

い
て
調
査
研
究
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
き
は
就
業
規
則
等
小
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

第
九
条 

分
科
会
に
、
そ
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
特
に
専
門
的
な
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
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そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
専
門
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
条 

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
部
会
の
議
事
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
部
会
長
が

部
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
小
委
員
会
及
び
専
門
委
員
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

第
十
一
条 
こ
の
規
程
の
改
廃
は
、
分
科
会
の
議
決
に
基
づ
い
て
行
う
。 

 附 

則 

１ 

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

第
五
条
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
分
科
会
に
、
当
分
の
間
、
有
期
労
働
契
約
の
特
例
に
関
す
る
専

門
の
事
項
を
審
議
さ
せ
る
た
め
有
期
雇
用
特
別
部
会
（
以
下
「
特
別
部
会
」
と
い
う
。）
を
置
く
。 

３ 

特
別
部
会
に
属
す
べ
き
委
員
及
び
臨
時
委
員
の
う
ち
、
労
働
者
を
代
表
す
る
も
の
、
使
用
者
を
代

表
す
る
も
の
及
び
公
益
を
代
表
す
る
も
の
は
、
各
四
人
と
す
る
。 

４ 

特
別
部
会
が
附
則
第
二
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
議
決
を
し
た
と
き
は
、
当
該
議
決
を
も
っ
て

分
科
会
の
議
決
と
す
る
。
た
だ
し
、
分
科
会
が
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
議
決
に
係
る
事
項
に
関
し
て
、

分
科
会
の
議
決
を
特
に
必
要
と
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

５ 

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
別
部
会
の
議
事
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
部
会
長
が
部

会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 
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Ⅰ はじめに 
 

１ 労働基準関係法制の意義 

 本研究会においては、労働基準関係法制として、個別的労働契約関係に

ついて最低基準を設定し、その実効性を担保することを目的・意義とする

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）を中心とした、個別的労働関係に関

する法律群を念頭に議論を行う。 

具体的には、労働基準法、最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）、労働

安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）のように、刑事罰、行政監督・指導

等の公法的手段によってその実効性を担保する法律（労働保護規範を公法

上の履行確保措置によって担保する労働基準関係法制を以下「労働保護法」

と呼ぶことがある。）や、個別の労使の自主的な交渉の下で行われる労働

契約の基本的事項を定め、個別の労働関係の安定を図る労働契約法（平成

19 年法律第 128 号）、使用者による労働時間等の設定の改善に向けた自主

的な努力を促進する労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成４

年法律第 90 号。以下「労働時間等設定改善法」という。）など、様々な法

律が制定されている。また、法律ではないが、ガイドライン等の形で労使

に自主的な改善を促すようなものも広義の法制の範囲に含まれ得る。加え

て、これらの法律に関連する個別的労働関係に関する法律として、育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成

３年法律第 76号）など、それぞれの目的の中で労働者の保護等に関する条

項を含むものもあり、このような法律との関係も踏まえつつ検討すること

が必要である。 

また、労働政策の実現手法としても、労働基準監督機関による監督・指

導等の公的権限の行使によるほか、ガイドラインの普及等を通じて自発的

な法目的の実現の促進を図る手法、労使当事者や労働市場によるモニタリ

ングを通じた実現、行動計画等の事業主による規範の自己設定を通じた実

現など様々なものがあり、労働基準関係法制に係る政策についても、労働

基準法における実効性のある規制の充実に加えて、様々な手法も考慮しな

がら検討することが必要である。 

 

２ 労働基準関係法制を巡る現下の情勢 

労働基準法は、労働保護法制の基本法として、罰則付きの強行規定によ

り労働条件の最低基準を設定するものであり、1947 年（昭和 22 年）に、

新憲法（現在の日本国憲法）との整合性を踏まえつつ、戦前の封建的労使

関係を排し、国際水準を満たした労働条件の導入を基本理念として制定さ
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れた。制定当時は、就業者に占める雇用労働者の割合は４割程度にとどま

り、また、労働者の働き方も多様化しておらず、一律の規制でも特段問題

はなかった。 

1980 年代後半には、少子高齢化による労働力人口の年齢構成の変化、女

性の労働力率の向上や、サービス経済化の急速な進展、国際競争の激化、

情報通信技術等の加速度的な発展などを背景に、労働者の働き方の個別

化・多様化が進み、こうした変化に対応して様々な法律が制定・改正され

ていった。労働基準法も 1987 年（昭和 62 年）に大幅に改正され、法定労

働時間の短縮（週 48 時間→週 40 時間）と併せて、変形労働時間制や裁量

労働制など、法律で定められた規制の原則的な水準について、労使の合意

等の一定の手続の下に、個別の企業、事業場、労働者の実情に合わせて、

法所定要件の下で法定基準を調整・代替する仕組みの拡充・創設が行われ、

雇用関係を取り巻く社会や経済の構造変化に対応するため、時代に合わせ

た規制の見直しが行われた。 

その後現在に至るまで、社会や経済の構造変化は更に加速し、働く人も

その働き方も、その変化に対応して個別化・多様化が進行し続けている。

少子高齢化が進む中、定年の廃止や延長、継続雇用による職業人生の長期

化、キャリアチェンジや副業・兼業等によるキャリアの複線化が進んでお

り、個別化・多様化した仕事に対する価値観や生活スタイルに応じて自発

的にキャリアを形成することができ、働く「場所」・「時間」・「就業形態」

をライフステージ・キャリアステージに合わせて選択できるような働き方

を求める労働者も多い。加えて、デジタル技術の発展が急速に進み、オン

ラインでの仕事が可能となったり、スマートフォンを始めとする個人が使

用するデジタルデバイスが普及し、労務管理についても集団的管理ととも

に個人単位での管理が可能になったりするなど、働き方や労務管理の在り

方も急速に変化している。さらに、2020 年（令和２年）から数年間の新型

コロナウイルス感染症のまん延による感染防止と業務遂行の両立の経験を

経て、テレワーク等の場所にとらわれない働き方を多くの人が経験し、更

に広がりを見せている。 

こうした社会や経済の構造変化も踏まえつつ、単なる規制の見直しを超

えて、労働保護規範の設定の在り方や実効性の確保の在り方、労働者がそ

れぞれの事情に応じた多様な働き方も選択できる社会を実現するために労

働政策が果たすべき役割等も踏まえて、労働基準関係法制が果たすべき役

割を再検討し、労働基準関係法制の将来像について抜本的な検討を行う時

期に来ていると考えられる。 
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３ 労働基準関係法制の構造的課題 

 労働基準関係法制は、労働者に共通に妥当する最低労働基準を一律に設

定するという形を基本に制定され、その後の社会や経済の構造変化に応じ

た見直しが進められてきたが、前述のとおり社会や経済の構造変化は更に

加速度を増しており、労働基準関係法制の見直しをどこまで進めていくの

か、どのような手法で進めていくのかといった課題が生じている。 

 労働基準関係法制の見直しについては、これまでのところ、労働者の働

き方の多様化等に対応する形で規制の多様化も行われてきたといえよう。

これは労働時間規制に顕著であるが、制定当初の一律の最低労働基準だけ

では働き方の多様化等に対応できず、個別の企業、事業場、労働者の実情

に合わせて法所定要件の下で法定基準を調整・代替することを可能とする

ために、1987 年（昭和 62 年）の労働基準法の改正以降、様々な制度が取

り入れられてきた。一方で、規制の内容が複雑化し、労働者にとっても使

用者にとっても分かりづらいものとなってしまっている現状もある。 

したがって、保護が必要な場面においてはしっかりと労働者を保護する

ことができるよう、原則的な制度を、シンプルかつ実効性のある形で法令

において定め、その上で、先述した労働基準関係法制の意義を堅持しつつ、

労使の合意等の一定の手続の下に個別の企業、事業場、労働者の実情に合

わせて法定基準の調整・代替を法所定要件の下で可能とすることが、今後

の労働基準関係法制の検討に当たっては重要である。一方で、現在の過半

数代表（過半数労働組合1及び過半数代表者2）を軸とした労使コミュニケ

ーションには課題も多く、実効的な労使コミュニケーションを確保する方

策も必要となる。 

 

４ 本研究会の目的・研究の視点 

本研究会に先立ち、新しい時代を見据えた労働基準関係法制の課題を整

理することを目的として、「新しい時代の働き方に関する研究会」（座長：

今野浩一郎学習院大学名誉教授・学習院さくらアカデミー長）が開催され、

2023 年（令和５年）10 月 20 日に報告書が取りまとめられている。同報告

書では、全ての働く人を「守る」ことと、働く人の多様な希望を「支える」

ことの２つを柱として、今後の労働基準関係法制の課題と目指すべき方向

性について取りまとめられている。 

本研究会では、この「守る」と「支える」をどのようにして両立してい

 

 
1 事業場の労働者の過半数で組織する労働組合をいう。 
2 過半数労働組合がない場合において事業場の労働者の過半数を代表する者をいう。 
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くべきかという視点や、前述のような社会や経済の構造変化にどのように

対応するべきかという視点に立って、労働基準関係法制の将来像について

抜本的な検討を加えるとともに、現在直面している厚生労働行政の課題を

踏まえ、喫緊に対応しなければならない課題としてどのようなものがある

かについて、専門的見地から研究し、報告することを目的として設置され

た。 

また、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成

30 年法律第 71 号。以下「働き方改革関連法」という。）附則第 12 条第１

項及び第３項においては、働き方改革関連法による改正後の労働基準法等

について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認め

るときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされている。そ

こで、本研究会としては、働き方改革関連法の施行状況も踏まえつつ、関

係制度の見直しの必要性についても具体的な検討を行うこととする。 

 

５ 本研究会における検討の柱 

 「新しい時代の働き方に関する研究会」の報告書においては、これから

の労働基準関係法制の検討に当たって、 

⚫ 全ての働く人が心身の健康を維持しながら幸せに働き続けることので

きる社会を目指すということ【「守る」の視点】 

⚫ 働く人の求める働き方の多様な希望に応えることのできる制度を整備

すること（様々な働き方に対応した規制）【「支える」の視点】 

の二つの視点が重要であるとされている。「守る」と「支える」の視点を

両立するためには、まず、保護が必要な場面においてはしっかりと労働者

を保護することができるよう、原則的な制度を、シンプルかつ実効性のあ

る形で法令において定めた上で、法令において定められた最低労働基準と

しての規制の原則的な水準を守りつつ、多様な働き方を支える仕組みとす

ることが必要である。そのためには、それぞれの規制において適切な水準

が担保されることを前提に、労使の合意等の一定の手続の下に個別の企業、

事業場、労働者の実情に合わせて法定基準の調整・代替を法所定要件の下

で可能とする仕組みとなっていることが必要であり、こうした仕組みが有

効に弊害なく機能するためには、それを支える基盤として実効的な労使コ

ミュニケーションを行い得る環境が整備されていることも必要となる。ま

た、「守る」と「支える」の視点から労働基準法を考えるに当たっては、

法的効果の対象となる「労働者」をどのように捉えるのかといった、労働

基準関係法制に共通する総論的課題も踏まえた検討が必要となる。 

 働き方改革関連法は、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を
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選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労

働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待

遇の確保等を目的として労働関係諸法の改正を行ったものであり、これに

より、労働基準法においても時間外・休日労働時間の上限規制の導入や高

度プロフェッショナル制度の導入など様々な見直しが行われた。働き方改

革関連法の施行から５年が経過し、その効果を測りつつ、働き方の更なる

改革として何が必要かを検討しなければならない。その検討に当たっても、

上記のような労働基準関係法制に共通する総論的課題も踏まえた上で、労

働時間制度の具体的課題について検討していくことが必要となろう。 

こうした観点から、本研究会では、議論の柱を次のように整理して検討

を進めていく。 

 

（１）労働基準関係法制に共通する総論的課題 

（１）－１ 労働基準法における「労働者」について 

 労働基準関係法制において、その保護の対象とする者の範囲は各法律に

よってそれぞれに定められている3が、その中核となるのは労働基準法に定

義する「労働者」である。現在、働く人が労働基準法の「労働者」に該当

するかどうかについては、1985 年（昭和 60 年）の労働基準法研究会報告

「労働基準法の「労働者」の判断基準について」（以下「昭和 60 年労働基

準法研究会報告」という。）を参考に、個別の働き方の実態を踏まえて総

合的に判断されている。 

昭和 60 年労働基準法研究会報告から約 40 年が経過し、その間、働き方

の多様化やプラットフォーム・エコノミーの発展、ＡＩやアルゴリズムに

よる労務管理のデジタル化等によって、労働者と非労働者の境界が曖昧に

なりつつある。あるべき労働基準関係法制を検討するに当たっては、どの

ように働く人が「労働者」であるのか、「労働者」に対してはどのような

保護法制があり、「労働者」に該当しない者に対しての制度はどのような

ものになるのかといった、法的効果とその対象者像を踏まえた上で、労働

者と非労働者の境界をどのように判断していくことが望ましいかを検討す

ることが必要である。 

本研究会では、こうした考え方を基に、労働基準法における「労働者」

 

 
3 例えば、労働安全衛生法や、労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）では、労働者ではない就業者も

一部、規制や保護の対象に含まれている。また、労働者災害補償保険法では、1965 年（昭和 40 年）以降、中小

事業主や特定の事業又は作業に従事する一人親方及びフリーランス等にも労災保険への加入（特別加入）を認め

ており、2024年（令和６年）には特別加入の対象事業に「特定フリーランス事業」が追加され、これまで対象

外だった事業であっても、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（令和５年法律第 25号）第２条

第１項に規定する特定受託事業者に該当するフリーランスであれば特別加入することが可能となった。 
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の概念について検討する。 

 

（１）―２ 労働基準法における「事業」について 

 労働基準法の適用単位は、「事業」であり、「事業場」である。これは、

業として行っている仕事の概念と、仕事を行っている場の概念とを合わせ

て捉え、法適用を行っているものであるが、働く場所についても近年の変

化は大きく、場所にとらわれない働き方も拡大してきた。 

 加えて、労働条件について、事業場単位を超えて企業単位で統一的な内

容を定めることが一般的なものも想定され、また、情報通信技術やデジタ

ル技術の発展により、労務管理を事業場ごとに現場で細かく行うのではな

く、一括・大くくりで行っている企業も増加していると考えられるなど、

実態の変化が見られる。一方で、「事業場」概念について、現行の法解釈

では複数の事業場と解されるものまでを、企業が一の事業場として運用し

ている事例があるのではないかとの指摘もある。 

 本研究会では、こうした状況を踏まえて、労働基準法における「事業」

又は「事業場」の概念をどのように捉えるかについて、制度改正を見据え

た研究の前提として検討する。 

 

（１）―３ 労使コミュニケーションの在り方について 

集団的労使コミュニケーションには様々なものがある。憲法第 28条によ

って労働組合に保障された団体交渉権を中核とした労働条件設定システム

が、労働基準法を中核とする労働保護法と相まって労働関係を規律する基

本的制度であることは言うまでもない。労働基準法等の労働保護法は労働

条件の最低基準を設定するが、最低基準を上回る労働条件設定のためには

使用者と対等の立場で集団的交渉を行い得る労働組合の役割が重要である

ところ、労働組合の組織率は長期的に低下しており、労働組合の活性化が

望まれる。 

他方で、労働基準関係法制においては、前述のとおり、労使の合意等の

一定の手続の下に、個別の企業、事業場、労働者の実情に合わせて法定基

準の調整・代替を法所定要件の下で可能とする仕組みが採用されており、

こうした仕組みが有効に弊害なく機能するためには、労働組合がない事業

場（企業）も含めて、労使ができるだけ対等にコミュニケーションを図り、

適正な内容の調整・代替を行うことのできる環境が整備されていることが

重要である。 

労働組合のない事業場も多い中で、過半数労働組合のない事業場で選任

される過半数代表者については、選出方法や、労働者集団としての意見を
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伝える役割・能力等に課題があることなどから、その改善が必要と考えら

れる。 

本研究会では、このような観点を踏まえ、集団的労使コミュニケーショ

ンの課題と改善方法にどのようなものがあるか検討する。 

 

（２）労働時間法制の具体的課題 

 働き方改革関連法附則第 12条第１項及び第３項においては、働き方改革関

連法による改正後の労働基準法等について、その施行の状況等を勘案しつつ

検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を

講ずるものとされている。働き方改革関連法の施行から５年が経過したこと

から、本研究会では、働き方改革関連法において導入した制度の施行状況を

踏まえつつ、その見直しの必要性について具体的な検討を行うとともに、働

き方改革関連法では改正の対象とされなかった部分を含めた制度研究を行う。 

本研究会では、労働基準関係法制に共通する総論的課題として検討する内

容を基に、前述した視点を踏まえ、法制的・政策的な検討・対応の必要性が

高い事項として何があるか、特に早期に取り組むべき事項として何があるか、

検討課題が多岐にわたり中長期的な議論を要するものとして何があるかとい

った視点で各論点について検討する。また、中長期的な議論を要するとして

も、現状を少しでも改善する観点から現時点で取り組むべき事項として何が

あるかについても考察する。 
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Ⅱ 労働基準関係法制に共通する総論的課題 
 

１ 労働基準法における「労働者」について 

（１）現代における「労働者」性の課題 

労働基準法による保護の対象者は、同法第９条に規定する「労働者」で

あり、「職業の種類を問わず、事業又は事務所・・・に使用される者で、

賃金を支払われる者」と定義されている。しかし、雇用ないし労働契約と

は異なる名称の契約の下で、実態として「労働者」と同じような働き方を

している役務提供者が存在するなど、個別の働く人が同法の「労働者」に

該当するかどうかの判断は、かねて法運用に当たっての課題となってきた。

実際に、使用者が労働法上の責任や社会保障負担等を免れる目的から、本

来「労働者」として雇用すべき者を請負事業者として扱うといった、法を

潜脱しようとする事案も生じている。 

こうした事象は他国でも同様に発生している。「労働者」の判断に当た

って各国共通なのは、「契約名称にかかわらず働き方の実態に照らして判

断される」ということである4。そうでなければ、強行的規範によって労働

条件の最低基準を定めた労働保護規範が、交渉力の強い使用者によって押

し付けられた労働契約以外の名称の契約を締結することによって簡単に潜

脱されることとなってしまい、労働保護法を制定した意義自体が失われて

しまう。したがって、客観的に「労働者」である者を契約上「労働者」で

はない取扱いとする、いわゆる「誤分類」は強行的に是正されるべきこと

になる。このように、労働者性は契約名称ではなく、働き方の実態に照ら

して客観的に判断されるが、日本では、全国画一的な監督行政を運営して

いく上で「労働者」であるか否かにつき共通の判断を行うために、1985 年

（昭和 60 年）に、昭和 60 年労働基準法研究会報告が示されており、以後

の行政解釈も司法判断も、この報告にまとめられた判断要素を参考として

いる。 

昭和 60 年労働基準法研究会報告から約 40 年が経過し、その間、産業構

造の変化、働き方の多様化、デジタル技術の急速な発展があった。サービ

ス産業の拡大による産業構造の変化により多種多様な働き方が増えること

で、労働者性の境界に位置するような働き方もまた増加してきたし、新型

コロナウイルス感染症のまん延を契機にテレワークが幅広く定着し、場所

 

 
4 このことは、ILOの Employment Relationship Recommendation, 2006 (No.198)でも確認され、各国の労働法で

もほぼ共通して承認されている。ドイツ民法 611a 条では明文化され、イギリス、フランス、アメリカについて

も同様に解されていることにつき、JILPT資料シリーズ No.214『労働法の人的適用対象の比較法的考察』12頁、

36 頁、74 頁（2019 年）参照。 
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にとらわれない働き方も拡大した。さらには、プラットフォーム・エコノ

ミーの進展により、仕事を引き受けるか否かの選択権がありつつも、働き

方の実態は「労働者」に近似したプラットフォームワーカー5が世界中で拡

大し、加えて、ＡＩやアルゴリズムによる労務管理のデジタル化等も発展

している。こうした中で、労働者性判断の分かりにくさが増大し、予見可

能性が低くなりつつある。こうした状況に対応するため、例えばプラット

フォームワーカーについて、諸外国では、 

① 個人で役務を提供している者を「労働者である」と推定した上で、そ

れに異論がある場合には使用者に反証を求める方式（米国のいわゆるＡ

ＢＣテスト）や、 

②  各国の法令、労働協約等に従って、指揮 (direction）と支配

（control）を含む要素が見いだされる場合には、法的に雇用関係があ

ると推認する方式（2024年（令和６年）10月に成立したＥＵの「プラッ

トフォーム労働における労働条件の改善に関する指令」） 

等の法的対応が議論されてきた。日本においても、こうした新しい働き方

への対応や、実態として「労働者」である者に対し労働基準法を確実に適

用する観点から、労働者性判断の予見可能性を高めていくことが求められ

ている。 

 

（２）労働基準法第９条について 

労働基準法第９条では、「労働者」を「職業の種類を問わず、事業又は

事務所・・・に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義している。

「労働者」の実態が多様化しているといっても、同条で規定するような抽

象的属性までもが大きく変わっているわけではなく、また諸外国の例を見

ても法律上の根本的な定義規定を変えている国はほとんどない。こうした

ことから、現行の労働基準法第９条の規定の下で、具体的な労働者性判断

が適正に、予見可能性を高めた形で行われるために、どのような対応が必

要か検討するべきである。 

 

（３）昭和 60年労働基準法研究会報告について 

 昭和 60年労働基準法研究会報告は、当時蓄積していた労働者性の判断に

係る裁判例等を踏まえながら、その当時の働く人を念頭に労働者性を判断

するための要素をまとめ、個別事案について判断するための基準として活

 

 
5 プラットフォーマーを介して仕事を受ける就業者は、クラウドワーカー又はギグ・ワーカーなどとも呼称され

るが、本報告書では「プラットフォームワーカー」を統一的に用いることとした。 
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用できるよう考えられたものである。しかしながら、約 40年が経過し、働

き方の変化・多様化に必ずしも対応できない部分も生じている。昭和 60年

労働基準法研究会報告を所与のものとするのではなく、約 40年で積み重ね

られた事例・裁判例等をしっかりと分析・研究し、学説も踏まえながら、

その表現をより適切に修正すべき点がないかという点も含めて、見直しの

必要性を検討していく必要があると考えられる。 

 加えて、こうした原則的な判断基準の議論と並行して、個別の職種につ

いて、労働者性を判断するに当たって参考となるようなガイドライン等を

必要に応じて示していくことが考えられる。特に、近年拡大し、労働者性

の判断が問題となっているプラットフォームワーカー（ＡＩやアルゴリズ

ムによる労務管理のデジタル化の問題を含む。）についても、予見可能性

を高め、法的安定性を高めていくことが必要である。この点については、

近年、米国や欧州を始め世界中で盛んに議論が行われており、特にプラッ

トフォームワーカーの問題については、2025 年（令和７年）からＩＬＯ総

会において新たな国際労働基準の策定に向けた議論が開始される予定とな

っている。国際的な動向も視野に入れながら、 

・ 人的な指揮命令関係だけでなく、経済的な依存や交渉力の差等につい

て、どう考えるか 

・ 労働者性の判断において、立証責任を働く人側に置くのか、事業主側

に置くのか（推定規定） 

・ 労働者性の判断に当たり活用できる具体的なチェックリストを設けら

れるか 

等の論点を含めた総合的な研究が必要である。 

 したがって、労働者性の判断基準に関しては、引き続き専門的な研究の

場を設けて総合的な検討を行うべきである。 

 

（４）働く人の法的保護との関係 

 労働者性の判断については、デジタル技術の発展等により働き方が多様

化しており、また、働き方の実態を踏まえての総合判断であるがゆえに、

いかに判断基準を明確化したとしても、その境界に位置する者は必然的に

生ずる。そうした者に対しても、適切な保護を及ぼすべき場合もある。我

が国では、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律が 2024 年

（令和６年）11 月に施行された。また、労災保険には労働者ではない就業

者に対して特別加入の仕組みが用意されており、労働安全衛生法の一部の

規定は一人親方等にも適用されているなど、「労働者」に限らず個人事業

主に対しても特別の法制度を用意して必要な保護を及ぼしてきている。 
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 労働者性の判断基準については、受け皿となる法制度でどのような施策

が行われるのかを視野に入れつつ、労働者として保護すべき者に確実に労

働基準法の保護を及ぼすとの観点から検討することが必要になる。 

 

（５）今後の研究について 

 以上で述べたような専門的な研究を行うためには、昭和 60年労働基準法

研究会報告を取りまとめた労働基準法研究会と同様に、労働者性の判断基

準に関する知見を有する専門家を幅広く集め、分析・研究を深めることが

必要である。このため、厚生労働省において、継続的に研究を行う体制を

整えることを、本研究会として要請する。 

 

（６）家事使用人6について 

 個別職種の労働基準法の適用の課題として、家事使用人に対するものが

ある。 

現行法では、家事使用人について、労働基準法第 116 条第２項において

「この法律は、･･･家事使用人については、適用しない」との適用除外規

定が設けられている7。これは、労働基準法制定当時においては、家事使用

人の労働の態様が、各事業（当時の労働基準法第８条各号に列挙されてい

た適用事業）における労働とは相当異なったものであり、各事業に使用さ

れる場合と同一の労働条件で律するのは適当ではないため、労働基準法の

適用を除外したものであると説明されている8。 

現在では、住み込みの使用人という働き方をする家事使用人は減少して

おり、実質的な働き方が、日々就業場所に赴き、決められた時間業務を遂

行する一般的な労働者とほとんど変わらなくなってきたこと、家事と家族

介護を併せて行うことへのニーズから介護サービス事業者の労働者である

と同時に家庭の家事使用人としても働く者が増えたことなどから、家事使

用人のみを特別視して労働基準法を適用除外すべき事情に乏しくなってき

たと考えられる9。労働基準法は刑事罰や行政監督・指導等により履行確保

される公法的規制であるとともに、私法上重要な労働保護規範を設定して

 

 
6 ここでいう家事使用人とは、個人宅に出向き、私家庭において家事使用人を使用する私人と直接労働契約を結

び、その指示のもと家事一般に従事する者のことをいう。ただし、法人に雇われ、その役職員の家庭において、

その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者を含む。 
7 なお、労働契約法は家事使用人を適用除外していない。 
8 寺本廣作『労働基準法解説』時事通信社（1948 年）172 頁、厚生労働省労働基準局編『令和３年版 労働基準

法 下巻』株式会社労務行政（2022 年）1158頁 
9 1993 年（平成５年）５月 10 日にまとめられた「労働基準法研究会報告（労働契約等法制関係）今後の労働契

約等法制のあり方について」の時点でも、「現状において、家事使用人であることを理由として、労働条件の基

本法である労働基準法を全体として適用除外とするまでの特別の理由は乏しくなってきたと考えられる。」と指

摘されていた。 
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いるものであることを踏まえると、家事使用人に対して労働基準法を全面

的に適用除外する現行の規定を見直し、公法的規制については、私家庭に

対する適用であることも踏まえて、実態に合わせて検討することが考えら

れる。 

なお、家事使用人に対して労働基準法を適用することとした場合、家事

使用人の使用者となると考えられるのは、私家庭において家事使用人を使

用する私人であり、こうした者に対して使用者責任を負わせ、私家庭内に

国家的な監督・規制を及ぼすことの是非や、どのようにその履行を確保す

るかなど課題も多く、慎重な検討が必要である。また、現在の家事使用人

は、職業紹介事業者が職業紹介として各家庭に紹介し、各家庭と雇用契約

を結ぶ形が多く見られる一方で、同じく家事を仕事としている家事代行サ

ービス事業者では、家事代行サービス事業者が各家庭と業務委託契約を結

び、当該事業者に直接雇用される労働者がその使用者たる当該事業者の指

揮命令の下で各家庭に赴き業務を遂行している。それぞれのビジネスモデ

ルで雇用関係や指揮命令関係が変わり、それに伴い使用者としての責任を

負うべき主体も変わってくることになることから、家事使用人に対して労

働者としての保護を及ぼすことを目指すならば、家事使用人に関するビジ

ネスモデルも念頭に置きつつ検討する必要があるとの意見があった。 

こうしたことを踏まえ、家事使用人に対して労働基準法やそれ以外の労

働基準関係法制をどのように適用するかについて、履行確保の在り方も含

めた具体的な制度設計の検討に早期に取り組むべきである。  
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２ 労働基準法における「事業」について 

（１）「事業」の概念について 

労働基準法の「事業」について、かつては労働基準法第８条に適用事業

を列挙した規定があり、労働基準法はそのいずれかに該当するものについ

て適用すると規定されていた。これにより、労働基準法が適用される範囲

を定めるとともに、同法が場所的単位としての「事業」ないし事業場を単

位として適用されるという立場（事業（場）単位適用原則）を採用したも

のと解されている。1998 年（平成 10 年）の労働基準法改正により同条は

削除され、事業の種類にかかわらず包括的に適用する方式に移行した。し

かし、労働基準法の適用単位としての「事業」の意義は、第８条の規定が

削除されても第９条の条文に引き継がれて今日も存続し、重要な意義を持

ち続けている。 

労働基準法の「事業」の概念は、行政解釈上、 

・ 工場、鉱山、事務所、店舗等の如く一定の場所において相関連する組

織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいうのであって、必

ずしもいわゆる経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称

するものではないこと 

・ したがって一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定

すべきもので、同一場所にあるものは原則として分割することなく一個

の事業とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業とする

こと 

・ また、場所的に分散しているものであっても、出張所、支所等で、規

模が著しく小さく、組織的関連ないし事務能力等を勘案して一の事業と

いう程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一

の事業として取り扱うこと 

とされている。この「事業」の概念は、様々な場面で問題となり得るが、

例えば次の場面において重要性を有していると考えられる。 

① 労働基準法は、場所的単位としての「事業」ないし事業場を単位とし

て適用され（事業（場）単位適用原則）、その結果、「事業」の種類・規

模・場所等により、法律上使用者に課せられる義務の内容が異なる場合

がある。また、使用者と過半数代表との労使協定の締結の場所的単位も

事業場となる。 

② 労働基準法第９条において、労働基準法が適用される「労働者」につ

いては「事業」に使用される者であることが要件とされており、「事業」

に使用される労働者に労働基準法を適用しないこととする場合について

は、労働基準法第 116 条第２項で「同居の親族のみを使用する事
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業・・・については、適用しない」と適用除外規定が設けられている。 

③ 「事業」の所在地を管轄する労働基準監督署がその「事業」につき監

督権限等を行使する。 

④ 「事業」が日本に存在しない場合は、その「事業」には労働基準法の

適用が及ばない。 

なお、労働安全衛生法や最低賃金法等の労働保護法についても、労働基

準法と同様の適用の仕組みが採用されている。 

 

（２）事業場単位の法適用の在り方について 

（１）で述べたように、労働基準法は、かつて第８条において適用事業

を列挙することにより、同法が適用される範囲を定めるとともに、同法が

場所的単位としての「事業」ないし事業場を単位として適用されるという

立場（事業（場）単位適用原則）を採用したものと解されている。この点、

本研究会に先立って行われた「新しい時代の働き方に関する研究会」の報

告書においては、「職種や個人の事情に応じて働き方が多様化していく状

況の中で、就業規則の制定単位を始めとして、労働条件の設定に関する法

制適用の単位が事業場単位を原則とし続けることが妥当なのかどうか」、

「リモートワークの普及等により、必ずしも事業場で働かないなど、臨検

を前提とした監督指導に馴染まないケースも増加しているので、物理的な

場所としての事業場のみに依拠しない監督指導の在り方等を検討すること

が必要である」といった問題提起がなされた。本研究会でも、事業場単位

の法適用の在り方について、こうした観点を踏まえて議論を行った。 

本研究会における議論の結果、労働基準法において、事業場を単位とし

て法を適用することについては、 

・ 労務管理、意思決定、権限行使、義務履行がなされる場面や場所、監

督の実効性を考慮し、事業場を単位とすべきか、企業単位とすることも

許容されるかを検討する必要があること 

・ 労働基準法等に基づく労使協定の締結等に当たって、職場の実態に即

した労使コミュニケーションが行われる必要があること 

・ 企業単位で労働条件が画一的に設定されている場合など、複数の事業

場を束ねる形での労使コミュニケーションを行うことが合理的である場

合において、そのような形での労使コミュニケーションがなされること

について妨げるものではないこと 

・ 労働基準監督署においては、事業場単位の指導等を原則としつつ、企

業への指導等が有効なものについては、企業単位での指導等を行ってい

ること 
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を考慮し、また、労働基準法が事業（場）単位適用原則を前提として設計

されていること、労働基準法の地域的適用範囲を画定し、監督・指導の有

効性を担保するに当たって、場所的概念として「事業」ないし事業場が引

き続き有効であることを踏まえると、現時点では、引き続き、事業場単位

を原則として維持しつつ、企業単位や複数事業場単位で同一の労働条件が

定められるような場合であって、企業単位や複数事業場単位で適切な労使

コミュニケーションが行われるときは、労使の合意により、手続を企業単

位や複数事業場単位で行うことも選択肢になることを明らかにすることが

考えられる。また、企業単位で法令の履行を確保することが労働基準監督

署による指導等の有効性や行政手続の効率化等の観点から、適切な場合も

あるとの意見もあった。 

一方で、テレワークが浸透するなど場所にとらわれない働き方が広がり、

また更なる技術の発展・高度化に伴い、例えば仮想空間においてのみ事業

活動が行われる場合等においては、労働者が労務を提供する場と、事業場

が所在する場との間に乖離が生じる場合や、そもそも事業場が所在する場

をどこに観念するかなど、物理的な空間・場所を基礎とする既存の「事業」

の概念によって規制の対象を捉えることが困難である又は合理的ではない

場合が生じ、法適用に影響することも考えられる。さらには、仮想空間上

で国境をも越えて事業活動が行われている場合における労働者への法適用

の問題等にもつながってくる。 

法制度の実効的な適用を確保するという観点から、労働基準関係法制に

おける「事業」の概念については、将来的な労使コミュニケーションの在

り方も含め検討していく必要がある。例えば、１の（５）で述べた労働者

性の研究を継続的に行う場において、「事業」の概念との関係を含めて議

論を行うなど、早期に検討に着手することが必要と考える。  
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３ 労使コミュニケーションの在り方について 

（１）労使コミュニケーションの意義と課題 

集団的労使コミュニケーションには、 

① 労使が団体交渉を通じて労働条件や労使関係ルールを設定するもの 

② 法律で定められた規制の原則的な水準について、労使の合意等の一定

の手続の下に、個別の企業、事業場、労働者の実情に合わせて、法所定

要件の下で法定基準を調整・代替するもの 

③ ②の法定基準の調整・代替に係る労使協定の遵守状況のモニタリング

や労使間の苦情・紛争処理等を通じた労働条件規範の遵守に関するもの 

④ 労使間の情報共有を通じた労働者による経営参画に関するもの 

等がある。①は春闘（春季労使交渉）等の労働組合による団体交渉を基本

とするものであり、②、③は多くは過半数代表との労使協定により個別の

実情に合わせて法所定要件の下で法定基準を調整・代替する（③はモニタ

リングや苦情処理等の機能も持つ）仕組みである。④は制度的な対応とい

うよりも、各々の事業場・現場でどのように環境を改善し、利益を創出し

ていくかということを話し合うものである。本研究会では、②、③の労使

コミュニケーションの在り方について、現行制度の改善点を中心に議論し

た。 

労働保護法における規範には、 

 ・ 労働者の権利を守る観点から例外なく一律に遵守すべき基準や、 

 ・ 原則のルールを法令で示しつつも、個別の企業、事業場、労働者の実

情に合わせて法所定要件の下で法定基準を調整・代替することが許容さ

れる基準 

がある。後者の法定基準を調整・代替する仕組みは、労働基準法制定当時

は 36 協定など限定的なものであったが、1987 年（昭和 62 年）の改正で多

くの労働時間制度に取り入れられてきたところである。また、1998 年（平

成 10年）の労働基準法改正において企画業務型裁量労働制が創設された際

には、企画業務型裁量労働制の採否を取り扱う委員会として労使委員会が

規定された。この労使委員会では、企画業務型裁量労働制のみならず、労

働時間規制に関する労使協定を委員会決議で代替できるものと規定されて

いる。 

 昨今は、働き方の多様化、経済情勢や技術の変化の激しさに更に拍車が

かかっている。労働基準関係法制については、こうした変化の下でも守る

べき原則をしっかりと堅持した上で、法令において定められた最低労働基

準としての規制の原則的な水準を守りつつ、多様な働き方を支える仕組み

とすることが必要である。 
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そのためには、それぞれの規制において適切な水準が担保されることを

前提に、労使の合意等の一定の手続の下に個別の企業、事業場、労働者の

実情に合わせて法定基準の調整・代替を法所定要件の下で可能とする仕組

みとなっていることも必要となる。また、労使の合意した内容であれば、

その遵守に当たって現場でのモニタリングが可能となるという面もある。 

こうした仕組みが有効に弊害なく機能するためには、それを支える基盤

として、労働者が意見を集約して使用者と実効的なコミュニケーションを

行い得る環境が整備されていることも必要となる。労働基準法においては、

事業場に過半数労働組合があるときはその労働組合、過半数労働組合がな

いときは過半数代表者が労使協定の締結主体となる仕組みがとられており、

まずは、労使コミュニケーションを図る主体の中核たる労働組合の活性化

や組織化の取組が望まれるとともに、過半数労働組合がない事業場も含め

て、労使ができるだけ対等にコミュニケーションを図り、適正な内容の調

整・代替を行うことのできる環境が整備されていることが重要である。 

その際、 

・ 労働組合の推定組織率は2023年（令和５年）では16.3％にとどまり、

長期的にも低下しており、過半数労働組合がない事業場が多い実情 

・ 過半数代表者について、選出方法や、労働者集団としての意見を伝え

る役割・能力等に課題があるという実情 

といった労使コミュニケーションを取り巻く状況も踏まえて、労使コミュ

ニケーションの在り方を検討する必要がある。 

 また、労使がより実効性のあるコミュニケーションを行い、職場のルー

ルを作っていく姿を考えると、労働者と使用者のコミュニケーションだけ

でなく、労働者集団内部のコミュニケーションが、意見集約や調整という

点で重要であると考えられる。 

加えて、過半数代表や労使委員会については、過半数代表や労使委員会

を必要とする条項において個別に規定されているのみで、労働基準法にお

いて体系的に規定・整序されていない。 

 こうした現状を踏まえると、まずは、労働組合の活性化が望まれるとと

もに、現行の過半数代表制の抱える課題の解消に早急に取り組むべきであ

る。そこで本研究会では、今日的な集団的労使コミュニケーションの課題

と改善方法にどのようなものがあるかについて検討を加え、労働組合の役

割、過半数代表者の適正選出と基盤強化、労使協定等の複数事業場での一

括手続等について検討を行った。 
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（２）労働組合による労使コミュニケーションについて 

 労使関係において、労働者と使用者との間に厳然とした交渉力の格差が

あることは、働き方が多様化した現在においても変わらない事実である。

労働組合法（昭和 24年法律第 174号）においては、個人では圧倒的に不利

な立場にある労働者が団結し、争議権を背景に団体交渉を行うことによっ

て労働者の交渉力を使用者と対等の立場に引き上げるものとして労働組合

が規定されており、労働組合の活性化が望まれる。 

また、労働基準法における労使協定や就業規則の手続において、過半数

代表として優先されるのは過半数労働組合であることも踏まえると、労働

組合が実質的で効果的な労使コミュニケーションを実現する中核となる。

他方で、前述のとおり労働組合の組織率は長期的に低下しており、過半数

労働組合がない事業場が多いことも事実である。労働組合を一方の担い手

とする労使コミュニケーションを活性化していくことが望ましい。 

 この点、後述する過半数代表者に対する支援と併せて、過半数労働組合

にも適用可能な支援は何かということを考える必要がある。例えば、労働

組合が過半数代表として活動する場合の活動時間の確保や、使用者からの

必要な情報の提供10、意見集約のための労働者へのアクセス保障など11の支

援は、過半数労働組合、過半数代表者のいずれが過半数代表の役割を果た

す場合においても共通して必要と考えられるため、労働組合が過半数代表

として活動する場合に、当該労働組合に対しても行うことができる支援と

して明確化していくことが必要と考えられる。 

 また、これも過半数労働組合と過半数代表者に共通しているが、労働基

準法等に基づく労使協定を締結する際等には、過半数代表は、事業場の全

労働者の代表として意見集約していくべきことも明確化すべきである。 

 

（３）「過半数代表者」の適正選出と基盤強化について 

過半数労働組合のない事業場においては、過半数代表者を選出して労使

協定の締結等を行うこととなるが、過半数代表者については様々な課題が

指摘されている。これらの課題を大別すると、 

① 過半数代表者の選出が、事業場において適正に行われていない場合が

ある 

② 過半数代表者の役割を果たすことは労働者にとって負担であり、また、

 

 
10 例えば、36 協定を締結する際に、その事業場の労働時間の実態に関する情報を提供すること等が考えられ

る。 
11 例えば、その事業場の労働者の意見を集約するために、従業員名簿等の情報を提供することや、意見集約を行

うプラットフォーム（イントラネット等）を用意すること等が考えられる。 
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全ての労働者が労使コミュニケーションについての知識・経験を持つわ

けではないことから、積極的な立候補が得られないことや、立候補者が

いて選出されたとしても過半数代表の役割を適切に果たすことが難しい

場合が多い 

というものである。この二つは相互に関係しており、使用者側が適正な形

で過半数代表者の選出を求めようとしても、候補者が得られないことによ

り結果的に適正な選出手続をとれないような場合もある。また、選出され

た過半数代表者が労使協定についての情報や知識を持たず、選出された過

半数代表者が事業場の全労働者の代表として意見を集約するための制度的

担保がないことから、結果として使用者から提示された労使協定の案につ

いて全労働者の代表として意見を集約して十分な議論を行うことなく協定

を締結するだけになっているような場合もあるとの指摘がある。こうした

課題を改善し、実質的で効果的な労使コミュニケーションを行う土台を作

っていくことが必要である。 

 一方、現行の労働基準法では、「過半数代表」や「過半数代表者」は明

確には定義されておらず、過半数代表が締結の一方当事者となる手続を定

める条項において個別に規定されているのみである。過半数代表者の適正

選出を確保し、基盤を強化するためには、 

・ 労働基準法における「過半数代表」、その下位概念である「過半数労

働組合」、「過半数代表者」の定義 

・ 過半数代表者の選出手続 

・ 過半数代表、過半数労働組合、過半数代表者の担う役割及び使用者に

よる情報提供や便宜供与、権利保護（不利益取扱いを受けないこと等） 

・ 過半数代表として活動するに当たっての過半数代表者への行政機関等

の相談支援 

・ 過半数代表者の人数や任期の在り方 

等について、明確にしていくことが必要ではないかと考えられる。 

 

（３）－１ 過半数代表者の選出手続について 

  過半数代表者を選出する主体は、当然ながら労働者自身であるが、実態

として、使用者が何らかの労使協定を締結しようとする場合等に、労働者

側に選出を求めることが契機となると考えられる。また、実際の選出行為

は選挙や信任投票等が考えられるが、労働者のみで選挙等の選出事務の手
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続を行うことは実務上現実的でなく12、使用者がある程度関与せざるを得な

いのが実情である。その関与は、労働者による適正な選出を阻害しないも

のにとどめる必要があり、現行の労働基準法施行規則（昭和 22 年厚生省令

第 23 号）において、使用者の意向に基づき選出されたものでないことが過

半数代表者の要件として規定されているものの、その具体的な内容が定め

られているものではない。 

 各段階において、公正な過半数代表者の選出がなされるために使用者が

どのように関与していくことが考えられるかについて検討する。 

例えば労使協定の締結13のために、過半数代表者の選出を労働者側に求め

る際には、使用者は、当該事業場でこれまでにどのような労使協定が締結

されており、今回選出する過半数代表者に対してはどの労使協定に関する

手続を求めるのか、その労使協定にどのような内容を盛り込みたいのか等

を明らかにすることが求められる。 

次に、労働者が過半数代表者を選出するに当たっては、不適切な選出方

法がとられている実態があることにも鑑み、候補者となる労働者の意思を

確認し、事業場内で周知し、労働者が選挙、信任投票等を行うべきことを

明らかにする必要がある。その上で、使用者は、プラットフォーム（事業

場内での選挙設備や社内イントラネットなど）を用意するなど、選出事務

に配慮することが求められる。その際、具体的にどの程度の配慮まで認め

られるのかについて明らかにする必要がある。 

最後に、労働者が過半数代表者に立候補し、その役割を適切に果たすた

めには、過半数代表者の選出が必要になる前から、過半数代表の意義や役

割、選出手続、適正な選出の必要性、労働者の意見集約の手法等について

知識を得る教育・研修の機会があることが求められる。また、適切な労使

コミュニケーションを促進する観点から、過半数代表に関する教育・研修

の中で、労働組合を中心とした集団的労使関係についても扱われることが

望ましい。労働者の自主的な意思表示を担保するためには、こうした教

育・研修を使用者が行うことには問題があると考えられ、行政において一

定の教育・研修資料等を作成し、それを提供するという形が望ましいと考

えられる。 

 

（３）－２ 過半数代表者が担う役割及び過半数代表者となった労働者に対

 

 
12 例えば、事業場の全労働者を掲載した従業員名簿等は、基本的に使用者側が保有しているため、選挙を行おう

とすると使用者側の援助が不可欠となる。 
13 労使協定の締結以外にも、就業規則の作成・変更に係る意見聴取等の場面において、過半数代表者の選出が必

要となる。 
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する使用者による情報提供や便宜供与 

  選出された過半数代表者は、 

① 使用者が締結しようとする労使協定の内容や、意見聴取しようとする

就業規則の内容について確認し、 

② 事業場の労働者の賛否や、使用者に伝えるべき意見を集約し、 

③ それらを使用者に対して伝えるとともに、労使協定の締結や意見の表

明を行う 

という役割を担うことになる。 

 過半数代表者がこうした役割を全うするためには、法定基準の趣旨等を

理解した上で、事業場の働き方の実態に関する情報を得ることが必要にな

る。例えば、36 協定を締結するためには、過半数代表者が事業場の平均時

間外労働時間数、最長時間外労働時間数、時間外労働が必要となる業務内

容等についての情報を得て、具体的に協定内容の是非を判断できることが

必要である。また、事業場の労働者の意見を集約するために、従業員名簿

や、当該協定の影響を受ける労働者が誰であるかといった情報も必要とな

る。こうした情報は使用者側が保有しているものであるため、過半数代表

者に対するこうした情報の提供を使用者の責務として位置付けることが必

要ではないかと考えられる。 

 また、過半数代表者としての活動には相応の時間を要することから、労

働時間の中で活動することへの一定の保障を検討することが考えられる。

また、意見集約のための社内イントラネットや通信機器、コピー機等の社

内設備の使用等についての便宜供与が必要となることが考えられる。こう

した便宜供与は現状でもある程度行われていると考えられるが、使用者が

どこまで提供するべきか、あるいは中立性の観点から使用者がどこまで提

供することが適法であるかについて、必ずしも共通の認識がなく、使用者

側が抑制的になっている可能性もある。使用者がどのような便宜供与を行

うことが望ましいか、どのようなものが許容されるのかを明確にすること

が求められる。 

 また、過半数代表者であること等を理由とした解雇・異動等の不利益取

扱いをしてはならない旨を明確化することが求められる。 

そのほか、過半数代表者の活動に関して紛争が生じた場合のあっせんな

ど、労働委員会等による紛争解決の仕組みについても整理し、周知するこ

とも考えられる。 

 なお、上記のような情報提供や便宜供与は、労使委員会の労働者側委員

や過半数労働組合についても過半数代表者と同様の取扱いとする必要があ

るのではないかと考えられる。さらに、過半数労働組合に対する便宜供与
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については、労働組合法に規定する支配介入等の規定との関係を明らかに

する必要がある。 

 

（３）－３ 過半数代表者への相談支援 

過半数代表者や労使委員会の労働者側委員が活動するに当たり、行政機

関や外部専門家、労働組合等の相談支援を受けたいと考える場合も想定さ

れる。行政機関（労働委員会を含む。）においては、相談体制の整備や、相

談窓口の周知等も行うことが求められる。 

 

（３）－４ 過半数代表者の人数 

  過半数代表者の人数については、法令上規定はないが、多くの場合１名

が選出されている。ここまで論じてきたとおり、過半数代表者の責務や活

動負担は相応に大きく、１名でそれを負うことの負担感から立候補に消極

的になることも考えられ、他方、過半数代表者が複数人いれば、より実質

的で効果的な労使コミュニケーションを行える可能性があり、また、その

事業場の多様な類型の労働者の意見を汲み取りやすくなる可能性もある。 

  一方で、ただでさえ過半数代表者の立候補者は少なく、また小規模な事

業場において複数人を選出することは手続的な負担が大きく、現実的に対

応できない場合も想定される。 

  現行法でも複数人の過半数代表者を選出することは適法に可能であるこ

とから、複数人選出の選択肢もあることを明らかにしていくことが考えら

れる。その際には、過半数代表者を何人、どのような方法で選出するか14に

ついての検討が必要と考えられる。また、過半数代表者自体は単独であっ

たとしても、その過半数代表者が任務を果たすために必要に応じて相談す

ることのできる補助者を指名すること15など、柔軟な方法もとり得ることを

明らかにしていくことが考えられる。労働者側がこうした複数人選出を望

む場合や、選ばれた過半数代表者が補助者の指名を望む場合には、使用者

には、指名事務等を円滑に遂行できるよう必要な配慮が求められる。ただ

し、必要な配慮の名の下に、使用者による不当な介入等が行われないよう

に留意すべきである。 

 

 

 
14 複数の過半数代表者を選出する場合には、各過半数代表者それぞれが事業場の労働者の過半数の信任を得てい

ることが必要と考えられる。 
15 補助者の指名は、当該補助者が過半数代表者とともに意見集約等に携わる者であることを明確にする事実上の

行為であり、補助者に指名しなければ過半数代表者が他の労働者と相談できないというものではない。 
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（３）－５ 過半数代表者の任期16 

  現行法においては、過半数代表者は原則として手続ごとにその都度選出

されるのが基本であるが、任期を定めて選出することは否定されていない。

任期を定めて過半数代表者を選出する選択肢もあることを明らかにしてい

くことが考えられる。任期を定めて選出することの意義としては、一定期

間に締結することが想定される労使協定の締結権限や就業規則の変更等に

係る意見聴取の相手方となる地位をあらかじめ付与することにより、労使

コミュニケーションの労働者側の代表者が一定期間定まるという面や、締

結した労使協定の有効期間中に、当該協定を締結した立場から他の労働者

からの質問等に応じること、労使協定の実施状況等について使用者に質問

や意見の表明等を行うことができるという面等が考えられる。任期を定め

て選出することで、過半数代表者として役割を担う期間が明確化され、ま

た、前述した過半数代表者の複数人選出と併せ、各過半数代表者の任期を

ずらすことで継続的な労使コミュニケーションを行うことが可能となるこ

とも考えられる。 

ただし、あまりにも長期の任期を設定することは問題であることや、任

期を定めて選出する場合に当該過半数代表者が権限を持つ手続の範囲の定

め方、任期を定めて選出された過半数代表者が異動・退職等した場合の取

扱いなど、実施に当たって注意すべき点についても整理し、周知すること

が必要である。 

 

（３）－６ 労働基準法における規定の整備 

  現在の労働基準法では、過半数代表は、それぞれの手続を定める条項に

おいて、使用者が労使協定を締結する、あるいは意見を聴取する相手方等

としてのみ規定されており、その選出手続についても、法律における明確

な委任がない中で、法律の施行・実施のために必要な細則として省令にお

いて規定している（現行の労働基準法施行規則第６条の２は法律に根拠を

持たない実施命令である）。 

  これまで論じてきた適正選出や基盤強化のための取組を具体的に実行し

ていくに当たって、それぞれを法律、下位法令又はガイドライン等のいず

れに規定するとしても、それらのルールを作っていく法的なベースがない

状態になっている。 

  本研究会としては、過半数代表者の適正選出を確保し、基盤の強化を行

 

 
16 任期の期間については、その考え方や一定の期間をガイドライン等で示すことや、労使協定の有効期間に合わ

せた期間とすること等が考えられる。 
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うに当たり、まずは労働基準法において、「過半数代表」、「過半数労働組

合」、「過半数代表者」の法律上の位置付け、役割、過半数代表者に対する

使用者からの関与や支援等を明確に定める規定を設ける法改正を行うこと

が必要と考える。なお、労使委員会の規定についても、同様に検討の対象

となる。 

加えて、過半数労働組合に対する使用者からの関与や支援について、ど

のようなことができるのか、労働組合法に規定する支配介入等の規定との

関係について、いずれかの法で明らかにしておくことも検討すべきである。 

 

【法制度のイメージの例】 

○ 法律（その委任命令を含む。）に規定することが考えられる事項 

・「過半数代表」、「過半数労働組合」、「過半数代表者」の法律上の位置付け 

・過半数代表の任務・権限、公正代表義務（事業場の全労働者の代表として

労使協定の締結等を行うこと） 

・過半数代表に対する使用者の情報提供 

・過半数代表に対する使用者の支援・便宜供与 

・過半数代表に対する不利益取扱いの禁止 

・過半数代表者の公平・中立な選出手続 

 

○ ガイドライン等に規定することが考えられる事項 

・過半数代表に対する支援・便宜供与のひな形・好事例 

・過半数代表者の具体的な選出手続のひな形・好事例 

・過半数代表者を複数人選出する場合や補助者を指名する場合の留意点 

・過半数代表者を任期を定めて選出する場合の留意点 

・その他過半数代表の運用のための情報 

 

（４）労使協定・労使委員会等の複数事業場での一括手続について 

 労働基準法は事業場を単位として適用されているが、事業場における労

使の状況は、働き方の多様化やデジタル技術の発展により変化してきてい

る。 

 労務管理におけるデジタル技術の活用が進む中、事業場を多く有する企

業では、使用者機能を本社や基幹的な事業場に集中・統合した結果、個々

の事業場に実質的な労務管理機能がなくなっている場合も見られ、その場

合には本社等の人事労務担当の参画がなければ実質的な労使協議を行えな

いことから、複数事業場で手続を一括して行うことへの需要が増している

と考えられる。 
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 さらに、特に労働組合のない事業場においては、実質的に労使コミュニ

ケーションを担える労働者がおらず、単独事業場では実質的な労使協議が

行えない場合もあるとの指摘もあった。 

 労働条件によっては、事業場単位よりも企業単位で検討することが労使

にとってふさわしい場合があることも考えられるとはいえ、36 協定を始め

とした労使協定については、事業場ごとに働き方の実態が異なることも少

なくなく、こうした実態を適切に反映するためには、原則どおり、労使合

意も事業場単位で行うべきである。このことを前提に、本研究会では、上

述したような事情があり、労使当事者が希望する場合には、複数の事業場

の労使当事者が集まって、労使協定を締結することや労使委員会を開催す

ることの当否について検討した。 

 現行法では、労使協定を締結する際の使用者側の担当者や労使委員会に

おける使用者側委員が、当該事業場に所属する者であることは法令上求め

られてはいない。また、当該事業場の過半数代表の指名があれば、当該事

業場に所属していない労働者が労使委員会の労働者側委員となることもで

きる。次の図に示すように、事業場単位の労使合意を前提としつつ、手続

をある程度まとめて行うことは現行法上許容されており、その点を明らか

にすることが考えられる。労働者側にとっても、複数の事業場の過半数代

表がお互いに相談できるような体制を整えることで、実質的な労使コミュ

ニケーションに好影響を与えることも期待され、この場合に、使用者を交

えずに互いに相談できる場を設けることで、労働者側へのメリットが高ま

ることも期待できる。 

 
第９回資料より抜粋 

 

労使委員会 就業規則労使協定

各事業場の使用者⇔各事業場の過半数代表

本社

使用者

過半数組合
or

過半数
代表者

事業場A

労使
協定

B Ｃ Ｄ Ｅ

本社の使用者⇔各事業場の過半数代表

B C D E

本社

使用者

事業場A

労使協定

過半数組合
or

過半数
代表者

各事業場の使用者が過半数代表に意見聴取

本社

使用者

過半数組合
or

過半数
代表者

事業場A

意見
聴取

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

就業
規則

F

労働者
10人
未満

各事業場の労使委員会

本社

事業場α

使用者

決議

労働者

事業場β

使用者

決議

労働者

事業場γ

使用者

決議

労働者

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

各事業場から選出した労働者代表と
本社の使用者で構成される委員会

本社

使用者

決議

労働者

事業場α

使用者

決議

労働者

使用者

決議

労働者

Ｘ Ｙ Ｚ Ｘ Ｙ Ｚ Ｘ Ｙ Ｚ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

事業場β 事業場γ
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 一方で、複数事業場をまとめて手続を行うことについての提案を使用者

が行うことは許容されるとしても、事業場の過半数代表がこれを拒否する

場合には、原則どおり事業場単位で労使協議を行うこととなる。その際、

過半数代表の持つ機能と権限を、過半数代表が正しく認識できるよう、個

別事業場単位で労使協議を行うことができる旨の明確化と周知徹底が必要

であると考えられる。なお、事業場の過半数代表が、普段面識のない本社

の人事担当に対してためらわずに意見を伝えることができるかという点に

は懸念も残ることから、その希望に応じて各事業場の使用者側の担当者が

同席することも考えられる。 

 

（５）労働者個人の意思確認について 

 労働者個人と使用者の交渉力の違いを考えると、法律で定められた規制

の原則的な水準について、労働者の本人同意のみにより調整・代替するこ

とは不適当と考えられるが、集団的合意を経た上で、重ねて本人同意を求

める制度は現在も裁量労働制や高度プロフェッショナル制度に見られるも

のである。働き方の多様化に対応して個別の制度を検討する場合に、事項

によっては、各制度における個人の意思確認の必要性の度合いや、現場の

働き方の実態を踏まえて、集団的合意に重ねて本人同意を求める制度をそ

れぞれに検討することが適当と考えられる。 

 

（６）労働基準関係法制における労使コミュニケーションの目指すべき姿 

 労働基準法における労使協定は、法律で定められた規制の原則的な水準

を個別の企業、事業場、労働者の実情に合わせて法所定要件の下で調整・

代替することについて、免罰効を与えるとともに、当該事項に係る法定基

準の強行性を解除する効果を持つ。 

現行法においては、その時々に選出された過半数代表者によってこの労

使協定が締結されるが、締結後にそれが締結当初の趣旨どおりに実施され

ているかについてモニタリングを行う制度はない。将来を見据えれば、モ

ニタリングを含めた労使コミュニケーションを恒常的かつ実質的な形で行

うことができる体制が確保されることが求められる。 

この点について、労働組合の機能が優先されることを前提としつつ、現

に労働組合がない事業場等におけるコミュニケーションの在り方を考えて

みると、諸外国においては、労働者のみで構成される労働者の集団全体を

適切に代表する組織を設ける仕組みや、労使双方で構成する委員会を設け

意思決定を行う仕組み等が制度化されており、将来的には、これらも視野

に、我が国における労使コミュニケーションの在り方を検討していくこと
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が期待される。 

将来的な労働者と使用者のコミュニケーションの場としては、以上のよ

うに様々な形が考えられるところであり、諸外国の例を見ても、国によっ

てとっている方向は異なっていることから、労使関係の実態も踏まえたよ

り包括的・多角的な研究が必要となる。また、そうした労使コミュニケー

ションを、現場に近い事業場単位で行うべきか、より多数の意見を集約で

きる企業単位で行うべきかについても、より深い研究が必要となる。 

 本節でこれまで論じてきた事項は、こうした将来の検討にもつながるも

のである。まずは、労働組合の活性化が望まれるとともに、過半数代表者

の改善策を実施し、その状況を把握しながら、労使コミュニケーションの

在り方について更に議論を深めていくべきである。 

さらに、将来的に労働者全体の意思を反映した労使コミュニケーション

が十分実効的に機能するようになった際には、過半数労働組合等の労働者

集団と使用者との合意と、労働契約の規律との関係について、長期的な課

題として議論していくことも考えられる。 
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Ⅲ 労働時間法制の具体的課題 
 

１ 最長労働時間規制 

労働時間法制については、まず一般規制として、①法定労働時間、36 協定

による時間外・休日労働規制、変形労働時間制、フレックスタイム制等の

「最長労働時間規制」、②法定の休憩、休日、年次有給休暇等の「労働から

の解放に関する規制」、③時間外・休日労働、深夜労働の割増賃金といった

「割増賃金規制」がある。この一般規制は、実際に働かせた（あるいは実際

に労働から解放した）時間を前提とする実労働時間規制である。 

これに対して、一般規制である実労働時間規制をそのまま適用することが

なじまない働き方に対して、事業場外労働や裁量労働についてのみなし労働

時間制といった、実労働時間規制とは異なる特別規制が 1987 年（昭和 62 年）

以降、追加されてきている。そして、労働基準法制定当時から存在する管理

監督者等の適用除外に加えて、2018 年（平成 30 年）の働き方改革関連法に

おいて、新たな類型の適用除外として高度プロフェッショナル制度が導入さ

れた。 

また、裁量労働制や高度プロフェッショナル制度について、健康・福祉確

保措置の実施が制度導入の要件とされているように、実労働時間規制以外の

手法による健康確保のための措置も導入されてきている。 

労働時間法制の具体的課題の検討に当たっては、このような現行の労働時

間規制の体系的整理を念頭に議論を行った。 

 

（１）時間外・休日労働時間の上限規制 

 時間外・休日労働時間の上限規制（原則：月 45時間・年 360時間／特別

条項：単月 100時間未満・複数月平均 80時間以内・年 720時間）を導入し

た働き方改革関連法が 2019 年（平成 31 年）４月から施行され、５年が経

過した。また、適用を猶予されていた業種についても、段階的に適用が開

始された。この間、全体の時間外・休日労働は緩やかに減少している。上

限規制による労働時間短縮の効果はある程度表れていると考えられるもの

の、2020 年（令和２年）以降は新型コロナウイルス感染症の影響が無視で

きないことなどから、現時点では、上限そのものを変更するための社会的

合意を得るためには引き続き上限規制の施行状況やその影響を注視するこ

とが適当ではないかと考えられる。もちろん、「時間外労働の上限規制等

に関する労使合意」（2017 年（平成 29 年）３月）にあるように、時間外労

働の上限を 36 協定の原則である月 45 時間・年 360 時間に近付けられるよ

う努めていくべきであり、目標を見据えて定期的に時間外・休日労働等の
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実態を把握し、上限規制の水準の見直しについて議論することが必要であ

る。また、自動車運転者や医師などは、2024 年（令和６年）度から時間

外・休日労働時間の上限規制が適用となったが、なお一般より長い上限が

適用されているため、健康確保措置の在り方や、一般の上限規制の適用に

向けた取組をどのようにするかを議論すべきである。これらについては引

き続き中長期的に検討していく必要がある一方で、働く人を「守る」とい

う観点からは、後述するように、労働時間の情報開示等により企業による

自主的な労働時間短縮を促進する取組や、休日等の労働からの解放に関す

る規制については、早期に対応可能な取組もあるのではないかと考えられ

る。 

なお、労使協定は法的には免罰効や強行性解除効を有するものであり、

労働契約上の労働条件や労働義務を設定するものではない。36 協定が締結

されたとしても、個別の労働者にとって、当該協定で定められた時間外・

休日労働を行わなければならない義務が発生するわけではなく、あくまで

も労働協約や就業規則、労働契約といった根拠に基づいて時間外・休日労

働が命じられ得るものである。36 協定はあくまで上限設定であり、個別の

労働者の事情を踏まえて、時間外・休日労働を行うことが難しい労働者が

安心して働けるような環境を整備することや、育児や介護等の特定の事由

に限定せず、働き方や労働時間を選択できるようにすることなど、柔軟な

働き方を可能にする法制度について、労働基準法以外の法令における対応

を含めて中長期的に検討していく必要がある。 

また、労働基準法第 33条第１項の特例について、同項は災害時等による

臨時の必要がある場合の規定ではあるが、日本は災害が多いことも踏まえ

れば、長時間の時間外・休日労働をせざるを得ない場合の健康確保につい

て、何らかの対応が望まれる。 

なお、我が国全体の働き方への考え方として、長時間の時間外労働に対

応する労働者こそが会社の中核的なメンバーであり、そうでない者は周縁

的なメンバーであるという考え方・空気感が今なお存在する面は否めない。

これからの時代においては、長時間の時間外労働を前提としない働き方が

通常の働き方とされる社会としていくことが重要であり、これまで述べて

きた制度的な議論による対応に加え、人事評価制度や人員配置・管理等に

ついて、健康経営や人的資本経営の観点からも企業の意識改革が望まれ、

そうした気運の醸成に努めていく必要がある。 

加えて、長時間労働の是正には、労働時間制度だけでなく、官公庁取引

を含む商慣行の見直しや、大企業や親会社、国・地方自治体の働き方改革

が中小企業や子会社を始め取引先にしわ寄せを生じさせる状況の是正とい
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った観点も重要であり、厚生労働省と業所管省庁が協力して進めることが

重要である。 

 

（２）企業による労働時間の情報開示 

（２）―１ 企業外部への情報開示 

 労働基準法の強行的な規制による労働時間の短縮のほか、労働市場の調

整機能を通じて、個別企業の勤務環境を改善していくことが考えられる。

このためには、労働者が就職・転職に当たって、各企業の労働時間の長さ

や休暇の取りやすさといった情報を十分に得て、就職・転職先を選べるこ

とが必要である。このことは労働者の主体的な希望に基づく労働移動を増

やし、労働市場全体を通じた労働力の最適配置にも資するものとなり得る。

長時間労働の是正について考えると、特に企業の時間外・休日労働の実態

について、正確な情報が開示されていることが望ましい。 

現行法制において、企業の時間外・休日労働の実態に関する情報17につ

いては、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年法律

第 64 号）や次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）に基づ

く認定制度等の企業による自主的な取組を促す仕組みを含め、各制度の目

的に応じて様々な情報開示の仕組みが既に設けられているが、時間外・休

日労働時間を短縮するという観点からも、様々な情報開示の取組が進めら

れ、また、これらの情報を労働者・求職者が一覧性をもって閲覧できるよ

うになることが望ましいと考えられる。労働環境の改善を促すとの観点か

ら、企業による自主的な情報開示が、質・量ともにより充実するよう、そ

の基盤を整えることや、義務的な情報開示について検討することについて

は、厚生労働省として不断に取り組んでいくことを期待する。 

 

（２）―２ 企業内部への情報開示・共有 

 労働基準法の強行的な規制による労働時間の短縮や、（２）―１で述べ

た企業外部への情報開示による労働市場の調整機能を通じた個別企業の勤

務環境の改善のほか、企業内部への労働時間の情報の開示・共有によって、

個別企業の勤務環境の改善、労働基準法違反の状態の発生の防止や迅速な

是正につなげていくことも考えられる。 

こうした企業内部への労働時間の情報の開示・共有については、誰に対

して、どのような目的で開示・共有し、何を改善していくのかを整理する

 

 
17 現行制度で開示されているのは、平均時間外労働時間であることが多いが、より実態を示すためには、最長時

間外労働時間等も開示対象になるのではないかという議論もあった。 
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ことが必要である。 

 衛生委員会や労働時間等設定改善委員会等の労使の会議体への時間外・

休日労働の状況等の情報開示は、例えば衛生委員会においては長時間にわ

たる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する

ことが調査審議事項とされているように、実質的な議論をする上で非常に

重要となる。また、36 協定など労働時間に関する労使協定を締結する際に

は、過半数代表に対して情報を開示していくことが必須と考えられる。過

半数代表者の基盤強化と併せ、実効的な労使交渉を進めていくためにも、

情報開示に取り組むべきであると考えられる。なお、個人ごとの時間外・

休日労働時間は、労働者個人に関する情報であるため、取扱いに関しては

配慮が必要である。 

 また、労働者個人が、部署平均や全社平均との比較等を通じて、自らの

時間外・休日労働時間の状況や年次有給休暇の取得状況・残日数等を認識

することを可能とする方策として、個別の労働者に対する情報開示が考え

られるが、これについては、当該個人の情報を開示する場合と、事業場全

体の情報を開示する場合とで、効果が異なると考えられる。個別の労働者

に対して個人の情報を開示し、改善を促すとしても、自主的な行動変容に

よって労働時間を短縮できるのは、ある程度働き方に裁量のある労働者に

限られるのではないかという懸念もある。一方で、個別の労働者に対する

情報開示は、割増賃金が適正に払われているかを確認し、労働基準法違反

の状態の発生を防止し、あるいは迅速に是正することにも資するものとい

える。 

加えて、管理職が、他部署や全社平均との比較等を通じて、自部署の労

働者の時間外・休日労働時間の状況を認識することを可能とする方策とし

て、管理職に対してその管理対象となる部署の時間外・休日労働時間の情

報を共有し、改善を求めることが考えられる。これは、企業による労働時

間短縮の取組を強く促すという点で有効と考えられる。一方、管理職は部

下との関係では労働基準法第 10条の使用者に当たる面もあることから、管

理職への情報共有と改善の取組はある種の企業内ガバナンスの整備のよう

な問題として捉えられる。 

 

 これまで述べてきた企業外部・企業内部への情報開示については、人手

不足が深刻化し、新規雇用が必要な場合に安定的に人手を確保することや

労働者の離職を抑制することが課題となっている中で、労働時間を含めた

労働条件についての情報が開示されることで、実態としてどのような働き

方であるかという点で企業間の競争が生じ、その競争を通じて、労働条件
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の改善につながることも期待できる。こうした情報開示について、できる

ことから取り組むべきであると考えられる。なお、本研究会においては、

労働時間の短縮の観点を中心に企業による情報開示について議論してきた

が、労働条件に関する様々な情報開示については、前述のとおり、企業外

部への情報開示については労働者の適職選択等の労働市場政策としての観

点や、企業内部への情報開示については労使コミュニケーションをより実

効的なものとしたり、労働基準法第 106 条に定める就業規則、労使協定等

の労働者への周知義務の実効性を担保したりといった観点など、多面的な

見方がある。 

 

（３）テレワーク等の柔軟な働き方 

テレワーク18は、一般に、仕事と生活を両立させやすく、柔軟に働くこ

とができる働き方であり、諸外国でも、柔軟な働き方の一つの典型として、

労働者の希望に沿ってテレワークを促進すべきとする考え方も生じている。

しかし、テレワークは、事業場で就労する場合のような使用者の直接的な

指揮命令が及ばない場合もあり、働き方の自由度が高まる一方で長時間労

働の問題も生じ得るなど、テレワーク中の労働時間管理の在り方が問題と

なる。また、在宅でテレワーク勤務を行う場合には、自宅が職場となると

いう特殊性から、就業環境の整備やプライバシーへの配慮、仕事と家庭生

活が混在し得ること等についても留意する必要がある。以上のような問題

意識から、本研究会では、テレワークに適用できるより柔軟な労働時間管

理について、 

① テレワーク日と通常勤務日が混在するような場合にも活用しやすいよ

う、コアタイムの取扱いを含め、テレワークの実態に合わせてフレック

スタイム制を見直すことが考えられるか 

② 緩やかな時間管理の中でテレワークを行い、一時的な家事や育児への

対応等のための中抜け等もある中で、客観的な労働時間が測定できるか

否か、測定できるとしてもプライバシーの観点から測定するべきか否か

という観点から、実効的な健康確保措置を設けた上で、テレワーク時の

新しいみなし労働時間制を設けることが考えられるか 

という２つの視点を基に、フレックスタイム制の改善や、テレワークを行

う際の新たなみなし労働時間制の導入可否について検討した。なお、フレ

ックスタイム制の改善と、テレワーク時の新たなみなし労働時間制とは制

 

 
18 テレワークの形態は、業務を行う場所に応じて、労働者の自宅で行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフ

ィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務、ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨

機応変に選択した場所で行うモバイル勤務に分類される。 
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度としては両立可能であり、どちらか一方しか採用できないというもので

はないと考えられる。 

 

【フレックスタイム制の改善について】 

 在宅勤務の場合には１日の勤務の中でも労働の時間と家事や育児等の労

働以外の時間が混在しがちであり、こうしたことへの対応等のための中抜

け時間が細切れに発生する可能性があること等も踏まえると、テレワーク

での柔軟な働き方に対応した労働時間制度としてフレックスタイム制を活

用することが考えられるが、現行制度においては、フレックスタイム制を

部分的に適用することはできず、テレワーク日と通常勤務日が混在するよ

うな場合にフレックスタイム制を活用しづらい状況がある。このため、テ

レワーク日と通常勤務日が混在するような場合にも活用しやすいよう、テ

レワークの実態に合わせてフレックスタイム制を見直すことが考えられ、

また、この見直しについては、必ずしもテレワークに限らず、出勤日も含

めて部分フレックス制を導入し、柔軟な働き方を認めていくということが

適切ではないかといった議論が行われた。テレワークの場合に限らず広く

フレックスタイム制の導入が進むことは有用であると考えられることから、

テレワークの場合に限らず、特定の日については労働者が自ら始業・終業

時刻を選択するのではなく、あらかじめ就業規則等で定められた始業・終

業時刻どおり出退勤することを可能とすることにより、部分的にフレック

スタイム制を活用できる制度の導入を進めることが考えられる。まずは、

このフレックスタイム制の改善に取り組むべきと考えられる。 

 

【テレワーク時のみなし労働時間制について】 

次に、実労働時間規制のかからない自由度の高い働き方として、みなし

労働時間制の活用が考えられる。既存のみなし労働時間制については、ま

ず、事業場外みなし労働時間制はそもそも労働時間の算定が困難であると

いう要件がある19。専門業務型裁量労働制については、業務の性質上その

遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため業務遂行の手段、

時間配分の決定等に関して具体的な指示をすることが困難なものとして省

令及び告示で定められた業務であるという要件があり、企画業務型裁量労

働制については、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及

び分析の業務であって業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の

 

 
19 なお、一定の要件を満たす在宅勤務について同制度の適用が可能と解されている点については、今後、その位

置付けについて検討すべき点が指摘できる。 
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方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、使用者が業務遂行の

手段、時間配分の決定等に関し具体的な指示をしないこととするという要

件がある。これらの要件が満たさなければ、テレワークにみなし労働時間

制を適用することができない。 

一方で、テレワーク時の労働時間の管理について、フレックスタイム制

であっても使用者による実労働時間管理が求められる以上、そのことを理

由として使用者が自宅内での就労に対する過度な監視を正当化したり、一

時的な家事や育児への対応等のための中抜け時間など実労働時間数に関す

る労使間の紛争が生じたりし得るといった懸念もある。 

こうしたことから、仕事と家庭生活が混在し得るテレワークについて、

実労働時間を問題としないみなし労働時間がより望ましいと考える労働者

が選択できる制度として、実効的な健康確保措置を設けた上で、在宅勤務

に限定した新たなみなし労働時間制を設けることが考えられる。この場合、

その導入については集団的合意に加えて個別の本人同意を要件とすること、

そして、制度の適用後も本人同意の撤回も認めることを要件とすること等

が考えられる。 

 これに対し、在宅勤務を対象とする新たなみなし労働時間制について、

テレワーク中の長時間労働を防止するという観点からは、 

・ これまで裁量労働制の対象業務を厳密に定めてきたのは、みなし労働

時間制の副作用を最小限にしようとしたものであるが、そうした規定を

潜脱することになりかねない。 

・ 健康管理の観点からは、高度プロフェッショナル制度のように健康管

理時間を客観的に把握するなど健康確保のための時間把握や健康状況を

確認するための取組が必要になるのではないか。 

・ 本人同意の撤回権を設定しても、例えば撤回するとテレワークができ

なくなるというような制度設計の場合、事実上撤回権を行使できなくな

ると懸念される。 

 前述するフレックスタイム制の導入を新たなみなし労働時間制の導入

の要件とし、同意を撤回した者に対してはフレックスタイム制を適用す

ることを条件とするなど、実効性を担保する仕組みを設計する必要があ

るのではないか。 

・ 上記のような条件設定の仕組みについては、本人の同意の撤回の自由

が実効的に確保できるかの検証も必要ではないか。 

・ みなし労働時間制が適用されると、単月 100 時間未満、複数月平均 80

時間以内といった時間外・休日労働時間の上限規制も事実上外れること

になり、長時間労働の懸念等が強まってしまう。新たなみなし労働時間
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制を適用したとしても、労働時間の上限や労働からの解放時間を決める

といった一定の規制を導入すること、その場合の労働時間の把握や管理

の在り方を具体的に検討することも必要ではないか。 

といった懸念や意見も示されているところである。 

 在宅勤務を対象とする新たなみなし労働時間制については、上記の実労

働時間管理をする場合の課題やそれに代わる健康管理時間の把握をめぐる

課題等を踏まえて、こうした点に関する検討も含め、在宅勤務における労

働時間の長さや時間帯、一時的な家事や育児への対応等のための中抜け時

間の状況等の労働時間の実態や、企業がどのように労働時間を管理してい

るのか、新たなみなし労働時間制に対する労働者や使用者のニーズが実際

にどの程度あるのかということを把握し、また上記により改善されたフレ

ックスタイム制の下でのテレワークの実情や労使コミュニケーションの実

態を把握した上で、みなし労働時間制の下での実効的な健康確保の在り方

も含めて継続的な検討が必要であると考えられる。 

 

（４）法定労働時間週 44 時間の特例措置 

法定労働時間を週 44時間とする特例措置の対象事業場について、87.2％

の事業場がこの特例措置を使っていない現状20に鑑みると、概ねその役割

を終えていると考えられる。現状のより詳細な実態把握とともに、特例措

置の撤廃に向けた検討に取り組むべきである。その際、業種に特徴的な労

働時間の実態もあることから、業種による状況の違いを把握しつつ検討す

るべきである。 

 

（５）実労働時間規制が適用されない労働者に対する措置 

 労働基準法では、実労働時間規制から外れる裁量労働制、労働時間規制

の適用を除外する高度プロフェッショナル制度や管理監督者等の規定が設

けられ、それぞれ適用要件が定められている。この中で、裁量労働制や高

度プロフェッショナル制度は、制度を導入する過程で、健康・福祉確保措

置が設けられた。一方で、管理監督者等については、労働安全衛生法にお

いて労働時間の状況の把握が義務化され、長時間労働者への医師による面

接指導の対象とされてはいるものの、労働基準法制定当時から現在に至る

まで、特別な健康・福祉確保措置は設けられていない。このため、管理監

督者等に関する健康・福祉確保措置について、検討に取り組むべきである。

 

 
20 厚生労働省が委託して実施した PwC コンサルティング合同会社「労働時間制度等に関するアンケート調査」

（2024年）によると、特例措置対象事業場の１週当たり所定労働時間は「35 時間超 40 時間以下」が 84.0％、

「35 時間以下」が 3.2％となっている。 
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その際、各制度の健康・福祉確保措置を分かりやすく揃えていくことが必

要と考えられるが、管理監督者については、労働基準法上の要件に合致す

る者がそのまま管理監督者として労働時間規制の適用除外となるという制

度となっており、健康・福祉確保措置を導入要件として設けている裁量労

働制や高度プロフェッショナル制度とは法律上の立て付けが異なっている

ため、より効果的に健康・福祉確保措置を位置付けることができるよう、

労働基準法以外の法令で規定することも選択肢として、その内容を検討す

べきである。また、健康・福祉確保に関して、企業が内部の労働者に対し

て積極的に情報開示を行う仕組みや、労使が労働者の健康確保に向けた改

善案を自発的に議論する場作りを後押しすることを検討すべきである。 

 加えて、本来は管理監督者等に当たらない労働者が管理監督者等と扱わ

れている場合があると考えられることから、現行の管理監督者等について

の制度趣旨を踏まえて、その要件を明確化することが必要と考えられる。 

 

 

２ 労働からの解放に関する規制 

 労働時間規制には、使用者がどれだけの労働を労働者にさせてよいか

（労働者の労働力をどこまで使ってよいか）という「最長労働時間規制」

と、使用者が労働者に対し、労働から解放される時間をどれだけ確保しな

ければならないか（労働者の労働力の回復の時間や私生活の時間等がどれ

くらい確保されるべきか）という「労働からの解放に関する規制」が含ま

れている。前者は法定労働時間、36 協定による時間外・休日労働規制、変

形労働時間制、フレックスタイム制等が該当する。後者は法定の休憩、休

日、そして広い意味では、年次有給休暇等や、現行制度では努力義務であ

る勤務間インターバル制度もこれに該当する。 

 働き方改革関連法での労働時間規制の改革は、時間外・休日労働時間の

上限規制が中心であり、「労働からの解放に関する規制」に係る内容は多

くなかった。「労働からの解放に関する規制」は、健康確保や自由時間の

確保等の意義があり、また労働者の休養確保は、疲労の回復と労働者の作

業効率化を通じて、企業にもメリットを生じることから、本研究会では、

「労働からの解放に関する規制」についても改めて整理・検討を加えた。 

 

（１）休憩 

 １日の労働、すなわち始業から終業までの中で労働から解放される時間

を定めたものが休憩時間である。現行制度では、労働基準法第 34条第１項

において、使用者は、労働時間が６時間を超える場合には少なくとも 45分、
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８時間を超える場合には少なくとも１時間の休憩時間を労働時間の途中に

与えなければならないこととされている。また、同条第２項において、過

半数代表との労使協定がある場合を除き、休憩は一斉に与えなければなら

ないこととされている。 

 休憩についてまず検討すべき論点は、１日８時間を大幅に超えて長時間

労働する場合（例えば、１日に 14時間以上労働する場合）であっても、労

働基準法に基づき付与すべき休憩時間は１時間であることについてどのよ

うに考えるか、実態として労働時間が同一であっても、１労働日の扱いか、

２労働日の扱いか21によって休憩時間が異なることについてどのように考

えるかという点である。この問題に対する改善案としては、「時間外労働

であっても６時間を超える場合には少なくとも 45分間、８時間を超える場

合には少なくとも１時間の休憩を与えるべき」とすることが考え得るが、 

・ その日の時間外労働の長さは事前に把握できないことが多く、事前に

把握できていなければ、まとまった休憩の付与を有効に運用することが

できないこと。そのため、時間外労働が生じる場合には適宜休憩を取り

ながら勤務することが多いこと。 

・ あくまで時間外労働であり、休憩を取るよりもその分早く業務を終わ

らせて帰りたいと考える労働者もいると考えられること。 

から、このような改正は必要ないと考えられる。 

 休憩の一斉付与の原則は工場労働を前提としたものであり、ホワイトカ

ラー労働者の増加や働き方の多様化等を踏まえると、休憩の一斉付与の原

則を見直すべきか、その場合に必要となる手続があるかについても議論し

た。しかし、休憩の実効性の確保の観点も踏まえると、労働基準法第 34条

第２項の原則を直ちに見直すべきとの結論には至らなかった。 

 ６時間未満の勤務の場合の休憩の付与についても、短時間労働が選択さ

れている場合には、休憩の付与により拘束時間が長くなることは望まれな

い場合が多いと思われることから、現時点で規制の必要はないと考えられ

る。ただし、労働基準法上休憩の付与の義務がないことをもって、短時間

労働の場合に離席を一切認めない、離席することができない等の事例が見

受けられるとの指摘もあり、労働時間内であっても小休止を認める等の必

要な配慮が行われるべきであることは周知する必要がある。 

 また、いずれの休憩の場合でも、形式的な休憩付与ではなく、適切に休

憩できる環境が確保されることが必要であることを、普及啓発していくこ

 

 
21 例えば、所定労働時間８時間＋時間外労働８時間の場合であれば、法定の休憩時間は１時間であるが、３交代

の連勤で所定労働時間８時間＋所定労働時間８時間の場合であれば、法定の休憩時間は２時間となる。 
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とも必要である。 

 

（２）休日 

（２）―１ 定期的な休日の確保 

現行制度では、法定休日として、労働者に毎週少なくとも１回の休日を

付与することを原則としつつ（労働基準法第 35 条第１項）、４週間を通じ

４日以上の休日を与える変形休日制（４週４休制）を可能としている（同

条第２項）。また、1987 年（昭和 62 年）の労働基準法改正により、法定労

働時間が週 40時間となったことに伴い、週休２日制とする企業も増えてき

た。これらの企業では、１週に法定休日１日と所定休日１日が混在するこ

ととなった。 

一方で、業務の繁忙や業種・職種の特性によっては、長期間の連続勤務

を余儀なくされている例も存在する。労災保険における精神障害の認定基

準では、２週間以上にわたって休日のない連続勤務を行ったことが心理的

負荷となる具体的出来事の一つとして示されている。近年でも２週間以上

にわたって休日のない連続勤務を行ったことによる心理的負荷が具体的出

来事の一つとして評価され、精神障害事案として労災保険の支給決定を行

った事案が生じている。 

現行の法定休日は、前述のとおり４週４休を認めており、付与する法定

休日を偏らせ、長期間の連続勤務が生じる場合であっても、そのことをも

って労働基準法違反となるわけではない22。法定休日の本来の趣旨を貫徹

するならば、４週４休の特例を２週２休とするなど、連続勤務の最大日数

をなるべく減らしていく措置の検討に取り組むべきであると考えられる。 

また、36 協定に休日労働の条項を設けることにより、割増賃金を支払う

ことで法定休日に労働させることが労働基準法上可能となるが、現行法で

はこの回数に制限はなく、労使協定を締結することが前提とはなるが、割

増賃金を支払えば、協定の範囲内で理論上無制限に連続勤務させることが

可能である。労使協定を経るとはいえ、このような連続勤務は健康上望ま

しくなく、時間外労働の上限と同様、休日労働にも一定の制限をかけるべ

きではないかと考えられる。 

これらの点を総合的に考慮すると、36 協定に休日労働の条項を設けた場

合も含め、精神障害の労災認定基準も踏まえると、２週間以上の連続勤務

を防ぐという観点から、「13 日を超える連続勤務をさせてはならない」旨

 

 
22 理論上、休日労働の扱いをせずに最大 48 連勤が可能。 
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の規定を労働基準法上に設けるべきであると考えられる23。ただし、災害

復旧等の真にやむを得ない事情がある場合の例外措置や、顧客や従業員の

安全上やむを得ず必要な場合等に代替措置を設けて例外とする等の対応を

労使の合意で可能とする措置についても検討すべきである。 

 

（２）―２ 法定休日の特定 

 労働基準法第 35条においては、法定休日の特定について定めがない。こ

の点について、実務上は、通達において「具体的に一定の日を休日と定め

る方法を規定するよう指導」する旨示されている。 

 前述したように、週休２日制が普及してきている現状では、１週の中に

法定休日と所定休日が混在している場合が多い。このとき、いずれの休日

が法定休日なのかが不明確である。使用者が就業規則等で法定休日を指定

したとしても、それは法律上の規律によるものではないため、司法の判断

と異なってしまう場合もありえ、法的な予見可能性に問題があるとの指摘

がある。 

 本研究会としても、法定休日は、労働者の健康を確保するための休息で

あるとともに、労働者の私的生活を尊重し、そのリズムを保つためのもの

であり、また、法定休日に関する法律関係が当事者間でも明確に認識され

るべきであることから、あらかじめ法定休日を特定すべきことを法律上に

規定することに取り組むべきと考える。その際に考慮すべき論点としては、 

・ 労働基準法第 35 条で保護すべき法益が、「①週１回の休日が確保され

ること」から「②あらかじめ特定した法定休日が確保されること」に変

わることによる罰則適用の変化 

・ 法定休日の振替を行う場合の手続及び振替の期間 

・ 使用者が法定休日を指定する際の手続（特にパートタイム労働者やシ

フト制労働者等への対応。いつまでに休日を特定するか、特定した休日

を変更できるか等を含む。） 

等が考えられ、実態を十分踏まえた上で、これらの論点に対する考え方を

明確化していくべきである。 

 

（３）勤務間インターバル 

働き方改革関連法で導入された時間外・休日労働時間の上限規制は、過

重労働を防止する観点から、月を単位として、労使協定によっても超える

 

 
23 この場合の「勤務」とは、使用者の指揮命令下で働くことを意味し、１日の労働時間の長さによって取扱いが

区別されるものではないと考えられる。 
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ことのできない上限を設定したものである。一方で、労働者の暮らしと健

康を考えると、月を単位とした労働時間管理だけでなく、日々の生活を送

る上でのワーク・ライフ・バランスの確保が必要となる。このため、欧州

等では、日々の勤務と勤務の間に一定の時間を空けることを義務とする勤

務間インターバル制度が設けられている。 

我が国では、勤務間インターバル制度は、労働時間等設定改善法第２条

において、「健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時

間の設定」として努力義務が課されており、また労働時間等設定改善指針

（平成 20年厚生労働省告示第 108号）においても一定の記述があるが、概

念的な内容にとどまり、勤務間インターバルの時間数や対象者、その他導

入に当たっての留意事項等は法令上示されていない。 

 厚生労働省において、勤務間インターバル制度の導入・運用マニュアル

を作成し、時間数や対象者等の設定に当たっての留意点を示しているもの

の、2023 年（令和５年）１月時点の導入企業割合は 6.0％にとどまってい

る。他方、制度の導入予定がなく検討もしていない 81.5％の企業のうち、

51.9％は「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じな

いため」と回答している24点にも留意が必要である。また、既に勤務間イ

ンターバルを導入している企業の制度設計や、諸外国の勤務間インターバ

ル制度を見ると、様々な適用除外が設けられた上で制度が運用されている。 

このような現状を踏まえ、本研究会としては、抜本的な導入促進と、義

務化を視野に入れつつ、法規制の強化について検討する必要があると考え

る。企業に勤務間インターバル制度の導入を求める場合に、具体的にどの

ような内容の制度を求めるかについては、例えば、 

・ 勤務間インターバル時間として 11 時間25を確保することを原則としつ

つ、制度の適用除外とする職種等の設定や、実際に 11時間の勤務間イン

ターバル時間が確保できなかった場合の代替措置等について、多くの企

業が導入できるよう、より柔軟な対応を法令や各企業の労使で合意して

決めるという考え方 

 

 
24 厚生労働省「令和５年就労条件総合調査」 
25 2024 年５月独立行政法人労働政策研究・研修機構「諸外国における勤務間インターバル制度等の導入および

運用状況に関する調査―フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ―」において、勤務間インターバル時間の「11

時間」については以下のような説明がなされている。 

ドイツの制度の歴史をさかのぼると、応用労働科学研究所によれば「職場にいる時間が労働や休憩を含めて12

時間程度、通勤に１時間前後かかるとして、労働者の実際の自由時間が 11 時間程度になる」ことから、こうし

た連続休息時間が設けられたと説明されている。また、ＥＵ労働時間指令については、勤務間インターバル時間

を「12 時間」とする案も提示されたが、欧州経団連が「インターバルを最低 12 時間にすると、12 時間シフトの

２交代制で働く労働現場では、各組の最低限の引継時間がなくなり、現実的な運用が不可能となる」との批判を

展開した。こうした批判に配慮したかは不明だが、勤務間インターバルは「11時間」に戻され、その後指令とし

て成立した。 

49



 

43 

 

・ 勤務間インターバル時間は 11時間よりも短い時間としつつ、柔軟な対

応についてはより絞ったものとする考え方 

・ 規制の適用に経過措置を設け、全面的な施行までに一定の期間を設け

る考え方 

等が考えられる。いずれにしても、多くの企業が導入しやすい形で制度を

開始するなど、段階的に実効性を高めていく形が望ましいと考えられる。

勤務間インターバル時間が確保できなかった場合の代替措置については、

健康・福祉確保措置の一環として実施される健康観察や面接指導等といっ

た事後措置を目的としたモニタリングではなく、代償休暇など労働からの

解放を確保するものであることが望ましいとの考え方や、代替措置による

ことが可能な回数について各事業場の労使協議で上限を設定するという考

え方が示された。 

また、義務化の度合いについても、労働基準法による強行的な義務とす

るという考え方、労働時間等設定改善法等において勤務間インターバル制

度を設けることを義務付ける規定や、勤務間インターバルが確保できるよ

う事業主に配慮を求める規定を設けるという考え方、これらと併せて労働

基準法において勤務間インターバル制度を就業規則の記載事項として位置

付け行政指導等の手法により普及促進を図るという考え方、現行の抽象的

な努力義務規定を具体化するという考え方等が示されており、様々な手段

を考慮した検討が必要と考えられる。 

 

（４）つながらない権利 

 本来、労働契約上、労働時間ではない時間に、使用者が労働者の生活に

介入する権利はない。しかし現実には、突発的な状況への対応や、顧客か

らの要求等によって、勤務時間外に対応を余儀なくされ、私生活と業務と

の切り分けが曖昧になり、仕事が私生活に介入してしまうことになる状況

も容易に発生し得る。 

欧州等では、「つながらない権利」を行使したことや行使しようとした

ことに対する不利益取扱いの禁止、使用者が労働者にアクセス可能な時間

帯の明確化や制限、「つながらない」状態を確保するための措置の実施

（より具体的には労使交渉の義務付け）等を内容とした、「つながらない

権利」が提唱されている。例えば、「つながらない権利」を法制化してい

るフランスの例を見ると、具体的な内容の設定の仕方・範囲は労使で協議

して決めており、その内容は企業によって様々であるが、労使交渉で合意

に至らない場合には、つながらない権利の行使方法等を定めた憲章を作成

することが使用者に義務付けられている。 
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また、実際に勤務時間外に労働者に連絡をとる必要が生じる際は、労働

者と使用者の関係だけでなく、顧客と担当者の関係等も含めた複合的な要

因が生じていることが多いと考えられ、当該連絡の内容についても、具体

的な仕事が発生して出勤等をしなければならないこともあれば、電話等で

の対話を行わなければならないもの、メール等が送られてくるだけといっ

たような、様々な段階のものが存在し得る。こうした点を整理し、勤務時

間外に、どのような連絡までが許容でき、どのようなものは拒否すること

ができることとするのか、業務方法や事業展開等を含めた総合的な社内ル

ールを労使で検討していくことが必要となる。このような話し合いを促進

していくための積極的な方策（ガイドラインの策定等）を検討することが

必要と考えられる。 

 

（５）年次有給休暇制度 

年次有給休暇について、働き方改革関連法において、使用者は年 10日以

上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、５日について毎年時季を指

定して与えなければならないこととされた（時季指定義務）。2022 年（令

和４年）の年次有給休暇の取得率は 62.1％と、前年より 3.8 ポイント上昇

し、1984 年（昭和 59 年）以降最高となった26ものの、依然として、政府目

標である 70％とは乖離がある。労働者の心身の疲労を回復させ労働力の維

持培養やゆとりある生活を実現するという年次有給休暇の制度趣旨を踏ま

えつつ、年度当初から年次有給休暇を計画的に取得するための労使の取組

を後押しするなど、更なる年次有給休暇の取得促進が求められる。 

働き方改革関連法で導入した制度の見直しとしては、次の（５）―１～

４のような論点があり、本研究会としてそれぞれ以下のとおり議論した。 

 

（５）―１ 使用者の時季指定義務の日数（現行５日間）や時間単位の年次

有給休暇の日数（現行５日間）の変更等 

使用者の時季指定義務については、働き方改革関連法の制定当時、い

わゆる正社員の約 16％が年次有給休暇を１日も取得しておらず、また、

年次有給休暇をほとんど取得していない労働者については長時間労働者

の比率が高い実態にあることを踏まえて導入されたものである。こうし

た趣旨から考えれば、使用者の時季指定義務の日数について、現在の５

日間から直ちに変更すべき必要性があるとは思われない。 

また、時間単位の年次有給休暇については、2008 年（平成 20 年）の

 

 
26 厚生労働省「令和５年就労条件総合調査」 
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労働基準法の改正当時、年次有給休暇の取得率が５割を下回る水準で推

移しており取得促進が課題となっていた一方、時間単位による年次有給

休暇の取得の希望も見られたことから、年次有給休暇の本来の趣旨を踏

まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活

用できるようにするために導入されたものであるが、労働者の心身の疲

労を回復させ労働力の維持培養やゆとりある生活を実現するという年次

有給休暇の本来の趣旨から考えれば、時間単位の年次有給休暇の日数に

ついて、現在の５日間から直ちに変更すべき必要性があるとは思われな

い。一方で、時間単位の年次有給休暇については労働者の様々な事情の

ために柔軟に利用可能であるという側面があることにも留意が必要であ

る。 

なお、これらの日数の変更を議論する場合には、半日単位の年次有給

休暇の法的な位置付けについて検討することが必要ではないかとの意見

もあった。 

また、労働者が自主的に取得した日数は、使用者による時季指定の日

数に含めないことが望ましいとの意見があった。これに対して、労働者

が自主的に取得した日数を、使用者による時季指定の日数に含めない場

合、労働者が時季指定権を有する年次有給休暇の日数の減少となること

への懸念が示された。 

一方で、時間単位の年次有給休暇も労働者が自主的に取得した年次有

給休暇であることには変わりがないので、時季指定義務の５日に含める

ことを可能としてもよいのではないかとの議論もあるが、現行の取扱い

が現状では適当と考えられる。 

 

（５）―２ 計画的・長期間の年次有給休暇を取得できるようにするための

手法（ＩＬＯ132 号条約27に規定する「２週間からなる年次有給休暇の連

続取得」の推進等） 

  本来、年次有給休暇は、使用者が労働者に長期間の休暇を計画的に与

える制度であったが、我が国に導入する際に、我が国の実情から分割で

きるようにしたという経緯がある。 

欧州と比較して我が国の労働者に長期休暇・バカンスのニーズがどの

程度あるのか、計画的な長期間の年次有給休暇付与が労働者にとって望

ましいのか、祝祭日を含めた我が国の労働者の休み方等も踏まえてどう

 

 
27 年次有給休暇の権利を確保するため、少なくとも中断されない２週間からなるものとすべきこと等を規定して

いる。 
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なのかといった点を含め、年次有給休暇の在り方について、中長期的な

検討が必要である。 

なお、年次有給休暇を取得した労働者への不利益取扱いの位置付けに

ついて検討することが必要ではないかとの意見もあった。 

 

（５）―３ １年間の付与期間の途中に育児休業から復帰した労働者や、退

職する労働者に関する、残りの期間における労働日と時季指定義務の関

係についての取扱いの改善 

  当該付与期間の残りの労働日が著しく少なくなっている労働者に対し

てまで、他の労働者と同じ日数の時季指定義務を課すことは、使用者や

労働者にとって不合理な制約になる場合があることからも、取扱いを検

討することが必要である。 

 

（５）―４ 年次有給休暇取得時の賃金の算定方法として現行定められてい

る３つの方法について、それぞれの方法で計算される金額の妥当性 

  年次有給休暇期間中の賃金については、就業規則その他これに準ずる

もので定めるところにより、 

 (1) 労働基準法第 12条の平均賃金 

 (2) 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 

 (3) 当該事業場の労働者の過半数代表との労使協定により、健康保険

法（大正 11 年法律第 70 号）上の標準報酬月額の 30 分の１に相当す

る額 

 のいずれかを支払わなければならないものとされている（労働基準法第

39 条第９項）。一般的に、月給制で働いている場合には、年次有給休暇

取得時には、(2)の方法により月給から減算しないという手法がとられ

ることが多い。他方、日給制・時給制の場合等において、(1)や(3)の手

法がとられてしまうと、計算式上賃金が大きく減額され得る。日給制・

時給制の場合等であっても、(1)や(3)の手法をとらざるを得ない状況と

してどのようなものがあるのかを考慮しつつ、原則として(2)の手法を

とるようにしていくべきではないかと考えられる。 

 

 

３ 割増賃金規制 

（１）割増賃金の趣旨・目的等 

時間外労働・休日労働の割増賃金の目的は、①通常の勤務時間とは異な

る時間外・休日・深夜労働をした場合の労働者への補償と、②使用者に対
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して経済的負担を課すことによる、これらの労働の抑制にあると考えられ

る。本研究会としては、こうした割増賃金の趣旨・目的を基礎に、現在の

経済情勢や働き方の多様化を踏まえ、割増賃金がどのように機能している

か、どのような課題があるかについて議論した。本研究会では、 

・ 企業が時間外労働等を抑制する効果が期待される一方、労働者に対し

ては割増賃金を目的とした長時間労働のインセンティブを生んでしまう

のではないか 

・ 労働市場において人手不足の傾向が強まり、労働条件が上がりやすく

なっている現状も踏まえると、労働者は割増賃金に頼らなくても収入を

確保できるようになるのではないか 

・ 深夜労働の割増賃金は、労働強度が高いものに対する補償的な性質が

あるが、健康管理の観点からは、危険手当のような位置付けではないか 

・ 我が国の割増賃金率は諸外国と比較して低い水準となっており、長時

間労働を抑制する機能を十分に果たしていないのではないか。均衡割増

賃金率28を考慮して割増賃金率を設定することや、割増賃金率を 50％以

上としなければならない時間外労働の基準（月 60時間超）を時間外労働

の原則的上限（月 45時間）と整合させることも考えられるのではないか 

・ 事業運営上生ずる労働力需要の波動を外部労働市場ではなく内部労働

市場を通じて調整することを優先してきた我が国の雇用慣行を考慮した

ときに、割増賃金率の引上げによる時間外労働の抑制を議論するのであ

れば、雇用維持の優先度を引き下げることがセットにならないか 

・ 企業は人件費を総額で管理している実態があり、割増賃金率を引き上

げるとなれば、企業行動としては所定の給与を相対的に引き下げること

が合理的な選択となり、結果として、長時間労働をしなければ十分な収

入を得られないといった、制度改正の意図しない効果が生じないか 

・ 深夜労働の割増賃金について、使用者の命令ではなく、働く時間の選

択に裁量のある労働者（管理監督者、裁量労働制適用労働者等）が自ら

深夜帯に働くことを選んだ場合には、割増賃金は必ずしも求められない

のではないか 

・ 歩合給制の場合の割増賃金規制について労使自治により法定基準を調

整することは、中長期的に検討する事項としてあり得るのではないか 

・ 割増賃金の計算の基礎となる「通常の労働時間又は労働日の賃金」に

ついて、解釈が明確に整理されていない。立法による対処ではないかも

 

 
28 新たな労働投入に対して、雇用増によった場合の１時間当たり労働費用と、時間外の割増賃金がないという前

提で既存従業員の時間外労働によった場合の１時間当たり労働費用をそれぞれ算出し、どれだけの割増賃金率が

あれば両者が均衡するかを算出するもの。 
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しれないが解釈の整理は必要ではないか 

といった意見があった。 

上記のとおり、割増賃金の意義や見直しの方向性については様々な意見

が出ているところであるが、どのような方策をとるにしても十分なエビデ

ンスを基に検討される必要がある。割増賃金に係る実態把握を含めた情報

収集を進め、中長期的に検討していく必要がある。 

 

（２）副業・兼業の場合の割増賃金 

労働者が副業・兼業を行う場合においては、労働基準法第 38条を受けた

通達に基づき、事業主を異にする場合についても労働時間を通算して割増

賃金を支払うこととされている。このため、現在は厚生労働省のガイドラ

インに基づき、労働契約の締結の先後の順に所定労働時間を通算し、次に

所定外労働の発生順に所定外労働時間を通算することによって割増賃金を

計算するか、あらかじめ設定したそれぞれの事業場における労働時間の範

囲内で労働させる管理モデルを利用するかのいずれかとされている。 

この取扱いについては、割増賃金の計算のために本業先と副業・兼業先

の労働時間を１日単位で細かく管理しなければならないこと（その過程で、

労働者自身も細かく自己申告する等の負担が生じること）など、複雑な制

度運用が日々求められるものとなっている。このことが、企業が雇用型の

副業・兼業を自社の労働者に許可することや、副業・兼業を希望する他社

の労働者を雇用することを難しくしていたり、労働者が企業に申告せずに

副業・兼業を行う要因の一つになったりしているのではないか、また、企

業が雇用型の副業・兼業を自社の労働者に許可しないことで、労働者が副

業・兼業を行うことを諦めることにつながっているのではないかとの指摘

もある。 

なお、欧州諸国の半数以上の国で実労働時間の通算は行う仕組みとなっ

ているものの、それらの国でも、フランス、ドイツ、オランダ、イギリス

等では、副業・兼業を行う場合の割増賃金の支払いについては労働時間の

通算を行う仕組みとはなっていない。 

副業・兼業が使用者の命令ではなく労働者の自発的な選択・判断により

行われるものであることからすると、使用者が労働者に時間外労働をさせ

ることに伴う労働者への補償や、時間外労働の抑制といった割増賃金の趣

旨は、副業・兼業の場合に、労働時間を通算した上で本業先と副業・兼業

先の使用者にそれぞれ及ぶというものではないという整理が可能であると

考えられる。また、副業・兼業の場合に割増賃金の支払いに係る労働時間

の通算が必要であることが、企業が自社の労働者に副業・兼業を許可した
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り、副業・兼業を希望する他社の労働者を雇用することを困難にしている

とも考えられる。 

 一方で、労働者は使用者の指揮命令下で働く者であり、使用者が異なる

場合であっても労働者の健康確保は大前提であり、労働者が副業・兼業を

行う場合において、賃金計算上の労働時間管理と、健康確保のための労働

時間管理は分けるべきと考えられる。 

 こうした現状を踏まえ、労働者の健康確保のための労働時間の通算は維

持しつつ、割増賃金の支払いについては、通算を要しないよう、制度改正

に取り組むことが考えられる。その場合、法適用に当たって労働時間を通

算すべき場合とそうでない場合とが生じることとなるため、現行の労働基

準法第 38条の解釈変更ではなく、法制度の整備が求められることとなる。 

あわせて、割増賃金の支払いに係る通算対応を必要としなくする分、副

業・兼業を行う労働者の健康確保については、これまで以上に万全を尽く

す必要がある。また、同一の使用者の命令に基づき複数の事業者の下で働

いているような場合に、割増賃金規制を逃れるような行為がなされないよ

うに制度設計する必要がある。 

具体的には、 

・ 健康確保のための労働時間の通算管理を適正に行うための労働時間に

関する情報の把握方法や、健康確保のための労働時間を通算した上で長

時間労働となっている場合の、本業先と副業・兼業先の使用者の責任関

係に関する考え方やとるべき健康確保措置の在り方を整理すること 

・ 割増賃金の支払いに係る労働時間の通算管理について、事業場を異に

する場合には通算することを要しないこととした場合においても、同一

の事業者の異なる事業場で働いている場合や、労働者が出向先と出向元

で兼務する形態のように、使用者の命令に基づき使用者の異なる事業場

で働いているような場合においては、引き続き通算することが妥当であ

ることといった論点の検討についても取り組む必要がある。 

なお、副業・兼業先が非雇用の形態の場合であっても、健康確保の観点

から、本業先の企業が全体の就業時間や疲労度に応じて何らかの配慮を行

うことも期待されるという意見や、副業・兼業を行う労働者自身が自らの

健康管理に対するリテラシーを高めていくことも期待されるという意見が

あった。  
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Ⅳ おわりに 
 

 これまで述べてきたとおり、本研究会では、労働基準関係法制にかかわ

る諸課題について検討し、それぞれを早期に取り組むべき事項、より良い

制度に向けて中長期的に検討を進めるべき事項に分け、方向性を示すこと

とした。 

 本研究会としては、本報告書において早期に取り組むべきとした事項を

中心として、今後、公労使三者構成の労働政策審議会において、労働基準

関係法制に係る諸課題についての議論が更に深められることを期待するも

のである。一方で、中長期的に検討を進めるべきとした事項については、

国内外の実態把握や国際的な動向の把握を進めつつ、引き続き学術的な検

討を進めることが必要と考えられる。 

 厚生労働省においては、この報告書をもって労働基準関係法制に係る研

究を終了するのではなく、本研究会のような労働基準関係法制に係る研究

を行う場を引き続き設けていくことを要望する。 
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３ 開催状況

令和６年１月23日 第１回 キックオフ

２月21日 第２回 労働時間制度について

２月28日 第３回 労働基準法における「事業」と「労働者」について

３月18日 第４回 労使コミュニケーションについて

３月26日 第５回 第２～４回における積み残しの論点について議論

４月23日 第６回 これまでの議論の整理

５月10日 第７回 労使団体に対するヒアリング

６月27日 第８回 ヒアリング、労働基準法における「労働者」について

７月19日 第９回 労働基準法における「事業」、労使ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝについて

７月31日 第10回 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇について

８月20日 第11回 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇について

９月 ４日 第12回 「事業」と「労働者」、労使コミュニケーションについて

９月11日  第13回 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇について

11月12日  第14回 とりまとめに向けた議論（議論のたたき台）

12月10日 第15回 とりまとめに向けた議論（報告書案①）

12月24日 第16回 とりまとめに向けた議論（報告書案②）

令和７年１月８日 労働基準関係法制研究会報告書 とりまとめ

労働基準関係法制研究会

１ 趣旨・目的

新型コロナウイルス感染症の影響やデジタル技術等の進展により、企業を取り巻く環境や働く人の意識が変化し、働く人の働き方に対する意識等が個別・多様化
している背景を踏まえ、働き方や職業キャリアに関するニーズ等を把握しつつ、新しい時代を見据えた労働基準関係法制の課題を整理することを目的として「新しい
時代の働き方に関する研究会」（座長：今野浩一郎学習院大学名誉教授・学習院さくらアカデミー長）が開催され、これからの労働基準法制の在り方について
報告書がとりまとめられたところである。

また、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律第71号。以下「働き方改革関連法」という。）附則第12条第１項及び
第３項において、働き方改革関連法による改正後の労働基準法（昭和22年法律第49号）等について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があ
ると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされている。

そこで、今後の労働基準関係法制について包括的かつ中長期的な検討を行うとともに、働き方改革関連法附則第12条に基づく労働基準法等の見直しについ
て、具体的な検討を行うことを目的として、「労働基準関係法制研究会」（以下「本研究会」という。）を開催する。

２ 構成員

◎ 荒木 尚志（東京大学大学院法学政治学研究科教授）

安藤 至大（日本大学経済学部教授）

 石﨑 由希子（横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授）

  神吉 知郁子（東京大学大学院法学政治学研究科教授）

黒田 玲子（東京大学環境安全本部准教授）

  島田 裕子（京都大学大学院法学研究科教授）

    首藤 若菜（立教大学経済学部教授）

    水島 郁子（大阪大学理事・副学長）

    水町 勇一郎（早稲田大学法学学術院 教授）

    山川 隆一（明治大学法学部教授）

◎座長
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労働基準関係法制研究会報告書 概要

令和７年１月８日にとりまとめられた労働基準関係法制研究会の報告書の内容は以下のとおり。

Ⅰ はじめに

Ⅱ 労働基準関係法制に共通する総論的課題

１ 労働基準法における「労働者」について
（１）現代における「労働者」性の課題
（２）労働基準法第９条について
（３）昭和60年労働基準法研究会報告について
（４）働く人の法的保護との関係
（５）今後の研究について
（６）家事使用人について

２ 労働基準法における「事業」について

３ 労使コミュニケーションの在り方について
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労働基準関係法制研究会報告書 概要

Ⅰ 労働基準関係法制に共通する総論的課題

○ 現代における「労働者」性の課題
➢ 新しい働き方への対応や、実態として「労働者」である者に対し労働基準法を確実に適用する観点から、労働者性判断の予見可
能性を高めていくことが求められている。

○ 労働基準法第９条について
➢ 現行の労働基準法第９条の規定の下で、具体的な労働者性判断が適正に、予見可能性を高めた形で行われるために、どのような
対応が必要か検討するべきである。

○ 昭和60年労働基準法研究会報告について
➢ 昭和60年労働基準法研究会報告を所与のものとするのではなく、約40年で積み重ねられた事例・裁判例等をしっかりと分析・研
究し、学説も踏まえながら、その表現をより適切に修正すべき点がないかという点も含めて、見直しの必要性を検討していく必要
があると考えられる。

➢ 特に、近年拡大し、労働者性の判断が問題となっているプラットフォームワーカー（ＡＩやアルゴリズムによる労務管理のデジ
タル化の問題を含む。）についても、予見可能性を高め、法的安定性を高めていくことが必要である。この点については、近年、
米国や欧州を始め世界中で盛んに議論が行われており、特にプラットフォームワーカーの問題については、2025年（令和７年）か
らＩＬＯ総会において新たな国際労働基準の策定に向けた議論が開始される予定となっている。

○ 今後の研究について
➢ 専門的な研究を行うためには、昭和60年労働基準法研究会報告を取りまとめた労働基準法研究会と同様に、労働者性の判断基準
に関する知見を有する専門家を幅広く集め、分析・研究を深めることが必要である。このため、厚生労働省において、継続的に研
究を行う体制を整えることを、本研究会として要請する。

○ 家事使用人について
➢ 労働基準法は刑事罰や行政監督・指導等により履行確保される公法的規制であるとともに、私法上重要な労働保護規範を設定し
ているものであることを踏まえると、家事使用人に対して労働基準法を全面的に適用除外する現行の規定を見直し、公法的規制に
ついては、私家庭に対する適用であることも踏まえて、実態に合わせて検討することが考えられる。

１ 労働基準法における「労働者」について
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○「事業」の概念について

➢ 労働基準法の適用単位としての「事業」の意義は、第８条の規定が削除されても第９条の条文に引き継がれて今日も存続し、重

要な意義を持ち続けている。

○ 事業場単位の法適用の在り方について

➢ 労働基準法が事業（場）単位適用原則を前提として設計されていること、労働基準法の地域的適用範囲を画定し、監督・指導の

有効性を担保するに当たって、場所的概念として「事業」ないし事業場が引き続き有効であることを踏まえると、現時点では、引

き続き、事業場単位を原則として維持しつつ、企業単位や複数事業場単位で同一の労働条件が定められるような場合であって、企

業単位や複数事業場単位で適切な労使コミュニケーションが行われるときは、労使の合意により、手続を企業単位や複数事業場単

位で行うことも選択肢になることを明らかにすることが考えられる。

➢ 法制度の実効的な適用を確保するという観点から、労働基準関係法制における「事業」の概念については、将来的な労使コミュ

ニケーションの在り方も含め検討していく必要がある。例えば、労働者性の研究を継続的に行う場において、「事業」の概念との

関係を含めて議論を行うなど、早期に検討に着手することが必要と考える。

労働基準関係法制研究会報告書 概要

２ 労働基準法における「事業」について
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○ 労使コミュニケーションの意義と課題

➢ 労働基準関係法制については、守るべき原則をしっかりと堅持した上で、法令において定められた最低労働基準としての規制の

原則的な水準を守りつつ、多様な働き方を支える仕組みとすることが必要である。

➢ そのためには、それぞれの規制において適切な水準が担保されることを前提に、労使の合意等の一定の手続の下に個別の企業、

事業場、労働者の実情に合わせて法定基準の調整・代替を法所定要件の下で可能とする仕組みとなっていることも必要となる。

➢ こうした仕組みが有効に弊害なく機能するためには、それを支える基盤として、労働者が意見を集約して使用者と実効的なコ

ミュニケーションを行い得る環境が整備されていることも必要となる。

○ 労働組合による労使コミュニケーションについて

➢ 労働基準法における労使協定や就業規則の手続において、過半数代表として優先されるのは過半数労働組合であることも踏まえ

ると、労働組合が実質的で効果的な労使コミュニケーションを実現する中核となる。労働組合を一方の担い手とする労使コミュニ

ケーションを活性化していくことが望ましい。

➢ 例えば、労働組合が過半数代表として活動する場合の活動時間の確保や、使用者からの必要な情報の提供、意見集約のための労

働者へのアクセス保障などの支援は、過半数労働組合、過半数代表者のいずれが過半数代表の役割を果たす場合においても共通し

て必要と考えられるため、労働組合が過半数代表として活動する場合に、当該労働組合に対しても行うことができる支援として明

確化していくことが必要と考えられる。

➢ また、これも過半数労働組合と過半数代表者に共通しているが、労働基準法等に基づく労使協定を締結する際等には、過半数代

表は、事業場の全労働者の代表として意見集約していくべきということも明確化すべきである。

労働基準関係法制研究会報告書 概要

３ 労使コミュニケーションの在り方について
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○ 「過半数代表者」の適正選出と基盤強化について

（１） 過半数代表者の選出手続について

➢ 労使協定の締結のために、過半数代表者の選出を労働者側に求める際には、使用者は、当該事業場でこれまでにどのような労使

協定が締結されており、今回選出する過半数代表者に対してはどの労使協定に関する手続を求めるのか、その労使協定にどのよう

な内容を盛り込みたいのか等を明らかにすることが求められる。

➢ 労働者が過半数代表者を選出するに当たっては、候補者となる労働者の意思を確認し、事業場内で周知し、労働者が選挙、信任

投票等を行うべきことを明らかにする必要がある。その上で、使用者は、プラットフォーム（事業場内での選挙設備や社内イント

ラネットなど）を用意するなど、選出事務に配慮することが求められる。その際、具体的にどの程度の配慮まで認められるのかに

ついて明らかにする必要がある。

➢ 過半数代表の意義や役割、選出手続、適正な選出の必要性、労働者の意見集約の手法等について知識を得る教育・研修の機会が

あることが求められる。行政において一定の教育・研修資料等を作成し、それを提供するという形が望ましいと考えられる。

（２） 過半数代表者が担う役割及び過半数代表者となった労働者に対する使用者による情報提供や便宜供与

➢ 過半数代表者が役割を全うするためには、法定基準の趣旨等を理解した上で、事業場の働き方の実態に関する情報を得ることが

必要になる。例えば、36協定を締結するためには、過半数代表者が事業場の平均時間外労働時間数、最長時間外労働時間数、時間

外労働が必要となる業務内容等についての情報を得て、具体的に協定内容の是非を判断できることが必要である。また、事業場の

労働者の意見を集約するために、従業員名簿や、当該協定の影響を受ける労働者が誰であるかといった情報も必要となる。こうし

た情報は使用者側が保有しているものであるため、過半数代表者に対するこうした情報の提供を使用者の責務として位置付けるこ

とが必要ではないかと考えられる。

➢ また、過半数代表者としての活動には相応の時間を要することから、労働時間の中で活動することへの一定の保障を検討するこ

とが考えられる。また、意見集約のための社内イントラネットや通信機器、コピー機等の社内設備の使用等についての便宜供与が

必要となることが考えられる。使用者がどのような便宜供与を行うことが望ましいか、どのようなものが許容されるのかを明確に

することが求められる。

➢ 過半数代表者であること等を理由とした解雇・異動等の不利益取扱いをしてはならない旨を明確化することが求められる。

労働基準関係法制研究会報告書 概要

３ 労使コミュニケーションの在り方について
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労働基準関係法制研究会報告書 概要

【法制度のイメージの例】

○ 法律（その委任命令を含む。）に規定することが考えられる事項

・「過半数代表」、「過半数労働組合」、「過半数代表者」の法律上の位置付け

・過半数代表の任務・権限、公正代表義務

（事業場の全労働者の代表として労使協定の締結等を行うこと）

・過半数代表に対する使用者の情報提供

・過半数代表に対する使用者の支援・便宜供与

・過半数代表に対する不利益取扱いの禁止

・過半数代表者の公平・中立な選出手続

○ ガイドライン等に規定することが考えられる事項

・過半数代表に対する支援・便宜供与のひな形・好事例

・過半数代表者の具体的な選出手続のひな形・好事例

・過半数代表者を複数人選出する場合や補助者を指名する場合の留意点

・過半数代表者を任期を定めて選出する場合の留意点

・その他過半数代表の運用のための情報

（３） 過半数代表者への相談支援

➢ 過半数代表者や労使委員会の労働者側委員が活動するに当たり、行政機関や外部専門家、労働組合等の相談支援を受けたいと考

える場合も想定される。行政機関（労働委員会を含む。）においては、相談体制の整備や、相談窓口の周知等も行うことが求めら

れる。

（４） 過半数代表者の人数

➢ 現行法でも複数人の過半数代表者を選出することは適法に可能であることから、複数人選出の選択肢もあることを明らかにして

いくことが考えられる。

（５） 過半数代表者の任期

➢ 任期を定めて過半数代表者を選出する選択肢もあることを明らかにしていくことが考えられる。任期を定めて選出することで、

過半数代表者として役割を担う期間が明確化され、また、前述した過半数代表者の複数人選出と併せ、各過半数代表者の任期をず

らすことで継続的な労使コミュニケーションを行うことが可能となることも考えられる。

（６） 労働基準法における規定の整備

➢ 過半数代表者の適正選出を確保し、基盤の強化を行うに当たり、まずは労働基準法において、「過半数代表」、「過半数労働組

合」、「過半数代表者」の法律上の位置付け、役割、過半数代表者に対する使用者からの関与や支援等を明確に定める規定を設け

る法改正を行うことが必要と考える。

３ 労使コミュニケーションの在り方について
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○ 労使協定・労使委員会等の複数事業場での一括手続について

➢ 次の図に示すように、事業場単位の労使合意を前提としつつ、手続をある程度まとめて行うことは現行法上許容されており、そ

の点を明らかにすることが考えられる。

➢ 一方で、複数事業場をまとめて手続を行うことについての提案を使用者が行うことは許容されるとしても、事業場の過半数代表

がこれを拒否する場合には、原則どおり事業場単位で労使協議を行うこととなる。その際、過半数代表の持つ機能と権限を、過半

数代表が正しく認識できるよう、個別事業場単位で労使協議を行うことができる旨の明確化と周知徹底が必要であると考えられる。

労働基準関係法制研究会報告書 概要

３ 労使コミュニケーションの在り方について

労使委員会 就業規則労使協定

各事業場の使用者⇔各事業場の過半数代表

本社

使用者

過半数組合
or

過半数
代表者

事業場A

労使
協定

B Ｃ Ｄ Ｅ

本社の使用者⇔各事業場の過半数代表

B C D E

本社

使用者

事業場A

労使協定

過半数組合
or

過半数
代表者

各事業場の使用者が過半数代表に意見聴取

本社

使用者

過半数組合
or

過半数
代表者

事業場A

意見
聴取

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

就業
規則

F

労働者
10人
未満

各事業場の労使委員会

本社

事業場α

使用者

決議

労働者

事業場β

使用者

決議

労働者

事業場γ

使用者

決議

労働者

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

各事業場から選出した労働者代表と
本社の使用者で構成される委員会

本社

使用者

決議

労働者

事業場α

使用者

決議

労働者

使用者

決議

労働者

Ｘ Ｙ Ｚ Ｘ Ｙ Ｚ Ｘ Ｙ Ｚ
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事業場β 事業場γ 66
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○ 労働者個人の意思確認について

➢ 働き方の多様化に対応して個別の制度を検討する場合に、事項によっては、各制度における個人の意思確認の必要性の度合いや、

現場の働き方の実態を踏まえて、集団的合意に重ねて本人同意を求める制度をそれぞれに検討することが適当と考えられる。

○ 労働基準関係法制における労使コミュニケーションの目指すべき姿

➢ 労働基準法における労使協定は、法律で定められた規制の原則的な水準を個別の企業、事業場、労働者の実情に合わせて法所定要

件の下で調整・代替することについて、免罰効を与えるとともに、当該事項に係る法定基準の強行性を解除する効果を持つ。

➢ 現行法においては、その時々に選出された過半数代表者によってこの労使協定が締結されるが、締結後にそれが締結当初の趣旨ど

おりに実施されているかについてモニタリングを行う制度はない。将来を見据えれば、モニタリングを含めた労使コミュニケーショ

ンを恒常的かつ実質的な形で行うことができる体制が確保されることが求められる。

➢ この点について、労働組合の機能が優先されることを前提としつつ、現に労働組合がない事業場等におけるコミュニケーションの

在り方を考えてみると、諸外国においては、労働者のみで構成される労働者の集団全体を適切に代表する組織を設ける仕組みや、労

使双方で構成する委員会を設け意思決定を行う仕組み等が制度化されており、将来的には、これらも視野に、我が国における労使コ

ミュニケーションの在り方を検討していくことが期待される。

➢ 本節でこれまで論じてきた事項は、こうした将来の検討にもつながるものである。まずは、労働組合の活性化が望まれるとともに、

過半数代表者の改善策を実施し、その状況を把握しながら、労使コミュニケーションの在り方について更に議論を深めていくべきで

ある。

労働基準関係法制研究会報告書 概要

３ 労使コミュニケーションの在り方について
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労働基準関係法制研究会報告書 概要

Ⅱ 労働時間法制の具体的課題

（１）時間外・休日労働時間の上限規制

➢ 上限規制による労働時間短縮の効果はある程度表れていると考えられるものの、2020年（令和２年）以降は新型コロナウイル

ス感染症の影響が無視できないことなどから、現時点では、上限そのものを変更するための社会的合意を得るためには引き続き上

限規制の施行状況やその影響を注視することが適当ではないかと考えられる。もちろん、「時間外労働の上限規制等に関する労使

合意」（2017年（平成29年）３月）にあるように、時間外労働の上限を36協定の原則である月45時間・年360時間に近付けられ

るよう努めていくべきであり、目標を見据えて定期的に時間外・休日労働等の実態を把握し、上限規制の水準の見直しについて議

論することが必要である。また、自動車運転者や医師などは、2024年（令和６年）度から時間外・休日労働時間の上限規制が適

用となったが、なお一般より長い上限が適用されているため、健康確保措置の在り方や、一般の上限規制の適用に向けた取組をど

のようにするかを議論すべきである。

➢ 36協定はあくまで上限設定であり、個別の労働者の事情を踏まえて、時間外・休日労働を行うことが難しい労働者が安心して働

けるような環境を整備することや、育児や介護等の特定の事由に限定せず、働き方や労働時間を選択できるようにすることなど、

柔軟な働き方を可能にする法制度について、労働基準法以外の法令における対応を含めて中長期的に検討していく必要がある。

➢ 労働基準法第33条第１項の特例について、同項は災害時等による臨時の必要がある場合の規定ではあるが、日本は災害が多いこ

とも踏まえれば、長時間の時間外・休日労働をせざるを得ない場合の健康確保について、何らかの対応が望まれる。

➢ これからの時代においては、長時間の時間外労働を前提としない働き方が通常の働き方とされる社会としていくことが重要であ

り、これまで述べてきた制度的な議論による対応に加え、人事評価制度や人員配置・管理等について、健康経営や人的資本経営の

観点からも企業の意識改革が望まれ、そうした気運の醸成に努めていく必要がある。

➢ 加えて、長時間労働の是正には、労働時間制度だけでなく、官公庁取引を含む商慣行の見直しや、大企業や親会社、国・地方自

治体の働き方改革が中小企業や子会社を始め取引先にしわ寄せを生じさせる状況の是正といった観点も重要であり、厚生労働省と

業所管省庁が協力して進めることが重要である。

１ 最長労働時間規制
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労働基準関係法制研究会報告書 概要

（２）企業による労働時間の情報開示

（２）ー１ 企業外部への情報開示

➢ 労働基準法の強行的な規制による労働時間の短縮のほか、労働市場の調整機能を通じて、個別企業の勤務環境を改善していくこ

とが考えられる。

➢ 長時間労働の是正について考えると、特に企業の時間外・休日労働の実態について、正確な情報が開示されていることが望まし

い。

➢ 企業による自主的な情報開示が、質・量ともにより充実するよう、その基盤を整えることや、義務的な情報開示について検討す

ることについては、厚生労働省として不断に取り組んでいくことを期待する。

（２）ー２ 企業内部への情報開示・共有

➢ 衛生委員会や労働時間等設定改善委員会等の労使の会議体への時間外・休日労働の状況等の情報開示は、例えば衛生委員会にお

いては長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが調査審議事項とされているよう

に、実質的な議論をする上で非常に重要となる。

➢ 個別の労働者に対して個人の情報を開示し、改善を促すとしても、自主的な行動変容によって労働時間を短縮できるのは、ある

程度働き方に裁量のある労働者に限られるのではないかという懸念もある。一方で、個別の労働者に対する情報開示は、割増賃金

が適正に払われているかを確認し、労働基準法違反の状態の発生を防止し、あるいは迅速に是正することにも資するものといえる。

➢ 管理職に対してその管理対象となる部署の時間外・休日労働時間の情報を共有し、改善を求めることが考えられる。これは、企

業による労働時間短縮の取組を強く促すという点で有効と考えられる。一方、管理職は部下との関係では労働基準法第10条の使用

者に当たる面もあることから、管理職への情報共有と改善の取組はある種の企業内ガバナンスの整備のような問題として捉えられ

る。

１ 最長労働時間規制
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労働基準関係法制研究会報告書 概要

（３）テレワーク等の柔軟な働き方

【フレックスタイム制の改善について】

テレワークの場合に限らず広くフレックスタイム制の導入が進むことは有用であると考えられることから、テレワークの場合に限

らず、特定の日については労働者が自ら始業・終業時刻を選択するのではなく、あらかじめ就業規則等で定められた始業・終業時刻

どおり出退勤することを可能とすることにより、部分的にフレックスタイム制を活用できる制度の導入を進めることが考えられる。

まずは、このフレックスタイム制の改善に取り組むべきと考えられる。

【テレワーク時のみなし労働時間制について】

在宅勤務を対象とする新たなみなし労働時間制については、実労働時間管理をする場合の課題やそれに代わる健康管理時間の把握

をめぐる課題等を踏まえて、こうした点に関する検討も含め、在宅勤務における労働時間の長さや時間帯、一時的な家事や育児への

対応等のための中抜け時間の状況等の労働時間の実態や、企業がどのように労働時間を管理しているのか、新たなみなし労働時間制

に対する労働者や使用者のニーズが実際にどの程度あるのかということを把握し、また上記により改善されたフレックスタイム制の

下でのテレワークの実情や労使コミュニケーションの実態を把握した上で、みなし労働時間制の下での実効的な健康確保の在り方も

含めて継続的な検討が必要であると考えられる。

（４）法定労働時間週44時間の特例措置

法定労働時間を週44時間とする特例措置の対象事業場について、87.2％の事業場がこの特例措置を使っていない現状に鑑みると、

概ねその役割を終えていると考えられる。現状のより詳細な実態把握とともに、特例措置の撤廃に向けた検討に取り組むべきである。

その際、業種に特徴的な労働時間の実態もあることから、業種による状況の違いを把握しつつ検討するべきである。

（５）実労働時間規制が適用されない労働者に対する措置

管理監督者等については、労働安全衛生法において労働時間の状況の把握が義務化され、長時間労働者への医師による面接指導の

対象とされてはいるものの、労働基準法制定当時から現在に至るまで、特別な健康・福祉確保措置は設けられていない。このため、

管理監督者等に関する健康・福祉確保措置について、検討に取り組むべきである。

加えて、本来は管理監督者等に当たらない労働者が管理監督者等と扱われている場合があると考えられることから、現行の管理監

督者等についての制度趣旨を踏まえて、その要件を明確化することが必要と考えられる。

１ 最長労働時間規制
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（１）休憩

➢ １日８時間を大幅に超えて長時間労働する場合（例えば、１日に14時間以上労働する場合）や、６時間未満の勤務の場合の休憩

については、

・ その日の時間外労働の長さは事前に把握できないことが多く、事前に把握できていなければ、まとまった休憩の付与を有効に

運用することができないこと。そのため、時間外労働が生じる場合には適宜休憩を取りながら勤務することが多いこと。

・ あくまで時間外労働であり、休憩を取るよりもその分早く業務を終わらせて帰りたいと考える労働者もいると考えられること。

・ 短時間労働が選択されている場合には、休憩の付与により拘束時間が長くなることは望まれない場合が多いと思われる

から、休憩を付与する改正は必要ないと考えられる。

➢ 休憩の一斉付与の原則は工場労働を前提としたものであり、ホワイトカラー労働者の増加や働き方の多様化等を踏まえると、休

憩の一斉付与の原則を見直すべきか、その場合に必要となる手続があるかについても議論した。しかし、休憩の実効性の確保の観

点も踏まえると、労働基準法第34条第２項の原則を直ちに見直すべきとの結論には至らなかった。

労働基準関係法制研究会報告書 概要

２ 労働からの解放に関する規制
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（２）休日

（２）ー１ 定期的な休日の確保

現行の法定休日の４週４休の特例を２週２休とするなど、連続勤務の最大日数をなるべく減らしていく措置の検討に取り組むべき

であると考えられる。

36協定に休日労働の条項を設けた場合も含め、精神障害の労災認定基準も踏まえると、２週間以上の連続勤務を防ぐという観点か

ら、「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を労働基準法上に設けるべきであると考えられる。ただし、災害復旧等

の真にやむを得ない事情がある場合の例外措置や、顧客や従業員の安全上やむを得ず必要な場合等に代替措置を設けて例外とする等

の対応を労使の合意で可能とする措置についても検討すべきである。

（２）ー２ 法定休日の特定

法定休日は、労働者の健康を確保するための休息であるとともに、労働者の私的生活を尊重し、そのリズムを保つためのものであ

り、また、法定休日に関する法律関係が当事者間でも明確に認識されるべきであることから、あらかじめ法定休日を特定すべきこと

を法律上に規定することに取り組むべきと考える。その際に考慮すべき論点としては、

・ 労働基準法第35条で保護すべき法益が、「①週１回の休日が確保されること」から「②あらかじめ特定した法定休日が確保され

ること」に変わることによる罰則適用の変化

・ 法定休日の振替を行う場合の手続及び振替の期間

・ 使用者が法定休日を指定する際の手続（特にパートタイム労働者やシフト制労働者等への対応。いつまでに休日を特定するか、

特定した休日を変更できるか等を含む。）

等が考えられ、実態を十分踏まえた上で、これらの論点に対する考え方を明確化していくべきである。

労働基準関係法制研究会報告書 概要

２ 労働からの解放に関する規制
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（３）勤務間インターバル

抜本的な導入促進と、義務化を視野に入れつつ、法規制の強化について検討する必要があると考える。企業に勤務間インターバル

制度の導入を求める場合に、具体的にどのような内容の制度を求めるかについては、例えば、

・ 勤務間インターバル時間として11時間を確保することを原則としつつ、制度の適用除外とする職種等の設定や、実際に11時間の

勤務間インターバル時間が確保できなかった場合の代替措置等について、多くの企業が導入できるよう、より柔軟な対応を法令や

各企業の労使で合意して決めるという考え方

・ 勤務間インターバル時間は11時間よりも短い時間としつつ、柔軟な対応についてはより絞ったものとする考え方

・ 規制の適用に経過措置を設け、全面的な施行までに一定の期間を設ける考え方

等が考えられる。いずれにしても、多くの企業が導入しやすい形で制度を開始するなど、段階的に実効性を高めていく形が望ましい

と考えられる。勤務間インターバル時間が確保できなかった場合の代替措置については、健康・福祉確保措置の一環として実施され

る健康観察や面接指導等といった事後措置を目的としたモニタリングではなく、代償休暇など労働からの解放を確保するものである

ことが望ましいとの考え方や、代替措置によることが可能な回数について各事業場の労使協議で上限を設定するという考え方が示さ

れた。

また、義務化の度合いについても、労働基準法による強行的な義務とするという考え方、労働時間等設定改善法等において勤務間

インターバル制度を設けることを義務付ける規定や、勤務間インターバルが確保できるよう事業主に配慮を求める規定を設けるとい

う考え方、これらと併せて労働基準法において勤務間インターバル制度を就業規則の記載事項として位置付け行政指導等の手法によ

り普及促進を図るという考え方、現行の抽象的な努力義務規定を具体化するという考え方等が示されており、様々な手段を考慮した

検討が必要と考えられる。

労働基準関係法制研究会報告書 概要

２ 労働からの解放に関する規制
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労働基準関係法制研究会報告書 概要

（４）つながらない権利

欧州等では、「つながらない権利」を行使したことや行使しようとしたことに対する不利益取扱いの禁止、使用者が労働者にアク

セス可能な時間帯の明確化や制限、「つながらない」状態を確保するための措置の実施（より具体的には労使交渉の義務付け）等を

内容とした、「つながらない権利」が提唱されている。例えば、「つながらない権利」を法制化しているフランスの例を見ると、具

体的な内容の設定の仕方・範囲は労使で協議して決めており、その内容は企業によって様々であるが、労使交渉で合意に至らない場

合には、つながらない権利の行使方法等を定めた憲章を作成することが使用者に義務付けられている。

勤務時間外に、どのような連絡までが許容でき、どのようなものは拒否することができることとするのか、業務方法や事業展開等

を含めた総合的な社内ルールを労使で検討していくことが必要となる。このような話し合いを促進していくための積極的な方策（ガ

イドラインの策定等）を検討することが必要と考えられる。

（５）年次有給休暇制度

（５）ー１ 使用者の時季指定義務の日数（現行５日間）や時間単位の年次有給休暇の日数（現行５日間）の変更等

使用者の時季指定義務については、働き方改革関連法の制定当時、いわゆる正社員の約16％が年次有給休暇を１日も取得してお

らず、また、年次有給休暇をほとんど取得していない労働者については長時間労働者の比率が高い実態にあることを踏まえて導入

されたものである。こうした趣旨から考えれば、使用者の時季指定義務の日数について、現在の５日間から直ちに変更すべき必要

性があるとは思われない。

時間単位の年次有給休暇については、2008年（平成20年）の労働基準法の改正当時、年次有給休暇の取得率が５割を下回る水

準で推移しており取得促進が課題となっていた一方、時間単位による年次有給休暇の取得の希望も見られたことから、年次有給休

暇の本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにするために導入された

ものであるが、労働者の心身の疲労を回復させ労働力の維持培養やゆとりある生活を実現するという年次有給休暇の本来の趣旨か

ら考えれば、時間単位の年次有給休暇の日数について、現在の５日間から直ちに変更すべき必要性があるとは思われない。一方で、

時間単位の年次有給休暇については労働者の様々な事情のために柔軟に利用可能であるという側面があることにも留意が必要であ

る。

２ 労働からの解放に関する規制
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（５）年次有給休暇制度

（５）ー２ 計画的・長期間の年次有給休暇を取得できるようにするための手法

欧州と比較して我が国の労働者に長期休暇・バカンスのニーズがどの程度あるのか、計画的な長期間の年次有給休暇付与が労働者

にとって望ましいのか、祝祭日を含めた我が国の労働者の休み方等も踏まえてどうなのかといった点を含め、年次有給休暇の在り方

について、中長期的な検討が必要である。

（５）ー３ １年間の付与期間の途中に育児休業から復帰した労働者や、退職する労働者に関する、残りの期間における労働日と時季

指定義務の関係についての取扱いの改善

当該付与期間の残りの労働日が著しく少なくなっている労働者に対してまで、他の労働者と同じ日数の時季指定義務を課すことは、

使用者や労働者にとって不合理な制約になる場合があることからも、取扱いを検討することが必要である。

（５）ー４ 年次有給休暇取得時の賃金の算定方法として現行定められている３つの方法について、それぞれの方法で計算される金額

の妥当性

年次有給休暇期間中の賃金については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、

(1) 労働基準法第12条の平均賃金

(2) 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

(3) 当該事業場の労働者の過半数代表との労使協定により、健康保険法（大正11年法律第70号）上の標準報酬月額の30分の１に相

当する額

のいずれかを支払わなければならないものとされている（労働基準法第39条第９項）。一般的に、月給制で働いている場合には、年

次有給休暇取得時には、(2)の方法により月給から減算しないという手法がとられることが多い。他方、日給制・時給制の場合等に

おいて、(1)や(3)の手法がとられてしまうと、計算式上賃金が大きく減額され得る。日給制・時給制の場合等であっても、(1)や(3)

の手法をとらざるを得ない状況としてどのようなものがあるのかを考慮しつつ、原則として(2)の手法をとるようにしていくべきで

はないかと考えられる。

労働基準関係法制研究会報告書 概要

２ 労働からの解放に関する規制
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労働基準関係法制研究会報告書 概要

（１）割増賃金の趣旨・目的等

時間外労働・休日労働の割増賃金の目的は、①通常の勤務時間とは異なる時間外・休日・深夜労働をした場合の労働者への補償と、

②使用者に対して経済的負担を課すことによる、これらの労働の抑制にあると考えられる。

割増賃金の意義や見直しの方向性については様々な意見が出ているところであるが、どのような方策をとるにしても十分なエビデ

ンスを基に検討される必要がある。割増賃金に係る実態把握を含めた情報収集を進め、中長期的に検討していく必要がある。

（２）副業・兼業の場合の割増賃金

労働者の健康確保のための労働時間の通算は維持しつつ、割増賃金の支払いについては、通算を要しないよう、制度改正に取り組

むことが考えられる。その場合、法適用に当たって労働時間を通算すべき場合とそうでない場合とが生じることとなるため、現行の

労働基準法第38条の解釈変更ではなく、法制度の整備が求められることとなる。

あわせて、割増賃金の支払いに係る通算対応を必要としなくする分、副業・兼業を行う労働者の健康確保については、これまで以

上に万全を尽くす必要がある。また、同一の使用者の命令に基づき複数の事業者の下で働いているような場合に、割増賃金規制を逃

れるような行為がなされないように制度設計する必要がある。

具体的には、

・ 健康確保のための労働時間の通算管理を適正に行うための労働時間に関する情報の把握方法や、健康確保のための労働時間を通

算した上で長時間労働となっている場合の、本業先と副業・兼業先の使用者の責任関係に関する考え方やとるべき健康確保措置の

在り方を整理すること

・ 割増賃金の支払いに係る労働時間の通算管理について、事業場を異にする場合には通算することを要しないこととした場合にお

いても、同一の事業者の異なる事業場で働いている場合や、労働者が出向先と出向元で兼務する形態のように、使用者の命令に基

づき使用者の異なる事業場で働いているような場合においては、引き続き通算することが妥当であることといった論点の検討につ

いても取り組む必要がある。

３ 割増賃金規制
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１ .労働基準法における「労働者」について
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労働基準法の｢労働者｣の判断基準（昭和6 0年労働基準法研究会報告）

１．使用従属性に関する判断基準

（１）指揮監督下の労働

イ 具体的な仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無

ロ 業務遂行上の指揮監督の有無（業務内容、遂行方法等）

ハ 拘束性の有無（勤務場所・勤務時間の指定、管理）

ニ 代替性の有無

（２）報酬の労務対償性の有無に関する判断基準

２．労働者性の判断を補強する要素（補強要素も勘案の上、総合判断）

（１）事業者性の有無（機械・器具の負担関係、報酬の額等）

（２）専属性の程度（他社業務への従事の制約、生活保障的要素の強い報酬等）

（３）その他（源泉徴収の有無、労働保険の適用対象か否か、服務規律を適用しているか否か等）

（出典）『労働基準法研究会報告（労働基準法の「労働者」の判断基準について）』（昭和60年12月19日）を基に、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において作成。
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労働基準法の｢労働者｣の判断基準

（出典）『フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン』（令和３年３月26日・令和６年10月28日改定 内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省）
（https://www.mhlw.go.jp/content/001318001.pdf）

「使用従属性」

「報酬の労務対償性」があるか

補 強

補 強

労働基準法上の「労働者性」

「指揮監督下」の労働であるか

発注者等からの仕事の
依頼や、業務従事の指
示があった場合に、受
けるかどうかを自分で
決められるか

発注者等から勤務場所
と勤務時間が指定され、
管理されているか

業務の内容や遂行方法
について、発注者等か
ら具体的な指揮命令を
受けているか

事業者性の有無
専属性の程度
その他

受注者本人に代わって
他の人が労務を提供し
たり、受注者が自分の
判断で補助者を使うこ
とができるか

支払われる報酬の性格が、
発注者等の指揮監督の下
で一定時間労務を提供し
ていることに対する対価
と認められるか

※「使用従属性」が認められるかどうかは、請負契約や委任契約といった契約の名称や形式にかかわらず、
契約の内容、労務提供の形態、報酬その他の要素から、個別の事案ごとに総合的に判断される
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働き方の自己診断チェックリスト（フリーランスの方向け）

（出典）厚生労働省「働き方の自己診断チェックリスト（フリーランスの方向け）」（https://www.mhlw.go.jp/content/001319631.pdf）
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働き方の自己診断チェックリスト（フリーランスの方向け）

（出典）厚生労働省「働き方の自己診断チェックリスト（フリーランスの方向け）」（https://www.mhlw.go.jp/content/001319631.pdf）
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軽貨物自動車運送事業の自動車運転者に係る労働者性の判断事例について

（出典）厚生労働省「労働基準法上の労働者に該当すると判断された事例（貨物軽自動車運送事業の自動車運転者）＜2023年12月現在＞」（https://www.mhlw.go.jp/content/001180980.pdf）
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軽貨物自動車運送事業の自動車運転者に係る労働者性の判断事例について

（出典）厚生労働省「労働基準法上の労働者に該当すると判断された事例（貨物軽自動車運送事業の自動車運転者）＜2023年12月現在＞」（https://www.mhlw.go.jp/content/001180980.pdf）
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軽貨物自動車運送事業の自動車運転者に係る労働者性の判断事例について

（出典）厚生労働省「労働基準法上の労働者に該当すると判断された事例（貨物軽自動車運送事業の自動車運転者）＜2023年12月現在＞」（https://www.mhlw.go.jp/content/001180980.pdf）
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軽貨物自動車運送事業の自動車運転者に係る労働者性の判断事例について

（出典）厚生労働省「労働基準法上の労働者に該当すると判断された事例（貨物軽自動車運送事業の自動車運転者）＜2023年12月現在＞」（https://www.mhlw.go.jp/content/001180980.pdf）
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プラットフォーム労働における労働条件改善に関する指令（ E U）

⚫ 欧州委員会は2021年12月、プラットフォーム労働における労働条件を改善し、EUのデジタル労働プラットフォームの持続可能な成長を支援
するため、新たな指令案を提案。2024年10月23日に「プラットフォーム労働における労働条件改善に関する指令」が正式に採択された。加盟
国は、2026年12月2日までに、この指令を遵守するために必要な法律等を発効させることが求められている。（令和６年11月19日時点）

背景①：EUにおけるプラットフォーム労働の拡大
✓ 域内のプラットフォーム経済による収益は約200億€（2020年）
✓ EUで500以上のプラットフォームが存在
✓ プラットフォームで働く者は2800万人（推計）。2025年には4,300万人となる見込み
背景②：従事者の雇用地位の実態
✓ 大半は本来の自営業者とみられる
✓ 他方で、550万人（約２割）は労働者の可能性
✓ 雇用上の地位をめぐり、加盟国で多数の訴訟が発生

１．自動監視システムまたは意思決定システムによる個人データの処理の制限
➢ デジタル労働プラットフォームは、標記システムを使用して、プラットフォームで作
業従事者の感情的・心理的状態の個人データ、プライベート会話に関連した個人デー
タ等を処理してはならない（第７条(1)）

２．雇用関係の法的推定
➢ デジタル労働プラットフォームと、そのプラットフォーム作業を行う者との間の契約
関係は、欧州司法裁判所の判例法を考慮し、各国内法、労働協約、加盟国で有効な慣
行に従って、支配と指揮を含む要素が見いだされる場合、法的に雇用関係であると推
定される（第５条(１)）。

➢ 法的推定に異議がある場合、挙証責任はプラットフォーム側に課される (第５条(１))

➢ 加盟国は、プラットフォーム作業従事者の利益となる手続の円滑化のため、雇用の法
的推定（プラットフォームによる反証可）を確立するものとし、加盟国は、プラット
フォーム作業従事者等が雇用場の地位を確認する手続において求められる負担を増大
させることがないようにする。（第５条(２)）

➢ プラットフォーム作業従事者の雇用上の地位の正確な決定が問題となっているときに
は、法的推定はあらゆる行政または司法上の手続に適用されるものとする。法的推定
は、税制、刑事および社会保障の事項には適用されないものとする（ただし、加盟国
の国内法により適用可）（第５条(３)）

３．自動的なモニタリング又は意思決定システムによる管理
➢ 加盟国は、デジタル労働プラットフォームに対し、プラットフォーム作業従事
者・労働者の代表者及び要請があれば権限のある国内当局に、自動監視又は意
思決定システムの使用（当該システムが監視、監督、評価するデータ等）を通
知することを義務付けること（第９条(1)）

➢ アルゴリズム管理の個々の決定の影響等を定期的（最長2年毎）に労働者の代
表の関与のもとで監督・評価すること、そのための人員の配置（第10条(1)(2)）

➢ 加盟国は、プラットフォーム作業従事者が、自動的な意思決定システムによっ
て行われた意思決定について、不当な遅滞なく、デジタル労働プラットフォー
ムから説明を受ける権利を確保。異議申立てが可能（第11条(1)(2)）

４．プラットフォーム透明性の改善による法執行の確保
➢ プラットフォーム労働者による労働について、労働が行われた国の当局に各国
法に基づく申告をしなければならない（第16条）

➢ 就業者数、一般契約条件、平均活動時間、１人あたりの平均週労働時間、活動
からの平均収入、契約関係にある仲介者等の必要な情報を管轄の国内当局に提
供すること（情報を少なくとも６ヶ月ごとに更新）（第17条(1)～(3)）

（出所）欧州連合日本政府代表部「EUの雇用社会政策の現状と最近の動向について」（2022年７月）（https://www.eu.emb-

japan.go.jp/files/100423573.pdf）、欧州連合HP及び「Provisional agreement on the platform work directive」
（https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7212-2024-ADD-1/en/pdf）を基に、厚生労働省労働基準局労働条件政策課に
おいて作成

０．定義
「デジタル労働プラットフォーム」：以下(a)～ (d)の要件をすべて満たすサービスを提供する自然人又は法人。
(a)顧客に対し、Webサイトやモバイルアプリケーションなどの電子的手段を通じて、遠隔地からサービスを提供する事業を行うもの（部分的なものを含む）
(b)サービス提供についての、顧客からの注文に応じて提供されること
(c)作業がオンラインで行われるか特定の場所で行われるかに関係なく、代金と引き換えに人が行う作業を組織化する事業であること
(d)作業従事者の組織化に自動化された監視システムまたは意思決定システムが使用されていること
※資産の活用または共有を主な目的とするサービスのプロバイダー、または専門家ではない個人が商品を再販できるようにするサービスのプロバイダーは含まれない。

「プラットフォーム労働者」：プラットフォーム作業従事者のうち、欧州司法裁判所の判例法を考慮して、加盟国で施行されている法律、労働協約、または慣行によって
定義される雇用契約を結んでいるか、または実態上雇用関係があるとみなされる者

指令の目的
◼ プラットフォーム作業従事者に対する正しい雇用上の地位と権
利の保障

◼ アルゴリズム管理（※）の公平性・透明性・人間による監視・
安全・説明責任の確保

◼ プラットフォーム労働の透明性の改善
※電子的手段等の自動化されたシステムを使用して、労働の遂行の
監視や、労働成果の質の評価等の管理を行う仕組み
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カリフォルニア州における「ＡＢ５」（通称）

• 使用主体が、以下のＡＢＣの要件の全てを立証しないかぎり、被用者と判断する判断基準である。

• これに当てはまらない者は、被用者として扱わなければならず、使用者は被用者保護の各種義務を負う。具体的には最低賃金や有給病気
休暇、傷害保険、健康保険、失業保険、超過勤務手当などの対象となる。

• しかしながら、適用除外が設けられており、適用除外にはこれまで確立してきたボレロ・テストが適用される。

• なお、カリフォルニア州においては、2020年11月の大統領選挙に合わせたカリフォルニア州の州民発案として出されたPropositon22
（「アプリに基づき稼働する運転手」を一定の要件を満たす場合、プラットフォーマーとの関係で独立契約者と明確に位置づけることを
基本的な内容とするもの）が賛成多数で承認されている。

⚫ 米国カリフォルニア州では、カリフォルニア州最高裁判所が2018年４月に下したダイナメックス事件判決におけるABCテス
トを2019年に立法化した（ＡＢ５）。独立請負業者と認められるための要件を厳格に限定している。

Ａ 契約上も実際も、業務手法について使用主体から管理や指示を受けていない。

Ｂ 使用主体の通常業務の範囲外の職務に従事している。

Ｃ 遂行した業務と同じ性質の独立、確立した仕事に、慣習的に従事している。

（ボレロ・テスト条項）
①「発注される仕事が職業か事業か」
②「いつも決まっている事業かどうか」
③「経費負担を発注者と労働者のどちらがしているか」
④「仕事に必要な投資は労働者自らが行うかどうか」
⑤「与えられるサービスが特別なスキルを必要とするかどうか」
⑥「発注者の監督下にあるかどうか」
⑦「損失が労働者自らの管理能力によるかどうか」
⑧「従事する時間の長さ」
⑨「仕事上の関係の永続性の程度」
⑩「時間単位か業務単位かの報酬支払い基準」
⑪「発注元と発注先のどちらかが雇用関係が成立していると感じ
ているかどうか」

（ABCテストが適用除外されるもの）
第(b)項
(1) 保険法典に基づき保険局の許可を受けた保険代理店
(2) 事業・職業法典によりカリフォルニア州の許可を受けた医師、歯科医、足治療師、心理士、獣医
(3) カリフォルニア州の許可を受けた弁護士、建築士、技師、探偵、会計士
(4) 証券取引委員会又は金融規制機関の許可を受けた証券取引人、投資顧問又はその代理人
(5) 失業保険法典で適用除外が認められている直接販売員
(6) 一定の要件を満たす漁師
第(c)項 一定の要件を満たす以下の専門サービス
(i) 独創的で創造的なマーケティング、(ii) 標準化困難な人的資源管理、(iii) 旅行代理人
(iv) グラフィック・デザイン、(v) 補助金申請書作成、(vi) 美術家、(vii) 財務省の許可を受けた税理士
(viii) 決済代行人、(ix) 一定の写真家、(x) フリーランスの記者、編集者、漫画家
(xi) 許可を受けたエステティシャン、ほくろ・いぼ除去師、爪美容師、理容師、美容師
第(d)号
(1) 許可を受けた不動産取引人
(2) 許可を受けた債権回収人
第(e)号 一定の事業向けサービス・プロバイダー
第(f)号 一定の要件を満たす建設業の下請人
第(g)号 一定の顧客向けサービス・プロバイダー（個人指導、家の修理、引越、掃除、使い走り、家具の
組立て、犬の散歩や世話等）

（出典）「「ギグ・ワーカーは個人請負」ーカリフォルニア州住民投票で賛成多数」（独立行政法人労働政策研究・研修機構 国別労働トピック（2020年11月））、濱口桂一郎「カリフォルニア州のギ

グ法」労基旬報（2020年２月25日号）、石田信平・竹内（奥野）寿・橋本陽子・水町勇一郎『デジタルプラットフォームと労働法 労働者概念の生成と展開』東京大学出版会（2022年）を基に、厚生労

働省労働基準局労働条件政策課において作成。
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アメリカ公正労働基準法における労働者と個人事業主の区別（被用者性判断基準）
【The Employee or Independent Contractor Classification Under the Fair Labor Standards Act Final Rule】

⚫ 米国連邦労働省は2024年１月10日、公正労働基準法（FLSA）のもとで、「被用者（Employee）」として保護対象者となる
かどうかの判断基準に関する新しい連邦規則（The Employee or Independent Contractor Classification Under the Fair 

Labor Standards Act Final Rule）を公表。2024年３月11日に発効。

（出典）米国連邦労働省ホームページ（ Small Entity Compliance Guide | U.S. Department of Labor (dol.gov) ・（US Department of Labor announces final rule on classifying workers as 

employees or independent contractors under the Fair Labor Standards Act | U.S. Department of Labor (dol.gov) 、 Federal Register :: Employee or Independent Contractor Classification 

Under the Fair Labor Standards Act ）を基に、早稲田大学法学学術院法学部教授・竹内（奥野）寿氏の御協力のもと、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において作成。

◆ 2024年１月10日、米国連邦労働省は、公正労働基準法(FLSA)上、被用者か、あるいは独立契約者かの分析［判断］方法に関する同省のガイダン
スを改訂する規則を公表した。（2024年３月11日発効）

◆この規則は、2021年１月７日に、トランプ政権下で連邦規則の形で、連邦労働省によるFLSA上の被用者の判断についての解釈を示した「公正労
働基準法の下における独立契約者の地位」に関する規則（2021年IC規則）を取り消し、バイデン政権下での行政解釈として、裁判例の解釈により
合致する形で被用者か独立契約者かを決定する分析［判断］方法により置き換えるものである。新規則は、労働者の基本的権利を維持し、公正労
働基準法の適用を受ける企業に一貫性を提供するものと米国連邦労働省は説明している。

◆被用者を独立契約者に誤分類することは、就業者の最低賃金、時間外手当、その他の基本的な権利及び保護を奪う深刻な問題であり、この規則は、
被用者が独立契約者として誤分類されるリスクを低減する目的をもつものであると労働長官は述べている。

◆就業者が被用者か独立契約者かを分析するために、本規則では、労働関係の経済的実態を分析する際に企業や就業者が考慮すべき６つの要素を提
示している。これら６つの要素は、そのいずれもが決め手となる要素であるわけではなく、また、各要素に与えられる重みは特定の就業関係（個
別事案）における事情により異なりうる。更に、総合考慮における考慮要素はこれら６つの要素に尽きるものではなく、他の要素も（自らのため
に事業に従事しているか、あるいは経済的に依存しているかを示唆するものであれば）考慮の対象となし得るとされている。

◆公正労働基準法（the Fair Labor Standards Act, FLSA. 最低賃金規制及び法定時間外労働の割増賃金規制等を行う立法）は「被用者（employee）」
を保護対象者としており、独立契約者（independent contractor）は、被用者ではない者として保護対象者ではないと解されている。

◆判例は、FLSA上の被用者につき、全国労働関係法（the National Labor Relations Act, NLRA）上の被用者よりも広い概念と解し、その判断基準とし
て「経済的実態テスト（economic realities test）」（※）を採用している。

（※）経済的実態テストは、一般的に、役務を提供している相手方（たる事業）に「経済的に依存している（economically dependent）」か否か
を、役務提供関係に係る諸要素を総合考慮して、被用者性を判断するもの。

◆本規則は、この「経済的実態テスト」に基づき判断されるFLSA上の被用者についての、連邦労働省の解釈（連邦労働省が同法をどのように適用す
るか）についての労使に対する実務的なガイドを示したもの。

基本的事項

経緯・概要
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家事使用人が労働基準法の適用除外となっている理由

厚生労働省労働基準局『令和３年版労働基準法 下巻』株式会社労務行政（2022年）1158頁（抜粋）

家事使用人については、その労働の態様は、各事業における労働とは相当異なったものであり、各事業に使用される場合と同一の労働条件で律

するのは適当ではないため、本法（労働基準法）の適用を除外したものである。

東京大学労働法研究会編『注釈労働基準法 下巻』有斐閣（2003年）1093頁（抜粋）

次に、同居の親族のみを使用する事業および家事使用人については、通常の労働関係と異なった特徴を有する親族関係にある者の労働関係につ

いて、国家による監督・規制という法の介入が不適当であることから、本法（労働基準法）の適用を除外したものである。

「労働基準法研究会報告（労働契約等法制関係）今後の労働契約等法制のあり方について」（1993年５月10日厚生労働省）（抄）

（４）適用除外の範囲

（略）家事使用人については、労働基準法制定当時、①その労働の態様が各種事業における労働とは相当異なったものがあってこれを同一の労

働条件で律しかねることが多いこと、②当時先進諸国においても家事使用人の労働条件に関する立法例が極めて少なかったことを考慮し、労働基

準法の適用は将来の研究問題として残されることとなったとされている。

※独立行政法人 労働政策研究・研修機構「家事労働者条約採択から10年―ILO報告書」（2021年10月）より抜粋
「2020年時点で、データ利用可能な国（108カ国）の88％が、家事労働者を一部または完全に労働法の適用範囲に含めていた。
家事労働者を法の適用範囲に含めるには、一般労働法を適用する方法と、特定法もしくは下位規制を制定する方法があるが、

  両方を部分的に適用している国が過半数（51.9％）であった。しかし日本を含めた8.3％の国では、家事労働者は法的適用範囲
 から除外されており、世界の家事労働者の36.1％がこれらの地域で、労働法の保護から除外された状態で働いていた。」
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家事使用人とその他労働基準法が適用されない者との比較

特定受託事業者（フリーランス） 家内労働者 家事使用人

定義 業務委託の相手方である事業者で、従業員
を使用しないもの（フリーランス法第２条
第１項）

メーカーや問屋などから部品や原材料の提供を受けて、
一般に、自宅を作業場として、個人で又は同居の家族と
物品の製造や加工を行い、その労働の対価として工賃を
受け取っている者（家内労働法第２条第２項）

家事一般に使用される労働者
（労働基準法第116条第２項）
（×個人家庭における家事を事業として
請け負う者に雇われて、その指揮命令の
下に当該家事を行う者）

契約の性質 業務委託契約 請負契約等 雇用契約

相手方 業務委託事業者 製造・加工業、販売業者、これらの請負業者 個人家庭

適用されう
る法律

フリーランス法
労働者災害補償保険法（特別加入）
独占禁止法、下請法 等

家内労働法
労働者災害補償保険法（特別加入） 等

労働契約法
労働者災害補償保険法（特別加
入） 等

就業時間 × 家内労働者が業務に従事する場所の周辺地域において同
一又は類似の業務に従事する労働者の通常の労働時間を
こえて当該家内労働者及び補助者が業務に従事すること
となるような委託をし、又は委託を受けることがないよ
うに努めなければならない（法第４条）

×

報酬(賃金) 原則60日以内の報酬の支払い期日の設定義
務（法第４条）
特定受託事業者の責めに帰すべき事由のな
い報酬の減額の禁止（法第５条）
著しく低い報酬の額を不当に定めることの
禁止（法第５条）

工賃の支払（通貨払い・全額払い・一定期限内払い）確
保（法第６条）、最低工賃（法第８条～16条）

×

契約明示 書面等による取引条件（給付の内容、報酬
の額、支払期日等）を明示しなければなら
ない（法第３条）

委託時に工賃支払場所、締切日、支払方法等の基本委託
条件を記入した家内労働手帳を交付し、委託の都度、業
務の内容、工賃の単価、工賃の支払期日等を家内労働手
帳に記入しなければならない（法第３条）

労働者と使用者が労働契約の内容に
ついてできる限り書面により確認す
ること（労契法第４条）

安全衛生 労働者と同じ場所で作業する者に対する健康障害防止
措置（安衛法第22条）などについて労働安全衛生法
の適用あり）

安全及び衛生に関する措置（法第17条）
安全及び衛生に関する行政措置（法第18条）

使用者は労働者にに対する安全配慮
義務を負う（労契法第５条）

中途解約・
解雇等

継続的業務委託（一定の期間以上行う業務
委託）における事前予告義務（法第16条）

委託の打切りの予告（努力義務）（法第５条） 使用者はやむを得ない事由がなけれ
ば、契約期間中の解雇はできない
（労契法第17条） 90



I LO第1 8 9号条約「家事労働者の適切な仕事に関する条約」（概要）

条約の主な内容

○適用範囲

「家事労働者」とは、雇用関係の下において家事労働（家庭において又は家庭のために行われる労働）に従事する者をいう。本条

約は、原則全ての家事労働者に適用されるが、職業的にではなく、散発的に時々家事労働に従事するだけの者は除外している。

○雇用条件通知

書面による契約書を通じて雇用条件（「使用者及び労働者の名称」、「報酬、計算方法及び支払いの周期」、「通常の労働時間」

等）を通知する。

○労働時間、時間外手当、休憩時間、週休及び年次有給休暇

家事労働の特殊な性質を考慮して、労働者全般との間の待遇の均等確保に向けて措置をとる。

○労働安全衛生

家事労働者の職業上の安全及び健康を確保するための効果的な措置をとる。

○移民家事労働者

書面による雇用契約通知を移民家事労働者が国境を越える前に受け取る。法令その他の措置による手段により、移民家事労働者の

送還の権利を有する条件を明らかにする。

○民間職業仲介事業所

国内法令及び国内慣例に従い、家事労働者を募集し、又は紹介する民間職業仲介事業所の運営を規律する条件を決定する。

⚫ 家事労働が依然として過小評価・軽視され、家事労働者の多くが雇用・労働条件について差別を受けやすい立場であること
などの問題意識の下、平成23年６月のILO（国際労働機関）第100回総会で採択され、平成25年９月に発効された。
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⚫ 家事労働に従事する家事使用人は、労働契約法の適用は受けるが、労働基準法の適用を受けないことや、業務内容や就業時間などの
基本的な内容が不明確であるため契約をめぐるトラブルが発生するケースが見られること、また、就業中のケガに対する補償が十分
ではないことなどの問題が指摘されている。

⚫ こうした状況を踏まえ、家事使用人の労働契約の条件の明確化・適正化・適正な就業環境の確保などについて必要な事項を示すガイ
ドラインを作成。

家事使用人の雇用ガイドライン（2 0 2 4（令和６）年２月８日策定）

作成趣旨・目的

1 .労働契約の条件の明確化

2 .  労働契約の条件の適正化

3 .適正な就業環境の確保

4 .保険の加入状況の確認

雇用主は、家事使用人と話し合った上で以下のような労働
契約の条件（主なもの）を明確にすること 等

雇用主は、家事使用人が業務を行う上で不安に感じることがないよう、就業環境につい
て労働契約締結前・締結後で話し合いの場を設けること

●就業時間の管理：始業・終業時刻の記録や管理 等
●就業場所の管理：危険な場所で作業をさせないこと、空調管理 等
●適切な業務内容と業務量：あらかじめ決めた業務内容の範囲を超えないよう気をつけ
ること 等

●介護保険サービスとしての訪問介護と組み合わせて利用する場合の留意点：
サービス内容や時間の区分、過重労働への配慮 等

●家事使用人からの相談や苦情を受ける担当者の明確化と解決
●就業環境に関する留意事項：セクハラ・パワハラは絶対に許されないこと 等

●報酬：仕事の難易度や家事使用人の能力などを考慮し、最低賃
金を下回るような水準とならないように設定すること 等

●就業時間：１日８時間、１週40時間を上限。過重労働への配慮
をすること 等

●労働契約の期間：労働契約の期間を定める場合は、長くとも３
年以内とすることが望ましいこと 等

●労働契約の条件の変更：家事使用人との合意が必要。変更する
内容と必要性を説明し、十分話し合うこと 等

●家事使用人が行うことができる業務：家事使用人に行ってもら
う仕事やその水準についてお互いに確認し、仕事で求める水準
を合意した上で、仕事の範囲を明確にすること 等

雇用主は、家事使用人または家政婦（夫）紹介所に対して、
どのような保険に加入しているのか事前に確認し、万が一の
場合に備えておくこと

①損害保険加入の有無
就業先または第三者に対して、業務に関連して損害を与え
た場合に備えるための保険

②災害補償保険（労災保険の特別加入を含む）の加入の有無
業務が原因となって、自身がケガや病気をした場合に備え
るための保険

雇用 主の情報

ガイドラインの主な内容

就業場 所 労働契約の期間

試用 期間 業務の内容
就業時間・
休憩時間

報酬等 退職に関 する
事項

休日・休暇
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２ .労働基準法における「事業」について
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労働基準法の「事業」について

労働基準法第９条に規定する「事業又は事務所」については、①事業又は事務所とは何かという問題と、②適用の

単位の問題がある。

①「事業又は事務所」とは何か

事業という以上は、まず業として継続的に行われるものであることを要するであろう。営利の目的をもって行われるものはもちろん、

営利の目的のないもの、例えば社会事業団体や宗教団体が行う継続的活動も、やはり事業に該当する。結局、社会通念上業として行っ

ていると認められるものはすべて含まれる。

②「適用の単位」の問題

解釈例規では、「個々の事業に対して労働基準法を適用するに際しては、当該事業の名称又は経営主体等にかかわることなく、相関連して一

体をなす労働の態様によって事業としての適用を定めること」（解釈例規）とされている。

事業とは、「工場、鉱山、事務所、店舗等の如く一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいうの

であって、必ずしもいわゆる経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものではない」 （解釈例規）とされており、事業が一

カ所で行われる場合は問題ないが、経営上は一体であるが本社・支店・工場・病院等がある場合には、適用単位が問題となる。

「一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として分割することなく一個の事業とし、

場所的に分散しているものは原則として別個の事業とする」 （解釈例規）とされているが、実情に合わない場合は、同一場所にある部門でも

分けて適用することもある。ただし、個々の労働者の業務による分割は認められない。なお、「出張所、支所等で規模が小さく組織的関

連ないし事務能力を勘案して一の事業という程度の独立性のないもの」の場合は「直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱うこと」 （解釈

例規）としている。

以上から、事業は主として場所的観念で決定されるが、従業員規模、労働者及び労務管理の区分の有無、組織的関連ないし事務能力

等も総合して個々の事業の適用単位が決定され、その一単位が「事業」としてその適用単位となる。

（出典）厚生労働省労働基準局『令和３年版労働基準法 上巻』株式会社労務行政（2022年）を基に、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において作成。

 ※ 解釈例規とは、昭和22年９月13日発基17号、昭和23年３月31日基発511号、昭和33年２月13日基発90号、昭和63年３月14日基発150号、平成11年３月31日基発168号をいう。
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本社一括届出が可能な手続（労働基準法）
⚫ 労働基準法において使用者に行政官庁への届出を義務付けている事項のうち、現状においては、事業場側の届出事務の簡素化の観

点から、行政通達等による運用により、一部の手続について本社一括届出が認められている。

⚫ コロナ禍を受けた行政手続の電子化・押印廃止の流れを受け、令和３年頃から、本社一括届出を可能とする手続の範囲が

徐々に拡大された。

手続 紙 電子 本社一括届出の条件 参考事項

第32条の２第１項（１か
月単位の変形労働時間
制）の協定届

× ○ 事業の種類 事業の名称 事業の所在地（電話番号）
常時使用する労働者数 該当労働者数（満18歳未満の者）
協定成立年月日 （労働者側）協定当事者

以外の様式の記載事項が同一であること

・労使協定により導入する場合に届出が義
務付けられている。
・令和６年２月23日から。

第32条の４第１項・第２
項（１年単位の変形労働
時間制）の協定届

× ○
・令和５年２月27日から。

第32条の５第１項（１週
間単位の非定型的変形労
働時間制）の協定届

× ○

事業の種類 事業の名称 事業の所在地（電話番号）
常時使用する労働者数 該当労働者数（満18歳以上の者）
協定成立年月日 （労働者側）協定当事者

以外の様式の記載事項が同一であること

・令和６年２月23日から。

第38条の２第１項・第２
項（事業場外労働に関す
るみなし労働時間制）の
協定届

× ○

事業の種類 事業の名称 事業の所在地（電話番号）
該当労働者数 36協定の届出年月日
協定成立年月日 （労働者側）協定当事者

以外の様式の記載事項が同一であること

・労使協定を締結する場合に届出が義務付
けられているが、労働基準法施行規則によ
り、労使協定で定める時間が法定労働時間
以下である場合には、届け出る必要がない
とされている。
・令和６年２月23日から。

第38条の３第１項（専門
業務型裁量労働制）の協
定届 × ○

労働保険番号
事業の種類 事業の名称 事業の所在地（電話番号）
該当労働者数 36協定の届出年月日
協定成立年月日 （労働者側）協定当事者

以外の様式の記載事項が同一であること

・令和６年２月23日から。

第36条第１項・第３項・
第５項（時間外・休日労
働協定（36協定））の協
定届

△ ○

労働保険番号
事業の種類 事業の名称 事業の所在地（電話番号）
労働者数（満18歳以上の者）
協定成立年月日 （労働者側）協定当事者 ※

以外の様式の記載事項が同一であること

※電子申請の場合に限り、協定の労働者代
表が事業場ごとに異なっていても本社一括
届出を可能としている（令和３年３月末か
ら）。紙の場合は、協定当事者が共通した
１つの過半数労働組合であることが必要。

労使協定
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本社一括届出が可能な手続（労働基準法）

手続 紙 電子 本社一括届出の条件 参考事項

第38条の４第１項・第２
項（企画業務型裁量労働
制）の決議届

× ○

労働保険番号
事業の種類 事業の名称 事業の所在地（電話番号）
常時使用する労働者数 労働者数
決議の成立年月日 36協定の届出年月日
委員会の委員数
任期を定めて指名された労働者側委員の氏名、任期
その他委員の氏名
委員会の委員の半数について任期を定めて指名した労働組合

の名称又は過半数代表者の職名及び氏名
以外の様式の記載事項が同一であること

・令和６年２月23日から。

第38条の４第１項・第２
項（企画業務型裁量労働
制）の報告（第38条の４
第４項） × ○

労働保険番号
事業の種類 事業の名称 事業の所在地（電話番号）
常時使用する労働者数 制度の適用労働者数
同意した労働者数（同意を撤回した労働者数）
労働者の１か月の労働時間の状況
労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況

以外の様式の記載事項が同一であること

・令和６年２月23日から。

労使委員会

手続 紙 電子 本社一括届出の条件 参考事項

第89条（就業規則の作成
及び届出の義務）の届出

○ ○

①本社で作成された就業規則と各事業場の就業規則の内容が同
一であること
②各事業場分の労働者代表の意見書が添付されていること
のいずれも満たしていること

・常時10人以上の労働者を使用する使用
者に届出が義務付けられている。

就業規則
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3.労使コミュニケーションの在り方について
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⚫ 単一労働組合の労働組合数は2万2,513組合、労働組合員数は991万2,000人、推定組織率（雇用者数に占める労働

組合員数の割合）は16.1％。労働組合員数については、ピーク時の平成６年から緩やかな減少傾向にある。（令和

６年６月30日時点）

※１ 「雇用者数」は、労働力調査（総務省統計局）の各年６月分の原数値である。
※２ 「推定組織率」とは、雇用者数に占める労働組合員数の割合をいい、本調査で得られた労働組合員数を、総務省統計局が実施している「労働力調査」の雇用者数（６月分の原数値）で除して計算している。

（出典）厚生労働省「令和６年 労働組合基礎調査の概況」を基に、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において作成。

図 雇用者数、労働組合員数及び推定組織率の推移（単一労働組合）

労働組合の組織率
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労使関係についての認識等

⚫ 労使関係について、「安定的に維持されている」と回答した事業所の割合は労働組合のある企業（47.5％）の方が労働組合のな
い企業（22.0％）よりも高い。（図１）

⚫ 労使コミュニケーションを重視する内容別の事業所割合は、労働組合がある事業所は労働組合がない事業所に比べ、「賃金、労
働時間等労働条件」「福利厚生、文化・体育・レジャー活動」「経営に関する事項」の割合が高い。(図２)

⚫ 事業所での労使コミュニケーションがどの程度良好であるかについて労働者の認識をみると、労働組合がある労働者の方が労働
組合がない労働者と比べ「良い」と回答した割合が高く、「悪い」と回答した割合が低い。 (図３) （令和元年６月30日時点）

図１ 労使関係についての認識別事業所割合（労働組合の有無別）（n＝2,999）

図２ 労使コミュニケーションを重視する内容別事業所割合（労働組合の有無別）（n＝2,999）  

（出典）厚生労働省「令和元

年（2019年） 労使コミュ

ニケーション調査 の概況」

（結果の概要）を基に、厚生

労働省労働基準局労働条件政

策課において作成。

（単位：％）令和元年

[100.0]  100.0  81.9  29.7  52.2  12.1  3.0  2.4  0.6  2.9  

[ 30.2]  100.0  88.2  47.5  40.8  6.8  2.5  2.2  0.3  2.5

[ 69.8]  100.0  79.2  22.0  57.2  14.4  3.3  2.5  0.7  3.1

100.0 86.9  33.0  54.0  9.7  1.6  1.2  0.4  1.8

注：[　]内は計を100とした「企業規模」「労働組合の有無」別の構成割合である。

　　平成26年調査は調査対象産業「宿泊業，飲食サービス業」のうち「バー，キャバレー，ナイトクラブ」を除外している。

平 成 26 年 調 査 計

＜ 労 働 組 合 の 有 無 ＞

労 働 組 合 が あ る

労 働 組 合 が な い

計

区　　分 計 安定的
どちら
とも

いえない
不安定 不明

安定的に
維持され
ている

おおむね
安定的に
維持され
ている

やや
不安定
である

不安定
である

図３ 労使コミュニケーションの良好度別労働者割合（労働組合の加入状況別）（n＝3,288）  

（複数回答）（単位：％）令和元年

100.0  27.6  75.3  72.9  69.5  33.9  57.3  43.0  37.8  2.9  1.4  

100.0  38.5  73.2  73.4  62.0  35.2  75.2  36.8  46.4  3.8  0.8  

100.0  22.8  76.2  72.7  72.8  33.3  49.5  45.7  34.0  2.5  1.7  

100.0 31.9  75.3  68.5  65.1  33.4  56.0  46.9  38.4  3.1  1.2

注：平成26年調査は調査対象産業「宿泊業，飲食サービス業」のうち「バー，キャバレー，ナイトクラブ」を除外している。

労 働 組 合 が な い

平 成 26 年 調 査 計

＜ 労 働 組 合 の 有 無 ＞

労 働 組 合 が あ る

計

区　　分 計
経営に
関する
事項

日常業務
改善

作業環境
改善

職場の
人間関係

人事（人員
配置・出

向、昇進・
昇格等）

賃金、
労働時間等
労働条件

教育訓練

福利厚生、
文化・体育
・レジャー

活動

その他 不明

（単位：％、ポイント）令和元年

[100.0]  100.0  60.5  17.2  43.3  28.6  9.6  7.6  2.0  1.3  50.9

[ 40.7] 100.0 67.4  17.4  50.0  23.7  7.7  7.0  0.7  1.1  59.8

[ 26.9] 100.0 71.8  16.6  55.1  19.9  7.9  7.3  0.7  0.4  63.9

[  5.6] 100.0 58.2  24.8  33.4  33.7  7.7  6.4  1.3  0.4  50.5

[  8.1] 100.0 59.4  15.0  44.4  29.8  6.8  6.6  0.2  4.0  52.6

[ 57.9] 100.0 56.3  17.0  39.3  31.6  10.7  7.9  2.8  1.4  45.6

100.0 55.3  13.5  41.8  33.3  11.3  8.7  2.6  0.2 44.0

注：[　]内は計を100とした「企業規模」「性」「就業形態」「役職」「勤続年数」「労働組合への加入状況」別の構成割合である。

　　平成26年調査は調査対象産業「宿泊業，飲食サービス業」のうち「バー，キャバレー，ナイトクラブ」を除外している。

　  1)　良好度指数＝良い（非常に良い＋やや良い）－悪い（やや悪い＋非常に悪い）

区　　分 計 良い
どちらとも
いえない

悪い 不明
良好度指数

非常に良い やや良い やや悪い 非常に悪い

1)

計

平 成 26 年 調 査 計

＜ 労 働 組 合 へ の 加 入 状 況 ＞

労 働 組 合 が あ る

加 入 し て い る

加入資格があるが加入していない

加 入 資 格 が な い

労 働 組 合 が な い
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⚫ 企業規模（従業員数）別の労働組合の割合は、「1,000人以上」が最も高く（52.8％）、「４人以下」が最も低く
（0.9％）、企業規模が大きくなるにつれて労働組合がある割合が高い。(図１)

⚫ 産業別の労働組合の割合は、「金融業、保険業」が最も高く（60.7％）、「医療・福祉」が最も低く（3.7%）、

産業による差がある。（図２）

（平成29年10月１日時点）

労働組合の組織率（企業規模別、産業別）

図２ 労働組合の有無（産業別）（n＝6,458）

図１ 労働組合の有無（所属企業規模別）（ n＝6,458）  

（出典）独立行政法人労働政策研究・研修機構「過半数労働組合および過半数代表者に関する調査」（調査シリーズNo.186・2018年12月）を基に、厚生労働省労働基準局労働条

件政策課において作成。

（％）

（％）
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労働者の労働組合に対する認識（労使コミュニケーション）

⚫ 労使コミュニケーションを重視する内容別の労働者割合は、高いものから順に「職場の人間関係」（66.2％）、「日常業務
改善」（57.7％）、「賃金、労働時間等労働条件」（53.0％）となっている。企業規模、勤続年数を問わず、概ね同様の傾
向が見受けられる。（令和元年６月30日時点）

図 労使コミュニケーションを重視する内容別労働者割合 （n＝3,288）

（出典）厚生労働省「令和元年（2019年） 労使コミュニケーション調査の概況」（結果の概要）を基に、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において作成。
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労働者の労働組合に対する認識（企業内労組の加入状況）

⚫ 企業内に労働組合があるが加入していない労働者は33.8％。（図１）加入していない理由は、「労働組合や組合活動に興味

がないから（37.8％）」が最も高く、次いで「加入するメリットが見出せないから（37.0％）」となっている。（図２）

（令和元年６月30日時点）

図１ 企業内労働組合への加入状況別労働者割合
（n＝3,288）

図２ 企業内労働組合に加入しない理由別労働者割合

（出典）厚生労働省「令和元年（2019年） 労使コミュニケーション調査の概況」（結果の概要）を基に、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において作成。
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企業の労働組合に対する認識（労使関係、労使コミュニケーション）

⚫ 労使関係について、「安定的」と回答した事業所の割合は81.9％。企業規模が大きくなるほどその傾向が強い。（図１）
⚫ 労使コミュニケーションを重視する内容別の事業所割合は、「日常業務改善」の割合が最も高く（75.3％）、企業規模に

よって傾向は変わらない。労働組合がある事業所は、「賃金、労働時間等労働条件」の割合が最も高い（75.2%）。(図２)
（令和元年６月30日時点）

図２ 労使コミュニケーションを重視する内容別事業所割合（企業規模・労働組合の有無別）（n＝2,999）  

（出典）厚生労働省「令和

元年（2019年） 労使コ

ミュニケーション調査の概

況」（結果の概要）を基に、

厚生労働省労働基準局労働

条件政策課において作成。

図１ 労使関係についての認識別事業所割合（企業規模・労働組合の有無別） （n＝2,999）  
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過半数労働組合

⚫ 過半数労働組合がある事業所の割合は、全体のうち１割に満たない（8.3％）。（平成29年10月１日時点）

図 労働組合の有無、過半数労働組合の有無 （％）

（出典）独立行政法人労働政策研究・研修機構『過半数労働組合および過半数代表者に関する調査』（調査シリーズNo.186・2018年12月）を基に、厚生労働省労働基準局労働条件

政策課において作成。
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労働基準法における労使が関わる手続について

労働基準法における労使が関わる手続は、労働協約、過半数労働組合、過半数代表者、労使委員会の区分でそれぞれ設けられて

おり、労働協約方式が採用されているのは賃金の通貨払部分のみである。

制度の概要 根拠条文
区分

労働協約方式 過半数労働組合 過半数代表者 労使委員会

強制貯金 労基法第18条第２項 ○ ○

賃金の通貨払部分 労基法第24条第１項ただし書 ○

賃金の全額払部分 労基法第24条第１項ただし書 ○ ○

1か月単位の変形労働時間制の導入 労基法第32条の２第１項 ○ ○ ＊

フレックスタイム制の導入 労基法第32条の３第１項 ○ ○ ＊

1年単位の変形労働時間制の導入 労基法第32条の４第１項 ○ ○ ＊

1週間単位の非定型的変形労働時間制の導入 労基法第32条の５第１項 ○ ○ ＊

休憩の一斉付与の例外 労基法第34条第２項ただし書 ○ ○ ＊

36協定（時間外及び休日の労働） 労基法第36条第１項 ○ ○ ＊

割増賃金
（時間外労働60時間超の割賃支払いを休暇に代替）

労基法第37条第３項 ○ ○ ＊

事業場外労働に係る労働時間の算定 労基法第38条の２第２項 ○ ○ ＊

専門業務型裁量労働制の導入 労基法第38条の３第１項 ○ ○ ＊

企画業務型裁量労働制の導入 労基法第38条の４第１項 ○

高度プロフェッショナル制度の導入 労基法第41条の２第１項 ○

年次有給休暇の時間単位付与・計画的付与・有給の賃金
労基法第39条第４項・第６項・

第９項ただし書
○ ○ ＊

（就業規則の作成・変更にかかる意見聴取）
※意見聴取の対象を定めたもの

労基法第90条第１項 ○ ○

（注）＊は、労使委員会決議による代替決議を認めているものを指す。
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過半数代表者の選出（建議）

(２) 過半数代表者

・ 過半数代表者の選出をめぐる課題を踏まえ、「使用者の意向による選出」は手続違反に当たるなど通達の内容を労働基準法施

行規則に規定する方向で検討を続けることが適当である。また、監督指導等により通達の内容に沿った運用を徹底することが

適当である。

・ 使用者は、過半数代表者がその業務を円滑に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならない旨を、規則に規定する方向で

検討を継続することが適当である。

・ 以上については、法案成立後、改めて審議会で検討の上、所要の省令改正を行うことが適当である。

今後の労働時間法制等の在り方について（建議）（平成 2 7年２月 1 3日労審発第 7 7 7号）（抄）

① 過半数代表者

・ 過半数代表者の選出をめぐる課題を踏まえ、平成27年２月13日の当分科会報告にあるように、「使用者の意向による選出」

は手続違反に当たるなど通達の内容を労働基準法施行規則に規定することが適当である。また、監督指導等により通達の内容

に沿った運用を徹底することが適当である。

・ 同分科会報告にあるように、使用者は、過半数代表者がその業務を円滑に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならない

旨を、規則に規定する方向で検討することが適当である。

・ 労働基準関係法令が十分周知されていないことに伴う法令違反が依然として多数みられることから、時間外・休日労働には

36協定の締結及び届出が必要であることや、協定の締結当事者である過半数代表者は法令等に基づき適正に選出される必要が

あること等について、一層の周知徹底に取り組むことが適当である。また、使用者は、36協定等を労働者に周知させなければ

ならないとしている法の規定を踏まえ対応するよう、徹底を図ることが適当である。

時間外労働の上限規制等について（建議）（平成 2 9年６月５日労審発第 9 2 1号）（抄）
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第六条の二 （略）労働者の過半数を代表する者（以下この条において「過半数代表者」という。）は、次の

各号のいずれにも該当する者とする。

一 法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続

により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。

② （略）

③ 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者

として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

④ 使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配

慮を行わなければならない。

 

労働基準法施行規則（昭和 2 2年厚生省令第 2 3号）（抄）

※ 下線部は働き方改革関連法の施行に伴って行った平成30年の省令改正時に追加した箇所

過半数代表者の選出（施行規則）
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過半数代表者の選出方法

39.4%

27.6%

選挙 8.3%

信任 23.5%

全従業員が集まって話し合いにより選出した 8.5%

職場ごとの代表者など一定の従業員が集まって話し合いにより選出した 9.6%

社員会・親睦会などの代表者が自動的に過半数代表者になった 11.2%

会社側が指名した 28.2%

その他 0.7%

無回答 10.0%

投票や挙手 30.9%

信任 22.0%

話し合い 17.9%

親睦会の代表者等、特定の者が自動的になる 6.2%

使用者（事業主や会社）が指名 21.4%

その他 0.3%

無回答 1.3%

2007年

2018年

（出典）2007年のデータ：独立行政法人労働政策研究・研修機構「中小企業における労使コミュニケーションと労働条件決定」（労働政策研究報告書No.90・2007年10月）

 2018年のデータ：独立行政法人労働政策研究・研修機構「過半数労働組合および過半数代表者に関する調査」（調査シリーズNo.186・2018年12月）

⚫ 過半数代表者について、使用者が指名した場合や社員親睦会の幹事を自動的に選任する等、過半数代表者の選任が
適正に行われていない割合は、2007年は39.4％、2018年は27.6％となっている。

第163回労働政策審議会労働条件分科会（令和２年８月27日）資料No.2「労働基準法に基づく届出等における押印原則の見直しについて」を基に、厚生労働省
労働基準局労働条件政策課において作成。

過半数代表者の
選出方法
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過半数代表者の選出方法（信任候補者の定め方）

⚫ 過半数代表者を「信任」により選出した事業所における信任の候補者の定め方は、「使用者（事業主や会社）が候
補者を決める」（54.0％）が最も多い。（図１）その割合は事業所の規模が小さいほど高くなっている。（図２）

 （平成29年10月１日時点）

（出典）独立行政法人労働政策研究・研修機構「過半数労働組合および過半数代表者に関する調査」（調査シリーズNo.186・2018年12月）を基に、厚生労働省労働基準局労働条

件政策課において作成。

図２ 信任の候補者の定め方（事業所規模別）（n=614）図１ 信任の候補者の定め方（企業の経営形態別）（n=614）（％） （％）
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過半数代表者の職位別の選出状況

図２ 過半数代表者の職位別選出方法 （n=2,786）

⚫ 過半数代表者の職位について、「一般の従業員」 （49.4％）が最も多い。一方、「工場長、支店長クラス」  （4.6%）など、

36協定締結当事者の要件を満たさない者（管理監督者等）が選出されている。（図１）

⚫ また、過半数代表者の職位別選出方法において、「一般の従業員」 （37.2％） 、「非正社員」 （34.1%）から選ばれた者

は「投票や挙手」、「係長、主任、職長、班長クラス」 （29.9%）から選ばれた者は「信任」が最も多いが、「課長クラ

ス」 （29.7%） 、「部長クラス」（51.3%）、「工場長、支店長クラス」（33.1%）から選ばれた者は「使用者が指名」の

割合が最も高く、職位の高い者について、選出手続きが適正に行われていないことが見受けられる。（図２）

（平成29年10月１日時点）

図１ 過半数代表者の職位（n=2,786）
（％）

（出典）独立行政法人労働政策研究・研修機構「過半数労働組合および過半数代表者に関する調査」（調査シリーズNo.186・2018年12月）を基に、厚生労働省労働基準局労働条

件政策課において作成。
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過半数代表者の有無と、過半数代表者を選出しなかった理由

⚫ 「過半数代表（事業場における過半数労働組合または過半数代表者）」が「いない」事業所は36.0％。（図１）

⚫ 過半数代表者を選出しなかった理由は 、「労使協定（36協定を含む）や就業規則に関する手続が発生しなかったか

ら」が56.6％と最も多い。（図２）

（平成29年10月１日時点）

図１ 「過半数代表」の選出状況（n=6,458） (%)
図２ 過半数代表者を選出しなかった理由（事業所規模別）

（n＝2,580）
【MA】（％）

（出典）独立行政法人労働政策研究・研修機構「過半数労働組合および過半数代表者に関する調査」（調査シリーズNo.186・2018年12月）を基に、厚生労働省労働基準局労働条件

政策課において作成。
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過半数代表者の選出の頻度

図１ 過半数代表者の選出の頻度（n=2,786） 図２ 過半数代表者の選出の頻度（事業所規模別）（n=2,786）

⚫ 過半数代表者について、任期を決めて選出している事業所は全体の18.9％。（図１）その割合は事業所の規模が大

きくなるほど高くなっている。（図２）（平成29年10月１日時点）

（％）（％）

（出典）独立行政法人労働政策研究・研修機構「過半数労働組合および過半数代表者に関する調査」（調査シリーズNo.186・2018年12月）を基に、厚生労働省労働基準局労働条

件政策課において作成。
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過半数代表者の選出開始の周知の範囲

図１ 選出開始の周知の範囲（n=2,786）

図２ 選出開始の周知の範囲（企業の経営形態別）（n=2,786）

⚫ 過半数代表の選出の開始について、従業員への周知状況は「労使協定等が適用される事業場のうち、一部の事業所（本社や
支社など）の従業員に周知している」（以下「一部の事業所に周知」）が 10.4％、「周知していない」が 11.7％となって
おり、過半数代表者の選出自体を知らされない事業所が一定数存在することが窺える。（平成29年10月１日時点）

（％）

（％）

（出典）独立行政法人労働政策研究・研修機構「過半数労働組合および過半数代

表者に関する調査」（調査シリーズNo.186・2018年12月）を基に、厚生労働省

労働基準局労働条件政策課において作成。

（％）図３ 選出開始の周知の範囲（事業場の独立性の有無別）（n=2,786）
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過半数代表制度の運用状況

図 「過半数代表」を利用した手続き・事業所規模別（n=6,458）

⚫ 過半数代表を利用した手続きを行ったことがある事業所は全体の54.1％となっており、事業所規模が大きくなるほ

ど高い。手続きの内容は、「時間外および休日労働（いわゆる36協定）」が44.1％と最も多く、次いで、「就業規

則の作成または変更」が33.2％となっている。（平成29年10月１日時点）

（％）【MA】

（出典）独立行政法人労働政策研究・研修機構「過半数労働組合および過半数代表者に関する調査」（調査シリーズNo.186・2018年12月）を基に、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において作成。

※平成29年10月を基準に、過去３年間における過半数代表者を利用した手続きの有無を質問したもの。「就業規則の作成または変更」は10人以上でみると51.6％となっているが、就業規則を届け出た

後、変更が生じなければ、毎年の手続は不要である点に留意。
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過半数代表制度の運用状況（過半数代表者とのやりとり）

図１「過半数代表」とのやりとり（事業所規模別）（n=3,492）

⚫ 過半数代表を利用した手続きを行ったことがある事業所における、労使協定の締結や意見聴取を行うにあたっての

過半数代表とのやりとりの方法は「対面」が最も高い（63.0％）。（図１）その際の話し合いの平均回数は「１

回」が最も多く（58.8％）、事業所の規模が小さいほど話し合いの回数が少ない傾向にある。（図２）

（平成29年10月１日時点）

（％）【MA】

（出典）独立行政法人労働政策研究・研修機構「過半数労働組合および過半数代表者に関する調査」（調査シリーズNo.186・2018年12月）を基に、厚生労働省労働基準局労働条件

政策課において作成。

図２「過半数代表」との話し合いの回数／事業所規模別（n=3,492）

（％）
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過半数代表者（複数代表者）

図１ 過半数代表者の人数（事業所規模別）（n=2,786）

→ うち、複数代表者を選出したことがあるのは2.9％

図２ 複数代表者の選出理由（n=79）

図３ 複数代表者の選出理由（「その他」の自由記述から抜粋）

⚫ 過半数代表者について、複数代表者を選出している事業所は全体の2.9％。（図１）複数代表者を選出した理由は、
「従業員が多く１人では従業員の意見集約の負担が大きいから」が最も多い（32.7％）。（図２）

 （平成29年10月１日時点）

（％）【MA】（％）

（出典）独立行政法人労働政策研究・研修機構「過半数労働組合および過半数代表者に関する調査」（調査シリーズNo.186・2018年12月）を基に、厚生労働省労働基準局労働条

件政策課において作成。
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過半数代表が関与する制度（個別的労働関係法①）

制度の概要 根拠条文 関与の態様 適用単位 機能による分類

1 １か月単位の変形労働時間制の導入 労基法第32条の２第１項 労使協定 事業場 法定基準の解除

2 フレックスタイム制の導入 労基法第32条の３第１項 労使協定 事業場 法定基準の解除

3 １年単位の変形労働時間制の導入 労基法第32条の４第１項 労使協定 事業場 法定基準の解除

4 １週間単位非定型的変形労働時間制の導入 労基法第32条の５第１項 労使協定 事業場 法定基準の解除

5 休憩の一斉付与の例外 労基法第34条第２項ただし書 労使協定 事業場 法定基準の解除

6 36協定（時間外及び休日の労働） 労基法第36条第１項 労使協定 事業場 法定基準の解除

7 事業場外労働に係る労働時間の算定 労基法第38条の２第２項 労使協定 事業場 法定基準の解除

８ 専門業務型裁量労働制の導入 労基法第38条の３第１項 労使協定 事業場 法定基準の解除

９
企画業務型裁量労働制・高度プロフェッショナル制

度の導入（労使委員会の設置）
労基法第38条の４第２項、第41

条の２
委員の指定 事業場 法定基準の解除

10 労働時間等設定改善委員会の設置
労働時間等設定改善法

第７条第２項
委員の推薦 事業場 法定基準の解除

11
衛生委員会等を労働時間等設定改善委員会と

みなす手続き
労働時間等設定改善法附則第10条

旧労働時間等設定改善法第７条第２項
労使協定 事業場 法定基準の解除

12
３歳未満の子を養育する労働者・要介護状態にある対
象家族を介護する労働者に係る所定外労働の制限を請

求できない労働者とすることに関する定め

育児・介護休業法
第16条の８第１項、第16条の９
第１項で準用する第16条の８第１

項

労使協定 事業所 法定基準の解除

13
３歳未満の子を養育する労働者・要介護状態にある対
象家族を介護する労働者に係る所定労働時間の短縮措

置等を対象外とすることに関する定め

育児・介護休業法
第23条第１項ただし書、第23条

第３項ただし書
労使協定 事業所 法定基準の解除

（注）機能による分類の定義について （本資料において同じ）
「法定基準の解除」 ： 労働条件に関する法令による強行規制について、過半数代表との労使協定により、法所定要件の下で法定基準を調整・代替するもの。
「労働条件規制」：使用者による労働条件設定を規制するために、その一連の手続に過半数代表を関与させるもの。
「政策目的」：法定基準の解除、労働条件規制以外の多様な政策目的を実現するための制度について、その一連の手続に過半数代表を関与させるもの。

（出典）独立行政法人労働政策研究・研修機構『様々な雇用形態にある者を含む労働者全体の意見集約のための集団的労使関係法制に関する研究会報告書』（2013年７月）を基に、
厚生労働省労働基準局労働条件政策課において作成。（本資料において同じ）
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過半数代表が関与する制度（個別的労働関係法②）

制度の概要 根拠条文 関与の態様 適用単位 機能による分類

14 年次有給休暇の時間単位付与 労基法第39条第４項 労使協定 事業場 法定基準の解除

15 年次有給休暇の計画的付与 労基法第39条第６項 労使協定 事業場 法定基準の解除

16
育児休業（出生時育児休業を含む）・介護休
業をすることができない労働者に関する定め

育児・介護休業法第６条第１項ただし
書、第９条の３第２項・第12条第２項
で準用する第６条第１項ただし書

労使協定 事業所 法定基準の解除

17
子の看護休暇、介護休暇を取得することが

できない労働者に関する定め

育児・介護休業法第16条の３第２項・
第16条の６第２項で準用する第６条第

１項ただし書
労使協定 事業所 法定基準の解除

18 出生時育児休業の申出期限の変更 育児・介護休業法第９条の３第４項 労使協定 事業所 法定基準の解除

19
出生時育児休業期間中に就業させることがで

きる労働者に関する定め
育児・介護休業法第９条の５第２項 労使協定 事業所 法定基準の解除

20 賃金の一部控除 労基法第24条第１項ただし書 労使協定 事業場 法定基準の解除

21 割増賃金の支払に代えた代替休暇 労基法第37条第３項 労使協定 事業場 法定基準の解除

22 年次有給休暇中の賃金の定め 労基法第39条第９項ただし書 労使協定 事業場 法定基準の解除

23 法定の退職手当保全措置によらない旨の定め
賃金支払確保法施行規則
第４条第１項第５号

労使協定
単位の明示
なし

法定基準の解除

24 退職手当保全措置を講ずべき額の設定
賃金支払確保法施行規則

第５条第３項
労使協定

単位の明示
なし

政策目的

25 退職手当保全委員会構成員
賃金支払確保法施行規則

第５条の２第２項で準用する 第２条第
２項第１号

委員の推薦
単位の明示
なし

政策目的

26 安全委員会（衛生委員会・安全衛生委員会）
労働安全衛生法第17条第４項､第18条第４項で
準用する第17条第４項､第19条第４項で準用す

る第17条第４項
委員の推薦 事業場 政策目的

27 特別安全衛生改善計画の作成に係る意見聴取 労働安全衛生法第78条第２項 意見聴取 事業場 政策目的

28 貯蓄金の管理 労働基準法第18条第２項 労使協定 事業場 法定基準の解除
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過半数代表が関与する制度（個別的労働関係法③）

制度の概要 根拠条文 関与の態様 適用単位 機能による分類

29 預金保全委員会構成員
賃金支払確保法施行規則
第２条第２項第１号

委員の推薦
単位の明示な

し
政策目的

30 財形給付金契約の締結
勤労者財産形成促進法
第６条の２第１項

書面による
合意

事業場 政策目的

31 財形基金の設立発起等
勤労者財産形成促進法
第７条の８第１項

書面による
合意

事業場 政策目的

32 財形基金の設立事業場の増加
勤労者財産形成促進法
第７条の25第１項

同意 事業場 政策目的

33 財形預入れに係る金額の船員の賃金からの控除
勤労者財産形成促進法

第16条第２項
書面による
協定

事業場の船員 政策目的

34
財形契約に係る信託の受益者等となる

資格の決定
勤労者財産形成促進法施行令第

16条
書面による
合意

事業場 政策目的

35
財形契約に係る勤労者一人当たり一年につき

払い込む信託金等の上限額の決定
勤労者財産形成促進法施行令第

17条第３項
書面による
合意

事業場 政策目的

36 就業規則の作成・変更 労基法第90条第１項 意見聴取 事業場 労働条件規制

37
短時間労働者または有期雇用労働者に係る事項に

ついての就業規則の作成・変更
パートタイム・有期雇用労働法

第７条
意見聴取

短時間労働者または
有期雇用労働者が雇
用される事業所

労働条件規制

38 寄宿舎規則の作成・変更 労基法第95条第２項 同意 寄宿舎 労働条件規制
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過半数代表が関与する制度（労働市場法）

制度の概要 根拠条文 関与の態様 適用単位 機能による分類

1
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる

労働者の再就職援助計画の作成
労働施策総合推進法
第24条第２項

意見聴取 事業所 政策目的

2
派遣受入期間の制限を受ける業務について、
１年を超え３年以内の期間継続して労働者派遣

を受けようとする場合の派遣先の手続

労働者派遣法
第40条の２第４項

意見聴取
派遣先の
事業所

政策目的

3
一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保

（労使協定方式）
労働者派遣法

第30条の４第１項
労使協定

派遣元の
事業所

政策目的

4 就業規則の作成の手続 労働者派遣法第30条の６ 意見聴取
派遣元の
事業所

政策目的

10
人材開発支援助成金の支給要件としての

事業内職業能力開発計画の作成
雇用保険法施行規則

第125条第２項第１号イ(1)
意見聴取 事業所 政策目的

7
解雇等により離職する高年齢者等の再就職援助
措置、再就職援助担当者の業務遂行に係る事項

高年齢者雇用安定法施行規則
第６条の３第１項、第６条の

４第２項
意見聴取 事業所 政策目的

８
雇用調整助成金の支給要件としての休業等、

出向の実施に関する協定
雇用保険法施行規則第102条の
３第１項第２号イ(4)、ロ(4)

労使協定 事業所 政策目的

９
早期再就職支援等成金の支給要件としての再就
職援助計画、求職活動支援基本計画書の作成

雇用保険法施行規則
第102条の５第２項第１号イ、

第２号イ
同意 事業所 政策目的

5 継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準 

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律の一部を改正する
法律（平成24年法律第78号）

附則第３条

労使協定 事業所 政策目的

6 創業支援等措置の導入
高年齢者雇用安定法第10条の
２第１項、同法施行規則第４

条の５第１項
同意 事業所 政策目的
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過半数代表が関与する制度（その他）

制度の概要 根拠条文 関与の態様 適用単位 機能による分類

1
会社分割に当たっての労働者の理解と

協力
労働契約承継法施行規則

第４条
協議その他これ
に準ずる方法

企業における
全ての事業場

政策目的

2
確定給付企業年金に係る規約の作成・

変更

確定給付企業年金法
第３条第１項、第６条第２項、第７条第

２項で準用する第６条第２項
同意 適用事業所 政策目的

3
確定給付企業年金（規約型企業年金）

の統合・分割・終了

確定給付企業年金法
第74条第２項、第75条第４項で準用す
る第74条第２項、第84条第１項

同意 適用事業所 政策目的

4 確定給付企業年金の実施事業所の増減
確定給付企業年金法
第78条第１項

同意 適用事業所 政策目的

5
他の確定給付企業年金等への給付の支

給に関する権利義務の移転
確定給付企業年金法

第79条第４項で準用する74条第２項
同意 適用事業所 政策目的

6
他の制度への移行（規約型企業年金か

ら企業年金基金等）

確定給付企業年金法
第80条第５項・第81条第５項で準用す

る第74条第２項
同意 適用事業所 政策目的

7 企業型年金規約の作成・変更
確定拠出年金法

第３条第１項､第５条第２項、第６条第
２項で準用する第５条第２項

同意 適用事業所 政策目的

8 企業型年金の終了
確定拠出年金法
第46条第１項

同意 適用事業所 政策目的

９ 中小事業主掛金の拠出
確定拠出年金法
第68条の２第１項

同意 適用事業所 政策目的

10 任意特定適用事業所になる申出
厚生年金保険法改正法（平成24年法律

第62号）附則
第17条第５項

同意 適用事業所 政策目的
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委員は、労使委員会が以下の役割を担うことに留意することが必要。

①企画型が制度の趣旨に沿って実施されるよう、賃金、労働時間その他の各事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、告示の内容に適

合するように労働基準法第38条の４第１項各号に掲げる事項を決議すること

②決議の有効期間中も、定期的に制度の実施状況に関する情報を把握し、対象労働者の働き方や処遇が制度の趣旨に沿ったものとなっているかを

調査審議し、必要に応じて、運用の改善を図ることや決議の内容について見直しを行うこと

労使委員会に求められる役割

労使各側を代表する委員の選出等

⚫ 使用者代表委員は、使用者側の指名により選出されるが、労働者代表委員は、各事業場の過半数労働組合または過半数代表者から任期を定めて

指名を受けなければならない。（労働者側委員は、投票、挙手等の方法により選出することとし、管理監督者以外の中から使用者の意向に基づ

かずに指名することが必要。）

⚫ 使用者は、労働者が委員であること等を理由として不利益な取扱いをしてはならない。

⚫ 使用者は、労働者側委員が労使委員会の決議等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
※ 必要な配慮には、例えば、労働者側委員が労働者の意見集約等を行うに当たって必要となる事務機器やシステム（イントラネットや社内メールを含む。）、事務スペース
の提供を行うことが必要であること。（令和５年８月２日基発0802第７号）

モニタリングのための情報開示

⚫ 使用者は、裁量労働制の導入後も、制度が労使で合意した形で運用されているかどうかを労使で確認・検証（モニタリング）できるようにする

ため、次の情報について、労使委員会に開示することが望ましいとしている。

① 対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容
② 企画型が適用されることとなった場合における対象業務の具体的内容
③ 当該対象事業場の属する企業等における労働者の賃金水準（労働者への賃金・手当の支給状況を含む）
④ 対象労働者の勤務状況およびこれに応じて講じた対象労働者の健康・福祉確保措置の実施状況
⑤ 対象労働者からの苦情の内容およびその処理状況等苦情処理措置の実施状況
⑥ 対象労働者に適用される賃金・評価制度の運用状況（対象労働者への賃金・手当の支給状況や評価結果等をいう）
⑦ 労使委員会の開催状況

⚫ 労使委員会とは、賃金、労働時間その他の労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を述べる委員会で、使用者及び職場の労働
者を代表する者が構成員となるもの。労使委員会における決議が企画業務型裁量労働制及び高度プロフェッショナル制度の適用要件となって
いる。企画業務型裁量労働制においては、労使委員会を６か月以内毎に１回以上開催し、制度の実施状況をモニタリングすることが定められ
ている。

労使委員会の概要
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（出典）独立行政法人労働政策研究・研修機構「様々な雇用形態にある者を含む労働者全体の意見集約のための集団的労使関係法制に関する研究会報告書」（平成25年７月）、フランスの従業員代表に係る制度については野田進『フランス労
働法概説』信山社（2022年）を基に、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において作成。なお、日本の推定組織率、組合員数は厚生労働省「令和５年労働組合基礎調査の概況」を引用。

諸外国における集団的労使関係（集団的労使関係の主体）
アメリカ イギリス ドイツ フランス 日本

労
働
組
合

シングル・チャネル
（排他的交渉代表
（労働組合））
・産業別労働組合が
主流。

・組織率11.8％。組
織人員約1476万人
（2011年）

・全国労働関係法に
より従業員の組織、
団体交渉権を保障。

シングル・チャネル・プラス（労働組
合/ICE規則に基づく情報協議代表等）
・産業別、職業別、企業別組合が混在
している（企業別組合は大企業の
み）実際の活動や団体交渉、労働協
約の締結は企業別、事業所別で行わ
れるのが一般的。

・組織率26.0％、組合員数約639万人
（2011年）。組織率、組合員数とも
に低下傾向。

・労働組合労使関係（統合）法により
団結権を保障。

デュアル・チャネル（労働組合/事業所委
員会）
・産業別に労働組合が組織。事実上１産
業につき１組合であり、当該産業にお
ける企業が属する使用者団体または
個々の企業と団体交渉を行い、産別協
約または企業協約を締結する。

・組織率 19.3％、組合員数約 770万人
（2011年）。組織率は低下傾向。

・ドイツ連邦共和国基本法で結社の自由
として団結権、団体交渉権、争議権を
保障。

デュアル・チャネル（労働組合/社会経済委員
会）
・伝統的に産別労働組合が主流。
・企業レベルでは代表労働組合が組合代表委員
を設置。

・組織率7.6％（2008年）（1949年30.1％から
逓減）職場の労働組合存在率は高い（４割
超）。組合員数約181万人（2008年）

・1946年憲法前文の団結権、組合活動権、同
盟罷業権、団体交渉権の保障を1958年憲法前
文で確認。

シングル・チャネル・プラス（労働組合/

労使委員会等・過半数代表）
・伝統的に企業別労働組合が主流。
・推定組織率16.3％、組合員数約994万人
（2023年）。ともに減少傾向。

・日本国憲法（28条）により、団結権・
団体交渉権・団体行動権を保障。

従
業
員
代
表

(従業員代表の設置)
・排他的交渉代表以
外との交渉・協議
は不当労働行為と
して禁止。

・排他的交渉代表に
公正代表義務が課
せられている。交
渉単位において、
過半数の労働者に
支持される労働組
合が、当該交渉単
位の全ての労働者
を代表する。

（従業員代表の設置）
・労働組合以外に交渉等を行う機構
（組織）はない。

・ICE規則に基づく情報協議代表は労
使交渉や共同決定のための制度では
ない（常設の機関である必要はなく、
被用者が50人以上の企業が適用対
象。）。

（従業員代表に係る制度運営の費用負
担）

・ICE規則に基づく情報協議に関する
費用負担は使用者側。

（従業員代表選出手続とその課題）
・ICE規則や集団剰員整理・企業譲渡
手続規則における代表選出は、各規
則が投票、承認組合による指名等を
規定。

（従業員代表の活動保障・身分保障）
・ICE規則に基づく情報協議代表は、
職務のための有給のタイム・オフが
認められ、使用者による不公正解
雇・不利益取扱いから保護されてい
る。

（従業員代表の設置）
・事業所レベルで設置される「事業所委
員会」（常設）が従業員代表として使
用者との協議等を行う。通常５人以上
の労働者が雇われている事業所には、
事業所委員が選出される。なお、委員
会の設置を強制する法規はなく、設置
は従業員の意思に委ねられている。

・事業所委員会の構成は労働者委員のみ。
委員定数は従業員数に応じて増加。
（最低１人）

（従業員代表に係る制度運営の費用負
担）
・使用者側。労働者による負担は法によ
り禁止。日常業務遂行のために、使用
者は必要な範囲内で部屋、物品、情
報・通信機器、事務担当者を提供しな
ければならない。

（従業員代表選出手続とその課題）
・事業所委員会委員の選出は、事業所組
織法により、直接選挙を行う。

（従業員代表の活動保障・身分保障）
・勤務時間内の活動が保障され、使用者
による不利益取扱いは禁止されている。

・委員は解雇から保護されている（即時
解雇には委員会の同意が必要。委員会
が同意を拒否した場合には労働裁判所
の決定が同意に代替可能。）。

（従業員代表の設置）
・労使から構成される企業委員会または労働者
のみから構成される従業員代表委員の２種類
が存在したが、2017年に労使から構成される
社会経済委員会（企業レベルで設置）に統合。
社会経済委員会は、従業員数が継続する12か
月の期間11人に達しているときのみ設置が義
務づけられている。

・企業が複数の独立した事業所から構成される
ときには、企業が全体で50人以上の労働者か
らなることを条件に、事業所社会経済委員会
と中央社会経済委員会を設置しなければなら
ない。

（従業員代表に係る制度運営の費用負担）
・使用者側。社会経済委員会の従業員代表委員
の正規委員は、最初の任期中に、最長５日間、
経済に関する教育研修を受けることができる。
研修費用は同委員会が負担する。

（従業員代表選出手続とその課題）
・社会経済委員会の従業員選出委員は、従業員
による選挙により選出される。

（従業員代表の活動保障・身分保障）
・従業員代表には、労働者としての業務を離れ
て委員の任務に専従するために、一定数の専
従時間が有給で保障され、それは労働時間と
みなされる。

・使用者は、従業員代表の解雇をなす前に必ず
行政官庁の許可を得なければならない。また、
労働契約の変更、有期労働契約の期間終了前
に契約を破棄する場合、有期労働契約に更新
条項があるのに不更新とする場合にも行政官
庁の許可を得なければならない。

（従業員代表の設置）
・法令上、過半数代表（過半数組合または
過半数代表者）に関する規定がある。
（常設機関ではない）

・労使委員会は、賃金、労働時間その他の
当該事業場における労働条件に関する事
項を調査審議し、事業主に対し当該事項
について意見を述べることを目的とする、
労使からなる委員会（企画業務型裁量労
働制に関する決議を行う場面や労働時間
等に関する労使協定に代替する決議を行
う場面で制度化されている。）。（労基
法38条の４等）

（従業員代表に係る制度運営の費用負担）
・過半数組合に対する使用者の経費援助は
不当労働行為として禁止。（労組法７条
３号）

（従業員代表選出手続とその課題）
・使用者の意向に基づかずに選出された者
であること、管理監督者ではないこと、
投票、挙手等の方法により選出される者
であること。

（従業員代表の活動保障・身分保障）
・過半数代表者、労使委員会の委員である
こと等を理由とする不利益取扱いの禁止。
（労基則６の２Ⅲ、24条の２の４Ⅵ）

・過半数代表の勤務時間内の活動保障に関
する規定はない。

・組合員への不利益取扱いは不当労働行為
として禁止（労働時間中に交渉・協議を
行った場合の賃金支給は不当労働行為と
ならない。（労組法７Ⅰ、Ⅲ）123



4.労働時間法制の具体的課題
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年間総実労働時間の推移

◼ 年間総実労働時間は減少傾向で推移しているが、これは一般労働者（パートタイム労働者以外の者）の総実労働時間についてほぼ横ばいで推移するなかで、

総実労働時間が比較的短いパートタイム労働者の比率が平成８年頃から高まったこと等がその要因と考えられる。

◼ 総実労働時間を就業形態別にみると、一般労働者はおおむね2,000時間台で推移していたが、平成30年以降、2000時間を下回っている。また、パートタイム

労働者は長期的に減少傾向で推移し、令和元年以降1,000時間を下回っている。

（資料出所） 厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（注）調査産業計、事業所規模５人以上

総実労働時間、所定内労働時間の年換算値については、各月間平均値を12倍し、小数点以下第１位を四捨五入したものである。
所定外労働時間については、総実労働時間の年換算値から所定内労働時間の年換算値を引いて算出している。
平成16年から平成23年の数値は「時系列比較のための推計値」により求めた。

年間総実労働時間の推移（パートタイム労働者を含む） 就業形態別年間総実労働時間及びパートタイム労働者比率の推移
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企業・事業所規模別労働時間の推移

⚫ 事業所規模が大きいほど全労働者平均の労働時間は長い傾向にある。
⚫ 月末１週間に60時間以上就業する雇用者数の割合は、雇用者数の多い企業は低く、少ない企業は高い傾向にある。

（年）

（資料出所） 厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（注） 調査産業計

 総実労働時間の年換算値については、各月間平均値を12倍し、小数点以下第１位を四捨五入したものである。
 平成16年から平成23年の数値は「時系列比較のための推計値」より求めた。

（資料出所） 総務省「労働力調査」
（注）週60時間以上就業する雇用者数割合は、非農林業雇用者（休業者を除く）

総数に占める週間就業時間（年平均結果）が60時間以上の者の割合である。

企業規模別の月末１週間に週60時間以上就業する雇用者数割合及び
平均週間就業時間（パートタイム労働者を含む）（令和５年）

事業所規模別の年間総実労働時間の推移（パートタイム労働者を含む）
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男女別労働時間の推移

男女別の総実労働時間の推移をみると、男女とも減少傾向にあるが、令和５年では男性の方が407時間長い。

女性の総実労働時間の減少傾向は、パートタイム労働者比率の増加による影響が大きいと考えられる。

男性については、月末１週間に60時間以上就業する雇用者の割合が、減少傾向にあるものの依然高い水準で推移している。

【パートタイム労働者比率】 ※毎月勤労統計調査：事業所規模５人以上
女性 ２９．３％（平成６年）→ ４１．７％（平成１５年）→ ４８．３％（令和５年）
男性 ５．１％（平成６年）→  ９．４％（平成１５年）→ １７．４％（令和５年）

対象：非農林業雇用者（休業者除く）総数
調査産業計：5,807万人
男性：3,181万人
女性：2,625万人
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男女別年間総実労働時間の推移（パートタイム労働者を含む）

（資料出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査」を基に、厚生労働省労働基準局労働条件
政策課において作成。

（注）事業所規模５人以上。
   総実労働時間の年換算値については、各月間平均値を12倍し、小数点以下

第１位を四捨五入したものである。
            平成16年から平成23年の数値は「時系列比較のための推計値」より求めた。

（資料出所）総務省「労働力調査」を基に、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において作成。
         （注）平成23年は岩手県、宮城県及び福島県を除く。

            週60時間以上就業する雇用者数割合は、非農林業雇用者（休業者を除く）
総数に占める週間就業時間（年平均結果）が60時間以上の者の割合である。
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脳・心臓疾患に係る労災請求件数、支給決定（認定）件数の推移

令和５年度の労災請求件数は1,023件で、前年度比220件の増加となり、労災支給決定（認定）件数は216件（うち死亡58件）で、

前年度比22件の増加となっている。
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出所：厚生労働省「過労死等の労災補償状況」
（注）労災支給決定（認定）件数は、当該年度内に「業務上」と認定した件数で、当該年度以前に請求があったものを含む。
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精神障害に係る労災請求件数、支給決定（認定）件数の推移

令和５年度における精神障害の労災請求件数は3,575件で、前年度比892件の増加となり、労災支給決定（認定）件数は883件（うち

未遂を含む自殺79件）で、前年度比173件の増加となっている。
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出所：厚生労働省「過労死等の労災補償状況」
（注）労災支給決定（認定）件数は、当該年度内に「業務上」と認定した件数で、当該年度以前に請求があったものを含む。
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労働時間法制の概要

◆ 使用者は、毎週少なくとも１回（又は４週間に４日以上）の休日を与えなければならない。

法定休日（労働基準法第35条）

◆ 使用者は、過半数組合又は過半数代表者と労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、協定で

定めるところにより、時間外又は休日に労働させることができる。

◆ 使用者は、36協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日に労働させる場合であって

も、時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別の事情がある場合でも年720

時間、単月100時間未満（休日労働含む）、複数月平均80時間（休日労働含む）の要件を満たす必要がある。

時間外及び休日労働（労働基準法第36条）

◆ 使用者は、時間外又は深夜（午後10時から午前５時まで）に労働させた場合は、通常の賃金の２割５分以上

の割増賃金（※）を支払わなければならない（※※）。

※ 1ヶ月60時間を超える時間外労働については、通常の賃金の５割以上。ただし、中小企業は令和５年４月１日施行。

※ 「時間外かつ深夜」の場合：５割以上の割増賃金を支払わなければならない。

◆ 使用者は、休日に労働させた場合は、通常の賃金の３割５分以上の割増賃金を支払わなければならない。

時間外、休日及び深夜労働の割増賃金（労働基準法第37条）

◆ 使用者は、１週間に、40時間を超えて労働させてはならない。

◆ 使用者は、１日に、８時間を超えて労働させてはならない。

法定労働時間（労働基準法第32条）
【弾力的な労働時間制度】

  変形労働時間制、フレックスタイム制、

  事業場外みなし労働時間制、 裁量労働制 等
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下記以外の労働時間制 1日８時間、週40時間（法定労働時間）

変形労働時間制 交替制勤務の場合や、季節等によって業務に繁閑の差がある場合
【昭和22年労働基準法制定時（昭和62年・平成5年・平成10年改正・追加）】

フレックスタイム制
協定した労働時間の範囲内で、始業・終業時刻を労働者にゆだねる場合

【昭和62年（昭和63年４月１日施行）、平成30年改正】

事業場外みなし労働時間制
労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合

において、労働時間を算定しがたいとき
【昭和62年（昭和63年４月１日施行）】

専門業務型裁量労働制
新商品や新技術の研究開発、情報処理システムの設計、

コピーライター、新聞記者 等
【昭和62年（昭和63年４月１日施行）、平成５年・平成15年改正】

企画業務型裁量労働制
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務

に従事する場合
【平成10年（平成12年４月１日施行）、平成15年改正】

労働時間制度の概況

管理監督者

高度プロフェッショナル制度

労働条件の決定その他労務管理について
経営者と一体的な立場にある者

【昭和22年労働基準法制定時】

金融商品の開発、ファンドマネージャー、トレーダー、ディーラー、証券アナリスト、
コンサルタント、新たな技術、商品又は役務の研究開発

【平成30年（平成31年４月１日施行）】

※適用労働者の割合 ４０．８％

※適用労働者の割合 １１．５％

※適用労働者の割合 ７．６％

※適用労働者の割合 １．４％

※ 「適用労働者」の割合の出所：令和６年就労条件総合調査（管理監督者については、令和５年就労条件総合調査による。）

※適用労働者の割合 ０．２％

※適用労働者の割合 ０．０％

※管理監督者の割合 ８．６％
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対象 労働時間 手続

１か月単位
変形労働
時間制

〔法32条の2〕

※ 適用労働者の割合
⇒ 23.7％

※ 導入企業の割合
⇒  25.2％

１か月以内の期間を平均して、
法定労働時間を超えない範
囲で、特定の日・週で法定労
働時間を超えて労働させるこ
とができる制度。
対象業務に関する制限はない。

１か月以内の期間・期間
内の総労働時間を定め、
その枠内で働く。

対象期間における各日・週の労働時
間等を定めた労使協定又は就業規
則による。（労使協定の場合は労基
署へ届出が必要）

１年単位
変形労働
時間制

〔法32条の4〕

※ 適用労働者の割合
⇒ 16.7％

※ 導入企業の割合
⇒ 32.3％

１か月を超え、１年以内の期
間を平均して、法定労働時間
を超えない範囲で、特定の
日・週で法定労働時間を超え
て労働させることができる制度。
対象業務に関する制限はない。

１か月を超え、１年以内
の期間・期間内の総労働
時間を定め、その枠内で
働く。

対象期間における労働日、労働日ご
との労働時間数等を定めた労使協定
による。（労使協定は労基署へ届出
が必要）

※ 労使協定で定める各日の労働時間は10時間を超
えてはならず、各週では、52時間を超えてはならない。
 また、対象期間が３か月を超える場合の所定労働
日数の限度は原則として１年あたり280日。さらに労
使協定で定める労働日は連続６日が限度。

１週単位
非定型的変形
労働時間制
〔法32条の5〕

常時使用する労働者が30人
未満の小売業、旅館、料理
店及び飲食店のみ。

１週40時間以内の範囲
で、１日10時間を上限と
して、その枠内で働く。

労使協定による。（労使協定は労基
署へ届出が必要）

※ 少なくとも当該１週間の開始する前に、労働者に書
面により各日の労働時間を通知しなければならない。

※適用労働者・導入企業の資料出所：厚生労働省「令和６年就労条件総合調査」

変形労働時間制の概要
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対象 労働時間 手続

フレックス
タイム制

〔法32条の3〕

※ 適用労働者の割合
⇒ 11.5％

※ 導入企業の割合
⇒ 7.2％

労働者が各日の始業、終業
の時刻を自らの意思で決めて
働く制度。
対象業務に関する制限はない。

※ コアタイムを設けることはできる。

３か月以内の一定期間
（清算期間）・総労働時
間を定め、その枠内で働く。

① 就業規則に、フレックスタイム制を
導入する旨を規定。

② 労使協定により、対象とする労働
者の範囲、清算期間、清算期間
中の総労働時間等を規定。

※ 清算期間が１か月を超える場合、労使協定は労
基署へ届出が必要

※ 清算期間：
⇒労働契約上、労働者が労働すべき時間を定める

期間

※ 清算期間中の総労働時間：
⇒労働契約上、労働者が清算期間中に労働すべき

時間として定められている時間

※適用労働者・導入企業の資料出所：厚生労働省「令和６年就労条件総合調査」

フレックスタイム制の概要
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対象 労働時間 手続

事業場外みなし
労働時間制
〔法38条の2〕

※ 適用労働者の割合
⇒ 7.6％

※ 導入企業の割合
⇒ 13.3％

労働者が、労働時間の
全部または一部について
事業場外で業務に従事
した場合において、労働
時間の算定が困難なとき

①原則として所定労働時間
労働したものとみなす。
②当該業務を遂行するために、
通常所定労働時間を超えて
労働することが必要である場
合には、当該業務の遂行に
通常必要な時間労働したも
のとみなす。

労使協定の締結は義務付けられてはいな
いが、労使協定があるときは、その協定で
定める時間を「当該業務の遂行に通常必
要とされる時間」とする。（協定したみなし
労働時間が１日８時間を超える場合は
労働基準監督署へ届出が必要。）

注） 法定労働時間を超過するみなし労働時間を設定する場合、通常の労働時間制の場合と同様、「３６協定の締結及び届出が必要」かつ「時間外割増賃金の支払いが必要」と
なる。

※ 適用労働者・導入企業の資料出所 ： 厚生労働省「令和６年就労条件総合調査」

事業場外みなし労働時間制の概要
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裁量労働制の概要

対象 労働時間 手続

専門業務型
裁量労働制
〔法第38条の３〕

※適用労働者の割合：
⇒1.4％

※導入企業の割合：
⇒2.2％

業務の性質上、業務遂行の手段や時間
配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる
業務として、厚生労働省令及び大臣告
示で定められた専門的な業務に従事する
労働者
（例）
・ 新商品や新技術の研究開発
・ 人文科学や自然科学の研究
・ 情報処理システムの設計、コピーライター、 新聞記者
・ 大学における教授研究の業務（主として研究に従事する

ものに限る。）
・ 銀行・証券会社におけるM&Aアドバイザリー 等

労使協定で定めた時間を労
働したものとみなす。（注）

労使協定（＊）において、以下の事項を定め、労基
署へ届出。
  ・ その事業場で対象とする業務
  ・ みなし労働時間
  ・ 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者
  が具体的な指示をしないこと

  ・ 対象労働者の健康・福祉確保措置（勤務間インターバルや深夜業の
回数制限等の措置をメニューに追加）

  ・ 対象労働者の苦情処理措置
  ・ 労働者本人の同意を得ること及び不同意の労働者に対する不利益取

扱いの禁止
  ・ 制度の適用に関する同意の撤回の手続 等

＊ 使用者と、過半数労働組合又は過半数代表者との協定

企画業務型
裁量労働制
〔法第38条の４〕

※適用労働者の割合：
⇒0.2％

※導入企業の割合：
⇒1.0％

事業の運営に関する事項についての企画、
立案、調査及び分析の業務であって、業
務の性質上、これを適切に遂行するため
に、業務遂行の手段や時間配分等を大
幅に労働者に委ねる業務に従事する労
働者
（例）
・ 企業の企画部門で経営環境を調査分析し、経営計画を

策定する労働者
・ 企業の財務部門で財務状態等を調査分析し、財務計画

を策定する労働者 等

労使委員会の決議で定め
た時間を労働したものとみな
す。（注）

労使委員会（＊）において、以下の事項を決議
（4/5以上の多数決）し、労基署へ届出。
  ・ その事業場で対象とする業務
  ・ 対象労働者の範囲
  ・ みなし労働時間
  ・ 対象労働者の健康・福祉確保措置（勤務間インターバルや深夜業

の回数制限等の措置をメニューに追加）
  ・ 対象労働者の苦情処理措置
  ・ 本人同意を得ること及び不同意の労働者に対する不利益取扱いの

禁止
  ・ 制度の適用に関する同意の撤回の手続
  ・ 対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委

員会に変更内容の説明を行うこと 等

＊ 賃金、労働時間等の労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に
意見を述べることを目的とする委員会。使用者及び労働者を代表する者
で構成され、労働者代表委員は半数を占めていなければならない。

（注） 法定労働時間を超過するみなし労働時間を設定する場合、通常の労働時間制の場合と同様、「３６協定の締結及び届出が必要」かつ「時間外割増賃金の支払いが必要」となる。
※ 適用労働者、導入企業の割合の資料出所：厚生労働省「令和６年就労条件総合調査」
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高度プロフェッショナル制度（法4 1条の２）の概要

○ 金融商品の開発の業務

○ ファンドマネージャー、トレーダー、ディーラーの業務

○ 証券アナリストの業務

○ コンサルタントの業務

○ 新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務

１ 対象となる業務（５業務）【則第 3 4条の２第３項】

２ 対象となる労働者に関する要件
【法第 4 1条の２第１項第１号・第２号、
則第 3 4条の２第４項～第６項】

○ 対象業務に常態として従事していること

○ 使用者との合意に基づき、書面により、職務が明確に定められて

いること

○ 年収が、1,075万円以上であること

○ 制度のしくみや期間、賃金額を示した上で、対象労働者本人から

書面で同意を得ること

３ 制度導入時及びその後の運用における手続
【法第 4 1条の２第１項・第２項、則第 3 4条の２の２】

○ 労使の代表者による労使委員会で、対象業務、対象労働者の範囲、健康確保

のための措置の内容等に関し、決議を行い、労基署に届出を行う

○ 決議の有効期間の始期から起算して一定期間（６か月以内）ごとに、健康管

理時間の状況、選択的措置等の実施状況について、労基署に報告を行う
※ この他にも、健康管理時間のうち、週40時間を超える部分の合計が月100時間を超えた労働者
には、労働安全衛生法に基づき、本人の申出の有無にかかわらず、医師による面接指導を実施し
なければならない。

○ ⑴～⑶の措置を実施していない場合は、制度が無効となる。

⑴ 対象労働者の健康管理時間（事業場内で過ごした時間＋事業場外で労
働した時間）を客観的な記録方法で把握すること

⑵ 休日を、年間104日以上、かつ、４週間を通じ４日以上付与すること

⑶ 選択的措置の実施：次のいずれかの措置を決議で定め実施すること

・勤務間インターバル（11時間以上）の確保＋深夜業の回数制限

（月４回以内）

・健康管理時間の上限措置（週40時間を超える部分の合計について、

月100時間以内又は３か月240時間以内とすること）

・連続２週間の休日を年に１回以上付与

・臨時の健康診断の実施（対象は、自ら申し出た労働者又は健康管理

時間のうち週40時間を超える部分の合計が月80時間を超えた労働

者）

⑷ 健康・福祉確保措置の実施：次のいずれかの措置を決議で定め実施す

ること

・上記の選択的措置のいずれかの措置（選択的措置として実施するも

のを除く。）

・医師による面接指導（※）

・代償休日又は特別な休暇の付与

・健康問題についての相談窓口の設置

・適切な部署への配置転換

・産業医等による助言指導又は保健指導

４ 健康確保のための措置
【法第 4 1条の２第１項第３号～第６号、
則第 3 4条の２第７項～第 1 4項】○ 対象労働者については、労働基準法に定められた労働時間、休憩、

休日及び深夜の割増賃金に関する規定は適用除外となる。

法的効果

※ 業務に従事する時間に関し使用者から具体的な指示を受けて行うものを除く。
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時間外労働の上限規制の概要

⚫ 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成30年法律第71号）により改正された

労働基準法（昭和22年法律第49号）において、時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時

間（限度時間）とされ、臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満（休日労

働含む）、複数月平均80時間以内（休日労働含む）とされた。

※限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年６か月が限度。

※平成31年４月１日施行／中小企業は令和２年４月１日施行／建設の事業、自動車運転の業務、医師については、令和６年４
月から、特例つきの上限規制が適用。

※働き方改革関連法前は、大臣告示により限度時間等を定めていたが、臨時的な特別の事情がある場合においては、
同告示には時間外労働の上限は定められていなかった。

時間外労働の上限規制のイメージ

限度時間
１か月４５時間
１年３６０時間

など

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

特別条項
上限なし

年間６か月まで

１年間＝１２か月

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

法律による上限
（原則）

１か月４５時間
１年３６０時間

法律による上限
（原則）

法律による上限（例外）
・年720時間
・複数月平均80時間以内（休日労働含む）
・月100時間未満（休日労働含む）

１年間＝１２か月

年間６か月まで
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諸外国の状況（法定労働時間、時間外労働、割増賃金等）

（出典）独立行政法人労働政策研究・研修機構「諸外国の労働時間法制とホワイトカラー労働者への適用に関する調査（アメリカ、ドイツ、フランス、イギリス）」（2022年３月）及
び「諸外国の労働時間法制とホワイトカラー労働者への適用に関する調査（カナダ、アイルランド、ＥＵ指令、韓国）」（2024年６月）を基に、厚生労働省労働基準局労働条
件政策課において作成。

イギリス フランス ドイツ
アメリカ
（連邦法）

カナダ
（オンタリオ州）

アイルランド EU指令 韓国

１日当たり
法定労働時間

ー ー １日８時間 ー １日８時間 ー ー １日８時間

１週当たり
法定労働時間

算定基準期間
（原則17週間）
において平均週
48時間

週35時間
（年換算1,607
時間）

週48時間 週40時間 週48時間 算定基準期間
（原則４カ月）
において平均週
48時間

算定基準期間
（最低４カ月）
において平均週
48時間

週40時間

上限規制・時
間外労働の手

続

・算定標準期間
について、労使
協定等により最
大52週まで延長
可能。

・原則として１
日10時間、週
48時間、12週
平均で週44時
間まで（行政に
よる許可、労働
協約の定め等に
より、例外とし
て１日12時間、
週60時間、12
週平均で週46
時間まで）

・６月又は 24
週平均で１日８
時間になる場合
は、１日10時
間
・緊急事態等や
労働協約に基づ
く場合は１日
10時間を超え
ることが可能。

連邦法上の規定
なし

被用者と使用者
の合意により延
長可能。

算定基準期間に
ついて、業務の
性質等により６
か月、労働協約
により12カ月ま
で延長可能。

算定基準期間に
ついて、業務の
性質等により６
か月、労働協約
により12カ月ま
で延長可能。

週52時間（時
間外 12時間）
まで

適用除外

職種等による適
用除外あり。個
別合意により、
法定労働時間規
制の適用除外。

職種等による適
用除外あり

「管理的職員」
は適用除外

職種等による適
用除外あり

職種等による適
用除外あり

職種等による適
用除外あり

職種等による適
用除外あり。個
別合意により、
法定労働時間規
制の適用除外。

職種等による適
用除外あり

割増賃金

法定されていな
い（労働協約等
による）

法定あり（労働
協約で 10％を
下限とする割増
率を設定）

法定されていな
い（労働協約等
による）

法定あり（週
40時間超につ
いて 1.5倍の割
増賃金）

法定あり（週44

時間超について
1.5倍の割増賃
金）

法定されていな
い（労働協約等
による）

ー 法定あり（時間
外労働について
1.5倍の割増賃
金）
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職場情報に関する法定開示項目

(*1) 計画を定めるに当たり、採用した労働者に占める女性労働者の割合、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合等を把握した上で、必要に応じて、派遣労働者に占める女性労働者の割合、 男
女別の配置の状況、男女別の将来の人材育成を目的とした教育訓練の受講の状況、柔軟な働き方に資する制度の利用実績、取得した有給休暇取得率等も把握することが求められる（同法に基づく一般事業
主行動計画等に関する省令第２条）。

(*2) 労働者数が300人を超える会社は、2022年７月以降に、男女の賃金の差異の公表義務が追加的に課されている。

(*3) 常時雇用する労働者のことをいう。以下同じ。

(*4) 指針において、①の一般事業行動計画は、求職者等のため、「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホームページ等で公表することが求められるものとされている。
また、②の情報の公表は、指針において、「公表の意義は、就職活動中の学生等の求職者の企業選択を通じ、(略）市場を通じた社会全体の女性の活躍の推進を図ることにある」とされている。

(*5) 指針において、①の一般事業主行動計画は、就労希望者の企業選択に資すること等効果が期待され、「両立支援のひろば」や自社のホームページ等で公表することが期待されるものとされている。

(*6) ①～③の職場情報について幅広い提供を努力義務としている。求人への応募者又は応募の検討を行っている者から求めがあった場合や、 ハローワーク等に対して求人申込みを行い、ハローワーク等から求めが
あった場合は、①～③のそれぞれについて、１つ以上の情報提供を義務付けている。

(*7) ホームページでの公表、会社説明会での提供、求人票への記載等による自主的・積極的な情報提供を求めている。応募者等から個別の求めがあった場合には、メール又は書面による情報提供を行うこととして
いる。

法令名 開示を求められる内容 開示義務を負う事業主 開示方法

女性活躍推進法

① 一般事業主行動計画（計画期間、達成しようとする目標、取組内容及びその実施時
期）(*1) 

② 次の⑴及び⑵の情報の区分ごとに定める事項(*2)
⑴ 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 採用した労働者に

占める女性労働者の割合、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男
女の賃金の差異等 

⑵ 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 男女の継続勤
務年数の差異、一月当たりの平均残業時間、有給休暇取得率等

①労働者数(*3)が100人
を超える事業主数

②労働者数が100人を超
える事業主（300人超の
会社は⑴から男女の賃金
の差異を含めて２つ以上、
⑵から１つ以上の計３つ
以上(*2)、101人～
300人の会社は⑴⑵全
体から１つ以上）

インターネット等（*4)

次世代育成支援
対策推進法

①一般事業主行動計画 
(計画期間、次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標、対策内容及びその実施時期)

②一般事業主行動計画の策定・届出の代わりとして、「次世代育成支援対策の実施状況」
（男性の育児休業等取得者割合や女性の継続就業者割合等８項目）

①労働者数が100人を超
える事業主
②特例認定企業（プラチ
ナくるみん認定企業）

インターネット等（*5)

労働施策総合
推進法

正規雇用労働者の採用者数に占める正規雇用労働者の中途採用者数の割合
労働者数が300人を超える
会社

インターネット等

育児・介護休業法 育児休業の取得の状況
（①男性の育児休業等の取得率又は②男性の育児休業等及び育児目的休暇の取得率）

労働者数が1000人を超え
る事業主

インターネット等

若者雇用促進法

① 募集・採用に関する状況（直近３事業年度の新卒採用者数・離職者数等）

② 職業能力の開発・向上に関する取組の実施状況（研修の有無及び内容等）

③ 職場への定着の促進に関する取組の実施状況（前事業年度の月平均所定外労働時間の実績
等）

新卒者等の募集を行う事
業主（規模問わず）
(*6)

インターネット等（*7）
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職場情報に関する法定開示項目（各法で開示を求められる内容の詳細）

開示を求めている項目（種別） 開示を求めている項目（詳細） 

労働時間関係

○労働者の一月あたりの平均残業時間（女性活躍推進法）
○雇用管理区分ごとの労働者の一月あたりの平均残業時間（女性活躍推進法）
□公表前事業年度におけるフルタイム労働者等1人あたりの各月ごとの法定時間外労働および法定休日労働の合計時間（次世代育成支援
 推進法）

□公表前事業年度における平均した１か月あたりの法定時間外労働時間が60時間以上である労働者の数（次世代育成支援推進法）
△前事業年度の月平均所定外労働時間（若者雇用促進法）

雇用状況関係

【雇用状況関係】
○労働者に占める女性労働者の割合（女性活躍推進法）
○役員に占める女性の割合（女性活躍推進法）
○採用した労働者に占める女性労働者の割合（女性活躍推進法）
○係長級にある者に占める女性労働者の割合（女性活躍推進法）
○管理職に占める女性労働者の割合（女性活躍推進法）
○男女別の職種または雇用形態の転換実績（女性活躍推進法）
△役員に占める女性の割合及び管理者に占める女性の割合（若者雇用促進法）

【継続勤務関係】
○男女の平均継続勤務年数の差異（女性活躍推

進法）
○10事業年度前及びその前後の事業年度に採用さ

れた労働者の男女別の継続雇用割合（女性活躍
推進法）

□女性の継続就業に関する状況（次世代育成支援
対策推進法）

△平均勤続年数（若者雇用促進法）

休業・休暇関係

○男女別の育児休業取得率（女性活躍推進法）
□男女別の育児休業等の取得状況（次世代育成支援対策推進法）
○育児休業等の取得割合、育児休業等と育児目的休暇の取得割合（育児介護休業法）
○有給休暇取得率（女性活躍推進法）
○雇用管理区分ごとの有給休暇取得率（女性活躍推進法）
△前事業年度の有給休暇の平均取得日数（若者雇用促進法）
△前事業年度の男女別育児休業取得対象者数及び取得者数（若者雇用促進法）

募集・採用関係

○男女別の採用における競争倍率（女性活躍推進法）
○男女別の再雇用または中途採用の実績（女性活躍推進法）
◎正規雇用労働者の採用者数に占める正規雇用労働者の中途採用者数の割合（労働施策総合推進法）
△直近３事業年度の新卒採用者数及び離職者数（若者雇用促進法）
△直近３事業年度の新卒採用者の男女別人数（若者雇用促進法）

職業能力の開発・向上関係
△研修の有無及び内容（若者雇用促進法）        △キャリアコンサルティング制度の有無及び内容（若者雇用促進法）
△自己啓発支援の有無及び内容（若者雇用促進法）  △社内検定等の制度の有無及び内容（若者雇用促進法）
△メンター制度の有無（若者雇用促進法）

その他
□３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を育てる労働者のために実施している短時間勤務制度等の措置の内容（次世代育成支援対策

推進法）
◎男女の賃金の差異（女性活躍推進法）

○･･･一部の事業規模の企業で選択して開示する義務 ◎･･･一部の事業規模の企業で開示する義務
□･･･プラチナくるみん認定企業が開示する義務 △･･･広く開示する努力義務＋求職者等の求めに

応じて選択して開示する義務
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フレックスタイム制について

一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業の時刻、労働
時間を自ら決めることのできる制度

時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間数※

（時間外労働を行わせるには、36協定の締結が必要）

8:007:00 19:0017:0010:00 15:0012:00 13:00

労働時間帯

フレキシブル
タイム

コア
タイム

コア
タイム

休
憩

いつ出社しても
良い時間帯

必ず勤務しなければ
ならない時間帯

いつ退社しても
良い時間帯

標準労働時間帯
（通常の労働者の所定労働時間）

フレキシブル
タイム

清算期間（上限3カ月）における
法定労働時間の総枠

1 週間の法定労働時間
（40時間）= × 清算期間の暦日数

7日

日々の労働時間（例）（労働時間/日）

法定労働時間の総枠

清算期間実労働時間の合計

時間外労働※

フレックスタイム制のイメージ

※ 清算期間が1カ月を超える場合は、1カ月ごとの労働時間が、
週平均50時間を超えた時間も時間外労働となる。※フレキシブルタイムやコアタイムは必ずしも設定しなくてよい

休
日
労
働

休日労働

※休日労働時間を除く

就業規則等に、始業・終業時刻を労働者の決定に
ゆだねることを定め、労使協定で基本的な枠組み
を定める。 2

法定労働時間の総枠
（160時間/28日）

；時間外労働
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法定労働時間週4 4時間の特例措置について

⚫ 労働基準法別表第１第８号（商業）、第10号（映画・演劇業（映画の製作の事業を除く。））、第13号（保健衛生業）及

び第14号（接客娯楽業）のうち、常時10人未満の労働者を使用するものについては、１週の法定労働時間が44時間とされて

いる（労働基準法施行規則第25条の２）。この特例は、保健衛生業についてはその公衆の不便を避けるために必要なもので

あること、商業、映画・演劇業及び接客娯楽業については労働の実態として手待ち時間が多い等の特殊性を考慮したものと

考えられる。

⚫ 令和５年に実施した「労働時間制度等に関するアンケート調査」（特例措置対象事業場調査）によると、１週当たりの所

定労働時間が40時間以下の事業所の割合が87.2％、週40時間超の労働時間について割増賃金を支払っている事業所の割合が

82.9％となっており、また、法定労働時間を週40時間とすることに「支障がない」と答えた事業場の割合は83.5%であっ

た。一方、理美容業など、業種によって「支障がない」と回答する割合に差が見られる点にも留意が必要である。

○働き方改革関連法に対する附帯決議（2018年６月28日参議院厚生労働委員会）（抄）

一 労働時間の基本原則は、労働基準法第三十二条に規定されている「一日八時間、週四十時間以内」であって、その法定労働時間の

枠内で働けば、労働基準法第一条が規定する「人たるに値する生活を営む」ことのできる労働条件が実現されることを再確認し、本

法に基づく施策の推進と併せ、政府の雇用・労働政策の基本としてその達成に向けた努力を継続すること。

○今後の労働時間法制の在り方について（建議）（2015年２月13日 労働政策審議会）（抄）

５ その他

⑴ 特例措置対象事業場

・週44時間特例対象事業場の所定労働時間の現状をみると、79.7％の事業場で所定労働時間が週40時間以下となっているが、一部

の業種では過半の事業場で所定労働時間が週44時間前後という状況にある。

・こうした状況や労働基準法第40条の趣旨を踏まえ、必要に応じさらに詳細な実態の調査を行った上で、特例措置対象事業場の範

囲の縮小を図る方向で、法案成立後、改めて審議会で検討の上、所要の省令改正を行うことが適当である。 142



専門業務型裁量労働制
（法第38条の３）

企画業務型裁量労働制
（法第38条の４）

高度プロフェッショナル制度
（法第41条の２）

管理監督者
（法第41条第２号）

研究開発業務
（法第36条第11項）

＜制度導入時＞
① 業務の性質上その遂行の方法等を大幅に当
該業務に従事する労働者の裁量に委ねる必要
があるため、その遂行の手段および時間配分
の決定等に関し使用者が具体的な指示をする
ことが困難なものとして厚生労働省令で定め
る業務（全20業務）であること。（法第38条
の３①第１号）

② 必要事項を定めた労使協定を締結し、労働
基準監督署へ届け出ること。（法第38条の３
①・②）

③ 労働者本人の同意を得ること。（則第24条
の２の２③第１号）

＜制度運用時＞
④ 業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関
し、使用者が労働者に具体的な指示をしない
こと。（法第38条の３①第３号）

⑤ 業務の内容等を踏まえて適切な水準のみな
し労働時間を設定し、手当や基本給など相応
の処遇を確保すること。

⑥ 健康・福祉確保措置を実施すること。（法
第38条の３①第４号）

⑦ 苦情処理措置を実施すること。（法第38条
の３①第５号）

⑧ 同意をしなかった労働者や同意を撤回した
労働者に不利益な取扱いをしないこと。（則
第24条の２の２③第１号）

⑨ 労働時間の状況等の記録を労使協定の有効
期間中・期間満了後３年間保存すること。
（則第24条の２の２③第４号・第71条）等

＜制度導入時＞
① 事業の運営に関する事項についての企画、
立案、調査及び分析の業務であって、その性
質上これを適切に遂行するにはその遂行の方
法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある
ため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の
決定等に関し使用者が具体的な指示をしない
こととする業務であること。（法第38条の４
①第１号）

② 労使委員会の設置（法第38条の４①）
③ 労使委員会において必要事項を決議（4/5
以上の多数決）し、労働基準監督署へ届け出
ること。（法第38条の４①）

④ 労働者本人の同意を得ること。（法第38条
の４①第６号）

＜制度運用時＞
⑤ 業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関
し、使用者が労働者に具体的な指示をしない
こと。（法第38条の４①第１号）

⑥ 業務の内容等を踏まえて適切な水準のみな
し労働時間を設定し、手当や基本給など相応
の処遇を確保すること。（企画裁量労働制指
針第３の３⑴）

⑦ 健康・福祉確保措置を実施すること。（法
第38条の４①第４号）

⑧ 苦情処理措置を実施すること。（法第38条
の４①第５号）

⑨ 同意をしなかった労働者や同意を撤回した
労働者に不利益な取扱いをしないこと。（法
第38条の４①第６号）

⑩ 労働時間の状況等の記録を決議の有効期間
中・期間満了後３年間保存すること。（則第
24条の２の３③第４号・第71条）

⑪ 労使委員会を６か月以内ごとに１回開催し、
制度の実施状況をモニタリングすること。
（企画裁量労働制指針第４の４）

⑫ ６か月以内に１回、その後１年以内ごとに
１回、対象労働者の労働時間の状況等を労働
基準監督署長に報告すること。（法第38条の
４④・則第24条の２の５）        等

＜制度導入時＞
① 高度の専門的知識等を必要とし、その性質上
従事した時間と従事して得た成果との関連性が
通常高くないと認められるものとして厚生労働
省令により定められた業務であること。（法第
41条の２①第１号）

② 使用者との間の合意に基づき職務が明確に定
められていること。（法第41条の２①第２号
イ）

③ 使用者から確実に支払われると見込まれる賃
金額が年収1,075万円以上であること。（法第
41条の２①第２号ロ・則第34条の２⑥）

④ 労使委員会の設置（法第41条の２）
⑤ 労使委員会において必要事項を決議（4/5以
上の多数決）し、労働基準監督署へ届け出るこ
と。（法第41条の２）

⑥ 労働者本人の同意を得ること。（法第41条の
２）

＜制度運用時＞
⑦ 対象労働者の健康管理時間を客観的な方法で
把握すること。（法第41条の２①第３号）

⑧ 対象労働者に年間104日以上、かつ、４週間
を通じ４日以上の休日を与えること。（法第41
条の２①第４号）

⑨ 選択的措置及び健康・福祉確保措置を実施す
ること。（法第41条の２①第５号・第６号）

⑩ 苦情処理措置を実施すること。（法第41条の
２①第８号）

⑪ 同意をしなかった労働者や同意を撤回した労
働者に不利益な取扱いをしないこと。（法第41
条の２①第９号）

⑫ ⑧及び⑨の状況について６月ごとに労働基準
監督署に報告すること。（法第41条の２②・則
第34条の２の２）                             等

○ 労働条件の決定その他労
務管理について経営者と一
体的な立場にある者である
こと。（法第41条第２号）

※ 労働時間、休憩、休日等
に関する規制を超えて活動
することが要請されざるを
得ない重要な職務と責任を
有し、現実の勤務態様も労
働時間等の規制になじまな
いような立場にあるかにつ
いて、名称にとらわれず実
態的に判断を行う。

○ 手続的要件は特段なし。
※ 監視・断続的労働従事者
（法第41条第３号）と異な
り行政官庁の許可が条件と
されていないのは、これら
の者の地位からして規制外
においても労働条件に及ぼ
す影響が比較的少ないこと
及びこれらの者の範囲は企
業規模又は職種、業態によ
りおのずから一定の客観的
な基準が考えられるからで
ある。（労働基準法コンメ
ンタール上（厚生労働省労
働基準局編））

○ 専門的、科学的な知識、
技術を有する者が従事する
新たな技術、商品または役
務の研究開発の業務である
こと。（法第 36条第 11
項）

○ 手続的要件は特段なし。

裁量労働制・高度プロフェッショナル制度・管理監督者等の適用要件

⚫ 実労働時間規制のほか、特別規制（みなし労働時間制）として裁量労働制や高度プロフェッショナル制度、適用除外とし
て管理監督者等の規定が設けられ、それぞれ適用要件が定められている。
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労働者の種別に応じた健康・福祉確保措置等

※１ 「研究開発業務従事者」とは新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者をいう。（労基法第36条第11項）
※２ 「健康管理時間」とは労働者が事業場内にいた時間（労使委員会の決議により休憩時間等の労働していない時間を除くこととした場合は当該時間を除いた時間）と事業場外において労働した時間との合計の

時間をいう。（労基法第41条の２第１項第３号）

一般労働者 裁量労働制適用者
高度プロフェッショナル

制度適用者
管理監督者 研究開発業務従事者※１

健康・福祉
確保措置

・時間外・休日労働の限度
時間（月45時間、年360
時間）を超えて労働させ
る労働者には、健康・福
祉確保措置を実施（労基
則第17条第１項第５号）

・健康・福祉確保措置の実
施（労基法第38条の３、
第38条の４）

・年間104日以上、かつ４
週間を通じ４日以上の休
日付与
・選択的措置の実施
・健康・福祉確保措置の実
施
（労基法第41条の２）

なし

・時間外・休日労働の限度
時間（月45時間、年360
時間）を超えて労働させ
る労働者には、健康・福
祉確保措置を定めるよう
に努めなければならない
（36協定指針第９条）

医
師
に
よ
る
面
接
指
導

対象者

・休憩時間を除き１週間当
たり40時間を超えて労働
させた時間が１月当たり
80時間を超え、かつ、疲
労の蓄積が認められる者
（安衛法第66条の８）

・休憩時間を除き１週間当
たり40時間を超えて労働
させた時間が１月当たり
80時間を超え、かつ、疲
労の蓄積が認められる者
（安衛法第66条の８）

・１週間当たりの健康管理
時間（※２）が40時間を
超えて労働させた時間が
１月当たり100時間を超え
た者（安衛法第66条の８
の４）

・休憩時間を除き１週間当
たり40時間を超えて労働
させた時間が１月当たり
80時間を超え、かつ、疲
労の蓄積が認められる者
（安衛法第66条の８）

①休憩時間を除き１週間当
たり40時間を超えて労働
させた時間が１月当たり
100時間を超えた者（安衛
法66条の８の２）
②休憩時間を除き１週間当
たり40時間を超えて労働
させた時間が１月当たり
80時間を超え、かつ、疲
労の蓄積が認められる者
（安衛法第66条の８）

本人の
申出

必要 必要 不要 必要 ①不要、②必要

罰則 なし なし
あり（安衛法第120条）
（50万円以下の罰金）

なし
①あり（安衛法第120条）
（50万円以下の罰金）

②なし

労働時間の
状況の把握

○ ○

－
（労基法第41条の２第１項
第３号に基づく健康管理時
間の把握義務あり）

○ ○
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法定休日の取り方、解釈について

⚫ 労基法は、使用者は４週を通じ４日以上の休日を与えれば、週休１日制の原則の適用を受けないとしている（第35条第２項）。ただし、毎週少

なくとも１回の休日が確保されることが望ましいことはいうまでもなく、解釈例規においても、「第１項が原則であり、第２項は例外であること

を強調し徹底させること」としている（昭和22年９月13日付け発基第17号）。

⚫ ４週４日の変形週休制には業種の限定等はなく、一般に業務の都合により必要ある場合はこれを採用することができる。

⚫ 「４週間」の意義については、特定の４週間に４日の休日があればよく、どの４週間を区切っても４日の休日が与えられていなければならないと

いう趣旨ではない。（下図参照）

⚫ この変形週休制を利用するには、就業規則において単位となる４週間（またはそれより短い期間）の起算日を定める必要がある（労基則第12条

の２第２項）。一方、単位となる期間のどの週に何日の休日を与え、どの週に休日を与えないかなどは事前の特定が必要とされていない。

４週４日（変形週休制）

休日

（出典）厚生労働省労働基準局編『令和３年版労働基準法 上』（2022年・労務行政）、菅野和夫『労働法 第十二版』（2020年・弘文堂）を基に、厚生労働省労働基準局労働条件政
策課において作成。

第７週

第２週 第３週 第４週

第５週 第６週

第１週

第８週

【図】

例えば、第２週から第５週ま
での４週間には休日は３日し
かないが問題にはならない。
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（資料出所）厚生労働省「令和３年度過労死等の労災補償状況」及び厚生労働省労働基準局

労働条件政策課調べ。

⚫ 労働基準法において、労働者に毎週少なくとも１回の休日を付与しなければならないことが原則であるが、４週間を通じ４
日以上の休日を与える場合には適用しないことが例外として定められている。

⚫ 「２週間以上にわたって連続勤務を行った」については、平成23年に精神障害の労災認定における心理的負荷の判断要素の
項目に追加された。直近（令和２年度）のストレス評価に関する調査によると、精神障害の労災認定基準において、「２週
間以上にわたって連続勤務を行った」ことによるストレス強度は、調査当時の認定基準における項目のうち18位となってい
る（図１）。また、令和３年度の労災の精神障害支給決定件数のうち、「２週間以上にわたって休日のない連続勤務を行っ
た」ことを主たる出来事として心理的負荷が「強」と判断された事案は39件（図２）。

４週４日の休日制度 /連続勤務の心理的負荷について

図２ 令和３年度精神障害の支給決定件数

令和３年度精神障害労災支給決定件数 629件

２週間以上にわたって休日のない連続勤
務を行い、「強」と判断された件数

39件

30日以上の連続勤務により
認定された件数

13件
（最大：122日～最小：30日）

30日未満の連続勤務により
認定された件数

13件
（最大：25日～最小12日）

複数の連続勤務により
認定された件数

13件
（最大：58日、64日、54日～最

小：12日、13日）

１位
7.26

50 上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃などのパワーハラスメントを受
けた

14位
5.88

73 セクシャルハラスメントを受けた

18位
5.63

25 ２週間以上にわたって連続勤務を行った

22位
5.53

22 １か月に120時間以上の時間外労働を行った

39位
3.79

35 自分の昇格・昇進があった

図１ 現行項目のストレス強度平均値ランキング

（資料出所）一般社団法人日本産業精神保健学会「令和２年度ストレス評価に関する調査研究報告書」

を基に、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において作成。

変形休日制を定めたものである。ただし、毎週少なくとも１回の休日が確保されることが望ましいことはいうまでもなく、解

釈例規においても、「第１項が原則であり、第２項は例外であることを強調し徹底させること」としている（昭23.9.13 発基第

17号）。（略）

なお、「４週間」の意義については、特定の４週間に４日の休日があればよく、どの４週間を区切っても４日の休日が与えら

れていなければならないという趣旨ではない。

労働基準法 厚生労働省労働基準局『令和３年版労働基準法 上巻』（ 2 0 2 2年・株式会社労務行政） （抄）
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勤務間インターバル制度

⚫ 労働時間等設定改善法（労働時間等の設定の改善に関する特別措置法）が改正され、勤務間インターバル制度を導入すること
が、事業主の努力義務となっている。（施行日：平成31年４月１日）

注）「労働時間等設定改善法」は、事業主等に労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促すことで、労働者がその有する能力を有効に発揮することや、健
康で充実した生活を実現することを目指した法律。

●業種別導入マニュアル、周知リーフレットの作成・周知
・都道府県、労使団体（220以上）に対する周知依頼

 ・業種別導入マニュアル
 全業種版（77,000部）、ＩＴ業種版（17,000部）、建設業版（51,600部）、

    高齢者福祉・介護事業種版（48,000部）

 ・周知リーフレット（160,000部）

●勤務間インターバル制度の導入に向けたシンポジウムの開催

勤務間インターバル制度の導入促進

導入マニュアル（全業種版） リーフレット

制度概要

勤務間インターバル制度とは、終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間（インターバル時間）を確保する仕組み。
この仕組みの導入を事業主の努力義務とすることで、労働者の十分な生活時間や睡眠時間を確保しようとするもの。

【 例：11時間の休息時間を確保するために、始業時刻を繰り下げたもの 】

労働時間
（休憩時間を含む） 残業時間 休息時間（11時間）

８時 17時 23時 ８時 10時21時

労働時間
（休憩時間を含む）

残業時間 休息時間（11時間）

勤務終了

始業

勤務開始
（始業）

勤務終了始業時刻 （終業時刻）

始業時刻を
繰り下げに

※「８時～１０時」までを「働いたものとみなす」
方法などもある。
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勤務間インターバル制度の導入状況等について

（資料出所）厚生労働省｢就労条件総合調査｣を基に、
厚生労働省労働基準局労働条件政策課において作成。

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成４年法律第90号）（抄）
（事業主等の責務）
第二条 事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を
確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
２～４ （略）
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勤務間インターバル制度に関する現行規定

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成４年法律第90号）（抄）
 （事業主等の責務）
第二条 事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福
祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければ
ならない。
２～４ （略）

労働時間等設定改善指針（平成20年厚生労働省告示第108号）（抄）
２ 事業主等が講ずべき労働時間等の設定の改善のための措置
事業主等は、労働時間等の設定の改善を図るに当たり、1の基本的考え方を踏まえつつ、労動者と十分に話し合うとともに、経営者の主導の下、次に
掲げる措置その他の労働者の健康と生活に配慮した措置を講ずるよう努めなければならない。

(１) 事業主が講ずべき一般的な措置
ト 終業及び始業の時刻に関する措置

(ロ) 勤務間インターバル 勤務間インターバル(前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することをいう。以下同じ。)は、労
働者の生活時間や睡眠時間を確保し、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るために有効であることから、その導入に努めること。なお、当
該一定時間を設定するに際しては、労働者の通勤時間、交替制勤務等の勤務形態や勤務実態等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実効性あ
る休息が確保されるよう配慮すること。

労働基準法（昭和22年法律第49号）（抄）
第四十一条の二 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べること
を目的とする委員会（使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。）が設置された事業場において、当該委員会がその委
員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官
庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者（以下この項において「対象労働者」という。）であつて書面その他の厚生
労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、この章で定める労働時間、休憩、休日
及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。ただし、第三号から第五号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じて
いない場合は、この限りでない。
五 対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使
用者が講ずること。
イ 労働者ごとに始業から二十四時間を経過するまでに厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を確保し、かつ、第三十七条第四項に
規定する時刻の間において労働させる回数を一箇月について厚生労働省令で定める回数以内とすること。
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諸外国におけるインターバル制度

日本

◇規制なし

・努力義務（設定改善法）
労働時間等の設定の改善に関する特別措
置法第2条第1項において、「事業主は、
～（略）～健康及び福祉を確保するため
に必要な終業から始業までの時間の設定
～（略）～その他の必要な措置を講ずる
ように努めなければならない。」と定め
られている。

・別途、自動車運転者の休息期間につい
ては、基本継続11時間以上（継続９時間
を下回らない）と定められている（改善
基準告示・R6.4.1～）。

（出典）独立行政法人労働政策研究・研修機構「諸外国の労働時間法制とホワイトカラー労働者への適用に関する調査―アメリカ、ドイツ、フランス、イギリス―」（調査シリーズNo.248・2022年３月）、
「General Survey concerning working-time instruments – Ensuring decent working time for the future」（2018年、ILO）、第４回勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会

 （2019年３月27日）参考資料３「EU主要国のインターバル制度について」、諸外国における勤務間インターバル制度等の導入および運用状況に関する調査―フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ―」
（調査シリーズNo.282・2024年５月）を基に、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において作成。

上記のほか、休息期間を導入している国：オーストラリア、ベルギー、ブラジル、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、ハンガ
リー、アイスランド、イラク、イタリア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モーリシャス、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スウェー
デン、スイス など

（※１）休息期間が所定の時間数確保できない場合、代替日に休息期間を繰り越す、もしくは補償的休憩の期間を提供する等の措置が講じられる。
（※２）休息期間については、上記規定のほか、適用除外、特例措置等が別途設けられている。（例：EU指令の適用除外：①軍隊・警察・船員、②業務の特殊

性から労働時間の長さが測定できない又は労働者自身が決定しうる場合 （役員又は自ら方針を決定する権限を有する者、家族労働者、聖職者）、
③法令又は労使協定で同等の代償休息期間又は適当な保護の付与が条件：沖合労働など職場と自宅が離れている場合や、複数の職場が相互に離れてい
る場合、保安・監視、サービス・生産の連続性を保つ必要のある業務（病院（研修医を含む）、港・空港、新聞・テレビ、ガス・水道・電力、技術的
理由により中断不可能な産業部門、研究開発、農業、乗客輸送）、観光、郵便、災害等（予知できない異常な状況、結果不可避の例外的出来事、
鉄道輸送、交替制労働者・清掃員、④国レベル又は地域レベルの労使の合意による場合における全ての活動（同等の代償休息期間又は適当な保護の付
与が条件） 、⑤移動労働者（陸路、空路、水路により物資や旅客の運搬サービスに従事する労働者） ）

イギリス フランス ドイツ 韓国 アメリカ

◇１日の休息
時間を最低連
続11時間（18
歳未満の若年
労働者につい
ては12時間以
上）としてい
る。（※１）

◇２就業日の間は少な
くとも連続11時間の休
息を取らなくてはなら
ない。
※年間定額で年間労働
日数がきまっている管
理職については、１日
あたりの最長労働時間
はないが、連続して11
時間の休養を取らせる
こととしている。

◇１日の仕事の終了
後は連続11時間の休
息時間が確保されな
ければならない（特
殊な職種を除く）。

◇ 一 部 業 種
（※）に11時間
の 勤 務 間 イ ン
ターバルの導入
※上限規制の対
象外である５業
種（陸上運送業、
保健業等）

◇規制なし

※航空機パイ
ロット、商用
車 の ド ラ イ
バー、鉄道従
業員、原子力
発電所労働者
について連邦
規則に基づく
インターバル
規制あり。

EU

◇EU時間指令
において、７
日毎に最低連
続24時間の週
休及び11時間
（１日の休息
期間）の休息
期間を付与す
ることとして
いる。
（※２）

⚫ 諸外国における、勤務間インターバル制度（休息期間）の制度は以下のとおり。
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⚫ 情報通信技術による常時アクセス可能性からの労働者の保護の文脈で論じられるのが、いわゆる「つながらない権利」の

問題である。諸外国ではフランスにおいて、2016年の労働法典改正により、法制化がなされている。

（出典）独立行政法人労働政策研究・研修機構「諸外国における雇用型テレワークに関する法制度等の調査研究」（労働政策研究報告書No.219・2022年）、独立行政法人労働政策研究・研修機構「諸外国にお
ける勤務間インターバル制度等の導入および運用状況に関する調査―フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ―」（労働政策研究報告書No.282・2024年）、総務省（2021年）「ウィズコロナにおけるデジタル
活用の実態と利用者意識の変化に関する調査研究」、山本陽大「第４次産業革命と労働法政策」（労働政策研究報告書No.209・2022年）、を基に、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において作成。

フランス スペイン イタリア ベルギー ドイツ EU イギリス アメリカ

制度有無

あり
(労働法第L2242-

17条）

あり
（デジタル切断
権 、 組 織 法
3/2018 第88条）

あり
(法律第 81/2017

号の第19条「自
営業者を保護し、
ICTベースのモバ
イル作業を規制
するための新し
い規則」）

あり
(経済成長社会結
束強化法）

なし なし なし

制度の内容
議論の状況

・従業員は勤務時
間外に電子メール
等に返信しなくて
よい権利を持つこ
とが法定されてい
る。
・従業員が50名以
上の企業において、
つながらない権利
の在り方等は「労
使で 協議する 事
項」として法定化
されている。
・企業側にはつな
がらない権利に関
する取り決めを策
定する義務は課さ
れていない。

・リモートワーク
や在宅勤務をする
者に、つながらな
い権利、休息、休
暇、休日、個人と
家族の プライ バ
シーの権利が規定
された。
・この権利の実施
は労働協約又は企
業と労働者代表と
の協定に委ねられ、
使用者は労働者代
表の意見を聞いて
社内規程を策定し
なければならない。
この規程は「つな
がらない権利」の
実施方法、IT 疲労
を防止するための
訓練と啓発を定め
なければならない。
・在宅勤務者は勤
務時間外にデジタ
ル接続を切断する
権利を持つ。

・使用者と個別労
働者との合意によ
りスマートワーク
を導入することが
規定されており、
この個別合意は作
業遂行方法、休息
時間を定めるとと
もに、労働者が作
業機器につながら
ないことを確保す
る技術的措置を定
める。
・自営業者は会社
のデバイスから切
断する権利を持つ。
専門家(弁護士等)や
クライアントと雇
用契約を結ぶ自営
業者が対象。

・安全衛生委員会
の設置義務のある
50人以上の企業に
おいて、同委員会
でデジタルコミュ
ニケーション機器
の利用とつながら
ない選択肢につい
て交渉する権利を
与えている。もっ
とも、厳密な意味
でのつながらない
「権利」を規定し
ているわけではな
い。

・以下２つの理由から立法処置の必要性
自体について懐疑的な立場が示されて
いる。

①労働者にはそもそも労働時間外の自由
時間においては使用者等からのアクセ
スに応じる義務はなく、また使用者は
自由時間中の労働者に労務提供を求め
てはならないことについて配慮義務
（民法典241条第２項）を負っており、
その意味では労働者の「つながらない
権利」は法的には既に保障されている
といえる。

②使用者や顧客等からの常時アクセス可
能な状態からどのような組織的・技術
的措置を用いて労働者を保護するかは、
優れて各事業所の実情に応じて決定さ
れるべき問題であり、個々の事業所レ
ベルの判断に委ねるのが適切。

・労働4.0白書は、「つながらない権
利」に関しては、労働者はそもそも自
由時間中においては使用者のために常
時アクセス可能な状態でいることを義
務づけられていないことを理由に「法
律上、何らかの措置を講じるべき必要
性は認められていない」としている。

・ 2021 年 １
月 、欧州議会
は「つながら
ない権利に関
する欧州委員
会への勧告に
係る決議」を
採択。

・現時点で法
制化されてい
ないが、無休
の時間外労働
に対する問題
意識は、労組
などの間で強
い。

・ニューヨー
ク州で条例化
の試みがあっ
たが、経営団
体の反対で実
現しておらず、
法制化の動き
はない。

つながらない権利

151



年次有給休暇制度について

○趣旨
労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活の実現にも資するという位置づけから、法定休日のほかに毎
年一定日数の有給休暇を与える制度

○要件・効果
①雇い入れの日から起算して６ヶ月継続勤務し、
②全所定労働日の８割以上を出勤
した労働者に対して、10労働日の年次有給休暇が与えられる。

その後、継続勤務年数１年ごとに右表の日数の年次有給休暇が与えられる。

なお、年次有給休暇は、発生日から起算して２年間の消滅時効に服する。

○取得単位
原則   ：１日単位

半日単位（労働者が半日単位での取得を希望して時季を指定し、使用者が同意した場合、１日単位取得の阻害とならない範囲で可能）
例外  ：時間単位（労働者が時間単位での取得を請求した場合、年に５日を限度で可能（労使協定の定めが必要））

現行制度の趣旨・要件等

継続
勤務
年数

６ヶ月
１年
６ヶ月

２年
６ヶ月

３年
６ヶ月

４年
６ヶ月

５年
６ヶ月

６年
６ヶ月
以上

付与
日数

10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

[参考］年次有給休暇の法的性格
年次有給休暇の権利は、労働者が客観的要件（左記参照）を充足することによって

「法律上当然に」発生する権利であり、労働者が年次有給休暇の「請求」をしてはじ
めて生ずるものではない。（白石営林署事件最高裁判決（昭和48年３月２日））

○年次有給休暇の付与の時季の決定方法

①労働者による請求（労基法第39条第５項）

※労働者が請求した時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合、使用者に「時季変更権」が認められる。

②計画年休 （労基法第39条第６項）

：労使協定で定めをした場合、年次有給休暇のうち５日を超える部分について「計画的付与」が認められる。

③使用者による時季指定 （労基法第39条第７項） ＊平成30年改正により新設（平成31年４月施行）

 ：年次有給休暇が年10日以上付与される労働者（管理監督者を含む）に対して、そのうち５日について、使用者が時季を指定して取得させなければならない。

※使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければならない。
また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。（労基則第24条の６）

○不利益取扱いの禁止 （労基法附則第136条）

使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

付与に関するルール
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年次有給休暇の取得率・時間単位年次有給休暇制度の導入率の推移

（資料出所）厚生労働省｢就労条件総合調査｣を基に、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において作成。
（注）「対象労働者」は「常用労働者」から「パートタイム労働者」を除いた労働者である。

      「付与日数」には、繰越日数を含まない。「取得率」は、全取得日数／全付与日数×100（％）で算出しており、1人平均の取得日数及び付与日数から算出した結果と必ずしも一致しない。
 平成19年以降の調査対象：「常用労働者が30人以上の会社組織の民営企業」
 平成26年以降の調査対象：「常用労働者が30人以上の民営法人」（※医療法人等の会社組織以外の法人を調査対象に加えた）。さらに、複合サービス事業を調査対象に加えた。
 時間単位の年次有給休暇制度が盛り込まれた改正労働基準法が施行されたのは平成22年4月1日。

⚫ 令和５年の年次有給休暇の取得率は65.3％と、前年より3.2ポイント上昇し、昭和59年以降過去最高となったものの、依
然として、政府目標である70％とは乖離がある。

⚫ 時間単位の年次有給休暇制度導入率は、上昇傾向にある。

年次有給休暇の取得率の推移

取得率

付与日数

取得日数 7.3 
8.8 

11.2 11.8 

16.2 
16.8 

18.7 19.0 
20.4 

22.1 

24.8 25.9 25.0 
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25.0

30.0
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40.0

平成23年平成24年平成25年平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

(％)

時間単位の年次有給休暇制度導入率の推移（企業規模別）
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年次有給休暇制度の導入経緯等について

年次有給休暇制度について

○労働基準法制定時及び昭和62年改正時
労働基準法の制定により、年次有給休暇が設けられた。
昭和62年改正において、我が国の雇用慣行、生活習慣等を考慮しつつ、年次有給休暇の現状を改善し、本来の趣旨に即して取得されるようにする
ため、
①年次有給休暇の最低付与日数の６日から10日への引き上げ
②所定労働日数が少ない労働者について年次有給休暇の比例付与制度の創設
③職場において業務との兼合いをつけながら気がねなく取得できるようにするための制度としての労使協定による計画的付与制度の創設
④年休を取得した労働者に対し賃金の減額等の不利益な取扱いをしないようにしなければならない旨の規定の新設
を内容とする改正が行われた。

○平成５年改正時
新卒者、特に若年者の年次有給休暇に対する希望が強いこと、労働力の流動化が進展していること等の状況にかんがみ、初年度の年次有給休暇
の継続勤務要件を１年から６か月に短縮した。

○平成10年改正時
労働移動の増加に対応して、勤続年数の長短により付与日数に大きな差が生じないようにするとともに、中小企業における労働者の定着状況等を
考慮し、付与日数を２年６か月を超える継続勤務期間１年ごとに２日ずつ増加させた日数とした。また、これに伴い比例付与日数及び労基法第72条の
適用を受ける未成年者についての付与日数も引き上げられた。

○平成20年改正時
仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにするため、労使協定により、年５日の範囲内で時間を単位として取得す
ることができることとされた。

○平成30年改正時
年次有給休暇の取得率が低迷しており、いわゆる正社員の約16％が年次有給休暇を１日も取得しておらず、また、年次有給休暇をほとんど取得し
ていない労働者については長時間労働者の比率が高いとの実態にあったため、年５日以上の年次有給休暇の取得が確実に進むよう、年10日以上の
年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年５日については、使用者が時季を指定して取得させることを義務づける仕
組みが設けられた。

154



● 1970年の有給休暇条約（改正）（ILO第132号条約）

（概要）

・年休制度は1936年のILO第52号条約で国際的労働基準となり、1970年のILO第132号条約で権利が拡充され

た。

・38カ国が批准（2024年１月確認）しており、日本は未批准。

（主な内容）

・年休権発生のための勤務期間は６か月を超えないこと

・最低勤務期間に満たない者への比例付与

・１年勤務につき最低３労働週の年休権付与

・年休分割を認める場合も連続２労働週の年休が確保されるべきこと

・年休時期は協約等で定めるほか、使用者と労働者（またはその代表）との協議で定めること等を規定

（出典）ILOホームページ、水町勇一郎『詳解労働法第３版』東京大学出版会（2023年）777-778頁を基に、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において作成。

有給休暇条約（改正）（ILO第132号条約）について
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年次有給休暇中の賃金について

⚫ 年休期間中の賃金については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、
① 平均賃金
② 所定労働時間就労した場合に支払われる通常の賃金、
③ 当該事業場の労働者の過半数代表との労使協定により、健康保険法上の標準報酬月額の30分の１に相当する額
のいずれかを支払わなければならないものとされている（労基法39条９項）。
なお、これらのいずれを選択した場合でも月給により算定した額がそれを上回っている場合には、通常の出勤をしたものとして月給を
支給すれば足りるとされ、計算の簡素化が図られている。この年休期間中の賃金は、同条の趣旨に照らし、形式的に支払われているだ
けでなく、実質的に労働者に支給されるものでなければならない。

⚫ 第39条第９項の趣旨は、休暇を取得する労働者に賃金面での不利益を負わせないことで、休暇の保障を確実にすることにある。この
ことから、本条に基づく年休手当請求権は、年次有給休暇の主たる効果である労働義務の消滅に付随して発生する権利と解される。

労基法（抄）
第39条 （略）
⑨ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定
めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところによ
り算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過
半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険
法（大正十一年法律第七十号）第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額（その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り
捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。）又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を
支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。

（出典）水町勇一郎『詳解労働法第３版』東京大学出版会（2023年）799頁、東京大学労働法研究会『注釈労働時間法』有斐閣（1990年）746頁、厚生労働省労働基準局『令和３年版労働基準法 上巻』労務
行政（2022年）を基に、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において作成。

年次有給休暇中の賃金について

（基本給：日給１万５千円、月の所定労働日数：20日、直近3カ月の暦日数：92日、直近3カ月の労働日数：60日）

① 平均賃金：15,000円×60日÷92日＝9782.60円（＞最低保障額15,000円×60日÷60日×0.6＝9,000円）

② 所定労働時間就労した場合に支払われる通常の賃金：15,000円

③ 当該事業場の労働者の過半数代表との労使協定により、健康保険法上の標準報酬月額の30分の１に相当する額

：300,000円÷30＝10,000円 ※東京都 令和6年度保険料額表より

年次有給休暇の1日あたりの賃金イメージ
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労働時間の通算に関する現行の規定・解釈

➢ 労働基準法（昭和22年法律第49号）（抄）

（時間計算）

第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

② （略）

➢ 昭和23年５月14日基発769号（抄）

問 本条において「事業場を異にする場合においても」とあるがこれを事業主を異にする場合をも含むと解すれば個人の側

からすれば一日八時間以上働いて収入を得んとしても不可能となるが、この際個人の勤労の自由との矛盾を如何にする

か、又内職は差支えないとすればその区別の標準如何。

答 「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む。なお内職云々についてはその内職を行う者と発註者と

の間の使用従属関係があるか否かによつて法の適用の有無が決定される。

➢ 昭和23年10月14日基収2117号（抄）

問 二以上の事業主に使用され（労働関係ありとする）その通算労働時間が八時間を超える場合割増賃金は如何に処置した

らよいか。

答 法定時間外に使用した事業主は法第三十七条に基き、割増賃金を支払わなければならない。
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労働時間通算の原則的な方法

副業・兼業の場合の労働時間通算と割増賃金支払いについて

○使用者は、自らの事業場における労働時間制度を基に、自らの事業場における労働時間と、労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における

労働時間とを、原則的に以下の手順で通算します。通算の結果、１週40時間、１日８時間を超える労働（法定外労働）に該当する場合、36協定による労働時

間の延長や、割増賃金の支払いが必要です。

手順①：所定労働時間の通算 ⇒先に契約をした方から、後に契約をした方の順に通算

手順②：所定外労働時間の通算⇒実際に所定外労働が行われる順に通算

[イメージ図] 副業・兼業時における原則的な労働時間通算の考え方

使用者Ａ（先契約・先労働）：①所定労働時間３時間、③所定外労働時間３時間

使用者Ｂ（後契約・後労働）：②所定労働時間３時間、④所定外労働時間２時間 とした場合

原則どおりに①～④の順で足し合わせると（合計11時間）

・③のうちの１時間と④の２時間の合計３時間が法定外労働（１日８時間を超える労働）に該当

・AとＢはそれぞれ、36協定の締結、届出、割増賃金の支払いを行う必要あり

④Ｂ所定外
２時間

法定外労働
36協定、割増賃金必要

法定外労働
36協定、割増賃金必要

③Ａ所定外
３時間

②Ｂ所定
３時間（うち、

１時間）

①Ａ所定
３時間

実際の労働の順序

管理モデル

○労働者が使用者Ａ（先契約）の事業場と使用者Ｂ（後契約）の事業場で、副業・兼業を行う場合、

①使用者Ａでの「法定外労働時間」（１週40時間、１日８時間を超える労働時間）と、②使用者Ｂでの「労働時間」を合計して、

単月100時間未満、複数月平均80時間以内となるように、各々の使用者の事業場における労働時間の上限をそれぞれ設定します。

使用者Ｂ：労働時間全体※

⇒例：１か月35時間を上限
使用者Ａ：法定外労働時間 

⇒例：１か月45時間を上限

上限設定の手順①：使用者Aの法定外労働時間と使用者Ｂの労働時間の合計の範囲を決めます

手順②：手順①の合計の範囲内かつ、それぞれの事業場の36協定の範囲内で、それぞれの労働時間の上限を決めます

例：合計１か月80時間まで

■労働時間の上限設定

※ 使用者Bは労働時間全体を法定外労働として取り扱います

○管理モデルの導入後、使用者Ｂは、使用者Ａでの実際の労働時間にかかわらず、自らの事業場の「労働時間全体」を「法定外労働時間」として、割増賃
金を支払います。

○これにより、使用者Ａおよび使用者Ｂは副業・兼業の開始後、それぞれあらかじめ設定した労働時間の上限の範囲内で労働させる限り、他の使用者の事
業場での実労働時間の把握を要することなく、労働基準法を守ることができます。
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5.検討規定、附帯決議
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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の附則（検討規定）

附 則

（検討）
第十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労基法第三十六条の規定につ
いて、その施行の状況、労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ検討を加え、必要があると認め
るときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

２ 政府は、新労基法第百三十九条に規定する事業及び新労基法第百四十条に規定する業務に係る新
労基法第三十六条の規定の特例の廃止について、この法律の施行後の労働時間の動向その他の事情
を勘案しつつ引き続き検討するものとする。

３ 政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正
後のそれぞれの法律（以下この項において「改正後の各法律」という。）の規定について、労働者
と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の
異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改
正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基
づいて所要の措置を講ずるものとする。

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律第71号）（抄）

160



働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議（平
成3 0年５月2 5日 衆議院厚生労働委員会）①

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 働き過ぎによる過労死等を防止するため、労働基準監督署による違法な長時間労働に対する指導監督を徹底すること。ま
た、時間外労働の原則は、月四十五時間、年三百六十時間までとされていることを踏まえ、労使で協定を締結して臨時的
にこの原則を超えて労働する場合についても、できる限り時間外労働が短く、また、休日労働が抑制されるよう、指針に
基づく助言及び指導を適切に行うこと。

二 時間外労働の上限規制の適用が猶予される業務について、当該業務特有の事情を踏まえたきめ細かな取組を省庁横断的に
実施して労働時間の短縮を図り、上限規制の適用に向けた環境の整備を進めること。特に、自動車運転業務については、
長時間労働の実態があることに留意し、改正法施行後五年後の特例適用までの間、過労死の発生を防止する観点から改善
基準告示の見直しを行うなど必要な施策の検討を進めること。

三 労働基準監督署においては、重大・悪質な法令違反について厳正に対処するとともに、労働基準関係法令が十分に理解さ
れていないことに伴う法令違反も多数存在していること等を踏まえ、事業主に対する法令の一層の周知に取り組むととも
に、丁寧な助言指導等を行うことにより、事業主の理解の下、自主的な法令遵守が進むよう努めること。

四 中小企業・小規模事業者における働き方改革の確実な推進を図る観点から、その多様な労働実態や人材確保の状況、取引
の実情その他の事情を早急に把握するとともに、その結果を踏まえて、長時間労働の是正や非正規雇用労働者の待遇改善
に向けた賃金・設備投資・資金の手当てを支援するため、予算・税制・金融を含めた支援措置の拡充に向けた検討に努め、
規模や業態に応じたきめ細かな対策を講ずること。併せて、新設される規定に基づき、下請企業等に対して著しく短い納
期の設定や発注内容の頻繁な変更を行わないことを徹底すること。

五 地域の実情に即した働き方改革を進めるため、新設される規定に基づき、地方公共団体、中小企業団体をはじめとする使
用者団体、労働者団体その他の関係者を構成員として設置される協議会その他のこれらの者の間の連携体制の効果的な運
用を図ること。その際、いわゆる「地方版政労使会議」など、各地域で積み上げてきた行政と労使の連携の枠組を活用し、
働き方改革の実が上がるよう、努めること。

六 医師の働き方改革については、応召義務等の特殊性を踏まえ、長時間労働等の勤務実態を十分考慮しつつ、地域における
医療提供体制全体の在り方に対する視点も大切にしながら検討を進めること。
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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議（平
成3 0年５月2 5日 衆議院厚生労働委員会）②

七 勤務間インターバルは、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るために重要であり、好事例の普及や労
務管理に係るコンサルティングの実施等により、各事業場の実情に応じた形で導入が進むよう、その環境整備に努めるこ
と。

八 裁量労働制の労働者や管理監督者を含め、全ての労働者の健康確保が適切に行われるよう、労働時間の状況の的確な把握、
長時間労働者に対する医師による面接指導及びその結果を踏まえた適切な措置が円滑かつ着実に実施されるようにすると
ともに、小規模事業場における産業保健機能の強化を図るための検討を行い、必要な措置を講ずること。

九 高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者の健康確保を図るため、労働基準監督署は、使用者に対して、働く時間
帯の選択や時間配分に関する対象労働者の裁量を失わせるような過大な業務を課した場合や、新設される規定に基づき対
象労働者が同意を撤回した場合には制度が適用されないことを徹底するとともに、法定の健康確保措置の確実な実施に向
けた指導監督を適切に行うこと。また、改正法施行後、速やかに制度運用の実態把握を行い、その結果に基づき、必要な
措置を講ずること。

十 裁量労働制について、労働時間の状況や労使委員会の運用状況等、現行制度の施行状況をしっかりと把握した上で、制度
の趣旨に適った対象業務の範囲や働く方の裁量と健康を確保する方策等について、労働政策審議会において検討を行い、
その結論に応じて所要の措置を講ずること。

十一 管理監督者など労働基準法第四十一条各号に該当する労働者の実態について調査するものとすること。

十二 今回のパートタイム労働法等の改正は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不
合理な待遇差の解消を目指すものであるということを、中小企業・小規模事業者や非正規雇用労働者の理解を得るよう、
丁寧に周知・説明を行うこと。
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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議（平
成3 0年６月2 8日 参議院厚生労働委員会）①

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一、労働時間の基本原則は、労働基準法第三十二条に規定されている「一日八時間、週四十時間以内」であって、その法定労
働時間の枠内で働けば、労働基準法第一条が規定する「人たるに値する生活を営む」ことのできる労働条件が実現される
ことを再確認し、本法に基づく施策の推進と併せ、政府の雇用・労働政策の基本としてその達成に向けた努力を継続する
こと。

二、働き過ぎによる過労死等を防止するため、労使合意に基づいて法定労働時間を超えて仕事をすることができる時間外労働
時間の上限については、時間外労働の上限規制が適用される業務だけでなく、適用猶予後の自動車の運転業務や建設事業
等についても、時間外労働の原則的上限は月四十五時間、年三百六十時間であり、労使は三六協定を締結するに際して全
ての事業場がまずはその原則水準内に収める努力をすべきであること、休日労働は最小限に抑制すべきことについて指針
に明記し、当該労使に周知徹底を図るとともに、とりわけ中小企業に対し、その達成に向けた労使の取組を政府として適
切に支援すること。

三、労使が年七百二十時間までの特例に係る協定を締結するに当たっては、それがあくまで通常予見できない等の臨時の事態
への特例的な対応であるべきこと、安易な特例の活用は長時間労働の削減を目指す本法の趣旨に反するもので、具体的な
事由を挙げず、単に「業務の都合上必要なとき」又は「業務上やむを得ないとき」と定めるなど恒常的な長時間労働を招
くおそれがあるもの等については特例が認められないこと、特例に係る協定を締結する場合にも可能な限り原則水準に近
い時間外労働時間とすべきであることを指針等で明確化し、周知徹底するとともに、都道府県労働局及び労働基準監督署
において必要な助言指導を実施すること。

四、特例的延長の場合においては、時間外労働時間の設定次第では四週間で最大百六十時間までの時間外労働が可能であり、
そのような短期に集中して時間外労働を行わせることは望ましくないことを周知徹底すること。

五、事業主は、特例の上限時間内であってもその雇用する労働者への安全配慮義務を負うこと、また、脳・心臓疾患の労災認
定基準においては発症前一箇月間の時間外・休日労働がおおむね百時間超又は発症前二箇月間から六箇月間の月平均時間
外・休日労働がおおむね八十時間超の場合に業務と発症との関連性が強いと評価されることに留意するよう指針に定め、
その徹底を図ること。

六、時間外労働時間の上限規制が五年間、適用猶予となる自動車運転業務、建設事業、医師については、その適用猶予期間に
おいても時間外労働時間の削減に向けた実効性ある取組を関係省庁及び関係団体等の連携・協力を強化しつつ、推し進め
ること。
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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議（平
成3 0年６月2 8日 参議院厚生労働委員会）②

七、自動車運転業務の上限規制については、五年の適用猶予後の時間外労働時間の上限が休日を含まず年九百六十時間という
水準に設定されるが、現状において過労死や精神疾患などの健康被害が最も深刻であり、かつそのために深刻な人手不足
に陥っている運輸・物流産業の現状にも鑑み、決して物流を止めてはいけないという強い決意の下、できるだけ早期に一
般則に移行できるよう、関係省庁及び関係労使や荷主等を含めた協議の場における議論を加速し、猶予期間においても、
実効性ある実労働時間及び拘束時間削減策を講ずること。また、五年の適用猶予後に一般則の適用に向けた検討を行うに
当たっては、一般則の全ての規定を直ちに全面的に適用することが困難な場合であっても、一部の規定又は一部の事業・
業務についてだけでも先行的に適用することを含め検討すること。

八、自動車運転業務については、過労死等の防止の観点から、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の総拘束時
間等の改善について、関係省庁と連携し、速やかに検討を開始すること。また、改善基準告示の見直しに当たっては、ト
ラック運転者について、早朝・深夜の勤務、交代制勤務、宿泊を伴う勤務など多様な勤務実態や危険物の配送などその業
務の特性を十分に踏まえて、労働政策審議会において検討し、勤務実態等に応じた基準を定めること。

九、改正労働基準法第百四十条第一項の遵守に向けた環境を整備するため、荷主の理解と協力を確保するための施策を強力に
講ずるなど、取引環境の適正化や労働生産性の向上等の長時間労働是正に向けた環境整備に資する実効性ある具体的取組
を速やかに推進すること。

十、医師の働き方改革については、応召義務等の特殊性を踏まえ、長時間労働等の勤務実態を十分考慮しつつ、地域における
医療提供体制全体の在り方や医師一人一人の健康確保に関する視点を大切にしながら検討を進めること。

十一、教員の働き方改革については、教員の厳しい勤務実態や学校現場の特性を踏まえつつ、ＩＣＴやタイムカード等による
勤務時間の客観的な把握等適正な勤務時間管理の徹底、労働安全衛生法に規定された衛生委員会の設置及び長時間勤務者
に対する医師の面接指導など、長時間勤務の解消に向けた施策を推進すること。また、学校における三六協定の締結・届
出等及び時間外労働の上限規制等の法令遵守の徹底を図ること。

十二、本法による長時間労働削減策の実行に併せ、事業主が個々の労働者の労働時間の状況の把握を徹底し、かつその適正な
記録と保存、労働者の求めに応じた労働時間情報の開示を推奨することなど、実効性ある改善策を講じていくこと。
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十三、本法において努力義務化された勤務間インターバル制度について、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るため
に有効な制度であることに鑑み、好事例の普及や労務管理に係るコンサルティングの実施等、その導入促進に向けた具体
的な支援策の展開を早急に実施するとともに、次回の見直しにおいて義務化を実現することも目指して、そのための具体
的な実態調査及び研究等を行うこと。なお、一日当たりの休息時間を設定するに際しては、我が国における通勤時間の実
態等を十分に考慮し、真に生活と仕事との両立が可能な実効性ある休息時間が確保されるよう、労使の取組を支援するこ
と。

十四、年次有給休暇の取得促進に関する使用者の付与義務に関して、使用者は、時季指定を行うに当たっては、年休権を有す
る労働者から時季に関する意見を聴くこと、その際には時季に関する労働者の意思を尊重し、不当に権利を制限しないこ
とを省令に規定すること。また、労働基準監督署は、違反に対して適切に監督指導を行うこと。

十五、時間外労働時間の上限規制の実効性を確保し、本法が目指す長時間労働の削減や過労死ゼロを実現するためには、三六
協定の協議・締結・運用における適正な労使関係の確保が必要不可欠であることから、とりわけ過半数労働組合が存在し
ない事業場における過半数代表者の選出をめぐる現状の課題を踏まえ、「使用者の意向による選出」は手続違反に当たる
こと、及び、使用者は過半数代表者がその業務を円滑に推進できるよう必要な配慮を行わなければならない旨を省令に具
体的に規定し、監督指導を徹底すること。また、使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者にな
ろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない旨の省令に
基づき、その違反に対しては厳しく対処すること。

十六、裁量労働制の適用及び運用の適正化を図る上で、専門業務型においては過半数労働組合又は過半数代表者、企画業務型
においては労使委員会の適正な運用が必要不可欠であることから、前項の過半数代表の選出等の適正化に加え、労使委員
会の委員を指名する過半数代表の選出についても同様の対策を検討し、具体策を講ずること。

十七、特に、中小企業・小規模事業者においては、法令に関する知識や労務管理体制が必ずしも十分でない事業者が数多く存
在すると考えられることを踏まえ、行政機関の対応に当たっては、その労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態
その他の事情を踏まえて必要な配慮を行うものとすること。

十八、裁量労働制については、今回発覚した平成二十五年度労働時間等総合実態調査の公的統計としての有意性・信頼性に関
わる問題を真摯に反省し、改めて、現行の専門業務型及び企画業務型それぞれの裁量労働制の適用・運用実態を正確に把
握し得る調査手法の設計を労使関係者の意見を聴きながら検討し、包括的な再調査を実施すること。その上で、現行の裁
量労働制の制度の適正化を図るための制度改革案について検討を実施し、労働政策審議会における議論を行った上で早期
に適正化策の実行を図ること。
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十九、長時間労働の歯止めがないとの指摘を踏まえ、高度プロフェッショナル制度を導入するに当たっては、それが真に働く
者の働きがいや自由で創造的な働き方につながる制度として運用され、かつそのような制度を自ら希望する労働者にのみ
適用されなければならないことに留意し、この制度創設の趣旨にもとるような制度の誤用や濫用によって適用労働者の健
康被害が引き起こされるような事態を決して許してはいけないことから、制度の趣旨に則った適正な運用について周知徹
底するとともに、使用者による決議違反等に対しては厳正に対処すること。

二十、高度プロフェッショナル制度の適用労働者は、高度な専門職であり、使用者に対して強い交渉力を持つ者でなければな
らないという制度の趣旨に鑑み、政府は省令でその対象業務を定めるに当たっては対象業務を具体的かつ明確に限定列挙
するとともに、法の趣旨を踏まえて、慎重かつ丁寧な議論を経て結論を得ること。労使委員会において対象業務を決議す
るに当たっても、要件に合致した業務が決議されるよう周知・指導を徹底するとともに、決議を受け付ける際にはその対
象とされた業務が適用対象業務に該当するものであることを確認すること。

二十一、前項において届出が受け付けられた対象業務について、制度創設の趣旨に鑑み、使用者は始業・終業時間や深夜・休
日労働など労働時間に関わる働き方についての業務命令や指示などを行ってはならないこと、及び実際の自由な働き方の
裁量を奪うような成果や業務量の要求や納期・期限の設定などを行ってはならないことなどについて、省令で明確に規定
し、監督指導を徹底すること。

二十二、高度プロフェッショナル制度の対象労働者の年収要件については、それが真に使用者に対して強い交渉力のある高度
な専門職労働者にふさわしい処遇が保障される水準となるよう、労働政策審議会において真摯かつ丁寧な議論を行うこと。

二十三、高度プロフェッショナル制度を導入する全ての事業場に対して、労働基準監督署は立入調査を行い、法の趣旨に基づ
き、適用可否をきめ細かく確認し、必要な監督指導を行うこと。

二十四、今般の改正により新設される労働時間の状況の把握の義務化や、高度プロフェッショナル制度における健康管理時間
の把握について、事業主による履行を徹底し、医師による面接指導の的確な実施等を通じ、労働者の健康が確保されるよ
う取り組むこと。

二十五、高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者の健康確保を図るため、「健康管理時間」は客観的な方法による把
握を原則とし、その適正な管理、記録、保存の在り方や、労働者等の求めに応じて開示する手続など、指針等で明確に示
すとともに、労働基準監督署は、法定の健康確保措置の確実な実施に向けた監督指導を適切に行うこと。
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二十六、高度プロフェッショナル制度適用労働者やその遺族などからの労災申請があった場合には、労働基準監督署は、当該
労働者の労働時間の把握について徹底した調査を行う等、迅速かつ公正な対応を行うこと。

二十七、高度プロフェッショナル制度に関し、それが真に制度の適用を望む労働者にのみ適用されることを担保するためには、
本人同意の手続の適正な運用が重要であることから、提供されるべき情報や書面での確認方法を含め、本人同意に係る手
続の要件等について指針等において明確に規定するとともに、本人同意が適正に確保されることについて決議の届出の際
に労働基準監督署において確認すること。また、使用者に対して、同意を得る際には不同意に対していかなる不利益取扱
いもしてはならないこと、労働者が同意を撤回する場合の手続についても明確に決議した上で、同意の撤回を求めた労働
者を速やかに制度から外すとともに、いかなる不利益取扱いもしてはならないことについて、周知徹底し、監督指導を徹
底すること。

二十八、高度プロフェッショナル制度においても、使用者の労働者に対する安全配慮義務は課されることを踏まえ、労働基準
監督署は、高度プロフェッショナル制度適用労働者の健康管理時間の把握・記録に関して、当該使用者に対して、適切な
監督指導を行うこと。

二十九、高度プロフェッショナル制度を導入するに当たっての労使委員会における決議については、その制度創設の趣旨に鑑
み、有効期間を定め、自動更新は認めないことを省令等において規定すること。加えて、本人同意については、対象労働
者としての要件充足を適正に確認するためにも、短期の有期契約労働者においては労働契約の更新ごと、無期又は一年以
上の労働契約においては一年ごとに合意内容の確認・更新が行われるべきであることを指針に規定し、監督指導を徹底す
ること。

三十、高度プロフェッショナル制度の具体的な実施の在り方については、多くの事項が省令に委任されていることから、委員
会審査を通じて確認された立法趣旨や、本附帯決議の要請内容を十分に踏まえ、労働政策審議会における議論を速やかに
開始し、省令等に委任されている一つ一つの事項について十分かつ丁寧な審議を行い、明確な規定を設定するとともに、
対象事業主や労働者に対して十分な周知・啓発を行い、併せて監督指導する労働基準監督官等に対しても十分な教育・訓
練を行うこと。

三十一、高度プロフェッショナル制度に関して、政府は、三年を目途に、適用対象者の健康管理時間の実態、労働者の意見、
導入後の課題等について取りまとめを行い、本委員会に報告すること。
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三十二、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の三法改正による同一労働同一賃金は、非正規雇用労働者の待遇改
善によって実現すべきであり、各社の労使による合意なき通常の労働者の待遇引下げは、基本的に三法改正の趣旨に反す
るとともに、労働条件の不利益変更法理にも抵触する可能性がある旨を指針等において明らかにし、その内容を労使に対
して丁寧に周知・説明を行うことについて、労働政策審議会において検討を行うこと。

三十三、低処遇の通常の労働者に関する雇用管理区分を新設したり職務分離等を行ったりした場合でも、非正規雇用労働者と
通常の労働者との不合理な待遇の禁止規定や差別的取扱いの禁止規定を回避することはできないものである旨を、指針等
において明らかにすることについて、労働政策審議会において検討を行うこと。

三十四、派遣労働者の待遇決定に関して以下の措置を講ずること。
１ 派遣労働者の待遇決定は、派遣先に直接雇用される通常の労働者との均等・均衡が原則であって、労使協定による待遇改
善方式は例外である旨を、派遣元事業主・派遣先の双方に対して丁寧に周知・説明を行うこと。

２ 労使協定の記載事項の一つである「派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の
額」に関して、同等以上の賃金の額の基礎となる「一般の労働者の平均的な賃金の額」は、政府が公式統計等によって定
めることを原則とし、やむを得ずその他の統計を活用する場合であっても、「一般の労働者の平均的な賃金の額」を示す
ものとして適切な統計とすることについて、労働政策審議会において検討を行うこと。

３ 労使協定における賃金の定めについては、対象派遣労働者に適用する就業規則等に記載すべきものである旨を周知徹底す
ること。

４ 労使協定で定めた内容を行政が適正に把握するため、派遣元事業主が、労働者派遣法第二十三条第一項に基づく事業報告
において、改正労働者派遣法第三十条の四に定めている五つの労使協定記載事項を、それぞれ詳しく報告することとし、
その内容を周知・徹底することについて、労働政策審議会において検討を行うこと。

三十五、使用者が、非正規雇用労働者に通常の労働者との待遇差を説明するに当たっては、非正規雇用労働者が理解できるよ
うな説明となるよう、資料の活用を基本にその説明方法の在り方について、労働政策審議会において検討を行うこと。

三十六、「働き方改革」の目的、及び一億総活躍社会の実現に向けては、本法が定める均等・均衡待遇の実現による不合理な
待遇差の解消とともに、不本意非正規雇用労働者の正社員化や無期転換の促進による雇用の安定及び待遇の改善が必要で
あることから、引き続き、厚生労働省が策定する「正社員転換・待遇改善実現プラン」等の実効性ある推進に注力するこ
と。

三十七、労働契約法第十八条の無期転換権を行使した労働者について、労働契約法による無期転換の状況等を踏まえ、必要な
検討を加えること。
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三十八、本委員会における審査を踏まえ、職場におけるパワーハラスメント等によって多くの労働者の健康被害が生じており、
その規制・防止を行うことが喫緊の課題であるとの共通の認識に基づき、国際労働機関（ＩＬＯ）において「労働の世界
における暴力とハラスメント」の禁止に向けた新たな国際労働基準の策定が行われることや、既に国連人権機関等からセ
クシュアルハラスメント等の禁止の法制度化を要請されていることも念頭に、実効性ある規制を担保するための法整備や
パワーハラスメント等の防止に関するガイドラインの策定に向けた検討を、労働政策審議会において早急に開始すること。
また、厚生労働省の「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」報告書を踏まえ、顧客や取引先からの著し
い迷惑行為について、関係者の協力の下で更なる実態把握を行うとともに、その対応策について具体的に検討すること。

三十九、多様な就業形態で就労する労働者（副業・兼業・雇用類似の者を含む）を保護する観点から、長時間労働の抑制や社
会・労働保険の適用・給付、労災認定など、必要な保護措置について専門的な検討を加え、所要の措置を講ずること。特
に、副業・兼業の際の、働き方の変化等を踏まえた実効性のある労働時間管理の在り方等について、労働者の健康確保等
にも配慮しつつ、検討を進めること。

四十、本法が目指す過労死ゼロ、長時間労働の削減、家庭生活と仕事との両立、及び女性の活躍などの働き方改革を実現する
ためには、法令の遵守を確保するための監督指導の徹底が必要不可欠であることから、労働基準監督官の増員を政府の優
先事項として確保し、労働行政事務のシステム化を始め、労働基準監督署の体制強化を早急に図ること。また、短時間・
有期雇用労働法及び労働者派遣法の適正な運用には、待遇改善推進指導官、雇用環境改善・均等推進指導官や需給調整指
導官等の機能強化も重要であり、そのための体制の充実・強化や関係部署の有機的な連携・協力体制の増強を確保するこ
と。

四十一、多様な就業形態が増加する中で、経営者あるいは労働者自らが労働法制や各種ルールについて知ることは大変重要で
あることを踏まえ、ワークルール教育の推進を図ること。

四十二、中小企業や小規模事業者において、時間外労働の上限規制が遵守できる環境を整えるために関係省庁が連携し、政府
全体で中小企業の人材確保や取引条件等の改善に向けて適切な措置を講ずること。特に、中小企業庁とも協力して、働き
方改革の推進を中小企業施策の一つの柱に位置付け、長時間労働につながる取引慣行の見直しを含めた業界改革につなげ
るよう取り組むこと。

四十三、事務所その他の作業場における労働者の休養、清潔保持等のため事業者が講ずるべき必要な措置について、働き方改
革の実現には、職場環境の改善を図ることも重要であるとの観点を踏まえ、労働者のニーズを把握しつつ、関係省令等の
必要な見直しを検討すること。 169
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四十四、働き方改革実行計画の中で取組テーマとして掲載されている、就職氷河期世代への対応、子育て・介護と仕事の両立、
外国人人材の受入れについても重要な課題であることから、現状把握や今後の対応等については各関係省庁と連携して取
り組み、必要な措置を講ずること。

四十五、全ての労働者の健康確保が適切に行われるよう、産業医等産業保健活動の専門職の育成や衛生委員会の活性化等を通
じて、産業医・産業保健機能の強化を確実に推進すること。とりわけ、五十人未満の小規模な事業場については、医師や
保健師等産業保健活動の専門職の選任の促進、産業保健総合支援センターによる支援や研修等を通じた産業保健活動の担
い手の確保を始め、産業保健機能の強化を図るための検討を行い、必要な措置を講ずるとともに、働き方改革推進支援セ
ンター等とも連携してきめ細かな支援を行うこと。併せて、当該事業場におけるストレスチェックの実施が効果的に促さ
れるよう必要な支援を行うこと。

四十六、新技術・新商品等の研究開発業務に関し、現行制度で対象となっている範囲を超えた職種に拡大することのないよう、
指導を徹底すること。また、新技術・新商品等の研究開発業務に従事する従業員に対しては、十分に手厚い健康確保措置
を採るよう努めるものとすること。

四十七、働き方改革の実行の過渡期においては、いわゆる生活残業を行う従業員が生活困窮に陥ること、高度プロフェッショ
ナル制度の運用の仕方が必ずしも適切ではないこと等の問題が生じる可能性があることから、本法施行後、労働時間等の
実態についての調査を定期的に行い、現状を把握しつつ、働き方改革実行計画の必要な見直しを不断に行うこと。

右決議する。
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労働基準法の一部を改正する法律の附則（検討規定）

附 則

（検討）
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定につ
いて、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものとする。

「労働基準法の一部を改正する法律」（令和２年法律第13号）（抄）
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労働基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議（令和２年３月1 1日
衆議院厚生労働委員会）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 賃金請求権は労働者の重要な債権であることに鑑み、施行後五年を経過した場合においては、労働者の権利保護の必要性
を踏まえつつ、未払賃金をめぐる紛争防止など賃金請求権の消滅時効が果たす役割への影響等を検証した上で、賃金請求
権の消滅時効期間を原則の五年とすることを含め検討し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。その環境整備の
ため、施行後五年の経過を待たずに賃金台帳等の記録の保存期間の延長が可能となるよう、中小企業等における記録の電
子データ化を支援し、記録の保存等にかかる負担の軽減を図ること。

二 労働基準監督署においては、賃金の未払いを発生させないよう、事業所に対する指導・監督を徹底するとともに、賃金未
払事案に対しては是正指導を厳正に行うこと。

三 災害補償請求権の消滅時効期間については、労働者の災害補償という観点から十分であるのか、施行後五年を経過した際
に、労働者災害補償保険法における消滅時効期間と併せ、検討を行うこと。

四 改正後の規定に基づく消滅時効期間が本法の施行日以後に支払期日が到来する全ての賃金請求権に適用されることについ
て、周知徹底すること。
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労働基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議（令和２年３月2 4日
参議院厚生労働委員会）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一、賃金とは、使用者が労働者に対して労働に対する報酬として支払う正当な対価であり、常に法令と契約に基づいて適正に
支払われるべきものであって、賃金請求権は労働者の権利を保護するための重要な債権であることに鑑み、施行後五年を
経過した場合においては、賃金請求権の消滅時効期間等を原則の五年とすること等について速やかに検討を行い、その結
果を踏まえて適切な措置を講ずること。

二、その環境整備のため、賃金台帳等の記録の保存期間については、施行後五年の経過を待たずにその延長が可能となるよう、
中小企業等における賃金関連記録の電子データ化を積極的に支援し、記録の保存等にかかる負担の軽減を図ること。

三、労働基準監督署においては、賃金の未払を発生させないよう、事業所に対する指導・監督を徹底・強化するとともに、賃
金未払事案に対しては是正指導を厳正に行うこと。

四、災害補償請求権の消滅時効期間については、労働者の災害補償という観点から十分であるのか、施行後五年を経過した際
に、労働者災害補償保険法における消滅時効期間と併せ、速やかに専門的見地からの検討に着手すること。

五、労働者が消滅時効により請求権を失うことがないよう、労働者個々の事情に応じた相談・支援の一層の充実・強化を図る
こと。

六、改正後の規定に基づく消滅時効期間が本法の施行日以後に支払期日が到来する全ての賃金請求権に適用されることを含め
た改正の内容について、周知・指導を徹底すること。

七、働き方改革関連法における改正項目が順次施行されていることを踏まえ、長時間労働の是正、年次有給休暇の取得促進等
の施策を着実に推進するとともに、中小企業等における労務管理の適正化など、現場に混乱が生じないよう適切な支援を
実施すること。

八、近時、労働法令が適用されない雇用類似の形態が増加している中で、労働者性を有する者に対しては、労働基準法を始め
とする労働者保護法令が適正に適用されるよう労働者性の判断基準の周知徹底を図るとともに、その適用をなお一層厳密
に行い、厳正な指導・監督を行うこと。
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6.閣議決定等
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規制改革実施計画（令和６年６月21日閣議決定）
（労働条件分科会に関係する部分抜粋）

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省

１

フリーランス・ギグワー

カーの労働者性及び

保護の在り方①

a 昭和60年の「労働基準法研究会報告」（以下「研究会報告」という。）に基づく労働

基準法上の労働者性（以下「労働者性」という。）の判断基準（以下「判断基準」とい

う。）においては、「業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無」は「指揮命

令の程度が問題であり、通常注文者が行う程度の指示等に止まる場合には、指揮監

督を受けているとは言えない」とされているが、現実には、就業者及び事業者による

個別具体的な判断に当たって解釈が容易ではなく、特に、事業者側の人間による就

業者に対する直接・対面の指示ではなく、アプリやＡＩ、アルゴリズムを用いた連絡や

ＧＰＳを用いた就業状況の把握など、研究会報告が取りまとめられた当時には想定さ

れていなかったデジタル技術の扱いが不明確であり、労働者性の有無の予見可能性

が低い状況にあるとの指摘がある。これらを踏まえ、厚生労働省は、労働者性がある

働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、最低賃金を始め

とする労働基準法等に基づく保護を受けられていない、いわゆる偽装フリーランス問

題の解決に資するよう、国民にとって労働者性の有無の予見可能性を高める観点か

ら、例えば、配達業務を行う就業者に対して発注者が具体的な配達経路を連絡し、

当該連絡に従わない場合には制裁を科す等の措置により当該連絡に従うことを強制

するなど、就業時間中に発注者が就業者の業務遂行方法について業務の性質上当

然に必要な範囲を超えた連絡を行い、就業者に対して当該連絡に従うよう強制する

ような場合には、人間による直接の指示ではなく、ＡＩやアルゴリズムによる連絡で

あっても、業務遂行上の指揮監督関係を肯定する方向に働くことを明確にするなど、

研究会報告による現行の判断基準を引き続き基礎としつつ、デジタル技術の活用等

を踏まえた判断基準の明確化を検討し、その結果を踏まえ、就業者・事業者双方に

とって分かりやすく解説するなどの周知を行う。

a,c：令和６年度検討

開始、結論を得次第

速やかに措置

b：令和６年度措置

厚生労働

省

３．良質な雇用の確保、高生産性産業への労働移動

（１）良質な就労の確保
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規制改革実施計画（令和６年６月21日閣議決定）
（労働条件分科会に関係する部分抜粋）

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省

１

フリーランス・ギグワー

カーの労働者性及び

保護の在り方②

b 厚生労働省は、例えば、取引相手たる配達業務従事者にヘルメット等の安全器具

の着用を求めることや、事故等の発生時に安全確保のために退避指示を行うこと、

長時間就業する者に就業時間の短縮を推奨することなど、業務委託の発注者が安

全管理又は健康確保のために取引相手（就業者）に対して行う「指示」「推奨」その他

の連絡が、就業者の労働者性を肯定する要素である「指揮命令」や「拘束」と評価さ

れるか否かが明確でない場合、当該連絡が「指揮命令」や「拘束」に該当するのでは

ないかとの懸念から、発注者が、当該就業者自身及び顧客のための安全管理又は

当該就業者自身の健康確保に資する連絡をちゅうちょするおそれがあるとの指摘が

あることを踏まえ、法令等に基づき国が発注者に義務付けているものも含め、安全管

理又は健康確保のための就業者に対する連絡について、例えば、就業者への拘束

を強める目的ではなく、安全管理又は健康確保を目的として行う就業時間の上限管

理に係るものについて、業務委託契約の内容として、長時間就業による健康への影

響を防止する観点から、就業時間の上限の目安について就業者と発注者が合意し

た上で、就業者がその目安に沿って自ら就業時間管理を行えるよう発注者が注意喚

起を行うことは、判断基準における「指揮命令」や「拘束」として評価されるものではな

いと整理するなど、判断基準における「指揮命令」や「拘束」として労働者性を肯定す

る方向に働くものとそうでないものを整理し、発注者及び就業者に周知する。

a,c：令和６年度検討

開始、結論を得次第

速やかに措置

b：令和６年度措置

厚生労働

省

（１）良質な就労の確保
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規制改革実施計画（令和６年６月21日閣議決定）
（労働条件分科会に関係する部分抜粋）

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省

１

フリーランス・ギグワー

カーの労働者性及び

保護の在り方③

c 厚生労働省は、労働者性の有無についての国の判断が、現状では、労災事故や

労働紛争に関する訴訟等の提起前には明らかにならない事案があることや労働基

準法第104条に基づき労働基準監督署へ労働者性に関する違反事実の申告等を

行っても労働者性の判断に至らない事案が半数近くに上るとの調査結果もあることを

踏まえ、労働者性がある働き方をする者が就業開始後早期に労働基準法等の保護

を受けられ、また、社会保険料等の負担の有無に起因する競争環境の公平性を確

保する観点から、例えば、ドイツにおいて就業者又は事業者の申請に基づき年金保

険機構が自営業者か被用者かの地位確認を行う手続があることや、建設業の一人

親方について判断基準を整理したチェックシートを用いて労働者性の自己診断の支

援が行われていることを参考に、①自らを労働基準法上の労働者だと考える者から

労働基準関係法令違反に関する相談を受ける窓口を整備する、②労働基準監督署

は、自らを労働基準法上の労働者だと考える者からの申告に対して、関係者から資

料が収集できないなどの特段の事情がない限り、原則として、労働者性の有無の判

断を行うことを就業者に対して明確化するなど、労働者性の有無の判断が適切に行

われるよう、必要な措置を行う。

a,c：令和６年度検討

開始、結論を得次第

速やかに措置

b：令和６年度措置

厚生労働

省

（１）良質な就労の確保
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規制改革実施計画（令和６年６月21日閣議決定）（抄）

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省

１ 副業・兼業の円滑化

a 厚生労働省は、①副業・兼業を行う労働者の健康管理のため、その所属する送り

出し企業及び受入れ企業の双方における労働時間の通算管理が必要である一方、

割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理については、制度が複雑で企業側に重

い負担となるために雇用型の副業・兼業の認可や受入れが難しいとの指摘があるこ

と、②米国、フランス、ドイツ、イギリスでは割増賃金の支払において労働時間の通算

管理を行っていないことに鑑み、働き方改革関連法の見直しに係る検討会において、

割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理の在り方について、労働基準法等の関

係法令における行政解釈の変更も含めて検討し、結論を得る。

b,ｃ （略）

a：令和５年度検討開

始、令和６年度結論

b,ｃ： （略）

厚生労働

省

Ⅱ実施事項

３．良質な雇用の確保、高生産性産業への労働移動

（２）高生産性産業への労働移動
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新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画（令和６年６月21日閣議決定） （抄）

Ⅱ．人への投資に向けた中小・小規模企業等で働く労働者の賃上げ定着

１．価格転嫁の商習慣化の徹底と中小・小規模企業の省力化投資の加速

（３）大企業と中小・小規模企業・スタートアップの間の協力関係の確立

⑤副業・兼業における割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理の見直し

労働者が副業・兼業を行う場合には、複数の事業場の労働時間を通算して管理する必要があり、割増賃金の支払に係る労働時間

の通算管理について、制度が複雑で企業側にとって重い負担となっているために、副業・兼業の許可が難しいとの指摘がある。

副業・兼業における割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理の在り方について、労働基準法等の関係法令における解釈の変更

も含めて検討し、結論を得る。
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規制改革推進に関する中間答申（令和６年12月25日規制改革推進会議決定）（抄）

Ⅱ．各個別分野における実施事項 

Ⅱ．賃金向上、人手不足対応

ア 時間単位の年次有給休暇制度の見直しについて
【令和７年度結論】

＜基本的考え方＞ 
労働基準法（昭和22年法律第49号）第39条第４項では、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ること等のため、ま
とまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇の本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を
有効に活用できるようにすることを目的として、労使協定により、年５日以内に限り、時間単位の年次有給休暇（以下「時間単位年休」と
いう。）を与えることを認めている。この制限によって、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇の本来の趣旨が阻害されな
いようにしている。一方、労働者によっては、治療のための通院や子供の学校行事の参加、家族の介護など労働者の様々な事情に応じ
て時間単位年休を利用する者も存在し、通院等のために時間単位年休を活用しようとする労働者について、時間単位年休を年５日分使
い切っている場合には、１日又は半日単位で年次有給休暇を取得することとなり、結果的に早期に年次有給休暇を全て取得してしまう
等の指摘もある。また、子の看護休暇等は法律で保障された労働者の権利であり、時間単位で利用することもできるにもかかわらず、
無給の休暇となる場合は取得する分だけ収入が減少することから、時間単位年休のより柔軟な利用を希望する声もある。 
このような現状を踏まえ、年次有給休暇の本来の趣旨と、仕事と生活の両立の観点の双方から時間単位年休制度の見直しについて
検討する必要がある。 
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

＜実施事項＞ 
厚生労働省は、労働者の多様な休暇取得ニーズに応える観点から、年次有給休暇の本来の趣旨である心身の疲労回復等のために
まとまった日数の休暇を取得する機会を引き続き確保することを前提としつつ、年次有給休暇制度の在り方について、時間単位年休制
度の活用実態も踏まえ、時間単位年休の上限を、例えば年次有給休暇の付与日数の50％程度に緩和することなどの見直しの要否も含
め、労働政策審議会にて検討を開始し結論を得る。その際、労働者の希望する日数及びその理由、活用の実態並びに特別休暇の活用
の有無等の実態や、回答者の属性（年齢、性別、業種、階層、家族構成）ごとの傾向も踏まえて検討する。 

180



金融商品取引法の改正に伴う労働基準法施行規則の整備

第一種金融商品取引業を行う者

特例①：第一種少額電子募集取扱業者

• 賃金の通貨払いの原則に対する例外として認められる方法の一つとして、労働基準法施行規則（以下「労基則」という。）第７条の

２第１項第２号において、証券会社（第一種金融商品取引業を行う者）の総合口座への払込みが規定されている。

• 金融商品取引法の改正により第一種金融商品取引業を行う者に新たな区分（非上場有価証券特例仲介等業者）が設けられるが、これ

はプロ投資家を対象としたものであり、労基則第7条の２第１項第２号に規定する第一種金融商品取引業を行う者の範囲を従前のとお

りとするため、同号に規定する第一種金融商品取引業を行う者から非上場有価証券特例仲介等業者を除く改正を行う。

金融商品取引法改正前 金融商品取引法改正後

労基則において賃金の払込みが認められる金融商品取引業者の範囲

第一種金融商品取引業を行う者

特例①：第一種少額電子募集取扱業者

〈新設〉特例②：非上場有価証券特例仲介等業者

※公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め
る日（令和７年５月21日まで）に施行

1. プロ投資家（※１）を対象とした非上場有価証券の仲介業務に特化した業者である

2. 現行、労基則において賃金の払込みが認められていない「第一種少額電子募集取扱業者」（※２）と同様、通常の第一種金融商品取

引業を行う者に課される要件のうち、自己資本規制比率等が緩和（通常の第一種金融商品取引業を行う者には120％以上を保つことが課されてい

るが、非上場有価証券特例仲介等業者は免除）されている

3. 非上場有価証券特例仲介等業者への金銭の預託は、預託から１週間以内に行う非上場有価証券の売買による取引の決済のために必

要なものに限られる

非上場有価証券特例仲介等業者について

（※１）有価証券の残高が10億円以上であり、かつ、口座開設後１年以上経過している個人など
（※２）第一種少額電子募集取扱業者とは、非上場株式の募集又は私募の取扱いにより、インターネットを通じて、多くの人から少額ずつ資金を集める仕組み（いわ
ゆる株式投資型クラウドファンディング業務）のみを行う者として登録を受けた金融商品取引業者のこと。
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金融庁HP掲載の資料より抜粋 ※令和６年５月22日公布 令和６年法律第32号
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①介護（補償）等給付・介護料の最低保障額の改定について

＜改正の趣旨＞

〇 労働者災害補償保険法に基づく介護（補償）等給付については、業務上の事由、二以上の事業の業
務を要因とする事由又は通勤による負傷等により一定の障害を負って介護を要する状態となった労働
者に対して、介護に要した費用を介護（補償）等給付として支給している。給付額には、最高限度額と
最低保障額を設け、最高限度額については特別養護老人ホームの介護職員の平均基本給を参考に、
最低保障額については最低賃金の全国加重平均を参考にして見直すこととしている。

〇 今般、令和６年度に改定された最低賃金の全国加重平均に基づき、介護（補償）等給付の最低保障
額を見直す。

〇 また、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法（炭鉱災害による一酸化炭素中毒症
に関し、一酸化炭素中毒症にかかった労働者に対して特別の措置を講ずるもの）の規定に基づき経過
措置として支給する介護料の最低保障額についても、同様に見直す。 

○ なお、最高限度額については、特別養護老人ホームの介護職員の平均基本給が公表され次第速や
かに改定の要否等を検討する。

【労働者災害補償保険法に基づく介護（補償）等給付】
【炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
に基づく介護料】

※（ ）内は現行額

最低保障額（月額）

常時介護を要する者
85,490円

（81,290円）

随時介護を要する者
42,700円

（40,600円）

最低保障額（月額）

常時監視及び介助を要する者
85,490円

（81,290円）

常時監視を要し、随時介助を要す
る者

64,090円
（60,990円）

常時監視を要するが、通常は介助
を要しない者

42,700円
（40,600円）
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②労災就学援護費の額の改定について

＜改正の趣旨＞

〇 労災就学援護費については、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により死亡し、重度障害を受け、又は長
期療養を要する労働者の子弟の就学状況の実態及び遺族等の要望などを勘案し、学資等の支弁が困難であると認
められる者の学資等の一部を支給し、被災労働者及びその遺族等の援護を図ることを目的とするものである。

 また、労災就労保育援護費は、保育に係る費用の一部を援護することにより、保育を必要とする児童を抱える労災
年金受給権者又はその家族の就労を促進し、被災労働者及びその遺家族等の援護を図ることを目的とするものであ
る。労災就学援護費の額及び労災就労保育援護費の支給額については、子どもの学習費調査及び消費者物価指数
を参考にして見直すこととしている。

〇 今般、子どもの学習費調査（平成30年度及び令和３年度）及び消費者物価指数（令和６年度）に基づき、労災就学
援護費の支給額を見直す。

支給額（月額）

労災就学援護費のうち大学等（通信制を除く） 39,000円（39,000円）

労災就学援護費のうち大学等（通信制） 30,000円（30,000円）

労災就学援護費のうち高等学校等（通信制を除く） 20,000円（20,000円）

労災就学援護費のうち高等学校等（通信制） 17,000円（17,000円）

労災就学援護費のうち中学校等（通信制を除く） 21,000円（21,000円）

労災就学援護費のうち中学校等（通信制） 18,000円（18,000円）

労災就学援護費のうち小学校等 16,000円（15,000円）

労災就労保育援護費 9,000円（9,000円）

労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額

（ ）内は現行額
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新規化学物質の有害性調査について（報告）

・化学物質による労働者の健康障害を防止するため、新規化学物質を製造又は輸入する事業者は、労働者の健康に与える影
響についての調査（有害性調査）を実施し、厚生労働大臣に届け出なければならない。

・厚生労働大臣は、新規届出があった物質について、名称等を公表するとともに、有害性調査結果について学識経験者の意
見を聴き、必要に応じ、届出事業者に対し健康障害防止措置を講ずべきことを勧告することができる。

１ .新規化学物質の有害性の調査について（労働安全衛生法第57条の４）

２ .学識経験者の意見の概要（労働安全衛生規則第34条の17に基づく報告）

「新規化学物質の有害性の調査結果について学識経験者の意見を聴いたときは、その内容」を名称の公表後「一年以内に、
労働政策審議会に報告する」こととされている。

・報告対象は、令和５年12月27日から令和６年９月27日までに名称が公表された新規化学物質  643物質

・学識経験者（参考資料１参照）に意見を求めた結果は、以下のとおり。

①届出事業者に対し、健康障害防止措置の勧告が必要なもの・・・該当なし

②変異原性が認められると判定された物質・・・17物質（参考資料２参照）

③上記②に該当した物質を製造又は取り扱う事業者は、指針（＊）に基づく措置を実施することが妥当

＊「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」（参考資料３参照）

変異原性が認められた化学物質を製造し､又は取り扱う作業に関し、当該物質へのばく露による労働者の健康障害を防止す
るため、事業者が（ア）作業環境管理・作業管理、（イ）作業環境測定、（ウ）労働衛生教育、（エ）危険有害性等の表示
等を講ずるように規定。

※②に該当した17物質については、関係団体及び都道府県労働局長に対し指針に基づく措置に関する周知要請を通知した。
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⚫ 化学物質管理については、物質の多様化や国際的な潮流に従い、化学物質ごとの個別具体的な法令による規制から、事業者等による自律的な管理を

基軸とする規制へ、安衛法体系の抜本的見直しが行われた。（令和４年、令和５年政省令改正・順次施行）

⚫ 新たな化学物質規制として、国が行う化学品の分類（ＪＩＳＺ7252（ＧＨＳ※１に基づく化学品の分類方法）に定める方法による化学物質の危険

性及び有害性の分類）の結果、危険性又は有害性があるものと区分された全ての化学物質を、労働安全衛生法（昭和47 年法律第57 号）第57条第

１項及び第57条の２第１項の規定に基づく化学物質の譲渡・提供時の名称等のラベル表示及びＳＤＳ※２交付等の義務対象物質（以下「ラベル・Ｓ

ＤＳ交付対象物質」という。）とし、令和６年４月以降、順次追加されている。

⚫ ラベル・ＳＤＳ交付対象物質を譲渡・提供する者には、①ラベル表示、②ＳＤＳ交付等をする義務が課されている。また、譲渡・提供を受けたユー

ザー企業等は、ラベル及びSDS等の情報を踏まえ、危険性・有害性等の調査（リスクアセスメント）を行い、その結果に基づいて必要なばく露低減

措置を講ずる義務が課されている。

※１ GHS（The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals）
「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」の略称であり、国際的に推奨されている化学品の危険有害性の分類・表示方法を定めている。

※２ SDS（Safety Data Sheet；安全データシート）
化学物質の成分や人体に及ぼす作用等の危険有害性情報を記載したデータシート。

製造・使用等禁止物質
（石綿等）（８物質）

特別規則対象物質
（約300物質）

国によるGHS分類により
危険性・有害性が確認さ
れた化学物質（リスクア
セスメント対象物）

R6.4.1～ 約1,100物質

R7.4.1～ +約700物質

R8.4.1～ +約800物質

（以降も順次追加等の見直しを行う）

GHS未分類物質

【従前】特定の化学物質に
対する一律の規制が中心

（
令
和
８
年
４
月
１
日
～
）

約
２
，
９
０
０
物
質

【R6.4.1~】危険性・有害性が確認された全
ての物質を対象に、物質や作業場等の状況に
応じた規制に転換
・ラベル表示及びSDS交付等、リスクアセス
メント及びその結果に基づく措置の実施を
を義務化

・リスクアセスメントの結果に基づく措置に
ついては、ばく露を最小限に（特に濃度基
準値がある物質は濃度基準値以下に）する
ための措置を事業者が適切に選択して実施

化学物質規制の制度概要

改正の前提
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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案の概要

196



ラベル・ＳＤＳ交付対象物質は、労働安全衛生法施行令（昭和47 年政令第318 号。以下「令」という。）第

18条及び第18条の２において、国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと令和２年度まで

に区分された物のうち、令第18条第２号イからハまで及び第18条の２第２号イからハまでに掲げる物以外のも

ので厚生労働省令で定める旨を規定しているが、今般、化学物質の危険性及び有害性に係る新たな知見（※）を

もとに令和５年度までに国が行った化学品の分類の結果を踏まえて、ラベル・ＳＤＳ交付対象物質の範囲を変更

するものである。

※ 国が行う化学品の分類については、毎年度実施している。

１．改正の趣旨

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案の概要①

令和3年度

国が行うGHS分類

令和4年度

ラベル・SDS交付
対象物質への追加 1654

物質

※法令で規定した場合
に想定される物質数

令和5年度 令和6年度 令和7年度

R4.2.24改正政令公布
234物質はR6.4.1施行 R5.8.30改正政令公布

R5.9.29改正省令公布
641物質はR7.4.1施行
779物質はR8.4.1施行

本改正令にて追加
R9.4.1施行予定

R7年度改正予定

・・・

・・・

令和8年
度以降

令和２年度までに新たに国が行う化学品の分類
の結果、危険性又は有害性が確認された物質

※法令ベース

155物質

50~
100物質

50~
100物質

50~
100物質

令和３年度から令和５年度までに
新たに国が行う化学品の分類の結果、
危険性又は有害性が確認された物質

155物質

注：既にラベル・SDS交付対象物質となっているものうち、
       危険性又は有害性がないと再分類された物質を削除

※他２物質削除(注)
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ラベル・ＳＤＳ交付対象物質の範囲変更

令第18条第２号において、「国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと令和３年３月31

日までに区分された物」と規定しているものを「国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと

令和６年３月31日までに区分された物」とし、ラベル・ＳＤＳ交付対象物質の範囲を変更する。

なお、具体的な物質名は厚生労働省令で定めると規定されており、労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第

32号。以下「則」という。）第30条及び第34条の２では、厚生労働省令で定める物は、「別表第二の物の欄に

掲げる物」と規定されている。

２．改正の概要

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案の概要②

（１）公布日：令和７年２月下旬（予定）

（２）施行日：令和９年４月１日

３．公布日等

新たにラベル・ＳＤＳ交付対象物質に追加される物質のうち、この政令の施行の日において現に存するものにつ

いては、ラベル・ＳＤＳ交付対象物質に追加後１年間はラベル表示に係る法第57条第１項の規定を適用しない。

４．経過措置
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「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」の概要
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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（以下「改正令」という。）のとおり、ラベル・ＳＤＳ交付対象物

質の範囲について、「国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと「令和３年３月31日」に区分

されたもの」から、「令和６年３月31日に区分されたもの」に改正される場合には、当該時点までに国が行った化

学品の分類の結果を踏まえ、具体的にラベル・ＳＤＳ交付対象物質が具体的に列挙されている則別表第２について、

個々の物質名の追加・削除等、所要の改正を行う。

１．改正の趣旨

（１）改正令の施行に伴い、ラベル・ＳＤＳ交付対象物質に追加される物質について、則別表第２に追加する。

（追加対象物質は別表１のとおり）。

（２）改正令の施行に伴い、ラベル・ＳＤＳ交付対象物質から除外される物質について、則別表第２より削除する。

（削除対象物質は別表２のとおり）。

（３）その他所要の改正を行う。

２．改正の概要

労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要

（１）公布日：改正令の公布の日

（２）施行日：令和９年４月１日

３．公布日等
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エックス線装置構造規格の改正について（概要）

• 今般の改正は、歯科診療用のエックス線装置の構造規格に係るもの。

• 一定以上の出力のエックス線装置は、放射線による健康障害の危険があるため、厚生労働大臣が定める規格また

は安全装置を具備しなければ、譲渡・貸与・設置してはならないこととされており、装置から漏れるエックス線

によって労働者が被ばくしないように防護する観点から、エックス線装置構造規格（昭和47年労働省告示第149

号）が定められている。

• このうち、歯科診療用を含む医療用のエックス線装置については、IEC（International Electrotechnical 

Commission：国際電気標準会議）が作成する医療用エックス線装置の国際規格に準拠する形で、エックス線装置

構造規格に定めを置いているところ。

• 歯科診療用のエックス線装置について、今までになかった新しいタイプとして、手持ち式（ハンドヘルド式）の

エックス線装置が使用されるようになり、操作する労働者により近い場所からエックス線を発生させるなどの作

業の特性を踏まえて、装置から漏れるエックス線の遮へいに関する要件について、従来の基準とは異なる基準を

設ける改正がIECにおいてなされた。

• そのIECの改正を国内法令に反映し、以て歯科医療関係者を被ばくから守るため、今般、エックス線装置構造規格

を改正するもの。

• なお、歯科診療用のエックス線装置については、医療機器として、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律（以下「薬機法」。昭和35年法律第145号）に定める基準の適用を受けるため、薬機法

に定める医療用エックス線装置基準（平成13年厚生労働省告示第75号）について、薬事・食品衛生審議会（現薬

事審議会）、放射線審議会において審議の上、改正されている。今回の改正は、同様の内容をエックス線装置構

造規格においても規定するものであり、本告示の適用期日は、改正医療用エックス線装置基準の適用日と同日で

ある。

１．改正の趣旨
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エックス線装置構造規格の改正について（概要）

• 手持ち式の歯科診療用のエックス線装置の遮へいに係る要件について、「装置表面において空気カーマ率0.05 ミ

リグレイ毎時以下」を要求するもの。

（１）告 示 日：令和７年２月中旬（予定）

（２）適用期日：令和７年４月１日

３．告示日等

※左図はPublic Health England

「Guidance on the Safe Use of Hand-

held Dental X-ray Equipment」より、英

国政府の「Open Government Licence 

v3.0.」に則り引用

手持ち式の歯科診療用のエックス線装置（イメージ）

２．改正の概要
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労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要

多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、職場の
メンタルヘルス対策の推進、化学物質による健康障害防止対策等の推進、機械等による労働災害の防止の促進等、高年齢労働者の労働災害
防止の推進等の措置を講ずる。

１．個人事業者等に対する安全衛生対策の推進【労働安全衛生法】

既存の労働災害防止対策に個人事業者等も取り込み、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、
① 注文者等が講ずべき措置（個人事業者等を含む作業従事者の混在作業による災害防止対策の強化など）を定め、併せてILO第155号条
約（職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約）の履行に必要な整備を行う。

② 個人事業者等自身が講ずべき措置（安全衛生教育の受講等）や業務上災害の報告制度等を定める。

２．職場のメンタルヘルス対策の推進【労働安全衛生法】

○ ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。
その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する。

３．化学物質による健康障害防止対策等の推進【労働安全衛生法、作業環境測定法】

① 化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける。
② 化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認める。
なお、代替を認める対象は成分名に限ることとし、人体に及ぼす作用や応急の措置等は対象としない。

③ 個人ばく露測定について、作業環境測定の一つとして位置付け、作業環境測定士等による適切な実施の担保を図る。

４．機械等による労働災害の防止の促進等【労働安全衛生法】

① ボイラー、クレーン等に係る製造許可の一部（設計審査）や製造時等検査について、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大する。
② 登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や欠格要件を強化し、検査基準への遵守義務を課す。

５．高齢者の労働災害防止の推進【労働安全衛生法】

○ 高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を事業者の努力義務とし、国が当該措置に関する指針を公表することとする。 等

令和８年４月１日（ただし、１①の一部は公布日、４②は令和８年１月１日、３③は令和８年10月１日、１②の一部は令和９年１月１日、
１①及び②の一部は令和９年４月１日、２は公布後３年以内に政令で定める日、３①は公布後５年以内に政令で定める日）

改正の趣旨

施行期日

改正の概要

このほか、平成26年改正法において改正を行った労働安全衛生法第53条について、規定の修正を行う。
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施行期日

公布の日から起算して１年６月以内で政令で定める日（ただし、１③及び２②から④までは公布日、２①及び⑥並びに３は令和８年４月１日）

１．ハラスメント対策の強化【労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法】

① カスタマーハラスメント（※）を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマー
ハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化する。
※ 職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が
従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境を害すること

② 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、
求職者等に対するセクシュアルハラスメントに起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務を明確化する。

③ 職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて国民の規範意識を醸成するために、啓発活動を行う国の責務を定める。

２．女性活躍の推進【女性活躍推進法】

① 男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表を、常時雇用する労働者の数が101人以上の一般事業主及び特定事業主に義務付ける。
② 女性活躍推進法の有効期限（令和８年３月31日まで）を令和18年３月31日まで、10年間延長する。
③ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の健康課題に係る取組が重要である旨を、基本原則において明確化する。
④ 政府が策定する女性活躍の推進に関する基本方針の記載事項の一つに、ハラスメント対策を位置付ける。
⑤ 女性活躍の推進に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度（プラチナえるぼし）の認定要件に、求職者等に対するセク
シュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加する。

⑥ 特定事業主の取組の実効性を高めるための所要の改正を行う。

３．治療と仕事の両立支援の推進【労働施策総合推進法】

○ 事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、当該措置の適切・有効
な実施を図るための指針の根拠規定を整備する。

等

改正の概要

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び
職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要

改正の趣旨

多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の
推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を講ずる。
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要

熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に
応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重
篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務付ける。

１ 改正の趣旨

○ 以下１、２の事項を事業者に義務付けること。

１ 熱中症を生ずるおそれのある作業（※）を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」

がその旨を報告するための体制（連絡先や担当者）を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して
周知すること

２ 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじ
め定め、関係作業者に対して周知すること

※ WBGT（湿球黒球温度）28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して１時間以上又は１日当たり４時間を
超えて行われることが見込まれるもの

２ 改正の概要

（１）公布日 令和７年４月上旬（予定） （２）施行日 令和７年６月１日

３ 公布日等
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安心して働くことのできる環境整備 

関連する 2025年までの目標 

１ 年次有給休暇取得率 70％ 

２ 週労働時間 40時間以上の雇用者のうち、週労働時間 60時間以上の雇用者

の割合 ５％ 

項目 2021年度 

実績 

2022年度 

実績 

2023年度 

実績 

上 記 １ 

※１ 

 

58.3％ 

※３ 

62.1％ 

※４ 

65.3％ 

※５ 

上 記 ２ 

※２ 

8.8％ 

※３ 

8.9％ 

※４ 

 8.4％ 

※５ 

（備考） 

※１ 【厚生労働省「就労条件総合調査」】常用労働者数が 30 人以上の民営企

業における、全取得日数／全付与日数（繰越日数を含まない） 

※２ 【総務省「労働力調査」】非農林業雇用者（休業者を除く）のうち、週間

就業時間（年平均結果）が 40 時間以上の者に占める週間就業時間（年平

均結果）が 60時間以上の者の割合 

※３ 2021年調査（目標・実績は暦年設定） 

※４ 2022年調査（目標・実績は暦年設定） 

※５ 2023年調査（目標・実績は暦年設定） 

 

施策実施状況 

（2023年度に実施している主な取組） 

１ 年次有給休暇取得率   

２ 週労働時間 40時間以上の雇用者のうち、週労働時間 60時間以上の雇用者

の割合 

 

〇働き方改革関連法の周知 

中小企業を中心とした全事業場に時間外労働の上限規制の導入や年５日の

年次有給休暇の確実な取得を盛り込んだ働き方改革関連法の内容を理解して

いただくため、都道府県労働局、労働基準監督署、公共職業安定所はもとより、

地方公共団体、中小企業者団体、労働者団体等を構成員とする地域の実情に即

した働き方改革を進めるための協議会等を通じて同内容が浸透するよう取り

組んだ。 

また、47都道府県に設置した「働き方改革推進支援センター」において、全
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ての労働基準監督署に設置した「労働時間相談・支援班」とも連携し、現場の

生の声を聴いて収集した働き方改革の好事例の紹介等を盛り込んだセミナー

の開催等を通じて周知を図った。 

 

〇働き方改革に関する相談・支援 

（１）働き方改革推進支援センター 

時間外労働の上限規制への対応をはじめとした、職場での働き方改革を

実行するための労務管理に関する技術的な相談・支援を行うため、47 都道

府県に設置した「働き方改革推進支援センター」が、関係機関と連携を図り

つつ、労務管理等の専門家による相談対応等を実施した。 

 

（２）働き方・休み方改善コンサルタント 

都道府県労働局に配置されている「働き方・休み方改善コンサルタント」

による「労働時間等見直しガイドライン」の周知、年次有給休暇の取得促進

や長時間労働の是正に向けた個別の相談対応や助言・指導を実施した。 

 

（３）働き方改革推進支援助成金 

時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、生産性を高めながら労

働時間の削減に取り組む中小企業や傘下企業を支援する事業主団体に対す

る助成を実施した。 

 

（４）「しわ寄せ」防止総合対策 

大企業の働き方改革による「しわ寄せ」が下請等中小事業者にいくこと

がないよう、中小企業庁・公正取引委員会と連携し、関係法令等の周知徹底

や「しわ寄せ」相談情報の地方経済産業局との共有、業所管庁への要請文の

発出及び経営トップ等に対する要請等を行った。 

 

○長時間労働の是正に向けた監督指導 

 長時間労働の是正及び過重労働による健康障害を防止するため、時間外・休

日労働時間数が１か月当たり 80 時間を超えていると考えられる事業場、長時

間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等に

対する監督指導を実施した。 

 

〇年次有給休暇の取得促進に向けた取組 

10月の「年次有給休暇取得促進期間」に加え、年次有給休暇を取得しやすい

時季（夏季、年末年始及びゴールデンウィーク）に集中的な広報を行うととも

に、地域の特性を活かした計画的な年次有給休暇の取得を企業、自治体等に働
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きかけた。 

また、子育て、介護、治療等様々な事情に応じて柔軟に休暇を取得できるよ

う、時間単位の年次有給休暇制度について、労働時間等設定改善指針の周知や

リーフレットによる広報、導入事例の展開等を通じて導入促進を図った。 

 

2023年度施策実施状況に係る分析 

① 年次有給休暇取得率 

「就労条件総合調査」では、2023年の年次有給休暇の取得率は 65.3％と、

1984年（55.6％）以降最高となった。これは目標である 70％とは依然として

乖離があるものの、取得率は９年連続で増加しており、また企業規模別の取

得率をみると、いずれの区分においても前年比増となった。 

「令和５年度『仕事と生活の調和』の実現及び特別な休暇制度の普及促進

に関する意識調査（労働者調査）（2023年）」によると、39.4％の労働者が年

次有給休暇の取得にためらいを感じていると回答しており、ためらいを感じ

ると回答した労働者の割合は、2021（令和３）年度の同調査においては

45.5％、2022（令和４）年度の同調査においては 41.4％と年々減少してきて

いる。他方、取得にためらいを感じる理由として「周囲に迷惑がかかると感

じる」、「後で多忙になる」等が挙げられている。また、年次有給休暇を 80％

以上取得する意向がなかった理由は、「病気や怪我に備えておきたいから」と

回答した労働者の割合は 2023（令和５）年度の同調査においては、41.1％と

もっとも割合が高くなっており、年次有給休暇の取得率向上のためには、引

き続き年次有給休暇を取得しやすい職場の環境づくりが必要である。 

また、前述の企業規模別の年次有給休暇取得率は、企業規模が小さいほど

取得率が低くなる傾向があることから、引き続き、中小企業に対する支援が

必要である。 

 

② 週労働時間 40時間以上の雇用者のうち、週労働時間 60時間以上の雇用者

の割合 

2023 年における、「週労働時間 40 時間以上の雇用者のうち、週労働時間

60時間以上の雇用者の割合」は、前年（8.9％）と比べて 0.5ポイント減の

8.4％となった。 

長期的には緩やかに減少傾向であるものの、依然として目標の５％には乖

離があることから、労働時間の削減に向けて、働き方改革の取組が推進され

るよう、今後とも、労働時間相談・支援班や働き方改革推進支援センターで

の相談対応、労働基準法等の内容に関する周知・啓発等を丁寧に行うととも

に、長時間労働が疑われる事業場等に対する監督指導を適切に実施していく

ことが必要である。 
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加えて、労働時間が長い業種に特化した対応が必要である。 

 

 

施策の達成状況を踏まえた評価及び今後の方針 

① 年次有給休暇取得率 

② 週労働時間 40 時間以上の雇用者のうち、週労働時間 60 時間以上の雇用者

の割合 

 

①の「年次有給休暇取得率」については、依然として、2025年までの目標で

ある 70％とは乖離があるものの、着実に増加している状況であり、目標の達

成に向けて、引き続き、企業における働き方・休み方の見直しに向けた自主的

な取組を促進するため、集中的な広報を実施する。また、地域の休暇取得促進

の機運を醸成するとともに、地方公共団体の自主的な取組を促進するため、地

域の好事例を地方公共団体に情報提供すること等により、その水平展開を図る

ことで、労働者がためらいを感じることなく年次有給休暇を取得できる環境の

整備に努めていく。 

さらに、病気や怪我に備えた取得控えを抑制するため、①事例の収集と事例

集の作成、配布、②導入する場合の就業規則の規定例を記載したリーフレット

の作成、配布、③導入の意義や必要性等についての導入企業へのインタビュー

動画の作成、④これらコンテンツの働き方・休み方改善ポータルサイトにおけ

る周知等により、病気休暇制度等の特別休暇制度の普及促進を図ることを通じ

て、今後とも、年次有給休暇の取得促進に努めてまいりたい。 

②の「週労働時間 40時間以上の雇用者のうち、週労働時間 60時間以上の雇

用者の割合」についても、目標である５％とは乖離があるものの、４年連続で

10％を下回っており、長期的には減少傾向である。 

時間外労働の上限規制について、2024 年４月１日から建設の事業、自動者

運転の業務等にも適用が開始されたところ、これら業種については、長時間労

働の背景に、短い工期での発注や荷物の積み下ろしの際の長時間の待機など取

引慣行上の課題があるが、緩やかではあるものの、「週労働時間 40時間以上の

雇用者のうち、週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合」は減少傾向にある。

厚生労働省においては取引関係者や国民全体に向けて、国土交通省とも連携し

ながら、働き方改革の重要性や業界が抱える課題について周知広報を行い、適

正な工期の設定や荷待ち時間、再配達の削減への協力を求めるとともに、特に

トラックドライバーに関しては、長時間の恒常的な荷待ち時間を発生させない

こと等に係る労働基準監督署による荷主要請、国土交通省のトラック・物流Ｇ

メンへの協力等の取組を行っている。 

また、医業に従事する医師に関しては、他の職種との業務分担（タスクシフ
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ト／タスクシェア）等医療機関の勤務環境改善に向けた取組を支援するため、

「医療勤務環境改善支援センター」による相談対応、助言等の事業を実施して

いる。 

さらに、令和６年度においては、働き方改革推進支援助成金において、建設

業、自動車運転の業務、医業に従事する医師などについて、労働時間の削減等

に向けた環境整備に取り組む中小企業を支援するためのコースを設置し、助成

金の支給を行った。 

こうした取組を令和７年度も引き続き実施することで、更なる長時間労働の

削減を図ることとしている。 

加えて、これらの業種以外においても①及び②の実績が低調なものが認めら

れることから、目標の達成に向けて、令和７年度から働き方改革推進支援助成

金において、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」（令和６年８月２日

閣議決定）で長時間労働が指摘されている情報通信業、宿泊業を、「業種別課

題対応コース」の新たな対象として追加することを予定している。 

また、働き方改革推進支援センター事業においても、同業種への対応を強化す

るべく、時間外労働の削減等に向けたセミナーを全国各地で行うことを予定し

ている。 

 

①、②について、引き続き、中小企業を中心とした全業種横断的に、労働時

間相談・支援班や働き方改革推進支援センター等での丁寧な相談対応や、各種

支援制度の周知を実施するとともに、各業種における年次有給休暇取得促進や

労働時間削減に向けた取組の好事例を情報発信していくこと等により、企業に

おける働き方・休み方の見直しに向けた自主的な取組を促進していく。 

さらに、企業における働き方・休み方の見直しに向けた取組を促進するため

には、労使のみならず、国民に対しても年次有給休暇の取得、長時間労働の削

減のための対策等の重要性を理解いただく必要があることから、10 月の「年

次有給休暇取得促進期間」や 11 月の「過労死等防止啓発月間」等の機会を通

じて周知・啓発に努める。 
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援
対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱（職業安定

法施行令の一部改正関係）等 

 
１．制度の概要 
○ 職業安定法（昭和 22年法律第 141号）第５条の６第１項において、職業紹介事業者等に対し、求人

の全件受理の義務を課しているところ、同項第３号において、政令で定める労働に関連する法律の規

定に違反し、公表等の措置が講じられた者からの求人の申込みについては受理しないことができるこ

とが規定されている。 

○ 違反した場合に求人不受理にできる対象条項は職業安定法施行令（昭和 28 年政令第 242 号。以下

「安定令」という。）、対象となるケースは職業安定法施行規則（昭和 22 年労働省令第 12 号）におい

て規定している。 

＜求人不受理の対象となる主な場合＞ 

・労働基準法（昭和 22年法律第 49号） 

・最低賃金法（昭和 34年法律第 137号） 

⇒過去１年間に２回以上、同一条項違反で是正指導を受けた場合：是正後６か月経過まで不受理 

  送検・公表された場合：送検後概ね１年経過まで不受理 

・職業安定法 

・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47年法律第 113号） 

・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76号。

以下「育介法」という。） 

⇒法違反の是正を求める勧告等に従わずに公表された場合：是正後６か月経過まで不受理 

 

２．改正内容 
○ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策

推進法の一部を改正する法律（令和６年法律第 42号。以下「改正法」という。）の施行に伴い、育介

法に以下の改正が行われることから、安定令について、これらの規定に違反し、是正を求める勧告に

従わずに公表された場合についても求人不受理とすることができる対象（※）に追加する。 

資料１－１ 別紙１ 

① 労働者が家族の介護の必要性に直面した旨を事業主に対して申し出たことを理由とした不利益

取扱いの禁止 

資料１－１ 別紙２ 

② 労働者から確認された就業に関する条件に係る意向の内容を理由とした不利益取扱いの禁止 

③ 柔軟な働き方を実現するための措置（３歳から小学校就学までの子を養育する労働者に対する

始業時刻等の変更等の措置）の実施義務 

④ 事業主が講じた柔軟な働き方を実現するための措置に係る申出をしたこと等を理由とした不利

益取扱いの禁止 

（※現時点で求人不受理の対象条項となっている規定） 

育介法に規定されている全ての休業・休暇制度等の申出等があった場合に、事業主は拒むことができない旨を定める規定 

・育児休業、出生時育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇並びに育児及び介護の所定外労働、時間外労働及び深夜業

の制限。 

育介法に規定されている全ての休業・休暇制度等をしたこと等を理由とした不利益取扱いの禁止を定める規定 

・育児休業、出生時育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇並びに育児及び介護の所定外労働、時間外労働及び深夜業

の制限、妊娠又は出産等の申出、所定労働時間の短縮措置等、職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関す

る相談等。 

育介法第９章に規定する事業主が講ずべき措置等のうち、その措置を義務付ける全ての規定 

・所定労働時間の短縮措置等、職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等、労働者の

配置に関する配慮。 
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３．施行期日等 

 公布日 ：①：令和７年１月中旬（予定） 

②、③、④：令和７年４月中旬（予定） 

施行期日：①：令和７年４月１日 

②、③、④：令和７年 10月１日 
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職業安定分科会（第 211 回） 
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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱 

第
一 
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正 

一 

一
般
被
保
険
者
の
教
育
訓
練
休
暇
開
始
時
の
賃
金
の
届
出 

１ 

事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
一
般
被
保
険
者
が
三
の
教
育
訓
練
休
暇
を
開
始
し
た
と
き
は
、
雇
用
保
険
法
第
七
条
の

規
定
に
よ
り
、
当
該
教
育
訓
練
休
暇
（
二
回
以
上
の
教
育
訓
練
休
暇
を
取
得
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
初
回
の
教
育
訓

練
休
暇
）
の
開
始
日
（
以
下
「
休
暇
開
始
日
」
と
い
う
。
）
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
に
、
雇
用
保
険
被
保
険

者
教
育
訓
練
休
暇
開
始
時
賃
金
月
額
証
明
書
に
雇
用
契
約
書
、
賃
金
台
帳
そ
の
他
の
休
暇
開
始
日
及
び
そ
の
日
前
の
賃

金
の
額
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
並
び
に
就
業
規
則
そ
の
他
の
当
該
事
業
主
が
教
育
訓
練
休
暇
制
度
を
設
け
て

い
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
て
そ
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

２ 

事
業
主
は
、
１
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
省
職
業
安
定
局
長
（
以
下
「
職
業
安
定
局
長
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
１
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

３ 

公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
１
に
よ
り
雇
用
保
険
被
保
険
者
教
育
訓
練
休
暇
開
始
時
賃
金
月
額
証
明
書
の
提
出
を
受
け
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た
と
き
は
、
当
該
証
明
書
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
雇
用
保
険
被
保
険
者
教
育
訓
練
休
暇
開
始
時
賃
金
月
額
証
明
票
を
当

該
一
般
被
保
険
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

二 

未
支
給
失
業
等
給
付
の
請
求
手
続 

教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
に
係
る
未
支
給
失
業
等
給
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
未
支
給
失
業
等
給
付
請
求
書
に
教

育
訓
練
休
暇
給
付
金
受
給
資
格
決
定
通
知
そ
の
他
の
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
教
育
訓
練
給
付
金
の
支

給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
死
亡
の
当
時
の
住
所
又
は
居
所
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

三 

教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
の
対
象
と
な
る
休
暇 

１ 

教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
は
、
一
般
被
保
険
者
が
、
労
働
協
約
、
就
業
規
則
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
制
度
に
基
づ
き
、
自
発
的
に
教
育
訓
練
休
暇
（
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
で
あ
っ
て
、
当

該
休
暇
の
期
間
が
三
十
日
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
２
の
㈠
か
ら
㈢
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
受
け
る
も
の
と
し
て
、
事
業

主
の
承
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
、
当
該
休
暇
の
期
間
内
の
自
己
の
労
働
そ
の

他
の
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
理
由
（
以
下
「
自
己
の
労
働
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
収
入
を
得
て
い
な
い
日
に
つ
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い
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

２ 

教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
の
支
給
対
象
と
な
る
教
育
訓
練
は
、
次
に
掲
げ
る
訓
練
と
す
る
こ
と
。 

㈠  
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
が
行
う
教
育
訓
練 

㈡  

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
第
百
一
条
の
二
の
二
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
指
定
教
育
訓
練
実
施
者
が
行
う
教
育
訓

練 

㈢  

㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
と
し
て
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
も
の 

四 

教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
の
受
給
資
格
の
決
定 

１ 

教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
本
人
確
認
書
類
、
休
暇
開
始
日
前
に
教
育
訓
練
休
暇
を

取
得
す
る
こ
と
に
つ
い
て
事
業
主
の
承
認
を
受
け
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
及
び
雇
用
保
険
被
保
険
者

教
育
訓
練
休
暇
開
始
時
賃
金
月
額
証
明
票
を
添
え
て
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
支
給
申
請
書
を
そ
の
者
の
住
所
又
は
居
所

を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
（
以
下
「
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
」
と
い
う
。
）
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。 

２ 

管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
は
、
１
に
よ
り
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
支
給
申
請
書
を
提
出
し
た
者
が
、
教
育
訓
練
休
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暇
給
付
金
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
者
が
教
育
訓
練
休
暇
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

の
認
定
を
受
け
る
べ
き
日
（
以
下
「
教
育
訓
練
休
暇
取
得
認
定
日
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
そ
の
者
に
知
ら
せ
る
と
と

も
に
、
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
受
給
資
格
決
定
通
知
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
上
、
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。 

五 

教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
の
支
給
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出 

 
 

 

雇
用
保
険
法
第
六
十
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
支
給
対
象
者
（
以
下
「
教
育
訓
練
休
暇
給
付

金
支
給
対
象
者
」
と
い
う
。
）
は
、
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
支
給
申
請
書
そ
の
他
四
の
１
に
規
定
す
る
書
類
の
記
載
事
項

に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
変
更
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
及
び
変
更
内
容
に
つ
い
て
事
業

主
の
承
認
を
受
け
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

六 

受
給
期
間
内
に
再
び
教
育
訓
練
休
暇
を
取
得
し
た
場
合
の
受
給
手
続 

１ 

教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
支
給
対
象
者
は
、
休
暇
開
始
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
の
期
間
（
休
暇
開
始
日
か
ら
起
算
し
て

一
年
の
期
間
内
に
、
妊
娠
、
出
産
、
育
児
そ
の
他
八
の
１
又
は
２
に
掲
げ
る
理
由
に
よ
り
引
き
続
き
三
十
日
以
上
教
育
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訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
一
般
被
保
険
者
（
以
下
「
受
給
期
間
延
長
特
例
対
象
者
」
と
い
う
。
）
が
、
九
に
よ

り
そ
の
旨
を
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
申
し
出
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
理
由
に
よ
り
教
育
訓
練
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
日
数
を
一
年
に
加
算
し
た
期
間
（
そ
の
期
間
が
四
年
を
超
え
る
と
き
は
、
四
年
間
）
。
以
下
「
受
給
期

間
」
と
い
う
。
）
内
に
教
育
訓
練
休
暇
を
終
了
し
た
と
き
は
、
当
該
受
給
期
間
内
に
再
び
教
育
訓
練
休
暇
を
開
始
し
、

当
該
受
給
期
間
に
係
る
受
給
資
格
に
基
づ
き
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
場
合
の
た
め
に
、
教
育
訓
練
休

暇
給
付
金
受
給
資
格
決
定
通
知
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

２ 

教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
支
給
対
象
者
は
、
受
給
期
間
内
に
教
育
訓
練
休
暇
を
終
了
し
、
当
該
受
給
期
間
内
に
再
び
教

育
訓
練
休
暇
を
開
始
し
、
当
該
受
給
期
間
に
係
る
受
給
資
格
に
基
づ
き
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
そ
の
保
管
す
る
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
受
給
資
格
決
定
通
知
を
添
え
て
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
支
給
申

請
書
を
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
管
轄

公
共
職
業
安
定
所
の
長
は
、
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て

新
た
に
教
育
訓
練
休
暇
取
得
認
定
日
を
定
め
、
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
受
給
資
格
決
定
通
知
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し

た
上
、
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 
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七 

教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
の
支
給
に
係
る
み
な
し
被
保
険
者
期
間
の
計
算
の
特
例
の
対
象
と
な
る
理
由 

教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
の
支
給
に
係
る
み
な
し
被
保
険
者
期
間
の
計
算
に
当
た
っ
て
、
休
暇
開
始
日
前
二
年
間
に
一
定

期
間
を
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
理
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。 

１ 

事
業
所
の
休
業 

２ 

出
産 

３ 

事
業
主
の
命
に
よ
る
外
国
に
お
け
る
勤
務 

４ 

国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
該
当
す
る
交
流
採
用 

５ 

１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
理
由
に
準
ず
る
理
由
で
あ
っ
て
、
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め

る
も
の 

八 

受
給
期
間
延
長
の
特
例
の
対
象
と
な
る
理
由 

受
給
期
間
延
長
に
当
た
っ
て
、
休
暇
開
始
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
の
期
間
内
に
引
き
続
き
三
十
日
以
上
教
育
訓
練
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。 

１ 

疾
病
又
は
負
傷 
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２ 

１
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
も
の 

九 
受
給
期
間
延
長
の
申
出 

１ 
受
給
期
間
延
長
の
申
出
は
、
医
師
の
証
明
書
そ
の
他
の
妊
娠
、
出
産
、
育
児
そ
の
他
八
の
１
又
は
２
に
掲
げ
る
理
由

に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
そ
の
他
の
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
書
類
を
添
え
て
教
育
訓
練
休

暇
給
付
金
受
給
期
間
延
長
申
請
書
を
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
こ

と
。 

 

２ 

１
の
申
出
は
、
当
該
申
出
に
係
る
者
が
受
給
期
間
延
長
特
例
対
象
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
、
当
該

者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
の
直
前
の
休
暇
開
始
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
（
受
給
期

間
延
長
に
よ
り
加
算
さ
れ
た
期
間
が
四
年
に
満
た
な
い
場
合
は
、
当
該
受
給
期
間
の
最
後
の
日
ま
で
の
間
）
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
天
災
そ
の
他
申
出
を
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由

が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

３ 

２
の
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る
１
の
申
出
は
、
当
該
理
由
が
や
ん
だ
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
以
内
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 
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４ 

２
の
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る
１
の
申
出
は
、
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
受
給
期
間
延
長
申
請
書
に
天
災
そ
の
他
の

申
出
を
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

５ 

管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
は
、
１
の
申
出
を
し
た
者
が
受
給
期
間
延
長
特
例
対
象
者
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き

は
、
そ
の
者
に
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
受
給
期
間
延
長
通
知
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
は
、
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
受
給
資
格
決
定
通
知
に
必
要
な
事
項
を

記
載
し
た
上
、
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

６ 

５
に
よ
り
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
受
給
期
間
延
長
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
に
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
交
付
を
受
け
た
当
該
通
知
書

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
は
、
提
出
を

受
け
た
書
類
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
上
、
返
付
（
㈡
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
者
が
教
育
訓
練
休
暇
給
付

金
受
給
資
格
決
定
通
知
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
受
給
期
間
延
長
通
知
書
に
必
要
な
事
項
を

記
載
し
た
上
、
返
付
す
る
と
と
も
に
、
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
受
給
資
格
決
定
通
知
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
上
、
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交
付
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と 

㈠ 

そ
の
者
が
提
出
し
た
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
受
給
期
間
延
長
申
請
書
の
記
載
内
容
に
重
大
な
変
更
が
あ
っ
た
場
合 

㈡ 
妊
娠
、
出
産
、
育
児
そ
の
他
八
の
１
又
は
２
に
掲
げ
る
理
由
が
や
ん
だ
場
合 

十 

教
育
訓
練
休
暇
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定 

１ 

教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
支
給
対
象
者
は
、
教
育
訓
練
休
暇
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
が
定
め
る
教
育
訓
練
休
暇
取
得
認
定
日
に
、
そ
の
氏
名
、
被
保
険
者
番

号
、
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
教
育
訓
練
休
暇
の
初
日
及
び
末
日
、
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
教
育
訓
練
期
間
中
に
利

用
し
て
い
る
教
育
訓
練
施
設
の
名
称
及
び
講
座
名
そ
の
他
の
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
（
以

下
「
教
育
訓
練
休
暇
取
得
認
定
申
告
書
」
と
い
う
。
）
に
教
育
訓
練
休
暇
の
取
得
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を

添
え
て
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理

由
に
よ
り
当
該
教
育
訓
練
休
暇
取
得
認
定
日
に
提
出
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
当
該
教
育
訓
練
休
暇
取
得
認
定

日
か
ら
七
日
以
内
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

２ 

教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
支
給
対
象
者
は
、
教
育
訓
練
休
暇
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定
を
受
け
た
期
間
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中
に
自
己
の
労
働
等
に
よ
っ
て
収
入
を
得
る
に
至
っ
た
日
の
後
に
お
け
る
最
初
の
教
育
訓
練
休
暇
取
得
認
定
日
に
、
教

育
訓
練
休
暇
取
得
認
定
申
告
書
に
よ
り
、
収
入
の
あ
っ
た
日
数
そ
の
他
の
事
項
を
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

３ 

管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
は
、
２
の
届
出
を
し
な
い
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
支
給
対
象
者
に
つ
い
て
、
自
己
の
労

働
等
に
よ
る
収
入
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
教
育
訓
練

休
暇
取
得
認
定
日
に
お
い
て
教
育
訓
練
休
暇
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定
を
し
た
日
分
の
教
育
訓
練
休
暇

給
付
金
の
支
給
の
決
定
を
次
の
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
を
支
給
す
べ
き
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

こ
と
。 

４ 

管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
は
、
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
支
給
対
象
者
に
対
し
て
教
育
訓
練
休
暇
を
取
得
し
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
の
認
定
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
処
分
に
関
す
る
事
項
を
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
給
付
決
定
通
知
に
記

載
し
た
上
、
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

十
一 

教
育
訓
練
休
暇
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定
の
方
法
等 

１ 

管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
は
、
教
育
訓
練
休
暇
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定
に
当
た
っ
て
は
、
十
の
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１
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
教
育
訓
練
休
暇
取
得
認
定
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
訓
練
内
容
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

２ 

管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
は
、
１
の
認
定
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
支

給
対
象
者
に
対
し
、
本
人
確
認
書
類
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

十
二 

教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
の
支
給
手
続 

 
 

管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
は
、
教
育
訓
練
休
暇
取
得
認
定
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
以
内
に
、
十
一
の
規
定
に

よ
り
行
っ
た
教
育
訓
練
休
暇
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定
に
係
る
日
分
の
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
を
支
給
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

十
三 

特
定
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
受
給
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者 

特
定
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
受
給
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
基
本
手
当
の
特
定
受
給
資
格
者
と
同
じ

も
の
と
す
る
こ
と
。 

十
五 

介
護
休
業
給
付
金
及
び
育
児
休
業
等
給
付
の
支
給
に
係
る
み
な
し
被
保
険
者
期
間
の
計
算
の
特
例
の
対
象
と
な
る

理
由 

介
護
休
業
給
付
金
及
び
育
児
休
業
等
給
付
の
支
給
に
係
る
み
な
し
被
保
険
者
期
間
の
計
算
に
当
た
っ
て
、
当
該
介
護
休
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業
給
付
金
又
は
育
児
休
業
等
給
付
の
支
給
に
係
る
休
業
を
開
始
し
た
日
前
二
年
間
に
一
定
期
間
を
加
算
す
る
こ
と
が
で
き

る
理
由
に
、
教
育
訓
練
休
暇
を
加
え
る
こ
と
。 

十
六 
特
定
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
受
給
者
に
係
る
暫
定
措
置
の
対
象
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者 

 

特
定
理
由
離
職
者
の
う
ち
、
受
給
資
格
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
特
定
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
受
給
者
と
み
な
す
者
と

し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
基
本
手
当
の
特
定
理
由
離
職
者
と
同
じ
も
の
と
す
る
こ
と
。 

十
七 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。 

第
二 

そ
の
他 

そ
の
他
関
係
省
令
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。 

第
三 

施
行
期
日
等 

一 

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

二 

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。 
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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令

案概要 
  

令和７年３月 21 日 

職業安定分科会（第 211 回） 
資料１－２  
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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について（概要） 

 

厚生労働省職業安定局雇用保険課 

１．改正の趣旨 

○ 雇用保険法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 26 号）の一部の施行に伴い、雇

用保険法施行規則（昭和 50年労働省令第３号）等について所要の規定の整備等を行う。 

 

２．改正の概要 

（雇用保険法施行規則関係） 

○ 雇用保険法等の一部を改正する法律第２条の規定の施行に伴い、教育訓練休暇給付金が

創設されることに対応するため、以下に掲げる規定の整備等を行う。 

・ 事業主は、その雇用する一般被保険者が教育訓練休暇を取得した場合に、雇用保険法

（昭和 49年法律第 116号）第７条の規定により、雇用保険被保険者教育訓練休暇開始

時賃金月額証明書を公共職業安定所の長に提出しなければならないものとすること。 

・ 雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書において、教育訓練休暇の対象

となる労働者について、解雇等が予定されていないことを確認することとすること。 

・ 教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、労働協約、就業規則等により設けられた制

度に基づき、自発的に教育訓練休暇を取得した場合に、当該休暇の期間内の自己の労

働その他の職業安定局長が定める理由によって収入を得ていない日について支給する

ものとすること。 

・ 教育訓練休暇は、職業に関する教育訓練を受けるための休暇であって、当該休暇の期

間が 30日以上であり、かつ、①大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校が行う教

育訓練、②教育訓練給付金の支給対象として厚生労働大臣の指定を受けた講座を実施

する施設が行う教育訓練③その他職業に関する教育訓練として職業安定局長が定める

もののいずれかを受けるものとして、事業主の承認を受けたものとすること。 

・ 教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする者は、教育訓練休暇給付金支給申請書を

公共職業安定所の長に提出しなければならないものとすること。この場合において、

公共職業安定所の長は、その者が要件に該当すると認めたときは、その者が教育訓練

休暇を取得していることについての認定（以下「教育訓練休暇取得の認定」という。）

を受けるべき日（以下「教育訓練休暇取得認定日」という。）を定め、教育訓練休暇給

付金受給資格決定通知を交付しなければならないものとすること。 

・ 教育訓練休暇給付金支給対象者は、受給期間内に教育訓練休暇を終了した場合であっ

て、当該受給期間内に再び教育訓練休暇を開始し、当該受給期間に係る受給資格に基

づき教育訓練休暇給付金の支給を受けようとするときは、その保管する教育訓練休暇

給付金受給資格決定通知を添えて教育訓練休暇給付金支給申請書を公共職業安定所の

長に提出しなければならないものとすること。 

・ 教育訓練休暇給付金の支給に係るみなし被保険者期間の計算の特例の対象となる理

由は、①事業所の休業、②出産、③事業主の命による外国における勤務、④国と民間企
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業との間の人事交流に関する法律第２条第４項第２号に該当する交流採用、⑤①から

④までの理由に準ずる理由であって、公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるも

のとすること。 

・ 受給期間延長の特例の対象となる理由は、疾病又は負傷、その他、公共職業安定所の

長がやむを得ないと認めるものとすること。 

・ 教育訓練休暇給付金の支給対象者は、教育訓練休暇取得の認定を受けようとするとき

は、教育訓練休暇取得認定日に、教育訓練休暇取得認定申告書に教育訓練休暇の取得

を証明することができる書類を添えて公共職業安定所の長に提出しなければならない

ものとすること。ただし、やむを得ない理由により当該教育訓練休暇取得認定日に提

出することが困難である場合は、当該教育訓練休暇取得認定日から７日以内に提出す

ることができるものとすること。 

・ 公共職業安定所の長は、教育訓練休暇取得の認定を行った日の翌日から起算して７日

以内に、当該認定に係る日分の教育訓練休暇給付金を支給するものとすること。 

・ 特定教育訓練休暇給付金受給者は、基本手当の特定受給資格者と同じ者とすること。 

・ 介護休業給付金及び育児休業等給付の支給に係るみなし被保険者期間の計算の特例

の対象となる理由に、教育訓練休暇を加えること。 

・ 特定理由離職者のうち、受給資格者以外の者であって、特定教育訓練休暇給付金受給

資格者としてみなす者は、基本手当において特定受給資格者とみなす特定理由離職者

と同じ者とすること。 

○ 所要の規定の整備を行うこと。 

 

（その他） 

○ その他関係省令について所要の改正を行うこと。 

○ 施行に関し必要な経過措置を設けること。 

 

３．根拠条項 

○ 雇用保険法第 60条の３、第 60条の４、第 82条及び附則第 11条の３  等 

 

４．施行期日等 

○ 公 布 日：令和７年４月中旬（予定） 
○ 施行期日：令和７年 10月１日 
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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関

する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱  

令和７年３月 21 日 

職業安定分科会（第 211回） 
資料２－１  
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職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱 

第
一 
教
育
訓
練
等
を
受
講
す
る
特
定
求
職
者
に
対
す
る
貸
付
け
に
係
る
保
証
を
行
う
一
般
社
団
法
人
等
へ
の
補
助 

 
 

特
定
求
職
者
の
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
そ
の
他
の
訓
練
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
も
の
の
受
講

を
容
易
に
す
る
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
保
証
を
行
う
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
に
対
し
て
、
当
該
保
証
に

要
す
る
経
費
の
一
部
補
助
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
二 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

第
三 

施
行
期
日 

 

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 
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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関

する法律施行規則の一部を改正する省令案概要  

令和７年３月 21 日 

職業安定分科会（第 211回） 
資料２－２  
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1 

 

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する

省令案について（概要） 

 

厚生労働省職業安定局雇用保険課 

１．改正の趣旨 

○ 令和６年１月 10日に公表された雇用保険部会報告において、個々の労働者が生活費等

への不安なく、学び直しのために教育訓練に取り組むことができるようにするため、「令

和７年度中に、これらの者が、自らが選択した教育訓練を受けるに当たって必要な費用

について融資を受けられる制度を設けるべきである。」と指摘されたところ。 

○ これを踏まえ、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規

則（平成 23年厚生労働省令第 93号。以下「求職者支援法施行規則」という。）を改正し、

教育訓練受講のための新たな融資制度を創設する。 

 

２．改正の概要 

○ 求職者支援法施行規則第 16条の２を新設し、国は、特定求職者の職業に関する教育訓

練等の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般

財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うものとする。 

○ その他、所要の規定の整備を行う。 

 

３．根拠条項 

○ 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成 23年法律第 47

号）第 19条 

 

４．施行期日等 

○ 公 布 日：令和７年３月下旬（予定） 

○ 施行期日：令和７年 10月１日 
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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱
（
案
）
【
年
度
当
初
施
行
分
】 

第
一 
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正 

一 

早
期
再
就
職
支
援
等
助
成
金
制
度
の
改
正 

雇
入
れ
支
援
コ
ー
ス
奨
励
金
の
受
入
れ
人
材
育
成
型
訓
練
に
係
る
助
成
を
廃
止
す
る
こ
と
。 

 

二 

人
材
確
保
等
支
援
助
成
金
制
度
の
改
正 

１ 

人
事
評
価
改
善
等
助
成
コ
ー
ス
を
廃
止
す
る
こ
と
。 

 
 

２ 

派
遣
元
特
例
コ
ー
ス
を
廃
止
す
る
こ
と
。 

三 

（
略
） 

四 

高
年
齢
労
働
者
処
遇
改
善
促
進
助
成
金
制
度
の
廃
止 

 
 

高
年
齢
労
働
者
処
遇
改
善
促
進
助
成
金
を
廃
止
す
る
こ
と
。 

第
二 

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一

部
改
正
関
係 

 
 
 

就
職
促
進
手
当
に
係
る
所
得
税
の
額
の
計
算
に
あ
た
っ
て
、
分
配
時
調
整
外
国
税
相
当
額
控
除
に
相
当
す
る
額
に
つ
い
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て
は
、
所
得
税
の
額
か
ら
控
除
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
三 
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正 

一 

建
設
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
等
普
及
促
進
コ
ー
ス
助
成
金
制
度
の
廃
止 

建
設
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
等
普
及
促
進
コ
ー
ス
助
成
金
を
廃
止
す
る
こ
と
。 

 

二 

建
設
分
野
作
業
員
宿
舎
等
設
置
助
成
コ
ー
ス
助
成
金
制
度
の
改
正 

東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
岩
手
県
、
宮
城
県
及
び
福
島
県
を
対
象
に
し
た
措
置
を
廃
止
す
る
こ
と
。 

第
四 

施
行
期
日
等 

一 

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

二 

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。 

三 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 
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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令

案概要（年度当初施行分） 
  

令和７年３月 31 日 

職業安定分科会（第 212 回） 
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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について【概要】【年度当初施行分】 

 

１．概要 

◯ 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及

び職業生活の充実等に関する法律（昭和 41 年法律第 132 号。以下「労推法」という。）及び建設

労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和 51 年法律第 33 号）に基づく各種助成金等について、

令和７年度分に係る制度の廃止や縮小を行うもの。対象となるのは以下の助成金等であり、内容

の詳細は別紙のとおり（職業安定分科会関係は下線部分）。また、その他所要の改正を行う。 

 

Ⅰ．雇用保険法施行規則（昭和 50年労働省令第３号。以下「雇保則」という。）の一部改正関係 

１．早期再就職支援等助成金 

２．人材確保等支援助成金 

３．キャリアアップ助成金 

４．高年齢労働者処遇改善促進助成金 

 

Ⅱ．労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行

規則（昭和 41年労働省令第 23号。以下「労推則」という。）の一部改正関係  

１．就職促進手当 

 

Ⅲ．建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則（昭和 51年労働省令第 29号。以下「建労

則」という。）の一部改正関係  

１．人材確保等支援助成金 

 

２．根拠条項 

◯ 雇用保険法第 62条第１項及び第２項 

◯ 労推法第 18条及び第 19条 

◯ 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第９条及び第 47条 

 

３．施行期日等 

◯ 公布日  令和７年３月 31日 

◯ 施行期日 令和７年４月１日
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Ⅰ．雇保則の一部改正関係 

１．早期再就職支援等助成金 

○ 雇入れ支援コースの見直し 

 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされた労働者を雇い入れる事業主の負担軽減及び雇入れに伴

う教育訓練の実施を促す観点から、受入れ人材育成型訓練への助成を設けているが、利用実績が少ない

こと、類似の助成金制度の利用が可能であることから、雇入れ支援コースにおける受入れ人材育成型訓

練への助成を廃止する。（雇保則第 102条の５第８項及び第９項） 

【現行制度の概要】 

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者を、早期（離職後３か月以内）に、期間の定め

のない労働者として雇い入れ、雇入れ前の賃金と比して５％以上上昇させた場合に助成する。 

また、雇入れ後に訓練を実施した場合、その費用の一部について上乗せ助成を行う。 

（支給額） 

早期雇入れ支援（雇入れ助成） 30万円（※１） 

受入れ人材育成

型訓練 

OJT実施助成 20万円＜11万円＞ 

OFF-

JT 

実施助

成 
960円＜480円＞／時間（※２） 

経費助

成 

実費（訓練時間数に応じた上限あり（※１）） 

10時間以上 100時間未満 上限 15万円 

＜10万円＞ 

100時間以上 200時間未満 上限 30万円 

＜20万円＞ 

200時間以上 上限 50万円 

＜30万円＞ 
 

※１ 生産指標等により一定の成長性が認められる企業が、事業再編等を行う企業等から離職した者

を雇い入れた場合（優遇助成）の加算（＋10万円） 

※２ 優遇助成における訓練加算（＋100円／時間） 

※３ ＜ ＞内の助成額は中小企業事業主以外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

2 320



 

２．人材確保等支援助成金 

（１）人事評価改善等助成コースの廃止 

○ 事業趣旨が共通する雇用管理制度助成コースに統合し、人事評価改善等助成コースを廃止する。（雇

保則第 118条第２項第１号ハ） 

【現行制度の概要】 

生産性向上に資する人事評価制度及び賃金アップを含む賃金制度を同時に整備し、実施することを

通じて、生産性向上を図り、賃金上昇と離職率低下を実現した事業主に対して助成を行う。 

 

（２）派遣元特例コースの廃止 

◯ 派遣元特例コースは、令和６年度適用のハローワーク別地域指数の訂正に対応し、同一労働同一賃

金の実施に取り組む派遣元事業主が令和６年度内に実施した賃金制度の整備・改善等に伴う経費を支

援するために、令和７年３月末までの時限措置として創設した助成金であるところ、今般、その期限が

到来することから、派遣元特例コースを廃止する。（雇保則附則第 17条の２の４） 

【現行制度の概要】 

同一労働同一賃金の実施に取り組む派遣元事業主に対し、賃金制度の整備・改善等に伴う経費を支

援するための助成を行う。 

（具体的内容） 

・ 令和６年度に適用される賃金制度について、派遣元事業主が、訂正後の指数による一般賃金水準

以上となるよう、労使協定を再締結するとともに、年度当初から協定再締結までの期間における差

額（現行協定と訂正後の指数による一般賃金水準との差）を補う対応等（※）を実施した場合を対

象とする（令和６年度内に実施したものに限る。）。 

※ 現行協定に基づく自社の賃金額が訂正後の指数による一般賃金水準以上ではあるものの、同水

準に対する自社の賃金額の相対優位度を維持するために賃金引上げを行った場合も含むものと

する。 

・ 整備に係る基本経費（定額５万円）に、雇用する派遣労働者の人数に応じた定額（１人につき１

万円）を加えた額（これを超える額を支払う場合は当該額）を支給する。 
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４．高年齢労働者処遇改善促進助成金 

◯ 高年齢労働者処遇改善促進助成金の廃止 

高年齢労働者処遇改善促進助成金は、高年齢雇用継続給付の給付率の見直しの施行（令和７年４月）に

向け、事業主による高年齢労働者の処遇改善の取組みを推進するために、令和７年３月までの時限措置

として創設した助成金であるところ、今般、その期限が到来することから、高年齢労働者処遇改善促進助

成金を廃止する。（雇保則附則第 15条の４の５） 

  

【現行制度の概要】 

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する等の観点から、60 歳から 64 歳までの高年齢

被保険者の処遇改善に向けて、就業規則等の定めるところにより、当該高年齢被保険者に適用される

賃金規定等の改定に取り組む事業主に対し、助成金を助成する。 

 

（対象事業主） 

その雇用する 60歳から 64歳の被保険者に係る高年齢雇用継続基本給付金の受給総額が賃金規定

等改定前後において減少している事業主 

 

（対象期間） 

  令和７年３月 31日まで 

 

（支給額） 

当該事業所に雇用される被保険者に係る、賃金規定等改定前後を比較した高年齢雇用継続基本給

付金の受給総額の減少額に、２/３（中小企業事業主にあっては４/５）を乗じた額 

※ 令和５年度以降は減少額に、１/２（中小企業事業主にあっては２/３）を乗じた額 

※ ６か月に１度、最大４回（２年間）まで申請可能であり、２回目以降も、初回の申請時に適

用された助成率を適用（支給要領で規定）。 

4 322



 

Ⅱ．労推則の一部改正関係 

１．就職促進手当 

（１）支給要件の見直し 

○ 所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）における税額控除に分配時調整外国税相当額控除（所得税法第

93 条）が加わったことを踏まえ、就職促進手当に係る所得税の額の計算にあたって、他の税額控除と

同様に当該規定を適用しない（分配時調整外国税相当額控除に相当する額については、所得税の額から

控除しない）ものとする。（労推則第１条の４） 

※ 分配時調整外国税相当額控除とは、集団投資信託の収益の分配等の支払いを受ける場合に、その

収益の分配等に係る一定の外国所得税額等の額があるときは、その年分の所得税及び復興特別所得

税の額からその外国所得税額等の額が控除される制度。 

【現行制度の概要】 

 労推法第 18条第１号に掲げる給付金として、求職活動の促進とその生活の安定を図るため、所得税

の額が一定額を超えない者に対し、就職促進手当を支給している。厚生労働省職業安定局長が定める

ところにより算定したその者の所得の金額（配偶者（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含む。以下同じ。）に所得があるときは、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより

算定したその配偶者の所得の金額を加えた金額）に対し、所得税法の規定により計算した所得税の額

（この所得税の額を計算する場合には、同法第 72 条から第 82 条まで、第 83 条の２、第 92 条及び第

95 条の規定を適用しないものとする。）が厚生労働省職業安定局長が定める額を超えない者であるこ

と等を助成の対象要件としている。 

 

  

別紙 
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Ⅲ．建労則の一部改正関係 

１．人材確保等支援助成金 

（１）建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金の廃止 

○ 令和６年 10 月末時点で CCUS の技能者登録者数は 154 万人を越え、CCUS 等の普及は一定程度進んだ

と考えられ、次の段階として CCUS等を活用した雇用管理改善に対する支援へ移行するため、建設キャ

リアアップシステム等普及促進コース助成金については、令和６年度限りで廃止する。（建労則第７条

の２第２項） 

 

（２）建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の一部変更 

○ 建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金のうち、東日本大震災の被災３県（岩手県、宮城県、福

島県）を対象にした措置については、被災３県の復興関連工事がほぼ完了しており、３県に限って支援

する理由が乏しいこと、制度創設の一番の目的である作業員宿舎と賃貸住宅の利用実績が令和２年度

以降ないことから、令和６年度限りで廃止する。（建労則第７条の２第４項第１号ロ） 

 

【現行制度の概要】 

若年者等の建設業への入職・定着促進による担い手確保・育成や魅力ある労働環境づくりに向けた基

盤整備を図ることを目的として、建設事業主団体がその構成員等を対象に建設キャリアアップシステ

ム等の普及促進に向けた事業を実施した場合に助成。 

【現行制度の概要】 

被災３県（岩手県、宮城県、福島県）に所在する工事現場において、①作業員宿舎、②賃貸住宅、③

作業員施設の賃借を行った場合に助成。 

別紙 
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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱
（
案
）
【
予
算
成
立
後
施
行
分
】 

第
一 
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正 

 

一 

六
十
五
歳
超
雇
用
推
進
助
成
金
制
度
の
改
正 

六
十
五
歳
超
雇
用
推
進
助
成
金
の
支
給
要
件
の
う
ち
、
六
十
五
歳
へ
の
定
年
引
上
げ
等
の
措
置
を
講
じ
た
事
業
主
及
び

そ
の
雇
用
す
る
高
年
齢
者
の
雇
用
の
機
会
を
増
大
す
る
た
め
の
能
力
開
発
、
能
力
評
価
、
賃
金
体
系
、
労
働
時
間
等
の
雇

用
管
理
制
度
の
見
直
し
若
し
く
は
導
入
又
は
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
実
施
す
る
た
め
の
制
度
の
導

入
を
実
施
し
た
事
業
主
並
び
に
そ
の
雇
用
す
る
対
象
有
期
契
約
労
働
者
が
、
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
期
間
の
定
め
の
な

い
労
働
契
約
を
締
結
す
る
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
定
年
と
同
じ
年
齢
に
達
す
る
前
に
、
当
該
対
象
有
期
契
約
労
働
者
を
期

間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
す
る
労
働
者
に
転
換
さ
せ
た
事
業
主
が
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法

律
の
規
定
を
遵
守
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
期
間
の
定
め
に
係
る
記
載
を
削
除
す
る
こ
と
。 

二 

特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
制
度
の
改
正 

 

１ 

生
活
保
護
受
給
者
等
雇
用
開
発
コ
ー
ス
助
成
金
の
改
正 

生
活
保
護
受
給
者
等
雇
用
開
発
コ
ー
ス
助
成
金
の
支
給
要
件
か
ら
、
雇
入
れ
に
係
る
者
の
雇
用
管
理
に
関
す
る
事
項
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の
把
握
を
行
っ
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
を
削
除
す
る
こ
と
。 

 
 

２ 

就
職
氷
河
期
世
代
安
定
雇
用
実
現
コ
ー
ス
助
成
金
の
改
正 

 
 

 
 

雇
入
れ
の
対
象
と
な
る
求
職
者
の
範
囲
を
、
三
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満
と
し
、
コ
ー
ス
の
名
称
を
「
中
高
年
層
安

定
雇
用
支
援
コ
ー
ス
助
成
金
」
と
す
る
こ
と
。 

 
 

３ 

発
達
障
害
者
・
難
治
性
疾
患
患
者
雇
用
開
発
コ
ー
ス
助
成
金
の
改
正 

 
 
 
 

発
達
障
害
者
・
難
治
性
疾
患
患
者
雇
用
開
発
コ
ー
ス
助
成
金
の
支
給
要
件
か
ら
、
雇
入
れ
に
係
る
者
の
雇
用
管
理
に

関
す
る
事
項
の
把
握
を
行
っ
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
を
削
除
す
る
こ
と
。 

三 

ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
助
成
金
制
度
の
改
正 

 
 

雇
入
れ
の
対
象
と
な
る
求
職
者
の
範
囲
を
、
六
十
歳
未
満
と
す
る
こ
と
。 

四 

（
略
） 

五 

人
材
確
保
等
支
援
助
成
金
制
度
の
改
正 

１ 

中
小
企
業
団
体
助
成
コ
ー
ス
の
支
給
要
件
の
う
ち
中
小
企
業
労
働
環
境
向
上
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
に
係
る
要

件
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
た
認
定
組
合
等
で
あ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 
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２ 

雇
用
管
理
制
度
助
成
コ
ー
ス
に
つ
い
て
、
㈠
に
該
当
す
る
事
業
主
に
㈡
に
定
め
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。 

㈠ 
次
の
⑴
又
は
⑵
及
び
⑶
に
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。 

⑴ 
労
働
協
約
又
は
就
業
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
措
置
（
⑶
に
お
い
て
「
雇
用
管
理
制
度
の

整
備
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
実
施
し
、
か
つ
労
働
者
に

適
用
し
た
事
業
主
（
イ
を
実
施
し
、
か
つ
、
労
働
者
に
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
中
小
企
業
事
業
主
に
限

る
。
）
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

職
務
等
に
応
じ
て
賃
金
を
決
定
す
る
た
め
の
制
度
を
整
備
す
る
措
置 

ロ 

厚
生
労
働
省
職
業
安
定
局
長
（
以
下
「
職
業
安
定
局
長
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
手
当
、
賞
与
又
は
退
職

金
制
度
を
導
入
す
る
措
置 

ハ 

生
産
性
向
上
に
資
す
る
人
事
評
価
制
度
を
整
備
す
る
措
置 

ニ 

医
師
に
よ
る
健
康
診
断
（
労
働
安
全
衛
生
法
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
健

康
診
断
を
除
く
。
）
等
の
措
置 
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ホ 

キ
ャ
リ
ア
形
成
上
の
課
題
及
び
職
場
に
お
け
る
問
題
の
解
決
を
支
援
す
る
た
め
の
措
置 

⑵ 

雇
用
管
理
の
改
善
に
資
す
る
機
器
又
は
設
備
と
し
て
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
も
の
（
⑶
及
び
㈡
⑵
に
お
い
て

「
雇
用
管
理
改
善
機
器
等
」
と
い
う
。
）
を
導
入
し
、
か
つ
、
適
切
な
運
用
を
行
っ
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。 

⑶ 
雇
用
管
理
制
度
の
整
備
又
は
雇
用
管
理
改
善
機
器
等
の
導
入
（
以
下
こ
の
⑶
に
お
い
て
「
雇
用
管
理
制
度
の
整

備
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に
対
し
て
、
当
該
雇
用
管
理
制
度
の
整
備
等
に
係
る

計
画
を
提
出
し
、
認
定
を
受
け
た
こ
と
等
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。 

㈡ 

次
の
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
事
業
主
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
⑴
及
び
⑵
に
定
め
る
額
の
合
計
額 

⑴ 

㈠
⑴
に
該
当
す
る
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
主
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
規
定
に
定
め
る
額
（
当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
う
ち
、
二
以
上
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定

に
定
め
る
額
の
合
計
額
）
（
そ
の
額
が
八
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
八
十
万
円
（
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
係

る
賃
金
を
一
定
の
割
合
以
上
で
増
額
し
た
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
が
百
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
百
万

円
）
） 

イ 

㈠
⑴
イ
の
措
置
を
講
じ
た
事
業
主 

四
十
万
円
（
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
係
る
賃
金
を
一
定
の
割
合
以
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上
で
増
額
し
た
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
五
十
万
円
） 

ロ 

㈠
⑴
ロ
の
措
置
を
講
じ
た
事
業
主 

四
十
万
円
（
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
係
る
賃
金
を
一
定
の
割
合
以

上
で
増
額
し
た
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
五
十
万
円
） 

ハ 
㈠
⑴
ハ
の
措
置
を
講
じ
た
事
業
主 

四
十
万
円
（
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
係
る
賃
金
を
一
定
の
割
合
以

上
で
増
額
し
た
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
五
十
万
円
） 

ニ 

㈠
⑴
ニ
の
措
置
を
講
じ
た
事
業
主 

二
十
万
円
（
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
係
る
賃
金
を
一
定
の
割
合
以

上
で
増
額
し
た
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
二
十
五
万
円
） 

ホ 

㈠
⑴
ホ
の
措
置
を
講
じ
た
事
業
主 

二
十
万
円
（
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
係
る
賃
金
を
一
定
の
割
合
以

上
で
増
額
し
た
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
二
十
五
万
円
） 

⑵ 

㈠
⑵
の
雇
用
管
理
改
善
機
器
等
を
導
入
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
導
入
に
要
し
た
費
用
の
額
の
二
分
の
一
（
そ

の
雇
用
す
る
労
働
者
に
係
る
賃
金
を
一
定
の
割
合
以
上
で
増
額
し
た
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
千
分
の
六
百
二
十

五
）
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
が
百
五
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
百
五
十
万
円
（
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
係

る
賃
金
を
一
定
の
割
合
以
上
で
増
額
し
た
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
が
百
八
十
七
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
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は
、
百
八
十
七
万
五
千
円
）
） 

３ 

外
国
人
労
働
者
就
労
環
境
整
備
コ
ー
ス
に
つ
い
て
、
㈠
に
該
当
す
る
事
業
主
に
㈡
に
定
め
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。 

㈠ 

そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の

充
実
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
で
あ
っ
て
雇
入
れ
に
係
る
も
の
（
⑴
に
お
い
て

「
外
国
人
雇
用
状
況
届
出
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
い
る
事
業
主
で
あ
っ
て
、
⑴
か
ら
⑹
ま
で
（
職
業
安
定
局
長
が

定
め
る
証
明
書
を
提
出
し
た
事
業
主
で
あ
り
、
か
つ
、
就
労
環
境
の
整
備
を
実
施
し
た
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
六

箇
月
前
の
日
か
ら
当
該
前
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
当
該
就
労
環
境
の
整
備
に
係
る
事
業
所
の
外
国
人
労
働
者
が

離
職
し
た
事
業
主
（
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
に
事
業
の
継
続
が
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
又
は
労
働

者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
り
解
雇
し
た
事
業
主
を
除
く
。
）
以
外
の
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
⑹
を
除
く
。
）

に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

⑴ 

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
措
置
を
実
施
し
、
か
つ
、
外
国
人
労
働
者
（
現
に
当
該
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
、
当
該

事
業
主
に
係
る
外
国
人
雇
用
状
況
届
出
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
㈠
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
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適
用
し
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

外
国
人
労
働
者
を
雇
用
す
る
事
業
所
ご
と
に
外
国
人
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
事
項
を
管 

理
す
る
者
を
雇
用
労
務
責
任
者
と
し
て
選
任
し
、
か
つ
、
当
該
選
任
に
つ
い
て
、
事
業
所
に
掲
示
等
の
周
知

を
行
っ
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

労
働
協
約
、
就
業
規
則
そ
の
他
の
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
文
書
に
つ
い
て
、
そ
の
雇
用
す
る
外
国
人
労

働
者
の
母
国
語
そ
の
他
の
当
該
外
国
人
労
働
者
が
使
用
す
る
言
語
又
は
平
易
な
日
本
語
を
用
い
て
記
載
す
る

こ
と
等
の
措
置 

⑵ 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
実
施
し
、
か
つ
、
外
国
人
労
働

者
に
適
用
し
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。 

 

イ 

労
働
協
約
又
は
就
業
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
外
国
人
労
働
者
の
苦
情
又
は
相
談
に
応
ず
る
た
め
に

必
要
な
体
制
の
整
備
（
事
業
主
が
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
特
定
技
能
の
項 

の
下
欄
第
一
号
に
掲
げ
る
活
動
を
行
お
う
と
す
る
外
国
人
労
働
者
を
雇
用
す
る
場
合
及
び
外
国
人
の
技
能
実
習

の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
監
理
団
体
と
し
て
事
業
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を
行
う
場
合
を
除
く
。
） 

ロ 

労
働
協
約
又
は
就
業
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
外
国
人
労
働
者
が
一
時
帰
国
を
希
望
し
た
場
合
に

必
要
な
有
給
休
暇
（
年
次
有
給
休
暇
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
取
得
さ
せ
る
た
め
の
措
置 

ハ 
当
該
事
業
所
で
用
い
る
手
引
書
そ
の
他
の
職
務
の
遂
行
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
文
書
等
（
⑴
イ
に
掲

げ
る
文
書
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
雇
用
す
る
外
国
人
労
働
者
の
母
国
語
そ
の
他
の
当
該
外
国
人
労
働

者
が
使
用
す
る
言
語
又
は
平
易
な
日
本
語
を
用
い
て
新
た
に
記
載
す
る
こ
と
等
の
措
置 

⑶ 

⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
措
置
（
以
下
こ
の
㈠
に
お
い
て
「
就
労
環
境
の
整
備
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
、
都

道
府
県
労
働
局
長
に
対
し
て
当
該
就
労
環
境
の
整
備
に
係
る
計
画
（
⑷
に
お
い
て
「
就
労
環
境
整
備
計
画
」
と
い

う
。
）
を
提
出
し
、
認
定
を
受
け
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。 

⑷ 

就
労
環
境
整
備
計
画
の
期
間
の
初
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
前
の
日
か
ら
就
労
環
境
整
備
計
画
の
期
間

の
末
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
計
画
に
係
る
事
業
所
の
労
働
者
を
解
雇
し
た
事
業
主
（
天
災
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
理
由
の
た
め
に
事
業
の
継
続
が
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
又
は
労
働
者
の
責
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
り
解
雇

し
た
事
業
主
を
除
く
。
）
以
外
の
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。 
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⑸ 

就
労
環
境
の
整
備
の
実
施
の
状
況
及
び
当
該
就
労
環
境
の
整
備
に
係
る
事
業
所
の
労
働
者
の
離
職
の
状
況
を
明

ら
か
に
す
る
書
類
を
整
備
し
て
い
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。 

⑹ 

外
国
人
労
働
者
に
つ
い
て
、
就
労
環
境
の
整
備
を
実
施
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
を
経
過
す
る
日

ま
で
の
期
間
に
お
け
る
当
該
就
労
環
境
の
整
備
に
係
る
事
業
所
に
お
け
る
離
職
者
の
数
を
当
該
就
労
環
境
の
整
備

を
実
施
し
た
日
の
翌
日
に
お
け
る
当
該
事
業
所
の
労
働
者
数
で
除
し
て
得
た
割
合
が
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る

目
標
値
を
達
成
し
て
い
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。 

㈡ 

次
の
⑴
か
ら
⑸
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
主
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
規
定
に
定
め
る
額
の
合
計
額
（
当
該

⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
う
ち
、
二
つ
以
上
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
に
定
め
る
額
の
合
計
額
）
（
そ
の

額
が
八
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
八
十
万
円
） 

⑴ 

㈠
⑴
イ
の
措
置
を
講
じ
た
事
業
主 

二
十
万
円 

⑵ 

㈠
⑴
ロ
の
措
置
を
講
じ
た
事
業
主 

二
十
万
円 

⑶ 

㈠
⑵
イ
の
措
置
を
講
じ
た
事
業
主 

二
十
万
円 

⑷ 

㈠
⑵
ロ
の
措
置
を
講
じ
た
事
業
主 

二
十
万
円 
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⑸ 

㈠
⑵
ハ
の
措
置
を
講
じ
た
事
業
主 

二
十
万
円 

４ 

（
略
） 

５ 
（
略
） 

六 

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
制
度
の
改
正 

１ 

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
の
支
給
要
件
の
う
ち
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
計
画
に
係
る
要
件
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
労
働
局

長
に
提
出
し
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

七 

（
略
） 

八 

（
略
） 

九 

通
年
雇
用
助
成
金
制
度
の
改
正 

通
年
雇
用
助
成
金
の
暫
定
措
置
で
あ
る
季
節
労
働
者
の
移
動
就
労
に
係
る
経
費
に
対
す
る
助
成
に
つ
い
て
は
令
和
十
年

三
月
十
五
日
ま
で
、
休
業
に
係
る
経
費
に
対
す
る
助
成
に
つ
い
て
は
令
和
十
年
四
月
三
十
日
ま
で
、
試
行
雇
用
終
了
後
の
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常
用
雇
用
に
係
る
経
費
に
対
す
る
助
成
に
つ
い
て
は
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
。 

第
二 
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正 

一 

建
設
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
等
活
用
促
進
コ
ー
ス
助
成
金
制
度
の
新
設 

１
に
該
当
す
る
事
業
主
に
対
し
、
２
に
定
め
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

１ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
中
小
建
設
事
業
主
又
は
建
設
事
業
主
団
体
等 

㈠ 

中
小
建
設
事
業
主
で
あ
っ
て
、
そ
の
雇
用
す
る
全
て
の
建
設
技
能
者
に
つ
い
て
建
設
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム

に
登
録
し
、
か
つ
、
建
設
技
能
者
の
能
力
評
価
制
度
に
お
い
て
、
能
力
評
価
実
施
機
関
が
実
施
す
る
能
力
評
価
に
よ

り
、
能
力
評
価
の
段
階
が
昇
格
し
た
建
設
技
能
者
に
係
る
賃
金
を
一
定
の
割
合
以
上
で
増
額
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

 
 
 

㈡ 

建
設
事
業
主
団
体
等
で
あ
っ
て
、
建
設
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
、
建
設
技
能
者
の
能
力
評
価
制
度
及
び
専
門

工
事
企
業
の
施
工
能
力
等
の
見
え
る
化
評
価
制
度
（
以
下
「
建
設
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
等
」
と
い
う
。
）
の

普
及
促
進
に
資
す
る
事
業
と
し
て
、
建
設
事
業
主
団
体
等
の
構
成
員
で
あ
る
建
設
事
業
主
の
ほ
か
、
職
業
安
定
局
長

が
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
、
建
設
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
等
の
登
録
又
は
申
請
に
必
要
な
費
用
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の
全
部
又
は
一
部
を
補
助
す
る
事
業
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

次
の
㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
中
小
建
設
事
業
主
又
は
建
設
事
業
主
団
体
等
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
㈠
及
び
㈡
に
定
め

る
額 

㈠ 

１
の
㈠
に
該
当
す
る
中
小
建
設
事
業
主 

一
の
事
業
年
度
に
つ
き
、
建
設
技
能
者
の
能
力
評
価
制
度
に
お
い
て
、

能
力
評
価
実
施
機
関
が
実
施
す
る
能
力
評
価
に
よ
り
、
能
力
評
価
の
段
階
が
昇
格
し
た
建
設
技
能
者
の
数
に
十
六
万

円
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
百
六
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
百
六
十
万
円
） 

㈡ 

１
の
㈡
に
該
当
す
る
建
設
事
業
主
団
体
等 

１
の
㈡
の
事
業
に
要
し
た
経
費
の
額
の
二
分
の
一
（
中
小
建
設
事
業

主
団
体
等
（
中
小
建
設
事
業
主
の
団
体
又
は
そ
の
連
合
団
体
を
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
三
分
の
二
）
に
相
当
す
る

額
（
そ
の
額
が
千
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
千
万
円
（
全
国
的
な
建
設
事
業
主
団
体
等
に
あ
っ
て
は
そ
の
額
が
三
千

万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
三
千
万
円
、
都
道
府
県
団
体
等
（
一
の
都
道
府
県
の
地
域
に
お
け
る
一
の
建
設
事
業
主
団

体
等
で
あ
っ
て
、
当
該
都
道
府
県
の
地
域
に
お
け
る
建
設
事
業
主
の
相
当
数
を
そ
の
構
成
員
又
は
そ
の
連
合
団
体
を

構
成
す
る
団
体
の
構
成
員
と
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
そ
の
額
が
二
千
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
二
千
万

円
）
） 
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二 

建
設
労
働
者
技
能
実
習
コ
ー
ス
助
成
金
制
度
の
改
正 

技
能
実
習
を
受
け
さ
せ
た
建
設
労
働
者
を
対
象
に
、
能
力
、
経
験
等
に
応
じ
た
処
遇
を
受
け
る
た
め
の
取
組
を
行
っ
て

い
る
中
小
建
設
事
業
主
と
し
て
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
も
の
に
対
す
る
賃
金
助
成
の
特
例
措
置
を
令
和
八
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
。 

第
三 

施
行
期
日
等 

一 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
の
四
の
２
に
あ
っ
て
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
こ
と
。 

 

二 

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。 

 

三 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 
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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令

案概要（予算成立後施行分） 
  

令和７年３月 31 日 

職業安定分科会（第 212 回） 
資料３－２  
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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について【概要】【予算成立後施行分】 

 

１．概要 

◯ 雇用保険法（昭和 49年法律第 116号）及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和 51年

法律第 33号）に基づく各種助成金について、令和７年度分に係る制度の見直しや新設等を行うも

の。対象となるのは以下の助成金であり、内容の詳細は別紙のとおり（職業安定分科会関係は下線

部分）。また、その他所要の改正を行う。 

 

Ⅰ．雇用保険法施行規則（昭和 50年労働省令第３号。以下「雇保則」という。）の一部改正関係 

１．65歳超雇用推進助成金 

２．特定求職者雇用開発助成金 

３．トライアル雇用助成金 

４．両立支援等助成金 

５．人材確保等支援助成金 

６．キャリアアップ助成金 

７．人材開発支援助成金 

８．2028年技能五輪国際大会に係る法人に対する経費補助 

９．通年雇用助成金 

  

Ⅱ．建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則（昭和 51年労働省令第 29号。以下「建労

則」という。）の一部改正関係  

１．人材確保等支援助成金 

２．人材開発支援助成金 

 

２．根拠条項 

◯ 雇用保険法第 62条第１項及び第２項並びに第 63条第１項及び第２項 

◯ 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第９条及び第 47条 

 

３．施行期日等 

◯ 公布日  令和７年４月（予定） 

◯ 施行期日 公布の日（別紙Ⅰ．４．（２）については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法

律（令和６年法律第 42号。以下「育児・介護休業法改正法」という。）附則第１条第２

号に掲げる規定の施行の日（令和７年 10月１日）（予定）） 
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Ⅰ．雇保則の一部改正関係 

１．65歳超雇用推進助成金 

 65歳超雇用推進助成金の各コースについて、申請項目や添付書類の簡素化等の観点から、対象事業主

の支給要件の見直しを行う。 

（１）65歳超継続雇用促進コースの見直し 

○ 65 歳超継続雇用促進コースについて、以下のとおり支給対象事業主の要件を改正する。（雇保則第

104条第１号イ） 

【現行制度の概要】 

65歳超継続雇用促進コースについては、支給対象事業主の要件として、高年齢者等の雇用の安定等

に関する法律（昭和 46年法律第 68号。以下「高齢法」という。）第８条又は第９条第１項の遵守に係

る期間を「労働協約又は就業規則により 65歳への定年引上げ等の措置を講じた日から起算して６か月

前の日から支給申請日の前日まで」としている。 

また、高年齢者雇用等推進者の選任に加え、高年齢者雇用管理に関する措置（以下のア～キのいず

れかの措置）の実施を要件として定めている。 

 ア 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等 

 イ 作業施設及び作業方法の改善 

 ウ 健康管理及び安全衛生の配慮 

 エ 職域の拡大 

 オ 知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進 

 カ 賃金体系の見直し 

キ 勤務時間制度の弾力化 

 

【見直しの内容】 

・ 支給対象事業主要件における高齢法遵守期間の定めに係る記載を削除する。 

 

（２）高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの見直し 

○ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コースについて、以下のとおり支給対象事業主の要件を改正する。

（雇保則第 104条第１号ロ） 

【現行制度の概要】 

高年齢者評価制度等雇用管理改善コースについては、支給対象事業主の要件として、高齢法第８条

又は第９条第１項の遵守期間を「雇用管理整備計画書提出日から起算して６か月前の日から支給申請

日の前日まで」としている。 

 

【見直しの内容】 

・ 支給対象事業主要件における高齢法遵守期間の定めに係る記載を削除する。 

 

 

 

別紙 
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（３）高年齢者無期雇用転換コースの見直し 

○ 高年齢者無期雇用転換コースについて、以下のとおり支給対象事業主の要件を改正する。（雇保則第

104条第１号ハ） 

【現行制度の概要】 

高年齢者無期雇用転換コースについては、支給対象事業主の要件として、高齢法第８条又は第９条

第１項の遵守期間を「無期雇用転換計画書提出日から起算して６か月前の日から支給申請日の前日ま

で」としている。 

また、高年齢者雇用等推進者の選任に加え、高年齢者雇用管理に関する措置（以下のア～キのいず

れかの措置）の実施及び実施状況を明らかにする書類の整備を要件として定めている。 

 ア 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等 

 イ 作業施設及び作業方法の改善 

 ウ 健康管理及び安全衛生の配慮 

 エ 職域の拡大 

 オ 知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進 

 カ 賃金体系の見直し 

 キ 勤務時間制度の弾力化 

 

【見直しの内容】 

・ 支給対象事業主要件における高齢法遵守期間の定めに係る記載を削除する。 
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２．特定求職者雇用開発助成金 

（１）生活保護受給者等雇用開発コース助成金の見直し 

○ 申請項目や添付書類の簡素化等の観点から、対象事業主の申請手続の見直しを行う。（雇保則第 110

条第７項） 

【現行制度の概要】 

 ハローワーク又は地方公共団体において、通算して３ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給

者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主

に対して助成しており、支給対象となる事業主から雇用管理事項の把握を求めている。 

 

【見直しの内容】 

・ これまで対象事業主に求めていた「雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握」の添付書類につ

いて、ハローワークによる定期的な事業所訪問による職場定着指導の中で把握することが可能である

ため、削除する。 

 

（２）就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金の見直し 

○ 就職氷河期世代を含めた中高年層を広く支援するため、「就職氷河期世代安定雇用実現コース」から

対象を拡大し、コースの名称を「中高年層安定雇用支援コース助成金」とする。（雇保則第 110条第９

項） 

【現行制度の概要】 

 いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正

規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業

主に対して助成する。 

 

【見直しの内容】 

・ 不安定な就労状況にある中高年層などの就職が特に困難な者の雇用機会の増大や安定雇用を図るた

め、対象者を 35 歳以上 60 歳未満とし、コースの名称を「中高年層安定雇用支援コース助成金」とす

る。 

※ 就職氷河期世代を含む中高年層に対象を拡大するにあたって、「過去に正規雇用労働者として勤務し

た後に婚姻、妊娠、出産又は育児を理由として離職した者」を対象外とする規定は削除する。 
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（３）発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金の見直し 

○ 発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる

事業主に対して助成するものであるところ、申請項目や添付書類の簡素化等の観点から対象事業主の

申請手続の見直し等を行う。（雇保則第 110条第 10項） 

【現行制度の概要】 

 発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる、

雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行った事業主に対して助成しており、支給対象とな

る事業主から雇用管理事項の把握を求めている。 

 

【見直しの内容】 

・ これまで対象事業主に求めていた「雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握」の添付書類につ

いて、難病患者就職サポーター等の拡充により、助成金を受給しているかによらず把握することが可能

であるため、削除する。 

 

３．トライアル雇用助成金 

○ 一般トライアルコース助成金の見直し 

就職期の雇用情勢如何によらず、不安定な就労をしている者の安定雇用を支援するため、支給年齢の見

直しを行う。（雇保則第 110条の３第２項） 

【現行制度の概要】 

 職業経験の不足などから就職が困難な求職者等（昭和 43年４月２日以後に生まれた者に限る。）を、

無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成する。 

 

【見直しの内容】 

・ 支給年齢を 60歳未満とする。 
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５．人材確保等支援助成金 

（１）中小企業団体助成コースの見直し 

○ 事業主の申請手続の負担軽減等のため、事業の実施に関する計画に係る認定を不要とする。（雇保則

第 118条第２項第１号イ） 

【現行制度の概要】 

事業協同組合等が、その構成員の中小企業者における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用

管理の改善に関する事業等を行った場合に、助成を行う。中小企業労働環境向上事業の実施に関する

計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた認定組合等であることを要件としている。 

 

【見直しの内容】 

・ 中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長に提出した認定組合等

であることとの要件に改める。 

 

（２）雇用管理制度助成コースの見直し 

○ 人口減少社会における労働供給制約による人手不足問題の解消を図るため、事業趣旨が共通する人

事評価改善等助成コースを統合し、支給対象となる雇用管理制度を見直すとともに、複数制度の導入を

促すため、支給額の見直しを行う。 

さらに、働く環境を整備する観点から、従業員の作業負担を軽減するための機器・設備等の導入につ

いても支給対象とする見直しを行い、コース名称を「雇用管理制度・雇用環境整備助成コース」に変更

した上で、申請受付を再開する。（雇保則第 118条第２項第１号ロ） 

【現行制度の概要】 

事業主が雇用管理制度の導入を行い、従業員の離職率の低下が図られた場合に、次表のとおり助成

を行う。 
 

    助成対象（雇用管理制度の整備）          助成額 

a) 諸手当等制度    

57万円 

（雇用管理制度の導入数に関わらず定

額で支給） 

b) 研修制度 

c) 健康づくり制度 

d) メンター制度 

e) 短時間正社員制度（保育事業主に限る。） 

 

【見直しの内容】 

・ 事業主が雇用管理制度又は雇用管理改善機器等の導入を行い、従業員の離職率の低下が図られた場

合に、次表のとおり助成を行う。 

  あわせて、雇用する労働者に係る賃金を一定の割合（支給要領において５％と規定）以上に増額した

場合に支給額を加算する。 

助成対象 助成額・助成率 上限額 

 a）賃金規定制度 40万円  
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A 雇用管理制度の整備 

b) 諸手当等制度 （50万円） 80万円 

（100万円） 

 

c) 人事評価制度 

d) 職場活性化制度 20万円 

（25万円） e) 健康づくり制度 

B 雇用管理改善機器等の導入 

導入に要した 

費用の 1/2 

（625/1000） 

150万円 

（187.5万円） 

※１ 賃金規定制度は賃金表を整備する中小企業事業主を対象（支給要領において規定） 

※２ 職場活性化制度は現行のメンター制度に従業員調査等を追加（支給要領において規定） 

※３ 上限額は、複数の雇用管理制度の導入又は雇用管理改善機器等の導入を行った際の助成上限 

※４ 括弧内の金額は、雇用する労働者に係る賃金を一定の割合（支給要領において５％と規定）以上に

増額した場合の支給額 

※５ 雇用管理改善機器等とは、従業員の作業負担を軽減することにより雇用管理の改善に資する機器

又は設備であり、例えば、フォークリフト（運搬作業の軽減）、介護ソフト（介護記録の入力作業の

軽減）や食器洗浄機（洗浄作業の軽減）等が対象となる（対象となる機器又は設備は支給要領におい

て規定）。 

 

 

（３）外国人労働者就労環境整備コースの見直し 

◯ 外国人労働者数は、令和６年 10月時点で約 230.3万人となっており、過去最多を更新した。 

◯ 外国人材の就労環境の整備を図るため、対象事業主の要件及び支給額を改正する。（雇保則第 118条

第２項） 

【現行制度の概要】 

外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条

件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあることから、外国人特有の事情に配慮した就労環

境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成する。 

 

（対象事業主） 

・ 外国人労働者に対する就労環境整備措置（以下の１及び２の措置に加え、３～５のいずれかの措置

を選択）を新たに導入し、外国人労働者に対して実施していること 

 １ 雇用労務責任者の選任 

 ２ 就業規則等の社内規程の多言語化 

 ３ 苦情・相談体制の整備 

 ４ 一時帰国のための休暇制度の整備 

 ５ 社内マニュアル・標識類等の多言語化 

・ 就労環境整備計画期間終了後の１年後における離職率が職業安定局長が定める目標値を達成して

いること 
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（支給額） 

・ 支給対象経費の１／２ 上限額57万円（賃金要件を満たす場合２／３ 上限額72万円） 

 

【見直しの内容】 

（対象事業主） 

・ 多言語化の範囲について、母国語に加えて平易な日本語を対象とする。 

・ 日本人労働者の離職率の算定を廃止し、外国人労働者の離職率の算定期間を就労環境整備計画期間

終了後の１年後から就労環境整備措置実施後の６ヶ月後に短縮するとともに、職業安定局長が定める

証明書を提出し、かつ就労環境整備措置実施日の前日から６ヶ月前までに外国人労働者を解雇してい

ない事業主については、当該要件は要しないこととする。 

 

（支給額） 

・ 定率助成から定額助成に変更 

上記措置を１つ講じることにつき 20万円（上限 80万円） 
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６．キャリアアップ助成金 

（４）障害者正社員化コース助成金の見直し 

・ 申請手続の負担軽減及び審査の効率化の観点から、キャリアアップ計画について、都道府県労働局長

の認定を不要とする。（雇保則第 118条の２第 11項） 

【現行制度の概要】 

 障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、有期雇用労働者を正規雇用労働者（多様

な正社員を含む。）又は無期雇用労働者に転換する措置、無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する

措置のいずれかを継続的に講じた場合に助成金を支給する。キャリアアップ計画を作成し、都道府県

労働局長の認定を受けた事業主であることを要件としている。 

 

【見直しの内容】 

・ キャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であることとの要件に改める。 
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９．通年雇用助成金 

○ 通年雇用助成金の暫定措置の延長 

季節労働者の移動就労に係る経費、休業に係る経費及び試行雇用終了後の常用雇用に係る経費に対

する助成について、暫定措置の期間を３年間延長する。（雇保則附則第 16 条、第 17 条及び第 17 条の

２） 

【現行制度の概要】 

 北海道、青森県等（13 道県）の積雪寒冷地において、季節的業務に従事する労働者の通年雇用化や労働

移動を促進する事業主に対して次のとおり助成する。 

・ 令和７年３月 15日までの暫定措置として、季節労働者を通年雇用化するため、住所又は居所の変更を

伴う場合に要する経費を事業主が負担した場合、その経費に相当する額を助成 

・ 令和７年４月 30日までの暫定措置として、通年雇用化した季節労働者を一時的に休業させ休業手当を

支払った場合、支払った賃金の一部を助成 

・ 令和７年３月 31日までの暫定措置として、季節労働者を試行雇用し、引き続き常用雇用した場合、常

用雇用後６か月間に支払った賃金の助成率を１／３から１／２へ引き上げ 
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Ⅱ．建労則の一部改正関係 

１．人材確保等支援助成金 

◯ 建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金の新設 

（建労則第７条の２第２項） 

 

２．人材開発支援助成金 

○ 建設労働者技能実習コース助成金の見直し 

建設キャリアアップシステムの普及促進のため、賃金助成の割増措置を１年間延長する。（建労則附則

第２項） 

【現行制度の概要】 

若年労働者等の育成と熟練技能の維持・向上を図るため、中小建設事業主が雇用する建設労働者に

対して、自ら技能実習を行う場合や登録教習機関等で行う技能実習を受講させた場合、実施に要した

経費及び訓練期間中の賃金の一部を助成することとしているが、建設キャリアアップシステム技能者

情報登録者に係る賃金助成については、令和７年３月 31日まで割増措置を実施。 

 

【見直しの内容】 

建設キャリアアップシステム技能者情報登録者に係る賃金助成の割増措置について、令和８年３月 31

日まで延長する。 

【新制度の概要】 

 建設キャリアアップシステム（以下「CCUS」という。）を活用した雇用管理改善及び CCUSの普及促進

を図るために以下を実施する。 

① 雇用管理改善促進事業（新設） 

技能者の能力・経験に応じた適切な処遇を目的として、中小建設事業主がその雇用する全ての建設

技能者を CCUSに登録し、能力評価の段階が昇格した建設技能者の賃金を一定の割合（支給要領にお

いて５％以上と規定。以下同じ。）以上で増額させた場合に助成。 

 

《支給額》 

  一の事業年度において、能力評価の段階が昇格し、賃金を一定の割合以上で増額させた建設技能者

の数に 16万円を乗じて得た額（その額が 160万円を超えるときは、160万円） 

 

② 普及促進事業（継続） 

 建設事業主団体が CCUS等の登録又は申請に必要な費用の全部又は一部を補助する事業を行った場

合に助成（建労則第７条の２第２項第１号イに掲げる事業への助成のみ令和７年度限りの措置とし

て継続）。 

 

《支給額》 

  事業に要した経費の額の２分の１（中小建設事業主団体等は３分の２） 

別紙 別紙 
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２  事 業 の 概 要 ・ ス キー ム

１  事 業 の 目 的

早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース）

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者を、早期（離職後３か月以内）に、期間の定めのない労働者として雇い入れた

うえで、雇入れ前の賃金と比して５％以上上昇させた事業主に対して助成。
また、雇入れ後に訓練を実施した場合、その費用の一部を上乗せ助成（経過措置）。 令和５年度実績（支給対象者数）：1,389人

訓
練
加
算

（
経
過
措
置
）

支
給
申
請

支給
30万円※３

雇
入
れ

６か月

※２

職
業
訓
練
計
画

認
定
申
請

受入れ企業内での
OJT・Off-JT

※２

支給
(訓練加算)

支
給
申
請

※１ 賃金上昇率の５％
は、消費者物価指数
等の動向により変動
する

※２ 2か月以内（訓練
終了が雇入れ日後６
か月後より後の場合
は、訓練終了後から
2か月以内）

※３ 優遇助成（生産指
標等により一定の成
長性が認められる企
業が、再就職援助計
画対象企業のうち事
業再編等を行う企業
等から離職した者を
雇い入れた場合の助
成）は40万円

３か月
以内

対象労働
者の離職

対象労働者
再就職援助
計画対象者

及び
特定受給
資格者

雇
い
入
れ
時
の
賃
金
と

雇
い
入
れ
前
の
賃
金
を

比
較
し
て
5

％
以
上

上
昇
さ
せ
る
こ
と

雇入れ助成
通常の助成 優遇助成※３

30万円 40万円

訓練加算
（経過措置）

OJT実施助成 20万円（11万円）

Off-JT

実施助成 960円（480円）/時 1,060円（580円）/時

経費助成
上限 10～ 99h  15（10）万円

100～199h 30（20）万円
200h～ 50（30）万円

上限 10～ 99h  25（20）万円
100～199h 40（30）万円
200h～ 60（40）万円

※ 括弧内の数値は、中小企業以外

※
１

令和７年度当初予算案 34億円（89億円）※（）内は前年度当初予算額

加算措置の廃止

雇
入
れ
助
成

利用実績が少ないこと、類似の助成金制度の利用が可能であることから、本コースにおける訓練加算を令和６年度限りで廃止する（令和

６年度中に提出された職業訓練計画に基づく訓練加算は、経過措置として支給）。

【
助
成
額
】

令 和 ７ 年 度 改 正 内 容（ 案）
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① 定年引上げ又は定年の定めの廃止 ② 希望者全員を66歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入

66～69歳への
引き上げ

70歳未満から
70歳以上への

引き上げ

１～３人 15万円 30万円

４～６人 25万円 50万円

７～９人 40万円 80万円

10人以上 60万円 100万円

措置内容

60歳以上
被保険者数

66～69歳へ
の引き上げ

70歳未満から
70歳以上への

引き上げ

10万円 15万円

措置内容

支給額
（上限）

65歳への
引き上げ

66～69歳への
引き上げ

70歳未満
から70歳
以上への
引き上げ

定年(70歳未
満に限る)の
定めの廃止5歳未満 5歳以上

１～３人 15万円 20万円 30万円 30万円 40万円

４～６人 20万円 25万円 50万円 50万円 80万円

７～９人 25万円 30万円 85万円 85万円 120万円

10人以上 30万円 35万円 105万円 105万円 160万円

60歳以上
被保険者数

措置内容

２ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

● 助成内容
高年齢者の雇用管理制度の整備（短時間勤務制度の導入、高年齢者

に係る賃金・能力評価制度等の構築、法定外の健康管理制度の導入等）
を実施した事業主に対して助成

● 助成額
雇用管理制度の導入等に要した経費の額（上限50万円）に、以下の

助成率を乗じた額
・ 60％（中小企業以外は45％）

● 助成内容  
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者

に転換させた事業主に対して、その人数（上限10人）に応じ助成

● 助成額
対象者１人につき、以下の額を支給

・ 30万円（中小企業以外は23万円）

３ 高年齢者無期雇用転換コース

１ 65歳超継続雇用促進コース

※ 他社とは、特殊関係事業主を含む
他の事業主を指します。

申請項目や添付書類の簡素化等の観点から、対象事業主の支給要件の見直しを行う。
・各コースにおける高齢法遵守期間（定年引上げ等の措置を講じた日等から起算して６か月前の日から支給申請日の前日までの期間）の定めに係る記載
を削除する。

● 助成内容
① 65歳以上の年齢への定年引上げや定年の定めを廃止する事業主に対して助成
② 希望者全員を66歳以上の年齢まで継続雇用する制度を導入する事業主に対して助成
③ 他社による継続雇用制度の導入を行う送出し事業主が、受入れ事業主の就業規則改正等に必要な経費を全て負担した場合、送出し事業主に対して要

した経費の1/2を助成 等

● 助成額 当該措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて以下の額を支給

③ 他社による継続雇用制度の導入

令和７年度概算要求額 23億円（26億円）※（）内は前年度当初予算額

65歳超雇用推進助成金 要件の見直し
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２  事 業 の 概 要 ・ ス キー ム ・実 施主 体 等

１  事 業 の 目 的

特定求職者雇用開発助成金（生活保護受給者等雇用開発コース）

令和７年度当初予算案 53百万円（ 70百万円）※（）内は前年度当初予算額

生活保護受給者等には、就労経験が乏しいことや家庭の事情等、就労に当たって複合的な阻害要因を抱えている者がおり、これらの者を雇い入

れる事業主は、就労時間や作業負荷等の雇用管理上の配意が必要となる。

このため、生活保護受給者及び生活困窮者を雇い入れる事業主に助成金（特定求職者雇用開発助成金（生活保護受給者等雇用開発コース））の

支給を行うことにより、これらの者の雇入れ及び継続雇用を促進する。

（１） 対象事業主  
生活保護受給者又は生活困窮者（※）を、公共職業安定所や一定の要件を満たした民間職業
紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主
※地方公共団体が労働局・ハローワークと締結した協定に基づきハローワークに支援要請を

行った者又は地方公共団体が就労支援を行った者であって、支援期間が通算して３か月を超える者

（２） 助成対象期間 １年

（３） 支給金額
短時間労働者以外の者：３０万円（２５万円）※１×２※２  

短時間労働者 ：２０万円（１５万円）  ×２
※１ 括弧内は中小企業以外に対する支給額
※２ ６か月ごとに２回支給

（４） 支給実績 令和５年度：126件

労 働 局事 業 主

対 象 者

雇 用

支 給

支 給 申 請

要件の見直し

令 和 ７ 年 度 改 正 内 容（ 案）

対象事業主の要件中、「雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行った事業主」を削除する。

○具体的には、支給要領で規定する支給要件として、対象となる事業主から雇用管理事項（対象労働者の雇用管理にあたって課題となる
事項や事業所での配慮事項）の報告を求めていたが、当該報告を廃止する（※）。
※対象となる事業主に対しては、ハローワークが定期的に事業所訪問による職場定着指導を実施しており、指導の中で雇用管理事項を把握の上、

定着に向けた課題への対応方法について助言等を行う。
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３  実 施 主 体 等２  事 業 の 概 要

１  事 業 の 目 的

令和７年度当初予算案 468億円（469億円）※（）内は前年度当初予算額

特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者コース・中高年層安定雇用支援コース・就職氷河期世代安定雇用実現コース（経過措置）)

60歳以上の高年齢者や障害者、不安定な就労状況にある就職氷河期世代を含む中高年層など、就職が
特に困難な者の雇用機会の増大や安定雇用を図るため、これらの者をハローワークや民間の職業紹介
事業者などの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成する制度。

助成金の種類 対象労働者

助成内容

助成対
象期間

支給額

特定就職困難者
コース

・高年齢者（60歳以上）
・母子家庭の母等
・障害者
・ウクライナ避難民
等

１～３
年

30～240万円
（２～６期に分けて支給）

中高年層安定雇
用支援コース

35歳以上60歳未満の不安
定雇用就労者

1年
30～60万円

（２期に分けて支給）

※ 対象を就職氷河期世代から35歳以上60歳未満に拡大。
※ 「就職氷河期世代安定雇用実現コース」は「中高年層安定雇用支援コース」

に改める。（経過措置分のみ要求）
※ 助成対象期間や支給額は、対象労働者、企業規模等によって異なる。
※ 支給額は、支給対象期（６か月）ごとに対象労働者が行った労働に対して支

払った賃金額を上限とする。

実施主体：国
事業実績：支給決定件数（令和５年度）
・特定就職困難者コース：140,657件
・就職氷河期世代安定雇用実現コース：7,419件

事業スキーム
①

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
か
ら
の
紹
介

②
対
象
者
の
雇
入
れ 

③ 

助
成
金
の
第
１
期

（
６
か
月
）
支
給
申
請

④ 

支
給
申
請
書
の

内
容
の
調
査
・
確
認

⑤ 

支
給
・
不
支
給
決
定

 

（
申
請
事
業
主
に
通
知
書
送
付
）

⑥ 

助
成
金
の
支
給

※第２～６期支給申請も同様の手続きが必要

特定就職困難者コース 440億円（410億円）

中高年層安定雇用支援コース（仮称） 9億円（0億円）

就職氷河期世代安定雇用実現コース（経過措置） 20億円（22億円）

昨年度限りの経費 0億円（37億円）

就職氷河期世代を含む中高年層に対象を拡大するにあたって、「過去に正規雇用労働者とし
て勤務した後に婚姻、妊娠、出産又は育児を理由として離職した者」を対象外とする規定は削
除し、その他の要件等は「就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金」と同様

要件の見直し

4
359



（１） 対象事業主  
 発達障害者又は難病患者※１を、公共職業安定所や一定の要件を満たした民間職業紹介事業者等の紹介により、継続

して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主

（２） 助成対象期間
１年（中小企業２年）

（３） 支給金額
  50万円（中小企業の場合 120万円）※２

（４） 事業実績
  ①87.2％ 

対象労働者のうち６か月継続雇用された労働者の割合
（６か月間継続雇用者数／対象労働者数（令和５年度上半期））

  ②1,374件
対象労働者の雇入れ件数（令和５年度）

２  事 業 の 概 要 、 事 業実 績 等

１  事 業 の 目 的

特定求職者雇用開発助成金（発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース）

令和７年度概算要求額 6.1億円（5.8億円）※（）内は前年度当初予算額

発達障害者は、社会性やコミュニケーション能力に困難を抱えている場合が多く、就職・職場定着には困難が伴っている。

また、難病患者は、慢性疾患化して十分に働くことができる場合もあるが、実際の就労に当たっては様々な制限・困難に直面している。

このため、発達障害者及び難病患者の雇用を促進するため、これらの者を新たに雇用する事業主に対する助成を行う。

※１ 治療方法が確立しておらず、長期の療養を必要とし、診断に関し客   
観的な指標による一定の基準が定まっている疾患のある者（障害者
総合支援法の対象疾病を基に設定)

※２ 特定求職者雇用開発助成金と同様、雇入れ後６か月経過ごとに２
回（中小企業の場合は４回）に分けて支給する。

要件の見直し

令 和 ７ 年 度 改 正 内 容（ 案）

申請項目や添付書類の簡素化等の観点から、これまで対象事業主に求めていた「雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握」の添
付書類について、難病患者就職サポーター等の拡充により、助成金を受給しているかによらず把握することが可能であるため、削除す
る。
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３  実 施 主 体 等２  事 業 の 概 要 ・ ス キー ム

１  事 業 の 目 的

令和７年度当初予算案 3.1億円（3.6億円）※（）内は前年度当初予算額

職業経験の不足などから、安定した職業に就くことが困難な求職者について、常用雇用への移行
を目的に一定期間（原則３か月）試行雇用する事業主に対して助成する制度。

【対象労働者】
○ ２年以内に２回以上離職又は転職を繰り返している者
○ 離職している期間が１年超の者
○ 育児等で離職し、安定した職業に就いていない期間が１年超の
者

○ 60歳未満で、ハローワーク等において担当者制による個別支援
を受けている者

○ 特別の配慮を要する者（生活保護受給者、ウクライナ避難民
等）

【支給額】
月額４万円（最大３か月）

※ 対象労働者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合は月額５万円と
なる。

※ ハローワーク、職業紹介事業者等（助成金の取扱いに係る同意書の提
出が必要）の紹介が必要。

※ 母子家庭の母等の場合、特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者
コース）の第２期から受給が可能。

※ 令和４年５月30日から、ウクライナ避難民も助成対象に加えている。

実施主体：国
事業実績：支給決定件数（令和５年度）

・支給人数：2,154人
・支給決定額：2.3億円
・トライアル雇用開始者数：2,914人
・常用雇用移行率：70.0％

トライアル雇用助成金（一般トライアルコース） 要件の見直し

【 助成のイメージ】

賃金の一部を助成

トライアル雇用
有期雇用契約（原則３か月）

期間の定めのない雇用
（常用）

トライアル雇用開始 本雇用契約 締結
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人材確保等支援助成金について

（ 1 ） 中 小 企 業 団 体 助 成 コ ー ス

生産性向上に資する人事評価制度及び賃金アップを含む賃金制度を同時に整備し、実施することを通じて、賃金上昇と離職率低下を実現

した事業主に対して助成（80万円）する。

事業協同組合等が、その構成員の中小企業者における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業等を行った場

場合に、実施に要した費用の３分の２を助成する。

○申請手続きの負担軽減等のため、中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画に係る都道府県労働局長の認定を不要とし、同計画の

都道府県労働局長への提出とする。

事 業 の 概 要

令 和 ７ 年 度 改 正 内 容 （ 案 ）

（ 2 ） 雇 用 管 理 制 度 助 成 コ ー ス

（ 事 業 の 概 要 ・ 令 和 7 年 度 改 正 内 容 （ 案 ） は 次 頁 を 参 照 ）

要件の見直し

（ 3 ） 人 事 評 価 改 善 等 助 成 コ ー ス

事 業 の 概 要

○事業趣旨が共通する人材確保等支援助成金（上記（２）のコース）と統合するため、令和６年度限りで廃止。

廃止

令和７年度当初予算案 62百万円（68百万円）※（ ）内は前年度当初予算額

令 和 ７ 年 度 改 正 内 容 （ 案 ）

要件の見直し

7
362



助成対象 助成額＊ 上限額

Ａ 雇用管理制度

①賃金規定制度（※１） 40万円（50万円）（※４）

80万円（100万円）

②諸手当等制度 40万円（50万円）

③人事評価制度（人事評価改善等助成コースの統合） 40万円（50万円）

④職場活性化制度（※２） 20万円（25万円）

⑤健康づくり制度 20万円（25万円）

Ｂ 雇用環境整備（従業員の作業負担を軽減する機器・設備）（※３） 経費の１／２（625/1,000） 150万円（187.5万円）

人口減少下において労働力不足が生ずることが懸念されている中で、人材を確保するためには、「魅力ある職場」を創出し、従業員の職場定着

等を高めることが必要であるため、雇用管理改善等に取り組む事業主への助成を通じて、職場定着等を促進し、人材の確保を図る。

１ 事業の目的

○ 雇用管理制度を導入・実施し、従業員の離職率の低下に取り組む事業主に助成するとともに、複数制度の導入を促すための助成額の見直

しや賃上げに取り組む場合の加算措置を講じる。また、事業趣旨が共通する人事評価改善等助成コースをメニュー化する。

○ 従業員の作業負担を軽減する機器・設備を導入し、従業員がその能力を十分に発揮できるよう、雇用環境の整備を行い、従業員の離職率

の低下に取り組む事業主に助成する。

（注）研修制度、短時間正社員制度（保育事業主）への助成は、他の助成金等も考慮し、廃止する。

（※１）賃金テーブルの新たな整備（中小事業主を対象）を助成対象とする。
（※２）現行の「メンター制度」に従業員調査（エンゲージメントサーベイ）等を追加する。

（※３）例えば、フォークリフト（運搬作業の軽減）、介護ソフト（介護記録の入力作業の軽減）や食器洗浄機（洗浄作業の軽減）等が対象となる。

（※４）括弧内の金額は、雇用する労働者に係る賃金を一定の割合（５％）以上に増額した場合の助成額及び上限額

＜主な支給要件（※）＞

○ 離職率（計画期間終了から１年後）の目標を達成した場合に助成

＜助成内容＞

令和７年度当初予算案 制度要求（※）

（＊）現行は雇用管理制度の導入数に関わらず、一律57万円

２ 事業の概要・スキーム

（※）現在新規受付を停止中。令和７年４月から一部見直しの上、受付を再開する。
過年度計画認定分に係る予算案として４億円を計上。

人材確保等支援助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース） 要件の見直し

（※）その他、雇用管理責任者（労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者）の選任及び周知について、介護事業主に限らず全事業主が実施することを支給要件化
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人材確保等支援助成金（ 外 国 人 労 働 者 就 労 環 境 整 備 助 成 コ ー ス ）

外国人特有の事情に配慮した事業主の就労環境の整備を通じて、外国人労働者の職場定着を図る事業主に対して助成
する制度。

要件の見直し

令和７年度当初予算案 ７百万円（８百万円）※（）内は前年度当初予算額

対象事業主

現行 令和７年度改正案

〇多言語化の範囲
外国人労働者の母国語その他当該外国人労働者が使用する言語

〇就労環境整備計画（以下「計画」という。）期間の末日の翌日か
ら起算して１年を経過する日までの期間における離職者数を計画期
間の末日の翌日における労働者数で除した得た割合が、職業安定局
長が定める目標値を達成している事業主

○日本人労働者の離職率

〇多言語化の範囲
外国人労働者の母国語その他当該外国人労働者が使用する言語又

は平易な日本語

〇就労環境の整備を実施した日（以下「実施日」という。）の翌日
から起算して６ヶ月を経過する日までの期間における離職者数を実
施日の翌日における労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が
定める目標値を達成している事業主。ただし、職業安定局長が定め
る証明書を提出した事業主かつ外国人労働者が離職していない事業
主については要しない。）。

○廃止

支給額

現行 令和７年度改正案

〇上記就労環境整備措置の１／２ 上限額57万円
 （賃金要件を満たす場合２／３   上限額72万円）

１ 雇用労務責任者の選任 20万円

上限額80万円

２ 就業規則等の多言語化 20万円

３ 苦情・相談体制の整備 20万円

４ 一時帰国のための休暇制度の整備 20万円

５ 社内マニュアル・標識類等の多言語化 20万円 9
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２  事 業 の 概 要

１  事 業 の 目 的

人材確保等支援助成金（派遣元特例コース）

  同一労働同一賃金の実施に取り組む派遣元事業主に対し、賃金制度の整備・改善等に伴う経費を支援するため
の助成を行う。

暫定措置の廃止

令和６年度末までの暫定措置として創設した助成金であるため、令和６年度限りで廃止。

○ 令和６年度に適用される賃金制度について、派遣元事業主が、訂正後の指数による一般賃金水準以上となるよう、労使
協定を再締結するとともに、年度当初から協定再締結までの期間における差額（現行協定と訂正後の指数による一般賃金
水準との差）を補う対応等（※）を実施した派遣元事業主に対し助成（令和６年度内に実施したものに限る。）。

※ 現行協定に基づく自社の賃金額が訂正後の指数による一般賃金水準以上ではあるものの、同水準に対する自社の賃金額の相対
優位度を維持するために賃金引上げを行った場合も含む。

■助成内容

■ 助成額

○ 整備に係る基本経費（定額５万円）＋雇用する派遣労働者の人数に応じた定額（１人につき１万円）の合計額
※ 必要経費の合計が上記の合計額を超える場合は、当該経費の総額

令 和 ７ 年 度 改 正 内 容（ 案）
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２  事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

１  事 業 の 目 的

キャリアアップ助成金

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者（以下「有期雇用労働者等」）といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進するため、
正社員転換、処遇改善の取組を実施した事業主に対して包括的に助成

令和7年度当初予算案 962億円（1, 106億円）※（）内は前年度当初予算額

支給額（１人当たり） 加算措置等／加算額

➀有期→正規： 90万円 (67.5万円)

➁有期→無期： 45万円 ( 33万円)

➂無期→正規： 45万円 (   33万円)

※( )は、大企業の場合の額。

※加算措置要件を満たした場合は、支給額＋加算額を助成。

※障害者正社員化コースについては、重度障害者の場合は、

➀120万円(90万円)➁➂60万円（45万円）となる。

※上限人数は、１年度当たりの上限。記載がないコース

は上限はない。

１事業所当たり   60万円 (  45万円）

 １事業所当たり   40万円 (  30万円)

賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定

を３％以上増額改定し、その規定を適用

コース名／コース内容

障害者正社員化コース

障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換

賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等と正規雇用労働者との
共通の賃金規定等を新たに規定・適用

賞与・退職金制度導入コース
有期雇用労働者等を対象に賞与又は退職金制度

を導入し、支給又は積立てを実施

社会保険適用時処遇改善コース
短時間労働者を新たに社会保険に適用した際に、
手当等の支給、賃上げ、労働時間の延長等を実施

※手当等の支給は、労働者の社会保険料相当額以上等

※労働時間の延長は、週当たり４時間以上等

■「職務評価」の活用により実施    １事業所当たり 20万円（15万円）

賞与・退職金制度導入コース

   ■両方を同時に導入した場合 １事業所当たり16.8万円（12.6万円）

正社員化コース

賃金規定等改定コース

 ■勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し転換

１事業所当たり 40万円（30万円）

令和５年度実績：65,598件

➀３％以上４％未満：    4万円 (2.6万円）

➁４％以上５％未満：    5万円 (3.3万円）

③５％以上６％未満：6.5万円 (4.3万円）

④６％以上 ： 7万円 (4.6万円）

正社員化コース

有期雇用労働者等を正社員転換（※）

※多様な正社員（勤務地限定・職務限定・短時間正社員）を含む

➢ 正社員転換後6か月間の賃金が正社員転換前6か月間の

賃金と比較して３％以上増額していることが必要

(1)手当等支給メニュー 50万円（37.5万円）（※１）

(2)労働時間延長メニュー 30万円（22.5万円）

※１ 1～3年目までの各要件を全て満たした場合の３年間の合計額
※２ １年目に手当等支給、２年目に労働時間延長を実施する場合の

2年間の合計額は50万円

➢ 新規学卒者で雇入れから一定期間経過していない者については支給対象外
➢ 有期雇用期間が通算５年超の者は無期雇用労働者とみなして適用

※国（都道府県労働局）で支給事務を実施

 ■通常の正社員転換制度を新たに規定し転換

１事業所当たり 20万円（15万円）

年収の壁・
支援強化
パッケージ

■昇給制度を新たに設けた場合      １事業所当たり 20万円（15万円）

上限人数：20人

上限人数：100人

１事業所当たり１回のみ

１事業所当たり１回のみ

a :雇入れから3年以上の有期雇用労働者
ｂ:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者

①過去５年間に正規雇用労働者であった期間が１年以下
②過去１年間に正規雇用労働者として雇用されていない

ｃ:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定訓練修了者

有期→正規：

無期→正規： 

40万円（30万円）

20万円（15万円）

【重点支援対象者※】 【左記以外】

80万円（60万円）

40万円（30万円）

※

うち雇用環境・均等局計上分 957億円（1,101億円） うち職業安定局計上分 5億円（5億円）

要件の見直し

対象事業主の要件中、「キャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、

認定を受けた事業主」を「キャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し

た事業主」に変更し、当該計画の認定を不要とする。

令和７年度改正内容（案）
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３  実 施 主 体 等

２  事 業 の 概 要 ・ ス キー ム

１  事 業 の 目 的

高年齢労働者処遇改善促進助成金

令和６年度予算額 77百万円

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する等の観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の
改善に向けて取り組む事業主を支援する。

◆ 実施主体：国
◆ 助 成 率 ：高年齢雇用継続基本給付金の減少額の２／３（中小企業以外１／２）

※当該事業所に雇用される労働者（申請対象期間の初日において雇用されている者に限る。）に係る賃金規定等改定前後において当該事業所における高年齢雇
用継続基本給付金の支給総額を比較し、その減少額に上記の助成率を乗じた額を助成。

※１回の申請の対象期間は６か月、最大４回（２年間）まで申請可能。

○ 雇用保険適用事業所であって、以下の要件をいずれも満たす事業主
・高年齢労働者（※）の賃金規定等を改定し、時間当たりの所定内賃金を60歳時点の時間当たりの所定内賃金の

75％以上にしていること。
※60歳～64歳までの一般被保険者であって、高年齢雇用継続基本給付金の受給者

・当該事業所に雇用される労働者に係る高年齢雇用継続基本給付金の支給総額が減少していること。

＜支給対象となる事業主＞

暫定措置の廃止

○ 高年齢労働者処遇改善促進助成金は、高年齢雇用継続給付の給付率の見直しの円滑な施行（令和７年４月）に向
け、事業主による高年齢労働者の処遇改善の取組みを推進するために、令和７年３月までの時限措置として創設し
た助成金であり、今般、その期限が到来することから、廃止する。

令 和 ７ 年 度 改 正 内 容（ 案）
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通年雇用助成金について

【 指 定 業 種 の 事 業 主 】

○ 賃金助成（＊）

・季節労働者を通年雇用した場合

対象期間（12月16日～3月15日）について事業主が支払った賃金の２／３（初回）、

１／２（２、３回目）の額（初回～３回目すべて上限あり）を３年間
  ＊ なお、対象期間に季節労働者を指定地域外に就労させ、その移動に要する経費を

  事業主が負担した場合には、交通費等の経費（往復）に対し助成（上限あり）

・季節労働者を季節的業務以外の業務へ転換させた場合

業務転換開始日から６ヶ月間について事業主が支払った賃金の１／３の額（上限あり）

・季節労働者を通年雇用したものの、当該労働者を休業させざるをえない場合

対象期間について事業主が支払った賃金（休業手当を除く）及び１月から４月に支払った

休業手当の合計額の１／２（初回）、１／３（２回目）の額（初回、２回目ともに上限あり）を

２年間

○ 新分野進出への助成

・季節労働者３人以上を通年雇用するため、新分野の事業に進出した場合

事業所の設置・整備に要した費用の１／１０の額（上限あり）を３年間

○ 職業訓練への助成

・季節労働者を通年雇用し、業務に必要な知識及び技能を習得させるために職業

訓練を実施した場合

季節的業務の訓練・・・・・・・事業主が支払った費用の１／２の額（上限あり）

季節的業務以外の訓練・・・事業主が支払った費用の２／３の額（上限あり）

【 指 定 業 種 以 外 の 事 業 主 】

○ 季節労働者を試行雇用し、引き続き常用雇用した場合

常用雇用後６ヶ月間に支払った賃金の１／２の額からトライアル雇用助成金受給額を

減額した額 （※暫定措置がない場合１／３の額）

助成の内容

雇い入れ

※  １３道県（指定地域）・・・北海道、青森、岩手及び秋田（全市町村） 宮城、山形、福島、新潟、富山、石川、福井、長野及び岐阜（一部の市町村）

※  指定業種・・・①林業 ②採石業及び砂、砂利又は玉石の採取業 ③建設業 ④水産食料品製造業 ⑤野菜缶詰、果実缶詰又は農産保存食料品の製造業 ⑥一般製材業
    ⑦セメント製品製造業 ⑧建設用粘土製品（陶磁器製のものを除く。）の製造業 ⑨特定貨物自動車運送業 ⑩建設現場において据付作業を行う「造作材製造業（建

具を除く）」、「建具製造業」、「鉄骨製造業」、「建設用金属製品製造業（鉄骨を除く）」、「金属製サッシ・ドア製造業」、「鉄骨系プレハブ住宅製造業」、「建築用金属製品

製造業（サッシ、ドア、建築用金物を除く）」、「畳製造業」⑪農業（畜産農業及び畜産サービス業を除く。）

季節労働者

道県労働局

ハローワーク ⑤

④

支給までの流れ

支給申請書の提出
(3月16日～6月15日)

通年雇用届の提出
(12月16日～1月31日）

支給

③②

※  季節労働者・・・9月16日以前から雇用され翌年の1月31日において雇用保険の特例一時金の受給資格を得て、支給を受けることが見込まれる方

継続雇用

指定業種の事業主

『 季節労働者を通年雇用し、賃金助成を受ける場合 』

＊ 事業所の所在地によって、②、③が道県
 労働局への提出となる場合がある。

北海道、東北地方等気象条件の厳しい積雪寒冷地（１３道県）において、季節的業務に従事する季節労働者を通年雇用した事業主に対し
て通年雇用助成金を支給し、季節労働者の通年雇用化の促進を図る。

暫定措置の３年間延長

①
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３  実 施 主 体 等２  事 業 の 概 要 ・ ス キー ム

１  事 業 の 目 的

令和７年度概算要求額 60百万円（64百万円）※（）内は前年度当初予算額

職業転換給付金制度について

労働者がその有する能力に適した職業に就くことを容易にし、促進するため、労働市場
における労働力需給の地域間、職種間、年齢間の不均衡に対処し、労働者に対する職業転
換、地域間移動及び職場適応への援助等を目的として、給付金を支給する制度。

実施主体：
国・都道府県（訓練手当及び職場適応訓
練の一部については都道府県が支給し、
国が２分の１を負担する。

給付金の種類 支給対象者 給付内容

就職促進手当 ○ 求職手帳所持者
中高年齢失業者等、沖特法

離職者、漁業離職者、特定漁

業離職者 等

○ 45歳以上の求職者等
 身体障害者、刑余者、社会

的事情により就職が著しく 阻

害されている者

○ 認定駐留軍関係離職者
○ 知的障害者
○ 精神障害者
○ 母子家庭の母等、父子
家庭の父   等

4,024～5,820円／日

訓練手当 基本手当：3,530～

4,310円/日 等

求職活動支援費
移転費

就業支度金

広域求職活動費：交通

費(実費)、宿泊料

移転費：交通費(実費)

等

職場適応訓練費
一般職場適応訓練：
月額24,000円 等

特定求職者雇用開発助成金 30万円～240万円

予算：
令和元年度  10.7億円
令和２年度   5.3億円
令和３年度 2.9億円
令和４年度   0.8億円
令和５年度 0.6億円

事業実績：
令和元年度   0.3億円
令和２年度   0.2億円
令和３年度 0.2億円
令和４年度   0.2億円
令和５年度 0.1億円

要件の見直し

就職促進手当に係る所得税の額の計算にあたって、他の税額控除と
同様に分配時調整外国税相当額控除を適用しないものとする。

14
369



２  事 業 の 概 要 ・ ス キー ム ・実 施主 体 ・事 業実 績

１  事 業 の 目 的

建設事業主等に対する助成金

令和７年度当初予算案 69億円（72億円）※（）内は前年度当初予算額

建設業においては、技能者のうち60歳以上の割合が約4分の1を占める一方、29歳以下は全体の約12％となっており、若年労働者等の確保・育成、技
能継承が極めて重要な課題となっている。本助成金では、建設労働者雇用改善法第９条に基づき、建設事業主等に支援を行うことで、建設労働者の雇用
の改善、能力の開発及び向上、雇用の安定を促進することを目的とする。

トライアル雇用助成金

◆ 若年・女性建設労働者トライアルコース

職業経験の不足などから就職に不安のある若年者（35歳未満）や女性を対象として、試行雇用を行っ
た場合に支給されるトライアル雇用助成金（一般・障害者トライアルコース）に上乗せ助成。

人材確保等支援助成金

◆ 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース（建設分野）

魅力ある職場づくりにつながる取組や広域的な職業訓練の推進活動を実施した場合に助成。

助成区分 助成率等

経費助成
中小建設事業主：60％

中小建設事業主以外：45％ 等（※１）

◆ 建設キャリアアップシステム等活用促進コース【新規】

建設キャリアアップシステム（CCUS）等を活用した雇用管理改善を目的とし、以下の場合に助成。
＜雇用管理改善促進事業＞ 中小建設事業主が、昇格評定を受けた技能者の賃金を５％以上増加
＜普及促進事業＞ 建設事業主団体が普及促進に向けた事業を実施

事業名 助成区分 助成額・率等

雇用管理改善促進事業 経費助成 中小建設事業主：16万円/人年

普及促進事業 経費助成
中小建設事業主団体：66.7％

中小建設事業主団体以外：50％

◆ 作業員宿舎等設置助成コース（建設分野）

建設現場の女性専用トイレ・更衣室を整備した場合や作業員宿舎等を確保（石川県）した場合に助成。

助成区分 助成率

経費助成 60％ 等（※１）

人材開発支援助成金

◆ 建設労働者認定訓練コース

能開法による認定職業訓練または指導員訓練のうち、建設関連の訓練を実施した場合に助成。

助成区分 助成率・額
生産性向上助成

（上乗せ支給）（※２）

賃金向上助成・資格等手当助成

（上乗せ支給）

経費助成 16.7％ － －

賃金助成 3,800円/人日 1,000円/人日 1,000円/人日

◆ 建設労働者技能実習コース

若年者等の育成と熟練技能の維持・向上を図るため、キャリアに応じた技能実習を実施した場合に助成。

助成区分 助成率・額等
生産性向上助成

（上乗せ支給）

              （※２）

賃金向上助成

・資格等手当助成

（上乗せ支給）

経費助成

中小建設事業主（20人以下）：75％ 15％ 15％

中小建設事業主（21人以上）
35歳未満：70％

15％ 15％
中小建設事業主（21人以上）
35歳以上：45％

中小以外の建設事業主（女性労働者の
み支給対象）：60％ 15％ 15％

賃金助成

中小建設事業主（20人以下）：
8,550円/人日＜9,405円/人日＞

2,000円/人日 2,000円/人日

中小建設事業主（21人以上）：
7,600円/人日＜8,360円/人日＞

1,750円/人日 1,750円/人日
等

○実施主体・スキーム：労働局（助成金の支給）→ 建設事業主等（助成対象の取組を実施）
○令和５年度支給実績（３助成金の合計）： 5,984,684千円（128,297件）

助成額 対象者１人あたり４万円/月（最大３か月）

※２ 令和４年度までの支給要領に基づき、当該コースの助成金を受給した建設事業主を対象とした経過措置。
※３ CCUS技能者情報登録者の場合は、賃金助成額（上乗せ支給分は除く）を1.1倍にして助成（令和７年度まで）。

※１ 上記の通常の助成率に加え、生産性向上助成及び賃金向上助成の上乗せ支給も実施。

新規コースの創設・要件の見直し等

割増措置の延長

（※３）

（※３）

新規コースの創設

被災３県の措置の廃止

東日本大震災の被災3県を対象とした措置に
ついて令和６年度限りで廃止

建設キャリアアップシステ
ム等普及促進コースを廃
止し、新たに、建設キャリ
アアップシステム等活用
促進コースを創設
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項の規定に基づき失業等給付費等充

当徴収保険率を変更する件について（概要） 

 

厚生労働省職業安定局雇用保険課 

 

１．制定の趣旨 

○ 雇用保険率は、雇用保険法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 26号。以下「雇

用保険法等改正法」という。）第３条の規定（雇用保険法等改正法附則第１条第１号に掲

げる改正規定を除く。）及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法

律第 47号）附則第 28条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律

（昭和 44年法律第 84号。以下「法」という。）第 12条第４項において、次の①から③

までの率を合計して得た 16.5/1000※１ とされている。 

① 失業等給付費等充当徴収保険率 8/1000※２ 

② 育児休業給付費充当徴収保険率 5/1000 

③ 二事業費充当徴収保険率 3.5/1000※３ 

※１ 農林水産業及び清酒製造業については 18.5/1000、建設業については 19.5/1000 

※２ 農林水産業、建設業及び清酒製造業については 10/1000 

※３ 建設業については 4.5/1000 

○ また、この雇用保険率は、雇用保険財政の状況を踏まえ、会計年度毎に次の①から③

までの変更をするものとされている。 

① 法第 12条第５項の規定による失業等給付額等を踏まえた変更 

② 法第 12条第８項の規定による育児休業給付額等を踏まえた変更 

③ 法第 12条第 10項の規定による雇用安定事業及び能力開発事業に要する費用に充て

られた額等を踏まえた変更 

 

２．告示案の概要 

○ 令和５年度の失業等給付額等を踏まえた変更として、令和７年度の失業等給付費等充当

徴収保険率を１/1000引き下げ、７/1000※４とする。 

※４ 農林水産業、建設業及び清酒製造業については９/1000 

 

３．根拠条項 

○ 法第 12条第５項 

 

４．適用期日等 

○ 告 示 日：令和７年１月下旬（予定） 

○ 適用期日：令和７年４月１日 
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第八項の規定に基づき育児休業給付費充

当徴収保険率を変更する件について（概要） 

 

厚生労働省職業安定局雇用保険課 

 

１．制定の趣旨 

○ 雇用保険率は、雇用保険法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 26号。以下「雇

用保険法等改正法」という。）第３条の規定（雇用保険法等改正法附則第１条第１号に掲

げる改正規定を除く。）及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法

律第 47号。）附則第 28条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律

（昭和 44年法律第 84号。以下「法」という。）第 12条第４項において、次の①から③

までの率を合計して得た 16.5/1000※１ とされている。 

① 失業等給付費等充当徴収保険率 8/1000※２ 

② 育児休業給付費充当徴収保険率 5/1000 

③ 二事業費充当徴収保険率 3.5/1000※３ 

※１ 農林水産業及び清酒製造業については 18.5/1000、建設業については 19.5/1000 

※２ 農林水産業、建設業及び清酒製造業については 10/1000 

※３ 建設業については 4.5/1000 

○ また、この雇用保険率は、雇用保険財政の状況を踏まえ、会計年度毎に次の①から③

までの変更をするものとされている。 

① 法第 12条第５項の規定による失業等給付額等を踏まえた変更 

② 法第 12条第８項の規定による育児休業給付額等を踏まえた変更 

③ 法第 12条第 10項の規定による雇用安定事業及び能力開発事業に要する費用に充て

られた額等を踏まえた変更 

 

２．告示案の概要 

○ 令和５年度の育児休業給付額等を踏まえた変更として、令和７年度の育児休業給付費充

当徴収保険率を１/1000引き下げ、４/1000とする。 

 

３．根拠条項 

○ 法第 12条第８項 

 

４．適用期日等 

○ 告 示 日：令和７年１月下旬（予定） 

○ 適用期日：令和７年４月１日 
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一

様
式
第
三
号
（
裏
面
）
に
つ
い
て
、
除
外
率
設
定
機
関
に
係
る
除
外
率
を
、
次
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表
の
上
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に
掲
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れ
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掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
こ
と
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基
準
割
合

除
外
率

百
分
の
九
十
五
以
上

百
分
の
六
十
五

百
分
の
九
十
以
上
百
分
の
九
十
五
未
満

百
分
の
六
十

百
分
の
八
十
五
以
上
百
分
の
九
十
未
満

百
分
の
五
十
五

百
分
の
八
十
以
上
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十
五
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満

百
分
の
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十

百
分
の
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十
五
以
上
百
分
の
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十
未
満

百
分
の
四
十
五

百
分
の
七
十
以
上
百
分
の
七
十
五
未
満

百
分
の
四
十
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。
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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する

法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件案

（概要） 

 

１．改正の趣旨 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関

する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式（昭和 51 年労働

省告示第 112 号）において定めている障害者任命状況通報書等の様式の一部

を改正するもの。 

 

２．改正内容 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行

令の一部を改正する政令（令和５年政令第 44 号）第１条の規定により、国

及び地方公共団体の除外率設定機関に係る除外率を引き下げる等の改正が

行われたことから、下記の様式について所要の改正を行う。 

① 様式第３号 障害者任免状況通報書 

② 様式第５号の３ 法第 41 条の特例に係る国の機関の概要 

③ 様式第５号の５ 法第 42 条の特例に係る地方公共団体の概要 

○ その他所要の規定の整備を行う。 

 

３．根拠法令 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令（昭和 35 年政令第 292 号）第６

条第１項及び第８条 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則（昭和 51年労働省令第 38号）

第４条の 17 第２項、第４条の 18 第２項、第８条及び第８条の７第２項 

 

４．適用期日等 

○ 告 示 日 令和７年３月下旬（予定） 

○ 適用期日 令和７年４月１日 
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高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関

する指針の一部を改正する件案要綱 
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高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関

する指針の一部を改正する件案概要 
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1 

 

高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の一部を改正する件案について 

（概要） 

 

職 業 安 定 局 

高齢者雇用対策課 

１．改正の趣旨 

○ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律（平成 24年法律第 78

号。以下「改正法」という。）附則第３項の経過措置が令和６年度末で終了することに

伴い、高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針（平成 24 年厚生労働省告示

第 560号）について所要の改正を行うもの。 

 

２．概要 

  改正法附則第３項の規定による経過措置に係る事項の廃止 

 

３．根拠法令 

  高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和 46年法律第 68号）第９条第３項、第４

項 

 

４．告示日等 

告示日：令和７年３月下旬（予定） 

適用期日：令和７年４月１日 
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高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関

する指針の一部を改正する件案関連資料 
 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年３月 21 日 

職業安定分科会（第 211 回） 
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企業における安定した雇用・就業の確保のための義務・努力義務（３段階）

65歳まで・義務 70歳まで・努力義務

①65歳までの定年引上げ

②65歳までの継続雇用制度の導入
（特殊関係事業主（子会社・関連会社等）による
ものを含む）

③定年廃止

④高年齢者が希望するときは、
70歳まで継続的に業務委託契約
を締結する制度の導入

⑤高年齢者が希望するときは、
70歳まで継続的に
 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b.事業主が委託、出資（資金提供）等
する団体が行う社会貢献事業

に従事できる制度の導入

①70歳までの定年引上げ

②70歳までの継続雇用制度の導入
（特殊関係事業主に加えて、他の事業主による
ものを含む）

③定年廃止

○ 2021年４月施行の改正高年齢者雇用安定法により、従来からの65歳までの雇用を確保する

義務に加え、70歳までの就業機会（雇用以外の措置も含む）を確保する努力義務を課している。

60歳まで・義務

60歳未満の定年禁止

＜1998年施行＞

＜対象者限定可を2006年に施行、
原則希望者全員を2013年に施行＞

＜2021年施行＞1
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経過措置のイメージ

改正前の高齢法第９条第２項に基づく継続雇用制度の対象者を限定する基準を設けている事業主は、老齢厚生年金

（報酬比例部分）の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、その基準を引き続き利用できる１２年間の経過措置

を設ける。

65歳

64歳

62歳

63歳

61歳

60歳 H
28.4.1
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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和 46年法律第 68号）（抄） 

 

(高年齢者等職業安定対策基本方針) 

第六条 厚生労働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となる

べき方針(以下「高年齢者等職業安定対策基本方針」という。)を策定するもの

とする。 

２ （略） 

３ 厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めるに当たつては、

あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、労働政策審議会の意見を

聴かなければならない。 

４・５（略） 

 

(高年齢者雇用確保措置) 

第九条 定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めを

している事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を

確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)

のいずれかを講じなければならない。 

一 当該定年の引上げ 

二 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢

者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入 

三 当該定年の定めの廃止 

２ 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的

に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の

関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項及

び第十条の二第一項において同じ。)との間で、当該事業主の雇用する高年齢

者であつてその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該

特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約

に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。 

３ 厚生労働大臣は、第一項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施

及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度にお

ける取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定める

ものとする。 

４ 第六条第三項及び第四項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。 
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１．ハローワークにおける職業紹介・人材確保等 

項目 2022 年度 

実績 
 

2023 年度 

実績 

 

2023 年度 

目標 

2023 年度 

中間評価実績 

（４～９月） 
 

2024 年度 

目標 

2024 年度 

中間評価実績 

（４～９月） 

（※１） 

➀ ハローワーク求職

者の就職率（※

２）  

26.7％ 
26.8％ 

<達成率 97.5％> 
27.5％ 

26.0％ 

<達成率 94.5％> 
26.9％ 

25.2％ 

<達成率 93.6％> 

➁ 人材確保対策コー

ナー設置ハローワ

ークにおける人材

不足分野の充足数 

149,666 人 

（113 箇所） 

152,673 人 

（115 箇所） 

<達成率 99.5％> 

153,410 人 

（115 箇所） 

77,945 人 

（115 箇所） 

<達成率 50.8％> 

171,288 人 

（117 箇所） 

84,331 人 

（117 箇所） 

<達成率 49.2％> 

③ マザーズハローワ

ーク事業（重点支

援対象者の就職

率） 

96.1％ 
97.2％ 

<達成率 102.4％> 
94.9％ 

97.2％ 

<達成率 102.4％> 
95.9％ 

97.5％ 

<達成率 101.7％> 

④ 雇用保険受給者の

早期再就職割合

（※３） 

32.9％ 
34.1％ 

<達成率 100.6％> 
33.9％ 

33.0％ 

<達成率 97.4％> 
33.9％ 

33.3％ 

<達成率 98.2％> 

⑤ 就職氷河期世代専

門窓口における支

援対象者の正社員

就職率 

59.4％ 

（参考） 

正社員以外 

も含む就職率 

89.1％ 

62.3％ 

<達成率 103.1％> 

（参考） 

正社員以外 

も含む就職率 

89.3％ 

60.4％ 

60.8％ 

<達成率 100.6％> 

（参考） 

正社員以外 

も含む就職率 

86.3％ 

62.3％ 

63.1％ 

<達成率 101.4％> 

（参考） 

正社員以外 

も含む就職率 

90.4％ 

⑥ 求職者支援訓練

受講者の就職率 基礎コース 

57.1％ 

実践コース 

59.0％ 

 

基礎コース 

60.1％ 

<達成率 103.6％> 

実践コース 

60.6％ 

<達成率 96.2％> 

（※４） 

基礎コース 

58.0％ 

実践コース 

63.0％ 

基礎コース 

62.3％ 

<達成率 107.4％> 

実践コース 

61.8％ 

<達成率 98.1％> 

（※５） 

基礎コース 

58.0％ 

実践コース 

63.0％ 

 

基礎コース 

65.1％ 

<達成率 112.2％> 

実践コース 

63.2％ 

<達成率 100.3％> 

（※６） 

⑦ 生活保護受給者

等就労自立促進事

業の支援対象者の

就職率  

68.7％ 
70.0％ 

<達成率 108.4％> 
64.6％ 

67.3％ 

<達成率 104.1％> 
68.3％ 

67.9％ 

<達成率 99.5％> 

（備考） 

※１ 実績の分子と分母は以下の通りである 

① ハローワーク求職者の就職率：25.2％＝ 就職件数：577,377 件／新規求職申込件数：2,291,955 件×100 

③ マザーズハローワーク事業（重点支援対象者の就職率）：97.5％ ＝ 重点支援対象者の就職件数：32,317 件／重点支援対象

者数：33,130 件×100 
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④ 雇用保険受給者の早期再就職割合：33.3％ ＝ 早期再就職件数：245,846 件／受給資格決定件数：738,130 件×100 

⑤ 就職氷河期世代専門窓口における支援対象者の正社員就職率：63.1％ ＝ 支援対象者の正社員就職件数：5,254 件 

／支援対象者数：8,321 件×100 

⑥ 求職者支援訓練受講者の就職率 

基礎コース：65.1％ ＝ 就職者数：783 件／ （修了者等数－次訓練受講中又は次訓練受講決定者数）：1,203件×100 

実践コース：63.2％ ＝ 就職者数：5,233 件／修了者等数：8,283 件×100 

⑦ 生活保護受給者等就労自立促進事業の支援対象者の就職率：67.9％ ＝支援対象者の就職件数：31,346 件／支援対象者数：

46,139 件×100 

※２ 就職件数（パート含む一般）／新規求職申込件数（パート含む一般） 

※３ 早期再就職者数（注）／受給資格決定件数 

（注） 雇用保険の基本手当の支給残日数を所定給付日数の２／３以上残して早期に再就職する者の数（例えば、所定給付日数 90

日の者が、支給残日数を 60 日以上残して再就職した場合）。 

※４ 2023年度実績は確定値である。 

※５ 2023 年度中間評価実績は、2023年４月から６月末までに終了した訓練コースの修了者数等に占
める訓練修了３か月後までに雇用保険適用就職した者の割合であり、速報値である。 

※６ 2024年度中間評価実績は、2024年４月から６月末までに終了した訓練コースの修了者数等に占
める訓練修了３か月後までに雇用保険適用就職した者の割合であり、速報値である。 

2024年度目標設定における考え方 

① ハローワーク求職者の就職率 

・2021～2023年度の実績等を踏まえ 26.9％に設定。 

 

② 人材確保対策コーナー設置ハローワークにおける人材不足分野の充足数 

・2021～2023年度の実績、支援対象職種の追加等を踏まえ 171,288人に設定。 

 

③ マザーズハローワーク事業（重点支援対象者の就職率） 

・2021 年度～2023年度の実績等を踏まえ、95.9％に設定。 

 

④ 雇用保険受給者の早期再就職割合 

・2021～2023年度の実績等を踏まえ 33.9％に設定。 

 

⑤ 就職氷河期世代専門窓口における支援対象者の正社員就職率 

・2023 年度実績等を踏まえ、62.3％に設定。 

 

⑥ 求職者支援訓練受講者の就職率 

・2018 年度から 2022年度の実績及び 2023 年度の目標値を踏まえ、基礎コースは 58.0％、実践コース

は 63.0％に設定。 

 

⑦ 生活保護受給者等就労自立促進事業の支援対象者の就職率 

・2021～2023年度の実績等を踏まえ、68.3％に設定。 
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施策の達成状況を踏まえた評価及び今後の方針 

① ハローワーク求職者の就職率 

・2024 年度の４～９月におけるハローワーク求職者の就職率は 25.2％と、現時点において、2024 年

度目標の 26.9％を下回っている。 

・これは、昨年度に引き続き、物価高騰や働き方 ・ニーズの多様化等の影響により、求職者が応募する

求人を吟味する傾向が続き、実績が伸び悩んでいることが要因と考えられる。 

・また、人手不足に伴い企業の省人化投資が進んでいる影響により、就職に結びつきやすいサービス

や製造の職業等の新規求人数が減少傾向になっていることも要因と考えられる。 

・今後の対策としては、2024 年度上半期に実施した職業紹介関係業務に関する労働局ヒアリングの結

果を踏まえ、2024 年 10 月に今後の業務に当たっての留意事項を各労働局・ハローワークに対して示

したところであり、当該取組みの徹底を図る。 

・具体的には、大企業も含めた事業所訪問や求人開拓を積極的に行い、求職者ニーズの高い求人の確

保に取り組むとともに、求人の充足に向けて求職者が応募しやすい条件設定や求人票の記載内容の

充実に向け、助言・指導を行うなど、求人充足支援を積極的に推進することで適切なマッチングを図

る。 

・また、在職者やこれまでハローワークのサービスを利用していない者等の潜在求職者への働きかけ

として、SNS 等を活用したオンラインサービスを含むハローワークのサービスの利便性等を周知し、

マッチング機会の拡充を図る。加えて、四半期実績ごとの要因や求職者の動向等の聞き取り、オンラ

イン勉強会等の実施により、各労働局・ハローワークの効果的な取組み・好事例を全国へ横展開して

いく。 

 

参考：ハローワーク求職者の就職率 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計 

実績（％） 21.3 25.9 28.7 26.4 25.0 25.6 25.2 

前年同月差（％pt） ▲1.1 ▲0.5 ▲0.2 ▲0.7 ▲0.1 ▲1.7 ▲0.8 

 

② 人材確保対策コーナー設置ハローワークにおける人材不足分野の充足数 

・2024 年度の４～９月における人材確保対策コーナー設置ハローワークにおける人材不足分野の充足

数は 84,331 人と、2024 年度目標 171,288 人の 49.2％の水準となっている。一方、各月においては

前年同月を上回っており、この背景として、人材確保対策コーナーにおいて、求人条件緩和への助

言・指導等の求人充足支援に加え、事業所見学会や就職面接会等の開催（※）を積極的に実施したこ

とが考えられる。 

※ 2024 年４～９月：4,633 回  （参考）2023 年度：8,563 回 

・今後も引き続き、求人者に対する求人条件緩和への助言・指導、求職者に対する人材不足分野への応

募勧奨、事業所見学会や就職面接会等の開催によりマッチング機会の拡充を図る。 

・加えて、特に医療・福祉分野については、新規求人数が多い分野でもあり、職業紹介件数を意識した

職業相談、能動的なマッチングを進めるための求人充足会議や求人情報の提供等を徹底するととも

に、「介護就職支援強化期間（10 月～12 月）」を設定し、就職面接会等の開催数の増加や、応募前職

場見学、事業所相談ブースを活用した個別相談会の開催等、年度後半に集中的な取組みを実施して、

実績向上に取り組む。 
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参考１：人材確保対策コーナー設置ハローワークにおける人材不足分野の充足数 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計 

実績（人） 15,512 15,692 14,234 13,985 11,931 12,977 84,331 

前年同月比（％） ＋11.9 ＋13.6 ＋4.2 ＋16.3 ＋0.8 ＋1.7 ＋8.2 

※2024 年度より、コーナー設置箇所数の増加、対象職種の追加があり、前年同月との比較については留意が必要。 

 

参考２：主な人材不足分野の有効求人倍率（2024 年４月～９月） 

保健師、助産師、看護師：1.91 倍、介護関係職種：3.94 倍、建設・採掘従事者：4.93 倍、保安職業従事者：6.09 倍、

自動車運転従事者：2.50 倍 

（注１）2009 年 12 月改定「日本標準職業分類」に基づく区分。 

（注２）介護関係職種は、「福祉施設指導専門員」、「その他の社会福祉専門職業従事者」、「家政婦（夫）、家事手伝い」、「介護サービス職

業従事者」の合計。 

 

③ マザーズハローワーク事業（重点支援対象者の就職率） 

・2024 年度の４～９月における重点支援対象者の就職率は 97.5％と、2024 度目標の 95.9％を上回っ

ている。 

・これは、子育て中の女性等を対象とした専門支援拠点（マザーズハローワーク・マザーズコーナー）

において、個々の求職者のニーズに応じた担当者制によるきめ細かな職業相談・職業紹介を着実に

実施するとともに、仕事と子育ての両立がしやすい求人の確保に積極的に取り組んだためと考えら

れる。 

・他方で、子育て中のため来所が困難な方もいることから、引き続きオンラインを活用した就職支援

セミナーや職業相談の実施、出張職業相談・出張就職支援セミナー等のアウトリーチ型支援の充実

等に努める。加えて、こうした支援の情報が行き渡るよう、SNS の活用等による周知を行っていく。 

 

参考：マザーズハローワーク事業の重点支援対象者の就職率 

 第１四半期（４～６月） 第２四半期（７～９月） 合計 

重点支援対象者の就職率(％) 99.1 95.7 97.5 

前年同月差(％pt) ＋1.1 ▲0.6 ＋0.3 

 

④ 雇用保険受給者の早期再就職割合 

・2024 年度の４～９月における雇用保険受給者の早期再就職割合は 33.3％ と、現時点において、2024

年度目標の 33.9％を下回っている。 

・これは、例年４・５月は早期再就職割合の分母である雇用保険受給資格決定件数が多くなる一方、分

子である早期再就職件数の確保には一定の期間を要することから、結果として全体の割合が低くな

ったものと考えられる。 

・なお、前年同期と比較すると、0.3％ポイント上回っており、これは定期的に安定所に来所する雇用

保険受給者のニーズを詳細に把握するとともに、例えばリーフレットや SNS 広告等を活用した早期

再就職制度の周知や就職面接会等の各種イベントの積極的な開催など、各地域のニーズに応じた対

策を実施したことによるものと考えている。 

・目標達成に向けて、引き続きこれらの施策を推進するとともに、例えば、アンケート等を活用した求

職者のニーズに応じた就職支援など、各労働局・ハローワークの効果的な取組み・好事例について、

職員向けのメルマガやオンライン勉強会等を通じて全国に横展開していく。 
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参考：雇用保険受給者の早期再就職割合 

 

⑤ 就職氷河期世代専門窓口における支援対象者の正社員就職率 

・2024 年度の４～９月における就職氷河期世代専門窓口における支援対象者の正社員就職率は 63.1％

と、2024 年度目標の 62.3％を上回っている。 

・これは、就職氷河期世代限定・歓迎求人を引き続き積極的に確保（新規求人数：前年同期比 +2.8％）

したことや、就職氷河期世代を対象としたセミナー・面接会等の各種イベントを各地域の実情に合

った様々な切り口で行ったこと（合計参加人数：前年同期比 +11.1％）によるものと考えられる。 

・引き続き、求職者のニーズを踏まえた積極的な求人開拓や、就職氷河期世代を対象としたセミナー・

面接会等の各種イベントを実施し、就職氷河期世代の就職支援により一層取り組む。 

 

参考：就職氷河期世代専門窓口における支援対象者の正社員就職率 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計 

実績（％） 50.9 61.1 65.5 72.4 70.6 61.6 63.1 

前年同月差（％pt） ▲4.5 ▲1.5 ＋2.4 ＋8.5 ＋10.4 ＋2.1 ＋2.4 

 

⑥ 求職者支援訓練受講者の就職率 

・2024 年度の４～６月における求職者支援訓練受講者の就職率（速報値）は、基礎コース 65.1％、実

践コースは 63.2％と、現時点において、2024年度目標である基礎コース 58.0％、実践コース 63.0％

をともに上回っている。 

・これは、2024 年度から、ハローワークのみならず訓練実施機関に対しても、両機関で連携して訓練

修了者の採用を視野に入れた求人開拓を指示する等、既存の取組みを強化したことが要因と考えら

れる。 

・また、2024 年１月から、四半期ごとに職員向けのメルマガ等を通じて、各労働局・ハローワークの

効果的な取組み・好事例を全国に横展開するなど、職員の知識向上やマッチング機能の強化を図っ

たことも要因と考えられる。 

・引き続き、求職者支援制度等の職業訓練制度や訓練コースの周知・広報を積極的に行い、より一層の

活用促進を図るとともに、特にデジタル分野・人手不足分野業界に対する窓口職員の知識を向上さ

せ、コンサルティング能力の強化を図る。 

 

参考１：求職者支援訓練受講者の就職率（基礎コース） 

 ４月 ５月 ６月 合計 

実績（％） 60.1 64.6 68.9 65.1 

前年同月差（％pt） ▲3.4 ＋5.6 ＋10.0 ＋5.2 

参考２：求職者支援訓練受講者の就職率（実践コース） 

 ４月 ５月 ６月 合計 

実績（％） 63.6 62.2 63.6 63.2 

前年同月差（％pt） ＋4.6 ＋2.2 ＋4.6 ＋3.8 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計 

実績（％） 21.0 30.2 43.2 41.2 39.1 33.1 33.3 

前年同月差（％pt） ＋1.3 ＋0.7 ＋1.5 ▲0.4 ＋0.9 ▲1.0 ＋0.3 
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⑦ 生活保護受給者等就労自立促進事業の支援対象者の就職率 

・2024 年度の４～９月における生活保護受給者等就労自立促進事業の支援対象者の就職率は 67.9％

と、現時点において、2024 年度目標の 68.3％を下回っている。 

・これは、毎年８月に行う「出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャンペーン（児童扶養手当受

給者をハローワークの窓口に誘導する重点的な取組）」により、多くの支援対象者を取り込んだが、

支援対象者のニーズを踏まえた就労支援には一定の期間を要することから８月の就職率が低くな

り、結果として４～９月における就職率が目標を下回ったものと考えられる。 

・一方、例年、同キャンペーンにより取り込んだ支援対象者は年度後半に就職率が上昇する傾向にあ

るため、今年度も支援対象者に対するきめ細かな就労支援を着実に実施することで就職率を向上さ

せ、最終的には年度目標を達成することを見込んでいる。 

・また、前年同期と比較すると就職率は 0.7％ポイント上昇しており、これは、前年より福祉事務所等

への巡回相談を積極的に実施し、支援対象者に対してきめ細かな就労支援を実施したことによるも

のと考えられる。 

・年度目標の達成に向けて、引き続きハローワークと地方公共団体（福祉事務所等）が緊密に連携し、

支援対象者の課題やニーズを踏まえつつ、両機関の支援チームによる就労支援に集中的に取り組ん

でいく。 

 

参考：生活保護受給者等就労自立促進事業の支援対象者の就職率 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計 

実績（％） 70.6 67.1 70.7 70.5 58.5 70.9 67.9 

前年同月差（％pt） ▲1.6 ▲2.6 ＋2.6 ＋1.2 ＋2.1 ＋1.8 ＋0.7 

 

 

 

分科会委員の意見 
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２．成長分野等への人材移動  

項目 2022 年度 

実績 
 

2023 年度 

実績 

 

2023 年度 

目標 

2023 年度 

中間評価実績 

（４～９月） 

2024 年度 

目標 

2024 年度 

中間評価実績 

（４～９月） 

（※２） 

⑧ 早期再就職支援等助成金（再

就職支援コース）による再就

職者に係る早期再就職割合 

81.5％ 

（※１） 

88.0％ 

<達成率 111.4％> 

（※１） 

79.0％ 

（※１） 

実績なし 

<達成率－> 

（※１） 

85.8％ 
69.4％ 

<達成率 80.9％> 

⑨ 産業雇用安定センターによる

出向・移籍の成立率 
74.8％ 

71.0％ 

<達成率 104.4 ％> 
68.0％ 

70.5％ 

<達成率 103.7％> 
68.0％ 

63.3％ 

<達成率 93.1％> 

（備考） 

※１ 労働移動支援助成金（再就職支援コース）による再就職者に係る早期再就職の割合 
※２ 実績の分子と分母は以下の通りである 

⑧ 早期再就職支援等助成金（再就職支援コース）による再就職者に係る早期再就職者の割合：69.4％ ＝ ３か月以内に再就職

した者：25 人／６か月（45 歳以上は９か月）以内に再就職した者：36 人×100 

⑨ 産業雇用安定センターによる出向・移籍の成立率：63.3％ ＝ 成立件数：2,900 件／送出件数：4,582 件×100  

2024年度目標設定における考え方 

⑧ 早期再就職支援等助成金（再就職支援コース）による再就職者に係る早期再就職割合 

・2021～2023年度の実績等を踏まえ、85.8％に設定。 

 

⑨ 産業雇用安定センターによる出向・移籍の成立率 

・新型コロナウイルス拡大の影響を特に受けた 2020～2022 年度を除く直近３ヵ年の平均実績等を踏ま

え、68.0％に設定。 

施策の達成状況を踏まえた評価及び今後の方針 

⑧ 早期再就職支援等助成金（再就職支援コース）による再就職者に係る早期再就職割合 

・2024 年度の４～９月における早期再就職支援等助成金（再就職支援コース）による再就職者に係る

早期再就職割合は 69.4％と、現時点において、2024 年度目標の 85.8％を下回っている。 

・これは、職業紹介事業者を活用した丁寧な再就職支援を受けた者の割合が大きかったこと等により、

再就職に要する期間が長期化したことが要因であると考えられる。 

・今後の対策としては、再就職支援等に一定の期間を要することを踏まえ、より早期から再就職支援

を行えるよう、事業主に対して、再就職援助計画の早期提出や、同計画提出後の再就職支援について

効果的に周知していくこととしている。 

・具体的には、労働局の意見を踏まえ、再就職援助計画を提出した事業主向けに制度のポイントを整

理したリーフレットを作成する予定である。こうした取組みにより、事業主に対して再就職支援コ

ースの正確な理解や早期の再就職支援を促すことで、求職者の再就職の早期化を図る。 

 

参考：早期再就職支援等助成金（再就職支援コース）による再就職者に係る早期再就職割合 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計 

2023 年度実績（％） - - - - - - - 

2024 年度実績（％） 100.0 16.7 - 100.0 0.0 - 69.4 
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⑨ 産業雇用安定センターによる出向・移籍の成立率 

・2024 年度の４～９月における産業雇用安定センターによる出向・移籍の成立率は 63.3％と、現時点

において、2024 年度目標の 68.0％を下回っている。 

・これは、企業とつながりのある外部団体への周知を強化したことや、早期退職募集等による大量離

職予定者の移籍について多く相談が寄せられたこと等により、分母である送出件数が増加（前年同

期比+4.6％）した一方、在籍型出向を活用し雇用維持を行った事業主に対する助成措置（産業雇用安

定助成金（雇用維持支援コース））が 2023 年 10 月に廃止されたことにより、分子である成立件数が

減少（前年同期比▲7.2％）したことが要因であると考えられる。 

・今後の対策としては、各労働局と産業雇用安定センターの訪問先を決定する訪問先検討会議（月１

回程度）を引き続き実施し、経済団体や金融機関等との新たな連携関係の構築や強化等を図り、 受

入企業の情報収集や開拓等に係る取組みを促進する。加えて、増加傾向にある送出企業に対して丁

寧なヒアリングを行いつつ、当該企業のニーズに合った受入企業にアプローチすることで、企業間

における効果的なマッチングを図る。 

 

参考：産業雇用安定センターによる出向・移籍の成立率 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計 

実績（％） 66.8 66.2 68.8 57.8 55.9 64.8 63.3 

前年同月差（％pt） ▲11.4 ▲14.0 ▲4.7 ▲9.6 ▲0.6 ▲7.0 ▲8.1 

 

 

 

分科会委員の意見 
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３．高齢者・外国人の就労促進  

項目 2022 年度 

実績 

 

2023 年度 

実績 

2023 年度 

目標 

2023 年度 

中間評価実績 

（４～９月） 

2024 年度 

目標 

2024 年度 

中間評価実績 

（４～９月） 

（※） 

⑩ 生涯現役支援窓

口でのチーム支援

による就職率 
 

概ね 60～64 歳 

87.9％ 

65 歳以上 

83.7％ 

概ね 60～64 歳 

86.8％ 

<達成率 105.3％> 

65 歳以上 

86.5％ 

<達成率 108.3％> 

概ね 60～64 歳 

82.4％ 

65 歳以上 

79.9％ 

概ね 60～64 歳 

85.1％ 

<達成率 103.3％> 

65 歳以上 

86.1％ 

<達成率 107.8％> 

概ね 60～64 歳 

86.9％ 

65 歳以上 

86.6％ 

概ね 60～64 歳 

91.9％ 

<達成率 105.8％> 

65 歳以上 

91.4％ 

<達成率 105.5％> 

⑪ シルバー人材セ

ンターにおける会

員の就業数 

63,159,063 

人日 

61,455,354 

人日 

<達成率 96.0％> 

64,000,000 人

日 

32,061,922 

人日 

<達成率 50.1％> 

62,000,000 

人日 

31,203,838 

人日 

<達成率 50.3％> 

⑫ 外国人雇用サー

ビスセンター等を

経由した外国人求

職者の就職件数 

定住外国人等 

10,763 件 

留学生 

3,002 件 

定住外国人等 

12,490 件 

<達成率 104.1％> 

留学生 

2,837 件 

<達成率 118.2％> 

定住外国人等 

12,000 件 

留学生 

2,400 件 

定住外国人等 

6,109 件 

<達成率 50.9％> 

留学生 

1,573 件 

<達成率 65.5％> 

定住外国人等 

12,000 件 

留学生 

2,800 件 

定住外国人等 

6,660 件 

<達成率 55.5％> 

留学生 

1,125 件 

<達成率 40.2％> 

（備考） 

※  実績の分子と分母は以下の通りである 

⑩ 生涯現役支援窓口でのチーム支援による就職率 

概ね 60～64 歳：91.9％ ＝支援対象者の就職件数：15,491 件／支援対象者数：16,849 件 

65 歳以上   ：91.4％ ＝支援対象者の就職件数：28,313 件／支援対象者数：30,982 件 

2024年度目標設定における考え方 

⑩ 生涯現役支援窓口でのチーム支援による就職率 

・概ね 60～64 歳及び 65 歳以上の就職率について、2023 年度の実績等を踏まえ、それぞれ 86.9％、

86.6％に設定。 

 

⑪ シルバー人材センターにおける会員の就業数 

・2023 年度の実績等を踏まえ、6千 2百万人日に設定。 

 

⑫ 外国人雇用サービスセンター等を経由した外国人求職者の就職件数 

・定住外国人等の就職件数は、過去３年間の実績等を考慮し、12,000件に設定。 

・留学生の就職件数は、過去３年間の実績等を考慮し、2,800件に設定。 
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施策の達成状況を踏まえた評価及び今後の方針 

⑩ 生涯現役支援窓口でのチーム支援による就職率 

・2024 年度の４～９月における生涯現役支援窓口でのチーム支援による就職率は概ね 60～64 歳で

91.9％、65歳以上で 91.4％となっており、2024年度目標の 86.9％（概ね 60～64 歳）、86.6％（65 

歳以上）をそれぞれ上回っている。 

・これは、高年齢求職者一人ひとりに対して、状況に応じた職業相談・職業紹介、職業生活の再設計に

係る就労支援等を総合的に実施したことや、高年齢求職者の就労ニーズを踏まえた新規求人の開拓

を進めたことによるものと考えられる。 

・引き続き、支援チームによるきめ細かな職業相談・職業紹介、職業生活の再設計に係る就労支援に取

り組むことで、１人でも多くの高年齢求職者の就労実現に努める。 

 

参考１：生涯現役支援窓口でのチーム支援による就職率（概ね 60～64 歳） 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計 

実績（％） 92.1 89.5 93.3 91.8 88.1 96.9 91.9 

前年同月差（％pt） ＋9.8 ＋6.8 ＋7.0 ＋3.0 ＋6.2 ＋7.8 ＋6.8 

 

参考２：生涯現役支援窓口でのチーム支援による就職率（65 歳以上） 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計 

実績（％） 90.5 90.6 91.0 92.6 91.7 92.2 91.4 

前年同月差（％pt） ＋7.3 ＋4.2 ＋3.2 ＋5.3 ＋6.5 ＋5.4 ＋5.3 

 

⑪ シルバー人材センターにおける会員の就業数 

・2024 年度の４～９月におけるシルバー人材センターにおける会員の就業数は 31,203,838人日と、現

時点において、2024年度目標の 62,000,000人日の 50.3％の水準となっている。 

・これは、65歳までの雇用確保措置や 70歳までの就業確保措置が実施されたことによって、高齢者が

企業に雇用・就業される機会が増加した結果、センターの会員数が減少（前年同期比▲1.2％）して

いることや、会員の平均年齢の上昇や就労ニーズのミスマッチによって、就業数が減少（前年同期比

▲2.7％）していることが要因と考えられる。 

・今後の対策としては、シルバー人材センターの周知・広報を強化しつつ、オンラインでの入会手続き

や、女性高齢者向けの説明会の開催等により会員数の増加を図る。また、多様な就労ニーズに対応す

るため、例えば、事務の職業等、ホワイトカラー層向けの職域を含めた就業先の開拓や、移動手段が

ない等の理由により就業が困難な会員に対する送迎体制の構築等を通じて、会員と就業先とのマッ

チングを強化し、シルバー人材センターを利用する双方の満足度を高めることで、就業数を伸ばし

ていく。 

 

参考：2024 年度の月次でみた会員の就業実績 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計 

実績（人日） 10,103,527 5,258,595 5,607,950 4,946,312 5,287,454 31,203,838 

前年同月比（％） ▲ 0.2 ▲ 6.0 ▲ 0.6 ▲ 5.6 ▲ 3.2 ▲ 2.7 
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⑫ 外国人雇用サービスセンター等を経由した外国人求職者の就職件数 

・2024 年度の４～９月における外国人雇用サービスセンター等を経由した外国人求職者の就職件数は

6,660 件と、現時点において、2024年度目標の 12,000 件の 55.5％の水準となっている。 

・これは、各労働局の外国人に対する就職支援の取組事例の周知等によるものと考えられる。 

・引き続き各労働局へのヒアリング等を通じて外国人の就職支援に係る取組好事例を収集し、全国に

横展開すること等により、マッチング機能の向上や相談・紹介業務の強化に向けた取組みを実施し

ていく。 

 

・2024 年度の４～９月における外国人雇用サービスセンター等を経由した留学生の就職件数は 1,125 

件と、現時点において、2024 年度目標の 2,800件の 40.2％の水準となっている。 

・これは、現在就職活動を行っている留学生が、新型コロナウイルス感染症に係る入国制限（いわゆる

水際対策）等により、大きく減少したことが要因と考えられる。 

・一方、今年度から、留学生向けの職業相談窓口である留学生コーナーを 21 箇所から 56 箇所に拡充

したこと等により、留学早期の留学生を含めた新規求職者の取り込み等においては一定の成果が上

がっている(前年同期比+46.7％)。 

・就職件数の目標達成に向けて、10 月以降、各労働局を訪問し、現状を確認した上でより効果的な支

援が実施できるよう好事例の横展開等を積極的に行っていく。また、外国人雇用サービスセンター

等と大学等との連携を強化し、留学早期からその後の就職・定着まで一貫した支援を実施するとと

もに、企業面接会等を通じて就職の機会をより一層提供できるよう取り組んでいく。 

 

参考：2024 年度の月次でみた外国人雇用サービスセンター等を経由した外国人求職者の就職件数 

《定住外国人等》 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計 

実績（人） 1,115 1,176 1,109 1,169 1,017 1,074 6,600 

前年同月比（％） ＋21.3 ＋20.2 ＋3.0 ＋14.4 ＋2.7 ▲4.4 ＋9.0 

 

《留学生》 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計 

実績（人） 266 128 130 213 202 186 1,125 

前年同月比（％） ▲29.4 ▲52.8 ▲39.8 21.7 ▲16.5 ▲36.3 ▲28.5 

 

 

 

分科会委員の意見 
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障害者雇用分科会における 2024年度目標の中間評価について（案） 

 

 

2024 年度の目標として障害者雇用分科会において設定した年度目標等につい

て、当該分科会が実施した中間評価の結果は、概ね以下のとおりである。 

※ 中間評価は 2024 年 12 月時点で把握できる直近の各種指標（2024 年４月～９月の数値）に

基づいて行った。 

 

（障害者雇用分科会において設定された年度目標の動向） 

◎ ハローワークにおける障害者の就職件数について 

〔2024年度目標〕 2023年度（110,756件）以上 

〔2024年４月～９月実績〕 59,108件 

           （参考）ハローワークにおける障害者の就職率  42.3％ 

（分析） 

○ 2024年４月～９月のハローワークにおける障害者の就職件数は 59,108件

で、対前年同期比を 5.0％上回っている。 

○ これは、 

・ 2024 年４月～９月の新規求職申込件数が 139,738 件で対前年同期比で

9.3％上回る水準となるとともに、 

・ 障害者専用求人数の全数が 129,903件と対前年同期比で 1.9％上回る水

準となったこと 

が背景にあるものと考えられる。 

  

○ また、こうした背景に加え、ハローワークにおいて、2024年４月以降の法

定雇用率の段階的な引上げ等への対応として障害者の雇入れ支援の更なる

強化を図るため、 

・ 障害者雇用率未達成企業の障害者雇用に対する不安・課題等の丁寧な聞

き取りや、理解促進のための職場実習の受入れや支援機関の見学等を推進

するとともに、 

・ 求人者・求職者双方の希望条件を丁寧に聞き取ることによる適格紹介や、

求人・求職双方に対して希望条件の緩和を促す等による能動的なマッチン

グ支援 

  等に取り組んできたことが、就職件数の増加につながったものと考えてい

る。 
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○ 引き続き、こうしたきめ細かなマッチング支援に取り組むとともに、障害

者の職業紹介を担当する部門と事業所への指導・支援を担当する部門の連携

を強化することで、企業・障害者への支援状況の相互共有等により、能動的

なマッチング機能の強化を図っていく。 

 

◎ 障害者雇用率関係 

※ 2024年度の目標の取組状況については、2025年の障害者雇用状況報告

（2025年６月１日時点）の結果を踏まえて分析する予定であるため、2024

年の障害者雇用状況報告（2024年６月１日）の結果に基づく 2023年度目

標の評価等について記載 

① 障害者の雇用率達成企業割合 

〔2023年度目標〕 46.6％以上 

〔2023年度実績〕 46.0％（2024年６月 1日時点） 

〔2024年度目標〕 46.8％以上 

② 障害者雇用ゼロ企業（2023 年６月１日時点）のうち、新たに障害者を

雇用した企業（2024年６月１日時点）の割合 

〔2023年度目標〕 15.2％以上 

〔2023年度実績〕 15.3％（2024年６月１日時点） 

〔2024年度目標〕 15.2％以上 

（分析） 

○ 民間企業における障害者の雇用状況については、雇用障害者数が 21 年連

続で過去最高を更新するなど、着実に進展しているが、2024 年６月１日現

在の障害者の雇用率達成企業割合は 46.0％であり、2023 年度目標（46.6％

以上）を下回った。 

 

○ 雇用障害者数や実雇用率が向上している要因として、段階的な雇用率引上

げ等を踏まえ、積極的に障害者雇用に取り組む企業が多かったものと考えら

れるほか、雇用率の引上げによる影響を分析し、ハローワークにおいて優先

的に支援すべき企業を明確にしたうえで、積極的な訪問指導や事業主セミナ

ーの開催等の支援を実施したことも雇用障害者数や実雇用率の向上につな

がった。他方で、比較的小規模の企業において、実雇用率の伸びが大きくな

かったこと等により、法定雇用率が本年４月に 0.2 ポイント上がった影響

により、雇用率達成割合の目標の達成に至らなかった。 

 

○ また、2023 年６月１日時点で障害者を１人も雇用していない企業（障害

者雇用ゼロ企業）31,643社から 2024年６月１日時点で報告対象外となった
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企業 2,272 社を除いた 29,371 社のうち、新たに障害者を雇用した企業は

4,489 社（前年差＋387 社）と、昨年より増加した幅が大きかった。これに

より、障害者雇用ゼロ企業（2023年６月１日時点）のうち、新たに障害者を

雇用した企業（2024 年６月１日時点）の割合は、前年から 1.1 ポイント上

昇し 15.3％となり、2023年度目標（15.2％以上）を上回った。 

 

○ その主な背景及び要因として、令和５年度の取組において、特に障害者雇

用ゼロ企業に対しては優先的に支援を行う企業を明確にした上で、積極的な

事業所訪問を行うよう指示し、その結果、企業向けチーム支援の活用などニ

ーズに応じた具体的な支援を実施できたことが、障害者雇用ゼロ企業（2023

年６月１日時点）のうち、新たに障害者を雇用した企業（2024年６月１日時

点）の割合の上昇につながったものと考える。 

 

○ 引き続き、ハローワークにおいて、 

・ 労働局・安定所が一体となり、法定雇用率の引上げ等により障害者雇用

が必要となる事業主も含め、各企業の現状を分析し、優先的に支援が必要

と認められる事業主への訪問指導等を実施すること 

・ 事業主への訪問指導等に際しては、各企業における取組上の課題やニー

ズを把握し、それらを踏まえた支援策の提案や助言を行うこと 

・ 法定雇用率未達成企業への指導・支援においては、障害者の雇入れに確

実につなげることを意識し、求人受理に当たって充足が見込める内容とな

るよう事業主に対して必要な助言を行うこと 

といった取組を着実に実施していく。 

 

 

◎ 精神・発達障害者雇用サポーター支援実績 

精神・発達障害者雇用サポーターによる就職支援を終了した者のうち、就職

した者の割合 

〔2024年度目標〕  72.8％以上 

〔2024年４月～９月実績〕79.7％ 

 

（分析） 

○ 2024 年４月～９月までの精神・発達障害者雇用サポーターの就職支援を

終了した者（7,184人）のうち、就職した者（5,729人）の割合は 79.7％と

なっており、2024年度目標（72.8％）を上回って推移している。 
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○ 主な要因として、近年、地域の就労支援機関との連携による支援体制が整  

備されてきたことや、障害者の法定雇用率の引上げにより企業への支援ニー

ズも高まっていることを踏まえて、令和６年度より、従来の精神障害者雇用

トータルサポーターと発達障害者雇用トータルサポーターに代えて、「精神・

発達障害者雇用サポーター」を配置し、関係機関との連携や、障害のある求

職者と事業主のマッチング支援を強化し、きめ細やかな支援を実施できたこ

とが、就職率の増加につながったものと考えている。 

 

○ 引き続き、求職者に対して、個別相談によるきめ細かい支援を実施すると

ともに、事業主に対しても、障害特性の理解の促進や雇用管理のノウハウの

提供、各種支援メニューの活用の提案を行うなど、受入体制の整備を通じ、

精神障害者等の雇用に係る課題解決のための支援を実施していく。 

 

○ なお、全体として目標は上回ったものの、実績が低調な労働局を個別に見

ると、職場実習や事業主への相談援助等の支援実績が低調な場合等が見られ

た。 

 

○ このため、支援のノウハウや好事例等を共有する経験交流会や研修を実施

し、改善につなげていく。 
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（案） 

障害者就労促進 

項目 2024 年度 

目標 

2024 年度 

実績 

 2023 年度 

目標 

2023 年度 

実績 

2022 年度 

目標 

2022 年度 

実績 

【ハローワークにおける障害者の就職件数】 

ハローワークにお

ける障害者の就職

件数 

（参考）ハローワーク

における障害者の就職

率（※１） 

110,756

件以上 

59,108 件 

（2024 年

４月～９

月） 

 

（参考） 

42.3％ 

 103,163 件 

以上 

110,756 件 

 

（参考） 

44.4％ 

103,163 件 

以上 

102,537 件 

 

（参考）

43.9％ 

【障害者雇用率関係】 

①障害者の雇用率

達成企業割合（※

２） 

46.8％以

上 

2025 年 6

月１日時

点の実績

により評

価 

 46.6％以

上 

 

46.0％ 

（2024 年

6 月 1 日時

点） 

49.8％以

上 

 

50.1％ 

（2023 年

6 月 1 日時

点） 

②障害者雇用ゼロ

企業（2024 年６

月１日時点）のう

ち、新たに障害者

を雇用した企業

（2025 年６月１

日時点）の割合 

15.2％以

上 

2025 年 6

月１日時

点の実績

により評

価 

15.2％以

上 

15.3％ 

（2024 年

6 月 1 日時

点） 

15.2％以

上 

14.2％ 

（2023 年

6 月 1 日時

点） 

【精神・発達障害者雇用サポーター支援実績】 

精神・発達障害者

雇用サポーターに

よる就職支援を終

了した者のうち、

就職した者の割合 

72.8％以

上 

79.7％ 

（2024 年

４月～９

月） 

 － － － － 

精神障害者雇用ト

ータルサポーター

の相談支援を終了

した者のうち、就

職に向けた次の段

階（※３）へ移行

－ －  78.8％以

上 

84.3%  75.6％以

上 

83.0％ 
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した者の割合 

精神障害者雇用ト

ータルサポーター

の相談支援を終了

し、就職に向けた

次の段階（※３）

へ移行した者のう

ち、就職した者の

割合 

－ － 84.3％以

上 

86.4%  84.3％ 

以上 

86.2％ 

（備考） 

※１ 就職件数／新規求職申込件数。 

 

※２ 40.0人以上（2023年６月１日までは 43.5人以上）規模の企業において法定雇用

率を達成（注）している企業の割合。 

（注）法定雇用障害者数に不足数がないこと。 

 

※３ ①就職（トライアル雇用含む）、②職業紹介ができる段階への移行、③職業訓練・

職場適応訓練へのあっせん。 

 

2024年度目標設定における考え方 

【ハローワークにおける障害者の就職件数】 

2023年度実績以上と設定。 

 

【障害者雇用率関係】 

 ① 障害者の雇用率達成企業割合 

前々年度の実績に過去 10か年の平均伸び率と 2024年４月の雇用率の引上げ及び

2025年４月の除外率引下げの影響を加味して設定。 

 ② 障害者雇用ゼロ企業（2024年６月１日時点）のうち、新たに障害者を雇用した企

業（2025年６月１日時点）の割合 

   直近３か年の実績が前年度目標を下回るため、引き続き前年度と同様の目標値を

設定。 

 

【精神・発達障害者雇用サポーター支援実績】 

（精神・発達障害者雇用サポーターによる就職支援を終了した者のうち、就職した者

の割合） 

コロナの影響を強く受けている 2021年度実績を除く、直近２か年分の実績の平均

値以上と設定。 
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施策の達成状況を踏まえた評価及び今後の方針 

１ ハローワークにおける障害者の就職件数 

2024 年４月～９月のハローワークにおける障害者の就職件数は 59,108 件で、対前

年同期比で 5.0％上回った。 

これは、 

・ 2024年４月～９月の新規求職申込件数は 139,738件で対前年同期比で 9.3％上回

る水準となるとともに、 

・ 障害者専用求人数の全数が 129,903 件と対前年同期比で 1.9％上回る水準となっ

たこと 

が背景にあるものと考えられる。 

 

また、こうした背景に加え、ハローワークにおいて、2024 年４月以降の法定雇用

率の段階的な引上げ等への対応として障害者の雇入れ支援の更なる強化を図るた

め、 

・ 障害者雇用率未達成企業の障害者雇用に対する不安・課題等の丁寧な聞き取りや、

理解促進のための職場実習の受入れや支援機関の見学等を推進するとともに、 

・ 求人者・求職者双方の希望条件を丁寧に聞き取ることによる適格紹介や、求人・

求職双方に対して希望条件の緩和を促す等による能動的なマッチング支援 

に取り組んできたこと等が就職件数の増加につながったものと考えている。 

 

引き続き、こうしたきめ細かなマッチング支援に取り組むとともに、障害者の職

業紹介を担当する部門と事業所への指導・支援を担当する部門の連携を強化すること

で、企業・障害者への支援状況の相互共有等により、能動的なマッチング機能の強化

を図っていく。 
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【参考１】新規求職申込件数、障害者専用求人、就職件数の年度比較 

（各年度４月～９月計） 

 

 

 

 

 

 

【参考２】産業別障害者専用求人数（各年度４月～９月計） 
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【参考３】職種別障害者専用求人数（各年度４月～９月計） 

 

※職種別専用求人数については、1000 件以上ある職種を集計。 
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【参考４】2024年４月～９月のハローワークにおける障害の種類別・部位別の新規

求職申込件数・就職件数・就職率について 

   新規求職申込件数

（①） 

就職件数（②） 就職率（②／①） 

   （件） 前年同期

比（％） 

（件） 前年同期

比（％） 

（％） 前年同期

差（pt） 

障害者計   139,738 9.3 59,108 5.0 42.3% ▲1.7 

身体障害者計  31,592 2.6 11,516 ▲1.3 36.5% ▲1.4 

 視覚障害  2,274 1.3 802 ▲5.0 35.3% ▲2.3 

 聴覚・言語障害 4,114 ▲0.5 1,748 3.5 42.5% 1.6 

 肢体不自由 14,966 2.5 5,525 ▲5.1 36.9% ▲3.0 

  上 肢 5,709 2.3 2,171 ▲3.6 38.0% ▲2.3 

  下 肢 7,640 2.5 2,792 ▲7.7 36.5% ▲4.0 

  体 幹 1,385 6.3 489 2.3 35.3% ▲1.4 

  脳病変

（※） 

242 ▲6.2 73 9.0 30.2% 4.2 

 内部障害  9,696 3.3 3,294 2.3 34.0% ▲0.3 

知的障害者  23,317 11.1 11,785 3.3 50.5% ▲3.8 

精神障害者  77,335 12.9 33,210 8.3 42.9% ▲1.8 

その他の障害者  7,594 0.1 2,597 3.6 34.2% 1.2 

  ※「脳病変」とは、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害を指す。 

   ※「その他の障害者」とは、障害者手帳を所持する身体障害者・知的障害者・精神障害者以外の 

障害者をいい、具体的には、障害者手帳を所持しない発達障害者、難病疾患、高次脳機能障害者 

など。 

 

 

【参考５】ハローワークにおける一般職業紹介等状況 

  2024 年４月～９月 対 2023 年４～９月比 

就職件数（件） 579,202  ▲4.2  

新規求職申込件数（件） 2,291,955  ▲1.3  

新規求人数（人） 4,885,665  ▲4.0  
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２ 障害者雇用率関係 

民間企業における障害者の雇用状況については、雇用障害者数が 21 年連続で過去

最高を更新するなど、着実に進展しているが、2024年６月１日現在の障害者の雇用率

達成企業割合は 46.0％であり、2023年度目標（46.6％以上）を下回った。。 

 

雇用障害者数や実雇用率が向上している要因として、段階的な雇用率引上げ等を踏

まえ、積極的に障害者雇用に取り組む企業が多かったものと考えられるほか、雇用率

の引上げによる影響を分析し、ハローワークにおいて優先的に支援すべき企業を明確

にしたうえで、積極的な訪問指導や事業主セミナーの開催等の支援を実施したことも

雇用障害者数や実雇用率の向上につながった。他方で、比較的小規模の企業において、

実雇用率の伸びが大きくなかったこと等により、法定雇用率が本年４月に 0.2ポイン

ト上がった影響により、雇用率達成割合の目標の達成に至らなかった。 

 

また、2023年６月１日時点で障害者を１人も雇用していない企業（障害者雇用ゼロ

企業）31,643 社から 2024 年６月１日時点で報告対象外となった企業 2,272 社を除い

た 29,371社のうち、新たに障害者を雇用した企業は 4,489社（前年差＋387社）と、

昨年より増加した幅が大きかった。これにより、障害者雇用ゼロ企業（2023年６月１

日時点）のうち、新たに障害者を雇用した企業（2024年６月１日時点）の割合は、前

年から 1.1ポイント上昇し 15.3％となり、2023年度目標（15.2％以上）を上回った。 

 

その主な背景及び要因として、令和５年度の取組において、特に障害者雇用ゼロ企

業に対しては優先的に支援を行う企業を明確にした上で、積極的な事業所訪問を行う

よう指示し、その結果、企業向けチーム支援の活用などニーズに応じた具体的な支援

を実施できたことが、障害者雇用ゼロ企業（2023年６月１日時点）のうち、新たに障

害者を雇用した企業（2024 年６月１日時点）の割合の上昇につながったものと考え

る。 

 

引き続き、ハローワークにおいて、 

・ 労働局・安定所が一体となり、法定雇用率の引上げ等により障害者雇用が必要

となる事業主も含め、各企業の現状を分析し、優先的に支援が必要と認められる

事業主への訪問指導等を実施すること 

・ 事業主への訪問指導等に際しては、各企業における取組上の課題やニーズを把

握し、それらを踏まえた支援策の提案や助言を行うこと 

・ 法定雇用率未達成企業への指導・支援においては、障害者の雇入れに確実につ

なげることを意識し、求人受理に当たって充足が見込める内容となるよう事業

主に対して必要な助言を行うこと 

といった取組を着実に実施していく。 
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３ 精神・発達障害者雇用サポーター支援実績 

2024 年４月～９月までの精神・発達障害者雇用サポーターの就職支援を終了した

者（7,184人）のうち、就職した者（5,729人）の割合は 79.7％となっており、2024

年度目標（72.8％）を上回って推移している。 

 

主な要因として、近年、地域の就労支援機関との連携による支援体制が整備されて

きたことや、障害者の法定雇用率の引上げにより企業への支援ニーズも高まってい

ることを踏まえて、令和６年度より、従来の精神障害者雇用トータルサポーターと発

達障害者雇用トータルサポーターに代えて、「精神・発達障害者雇用サポーター」を

配置し、関係機関との連携や、障害のある求職者と事業主のマッチング支援を強化

し、きめ細やかな支援を実施できたことが、就職率の増加につながったものと考えて

いる。 

 

引き続き、求職者に対して、個別相談によるきめ細かい支援を実施するとともに、

事業主に対しても、障害特性の理解の促進や雇用管理のノウハウの提供、各種支援メ

ニューの活用の提案を行うなど、受入体制の整備を通じ、精神障害者等の雇用に係る

課題解決のための支援を実施していく。  

 

なお、全体として目標は上回ったものの、実績が低調な労働局を個別に見ると、 

職場実習や事業主への相談援助等の支援実績が低調な場合等が見られた。 

 

このため、支援のノウハウや好事例等を共有する経験交流会や研修を実施し、改

善につなげていく。 
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第133回(R6.12.20) 参考資料２

2024年４月から６月まで 2024年７月から９月まで 2024年10月から12月まで 2025年１月から３月まで データの出所

ハローワークにおける
障害者の就職件数 110,756件以上 59,108件 33,463件 25,645件 － － 職業安定業務統計

【障害者雇用率関係】（※１）

　①障害者の雇用率達成
　　企業割合

　　　①46.8%以上 障害者雇用状況報告

【障害者雇用率関係】（※１）

　②障害者雇用ゼロ企業の
　　うち、新たに障害者を雇用
　　した企業の割合

      ②15.2％以上（※2） 障害者雇用状況報告

　精神・発達障害者雇用サポー
ターによる就職支援を終了した
者のうち、就職した者の割合

72.8％以上 79.7% 79.5％（※３） 80.0% － －
精神・発達障害者雇用

サポーター支援状況報告

労働政策審議会障害者雇用分科会

障害者雇用分科会における2024年度の年度目標に対する四半期毎の実績について

※３　データを再集計したことに伴い、2024年９月12日時点の報告から修正。

※１　障害者雇用率関係の指標は、翌年６月１日時点の障害者雇用状況報告の結果によるため、この表においては記載しない。

※２　2024年度の目標は、2024年６月１日時点における障害者雇用ゼロ企業のうち、2025年６月１日時点において新たに障害者を雇用した企業の割合。

年度目標項目 2024年度の年度目標
2024年４月から９月
までの実績の合計
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同一労働同一賃金の施行５年後見直しについて

令和７年１月23日

第210回職業安定分科会
参考資料２
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厚生労働省 雇用環境・均等局

職業安定局

同一労働同一賃金の施行5年後見直しについて
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雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
（働き方改革関連法によるパートタイム労働法・労働契約法・労働者派遣法の改正の概要）

○ 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成30年法律第71号）により、同一企業内における

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の実効ある是正を図るための規定の整備が行われた。

○ 短時間・有期雇用労働者に関する同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇
ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。

（有期雇用労働者を法の対象に含めることに伴い、題名を改正（「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に
関する法律」））

○ 有期雇用労働者について、正規雇用労働者と①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の均等待
遇の確保を義務化。

○ 派遣労働者について、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件（同種業務の一般の労働者の平均的な
賃金と同等以上の賃金であること等）を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。

○ また、これらの事項に関するガイドラインの根拠規定を整備。

○ 短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を
義務化。

○ １の義務や２の説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ＡＤＲを整備。

１．不合理な待遇差を解消するための規定の整備

２．労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

３．行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続（行政ＡＤＲ）の整備

施行期日 令和２年４月１日（中小企業におけるパートタイム労働法・労働契約法の改正規定の適用については令和３年４月１日）

1
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パートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法の５年後見直しについて

○ 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成三十年法律第七十一号）（抄）

附 則

（検討）

第十二条 （略）

２ （略）

３ 政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改

正後のそれぞれの法律（以下この項において「改正後の各法律」という。）の規定について、

労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就

業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観

点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、

その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

○ 平成30年働き方改革関連法によって、同一労働同一賃金に係る規定は令和２年４月１日から施行

（パートタイム・有期雇用労働法の中小企業への適用は令和３年４月１日）されている。今後、働き

方改革関連法における下記の５年後見直し規定等に従い、必要な見直し検討を行っていく。

2
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これまでの政府決定文書①

第２章 社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現

～賃上げの定着と戦略的な投資による所得と生産性の向上～

１．豊かさを実感できる「所得増加」及び「賃上げ定着」

（１）賃上げの促進

（略）非正規雇用労働者について、希望者の正社員転換の促進、都道府県労働局・労働基準監督署による同一労働同一賃

金の更なる徹底を進める。各種手当等の待遇差是正に関する調査等を踏まえ、ガイドラインの見直しを検討する。（略）

第２章 社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現

～賃上げの定着と戦略的な投資による所得と生産性の向上～

４．スタートアップのネットワーク形成や海外との連結性向上による社会課題への対応

（２）海外活力の取り込み

（外国人材の受入れ）

（略）最低賃金及び同一労働同一賃金の遵守の徹底等を通じて、適正な労働環境を確保する。

経済財政運営と改革の基本方針2024
（令和６年６月21日 閣議決定）（抄）

3
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これまでの政府決定文書②

Ⅱ ．人への投資に向けた中小・小規模企業等で働く労働者の賃上げ定着
２. 非正規雇用労働者の処遇改善
（２）非正規雇用労働者に対する同一労働・同一賃金制の施行強化

同一企業内の正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差を禁止する同一労働・同一賃金制の法施行後も、正規
雇用労働者・非正規雇用労働者間には、この差が合理的でないと結論はできないが、時給ベースで600円程度の賃金格差が
存在している。

非正規雇用労働者の処遇を上げていくためには、同一労働・同一賃金制の徹底した施行が不可欠である。この面において
も、労働基準監督署が施行の徹底を図っていく。

昨年11月より法施行を強化し、基本給・賞与の差の根拠の説明が不十分な企業のうち、都道府県労働局が指導・助言を実
施していない企業については、一律で、労働基準監督署において点検要請書を対面で交付し、点検要請書において、経営者
に報告の上、対応結果の報告を２か月以内に行うことを求めるなどとしてきた。

また、非正規雇用労働者の正社員転換の際の受け皿となり得る、職務限定社員、勤務地限定社員、時間限定社員等の多様
な正社員や、無期雇用フルタイム社員にも、同一労働同一賃金ガイドラインの考え方を波及させていくことも含め、パー
ト・有期雇用労働法等の在り方の検討を進める。

（３）非正規雇用労働者の正規化支援強化
昨年11月より、非正規雇用労働者の正規化を促進するキャリアアップ助成金について、助成額を拡充するとともに、助成

金の対象となる有期雇用労働者の要件を緩和した。この活用状況についてフォローアップし、更なる正規化の促進策を検討
する。こうした取組により、不本意非正規雇用（正規雇用を希望している不本意の非正規雇用）の解消を図る。

新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版
（令和６年６月21日 閣議決定）（抄）

4
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これまでの政府決定文書③

Ⅱ. 今後の取組
１．働き方に中立的な社会保障制度等の構築
＜① 来年度（2024年度）に実施する取組＞
（労働市場や雇用の在り方の見直し）
◆ 「同一労働同一賃金ガイドライン」等の必要な見直しの検討
・ 「同一労働同一賃金」については、その履行確保に向けた取組を一層強力に推進するとともに、「同一労働同一賃金ガイ

ドライン」1を含めたパートタイム・有期雇用労働法2の施行後の状況に関する調査結果を踏まえ、必要な見直しを検討する。

◆ 非正規雇用労働者の待遇改善に係る取組状況に関する企業の取組の促進
・ 非正規雇用労働者の待遇改善に関する取組状況について、情報開示を行っている企業の事例を収集、整理した上で、好

事例として横展開するなど、企業の取組の促進策を検討する。

1 平成30年12月28日厚生労働省告示第430号。
2 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第76号）。

全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）
（令和５年12月22日閣議決定）（抄）

5
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Ⅱ．女性の所得向上・経済的自立に向けた取組の一層の推進
（１）所得向上、リスキリングの推進

① 女性の非正規雇用労働者の正社員転換等の促進
「Ｌ字カーブ」の解消に向けては、正規雇用の女性の就業継続を支援するだけではなく、初職から非正規雇用で働く

女性や過去に妊娠等を契機に非正規雇用となった女性を正社員転換するための取組も同時に進めていく必要がある。こ
のため、拡充された非正規雇用労働者の正社員転換及び処遇改善を進める事業主に対する助成の利用を後押しするとと
もに、非正規雇用労働者に対するリスキリング支援や就職支援に取り組む。【厚生労働省】

② 「同一労働同一賃金」の遵守の徹底と必要な制度見直しの検討
「同一労働同一賃金」の遵守の徹底については、その履行確保に向けた取組を引き続き強力に推進するとともに、

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」（平成30年法律第71号）における施行５年後見直し規
定に基づいて、「同一労働同一賃金ガイドライン」等の必要な見直しを検討する。【厚生労働省】

これまでの政府決定文書④

女性活躍・男女共同参画の重点方針 2024

（令和６年６月11日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定） （抄）

6
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３（２）アクションプランを支えるための政策的対応の方向性

（政策的対応の方向性）

• 女性管理職割合及び女性の平均勤続年数の一覧性（ランキン
グ表示）を強化し、解像度を向上

• 女活DBへの登録社数の増加に向けた取組の強化
• 白書等において男女間賃金格差の分析を深化 等

• 賃金格差要因分析のツールの作成・活用促進
• 中小企業に対するコンサルティング等の相談支援 等

• 改正育児・介護休業法等の着実な施行 等
✓子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現
✓男性育休取得率の公表義務の対象拡大
✓一般事業主行動計画策定時の数値目標（男性育休取得率、時間
外・休日労働）の設定の義務付け 等

• 正規・非正規雇用間の賃金差とその理由、キャリアアップに
向けた取組（正社員転換等）の状況の点検・分析を促進

• 労働基準監督署等における同一労働同一賃金の更なる徹底、
「多様な正社員」制度の普及と正社員化の一体的推進

• 非正規雇用労働者に対するリ・スキリング支援
• 「年収の壁・支援強化パッケージ」の活用促進、短時間労働
者への被用者保険の適用拡大に向けた取組 等

• 好事例やロールモデルの紹介等を通じた企業・大学・学術団
体等による理工系女性人材の育成の促進

• アンコンシャスバイアスを払拭すべく、重点的な広報と企業
の意識と理解の促進を図る戦略的な周知啓発の展開 等

① 男女間賃金格差の「見える化」の促進等
（現状・課題）
• 女性活躍推進企業データベース（女活DB）では、全国2.2万社を超え
る企業がデータを公表しているが、女性管理職割合のみランキング表
示が可能。

• 女活DB上で男女賃金格差の公表は開示義務対象（労働者数301人以上。
約17000社）の７割強にとどまる。

② 自社の分析や女性登用等の対策を実施する企業への支援
（現状・課題）
• 男女間賃金格差の公表にあたっては数値情報のみならず、背景にある
課題や要因の分析が必要だが、その分析が不十分な企業もみられる。

③ 継続就業等に向けた仕事と家庭の両立支援
（現状・課題）
• 出産前後で離職する女性は減少しつつも一定数存在。
• 女性の育児休業取得率80％に対し、男性は17%と低い水準。

④ 非正規雇用労働者の処遇改善等の支援
（現状・課題）
• 近年労働市場参入が進んだ女性は、非正規雇用の割合が高止まり
（女性53.2％、男性22.6％）。

• 不本意非正規雇用の割合（女性6.9％、男性15.3％）は減少するも、
正規雇用は長時間労働、非正規雇用は雇用が不安定、正規雇用との賃
金差、教育訓練機会等に課題。

• 年収の壁を意識した就業調整。

⑤ 女性の少ない分野への対策を含む社会全体での女性の活躍の後押し
（現状・課題）
• 若いうちからの働きかけがジェンダー意識にとらわれない行動変容に
つながるとの指摘。

• 大学で理工系を専攻する女性は７％にとどまる。
• 理工系分野など女性が少ない業界・職種では男性経営者・管理職等の
先入観により女性の受け入れが進んでいない可能性。また、社会全体
におけるアンコンシャスバイアスの存在は引き続き大きな課題。

３（１）のアクションプランの効果的な策定と実施を促すため、以下のとおり必要な支援を行う。

女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム
中間取りまとめ（令和６年６月５日）（抜粋）

7
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短時間・有期雇用労働者対策基本方針 概要

10

「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（パートタイム・有期雇用労働法）」に基づき､
短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るため､その雇用管理の改善等の促進､職業能力の開発及び向上等に関する
施策の基本となるべき方針を定めるもの。令和２年４月の法施行にあわせて策定。【運営期間：令和２年度～６年度】

短時間・有期雇用労働者をめぐる課題短時間・有期雇用労働者の現状

① 待遇が働き・貢献に見合っていない場合があるため、通
常の労働者との均等・均衡待遇の一層の確保が必要。

② 労働条件が不明確になりやすく、通常の労働者との間に
おける待遇差の内容や理由が分からない場合もあるため、
短時間・有期雇用労働者の納得性の向上が必要。

③ 不本意非正規雇用労働者を含め、通常の労働者に転換を
希望する者にその機会が与えられること、希望に応じキャ
リアアップが図られることが必要。

① 短時間・有期雇用労働者数は増加傾向・基幹的役割を担う者も存在。
（短時間労働者:1,432万人(平成21年)→1,817万人(平成30年)、

有期雇用労働者:1,408万人(平成25年)→1,509万人(平成30年)、
職務が正社員と同じと回答した短時間・有期雇用労働者は１～２割程度存在(令和元年)）

② 短時間・有期雇用労働者の待遇は通常の労働者と異なっている。
（１時間当たりの所定内給与額は一般労働者と比べ、短時間労働者は約６割、有期

雇用労働者は約７割 (平成30年)となっており、年齢で大きくは変わらない）

③ 労働者の様々なニーズや事情等に応じた働き方である一方、正社員
としての就職機会を得られず、非自発的に選択する者も存在する。

施策の方向性 ・ 具体的施策

◎通常の労働者との均等・均衡待遇の確保等を通じて、短時間・有期雇用労働者の待遇の改善を推進する。
◎不本意非正規雇用労働者に関しては、通常の労働者への転換等のための取組を一層進める。

均等・均衡待遇の確保等

○ パートタイム・有期雇用労働法等の内容について、事業主及び短時間・有期雇用労働者双方に対する積極的な周知

○ 法等の趣旨に沿った事業主の取組を推進（取組手順書やマニュアルの活用促進、好事例集の周知等）

○ 行政による助言・指導や裁判外紛争解決手続による法の履行確保

短時間・有期雇用労働者の希望に応じた通常の労働者への転換・キャリアアップの推進

○ パートタイム・有期雇用労働法に基づく通常の労働者への転換推進措置や労働契約法に基づく無期転換ルールの履行確保

○ 通常の労働者への転換を行う事業主に対する助成金の支給

○ 能力開発、職業紹介の充実等

労働者に適用される基本的な法令の履行確保

行政体制の整備等
8
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雇用保険二事業の財政運営について

令和７年３月31日

職業安定分科会（第212回）
資料１
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労働保険特別会計雇用勘定における雇用保険二事業関係の収支状況

（単位：億円）

令和２年度 ３年度 ４年度 ５年度
６年度
補正後

収支イメージ

７年度
修正後予算案

収 入 26,900 32,664 14,187 8,558 0.78兆円 0.81兆円

うち 保険料収入 5,709 5,856 6,830 6,975 0.73兆円 0.76兆円

うち 一般会計より受入 6,956 5,227 1,377 0 － －

うち 積立金より受入
（借り入れ）

13,951 14,447 590 0 ０ －

支 出 42,310 32,664 14,187 5,346 0.65兆円 0.64兆円

うち雇用調整助成金等
36,782

（うち翌年度繰越
6,687）

27,333
（うち翌年度繰越

4,960）

8,845
（うち翌年度繰越

659）
557

56億円 130億円
（雇用調整助成金） 36,374 26,613 8,356 531

うち 上記以外 5,528 5,330 5,342 4,789 0.64兆円 0.62兆円

差 引 剰 余 ▲15,410 ０ ０ 3,212 0.13兆円 0.17兆円

積 立 金 へ 返 還 ０ ０ ０ 3,212 0.07兆円 －

安 定 資 金 残 高 0 ０ ０ ０ 0.07兆円 0.07兆円
（積立金からの借り入れ累計額） （13,951） （28,398） （28,988） （25,776） (1.48兆円) (1.48兆円)
（注）１．上記表のうち令和２年度～５年度は決算額（翌年度繰越額含む）。令和６年度は前年度の決算及び令和６年度当初予算を踏まえた見込額。令和７年度は修正後予算案。

２．令和２年度、令和３年度及び令和４年度の雇用調整助成金等の支出額において、令和２年度から令和３年度に繰り越して支出する額6,687億円、
令和３年度から令和４年度に繰り越して支出する4,960億円、令和４年度から令和５年度に繰り越して支出する額659億円がそれぞれに含まれている。

３．令和６年度予算において、令和２年度から令和４年度に雇用調整助成金等の費用の一部として一般会計から繰入れられた残余を返還予定であるが、当該金額は含まれていない。
４．令和７年度予算編成の大臣折衝において取り決められた免除額１兆円を、令和６年度の「積立金からの借り入れ累計額」から控除している。
４．令和７年度に生じる剰余金の扱いは、令和８年度の予算編成過程において決定するため、「積立金へ返還」欄は「－」としている。
５．数値は、それぞれ四捨五入している。 1
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① 求職者給付等に要する経費について、経済情勢の変化や雇用勘定の財政状況を踏まえ、一般会計から繰り入れることができる。（～令和４年度）
注：令和３年度 1.7兆円、令和４年度 0.7兆円

② 新型コロナ対応休業支援金、雇用調整助成金等に要する費用の一部として、一般会計から繰り入れる。（～令和４年度）
注：令和２年度 1.1兆円、令和３年度 0.5兆円、令和４年度 0.02兆円

③ 育児休業給付に要する経費を、積立金から借り入れることができる。（～令和６年度）

④ 雇用安定事業に要する経費を、積立金から借り入れることができる。（～令和６年度）
注：令和２年度 1.4兆円、令和３年度 1.4兆円、令和４年度 0.06兆円

雇用調整助成金の財源について

労働保険特別会計（雇用勘定）

◼ 雇用保険制度の安定的な財政運営を確保するため、臨時特例法では、以下の措置を講じている。

育児休業給付資金
積立金

（失業給付）
雇用安定資金

③ ④

①

②
一般会計 累計 1.6兆円

累計 2.9兆円

雇調金等財源累計

6兆円

累計 2.5兆円
令和２年度末 0円
令和３年度末 0円
令和４年度末 0円

令和２年度末 2.0兆円
令和３年度末 1.2兆円
令和４年度末 1.4兆円

（注）各年度の決算値（記載のない年度は０円）

・ 借入金の返還は、雇用保険二事業収支の剰余を活用。ただし、剰余額の１／２の範囲内で、雇用安定資金への積立が可能。

・ 加えて、雇用保険財政や雇用保険二事業の実施の状況等を勘案して、厚生労働大臣が財務大臣に協議して、返済必要額から一定額

の控除（返済免除）することが可能。

・ 令和６年度までを目処に、雇用保険財政等を踏まえ、控除の在り方を検討。

累計 ▲1.5兆円

2
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大臣折衝事項（令和６年12月25日）（抄）

８．その他

（４）労働

雇用保険二事業による失業等給付の積立金からの借入額（2.9兆円）については、１兆円の控除を行い、残りの1.9兆円について

は、毎年度の雇用保険二事業の剰余金により返済を行うこととする。

当該控除については、特別会計法附則第20条の３第８項の規定に基づき、雇用勘定の財政状況及び雇用保険二事業の実施の状況

を勘案するとともに、新型コロナウイルス感染症が蔓延する中、令和２年度から講じられた雇用調整助成金の特例措置が、

・ 国による全国的な休業要請などの未曽有の危機時における政策判断として、失業等給付の積立金の活用（雇用保険二事業への繰

入れ）を含む前例のない雇用維持策であって、同特例措置が相当程度の失業を予防し、もって求職者給付等の代替機能を一定程度

果たしたとみられること、

・ こうした特例措置による対応が令和３年度以降にまで長期間にわたって延長されることにより積立金から雇用保険二事業への繰

入れも継続された結果、同年度以降において雇用保険臨時特例法に基づく一般会計からの任意繰入が発動され、当該任意繰入の果

たした役割を踏まえた負担の調整が行われる必要があること、

・ さらには、雇用保険二事業に組み入れられた失業等給付の積立金のうち労働者が拠出した保険料に相当する部分については、最

優先で保全されるべきであるとの意見を踏まえる必要があること

などを総合的に勘案し特例的な対応として行うものである。

また、毎年度の雇用保険二事業の剰余金の取扱いについては、

・ 今後の景気後退等における雇用調整助成金の支給等の急増に備えるため、

・ また、近年取り組んできた人への投資や就業調整への対応を含む労働力確保等に引き続き取り組むとともに、賃上げに向けた生

産性向上対策等の事業者全体が抱える課題について、雇用保険二事業の対応力を高めつつ、政策的要請に機動的に対応していくた

め、

毎年度の予算編成過程において、失業等給付の安定的な運営に留意しつつ、検討を行うこととする。

こうした観点から、令和６年度決算において雇用保険二事業に差引剰余が生じた場合には、特別会計法附則第20条の３第６項た

だし書きの規定に基づき、当該剰余の２分の１を雇用安定資金に組み入れることとし、残余の２分の１を失業等給付の積立金に繰り

入れることとする。

3
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雇用保険二事業への貸出金（２ .９兆円）における返還免除額の考え方

⚫雇用調整助成金の特例措置は、失業等給付の積立金を雇用保険二事業へ貸し出しつつ、令和２年

度から令和４年度まで実施。

⚫令和２年度の貸出額（1.4兆円）は、その原資が失業等給付の安定的運営のために労使が負担す

る保険料であることが明確であることから、その全額を返還。

⚫想定を超える異例の長期間にわたって延長することとなった令和３年度以降の雇用保険二事業へ

の貸出額（1.5兆円）は、一般会計からの任意繰入も行いつつ、雇用保険財政全体の負担により

当該特例措置を継続することで、極めて臨時的・特例的に雇用維持を図ったものと考えられるこ

とから、当該任意繰入の果たした役割を踏まえた負担の調整を行う。

⚫具体的には、以下の考え方から１兆円を免除。

① 積立金への特例的な一般会計からの任意繰入がなければ雇用保険二事業に貸し出し得な

かった額（0.55兆円）は免除。

② 残りの0.95兆円については、コロナ禍における異例の状況下において、雇用調整特別金

の特例措置が相当程度の失業を予防し、求職者給付等の代替機能を一定程度果たしたと

考えられることに鑑み、関係者間の負担の均衡を図る観点から、また、労働者が拠出し

た保険料に相当する部分は保全されるべきとの意見を踏まえ、労働者負担相当分の0.47

兆円は失業等給付に返還、使用者拠出の保険料を財源する雇用保険二事業財政の早期の

健全化を図る必要性を踏まえ、使用者負担相当分の0.47兆円は免除。

4
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雇用保険二事業貸出金（２ .９兆円）における返還免除額１兆円の考え方

積立金残高
1.98兆円

前年度積立金残高から
補填

2.50兆円

保険料収入等
0.41兆円

失業等給付
の支出
1.52兆円

二事業へ
貸出
1.40兆円

前
年
度
積
立
金
残
高
4.

49

兆
円 免除額

１兆円

（※）一般会計からの特例的な繰入

◼ 失業等給付から雇用保険二事業への貸出は、累計2.9兆円（R2:1.40兆円/R3:1.44兆円/R4:0.06兆円）。このうち、令和２年

度の貸出額（1.4兆円）は、全額を返還する一方、想定を超える異例の長期間にわたって延長することとなった令和３年度以降に

ついて、負担の調整を行うもの。

◼ 具体的には、貸出額1.5兆円（1.44兆円+0.06兆円）のうち、まず、一般会計から積立金へ繰入がなければ貸し出し得なかった

0.55兆円（①＋②）は免除。残余の0.95兆円（③＋④）のうち、雇用調整助成金の特例措置が果たした機能に鑑み、使用者負担

分0.47兆円（③）は免除（労働者負担分0.47兆円（④）は返還）。

積立金残高
1.44兆円

前年度積立金残高から
補填

0.47兆円

保険料収入等
0.82兆円

一般会計財源から補填
0.06兆円（②）

失業等給付
の支出
1.29兆円

一般会計財源
1.25＋0.73（※）
=1.97兆円

二事業へ
貸出
0.06兆円

積立金残高
1.25兆円

労動者
保険料

0.52兆円

0.47兆円
（④）

保険料収入等
0.42兆円

一般会計財源から
補填

0.49兆円（①）

使用者
保険料

0.52兆円

0.47兆円
（③）

前
年
度
積
立
金
残
高
1.

98

兆
円

一般会計財源
1.74兆円（※）

失業等給付の
支出
1.45兆円

二事業へ貸出
1.44兆円

令和２年度

失業等給付の財源の状況及び使途

令和４年度令和３年度

（注）計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。 5
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新型コロナ禍における雇用調整助成金の特例措置等が実施された
令和２年度～令和４年度の失業等給付の収支状況

【単位：兆円】

令和２年度 ３年度 ４年度

失
業
等
給
付
の
収
支

① 前 年 度 積 立 金 残 高 4.49 1.98 1.25

収 入
（保険料・失業等給付の国庫負担） 0.41 0.42 0.82

支 出 1.52 1.45 1.29

②差 引 ▲1.11 ▲1.03 ▲0.47

③（①＋②） 3.38 0.95 0.77

④ 雇 用 保 険 二 事 業 へ の 貸 出 ▲1.40 ▲1.44 ▲0.06(※)

（③＋④） 1.98 ▲0.49(※) 0.71

任 意 繰 入 （ 一 般 会 計 ） ０ 1.74 0.73

積 立 金 残 高 1.98 1.25 1.44

（※）積立金への特例的な一般会計からの任意繰入がなされなければ雇用保険二事業への貸し出し得なかった金額

（注）計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。 6
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□ 特別会計に関する法律（平成19年法律第23号）（抄）
附 則

第二十条の三 （略）
２・３ （略）
４ 令和二年度から令和六年度までの各年度において、雇用勘定の積立金は、第百三条第五項の規定によるほか、雇用安定事業費（雇
用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に
関する法律（令和二年法律第五十四号）第四条の規定による事業に要する費用に限る。）を支弁するために必要がある場合には、予
算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。

５ 令和二年度から令和六年度までの各年度においては、雇用勘定において、各年度の第百三条第三項に規定する二事業費充当歳入額
から当該年度の同項に規定する二事業費充当歳出額を控除して不足がある場合であって、第百四条第四項の規定により雇用安定資金
から補足してなお不足があるときは、同勘定の積立金から当該不足分を補足することができる。

６ 第四項の規定により繰り入れた金額の総額及び前項の規定により補足した金額の総額については、後日、雇用勘定において、毎会
計年度の第百三条第三項に規定する二事業費充当歳入額から当該年度の同項に規定する二事業費充当歳出額を控除して残余がある場
合には、第百四条第三項の規定にかかわらず、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達
するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならない。ただし、雇用安定事業費の財源に充てるために必要がある場合には、
当該残余のうち二分の一を超えない範囲内で厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める金額を雇用安定資金に組み入れ、当該残余か
ら当該雇用安定資金への組入金を控除した額を同勘定の積立金に組み入れるものとすることができる。

７ （略）
８ 第四項の規定により繰り入れた金額又は第五項の規定により補足した金額がある場合であって、第六項の規定による積立金への組
入金の総額が、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達していないときは、同項の規定
にかかわらず、同項本文の規定により積立金に組み入れなければならないものとされる金額の総額から、雇用勘定の財政状況並びに
雇用安定事業及び能力開発事業の実施の状況を勘案して厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める金額を控除することができる。

□ 雇用保険法等の一部を改正する法律（令和４年法律第12号）（抄）
附 則

第九条 （略）
２ （略）
３ 政府は、令和六年度までを目途に、労働保険特別会計の雇用勘定の積立金及び雇用安定資金の額その他の同勘定の財政状況等を踏

まえ、新特別会計法附則第二十条の三第八項の規定による控除の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結
果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

４ （略）

参照条文

7
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就職氷河期世代に対する職業安定行政における今後の取組について
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就職氷河期世代に対する職業安定行政における今後の取組について

※労働施策総合推進法施行規則附則第10条（募集・採用における年齢制限禁止の例外）は、令和６年度末で失効。

取組名 ハローワーク専門窓口
特定求職者雇用開発助成金（中高年層
安定雇用支援コース・就職氷河期世代安
定雇用実現コース（経過措置））

トライアル雇用助成金

取組概要

ハローワークに専門窓口を設置し、キャリアコンサル

ティング、生活設計面の相談、職業訓練のアドバ

イス、求人開拓等、それぞれの専門担当者がチー

ムを結成し、就職から職場定着まで一貫して支援。

【専門窓口数】92か所

【体制】

○就労・生活支援アドバイザー：82人

※主にキャリアコンサルティング、生活設計の相談、

定着支援等を担当

○就職支援コーディネーター：142人

※主に求人開拓、セミナー企画を担当

○職業相談員：144人

※主に初回相談を担当

不安定な就労状況にある就職氷河期世代

を含む中高年齢者などの就職が特に困難な

者の雇用機会の増大や安定雇用を図るため、

これらの者をハローワークや民間の職業紹介

事業者などの紹介により、正規雇用労働者と

して雇い入れる事業主に対して助成する制度。

【対象労働者】

○35歳～60歳未満の就職氷河期世代を

含む中高年齢者 等

※正規雇用労働者としての雇用が条件。

【支給額・期間】

○半年ごとに30万円・１年間

職業経験の不足などから、安定した職

業に就くことが困難な求職者について、

常用雇用への移行を目的に一定期

間（原則３か月）試行的に雇い入

れる（トライアル雇用を行う）事業主

に対して助成する制度。

【対象労働者】

○60歳未満で、ハローワーク等におい

て担当者制による個別支援を受けて

いる者 等

【支給額・期間】

○月額４万円・最大３か月

予算案額
（令和７年度）

20億円
29億円

※就職氷河期世代安定雇用実現コース
（経過措置）を含む。

3.1億円

職業相談・紹介等 正規雇用労働者としての雇入れ支援 試行的な雇入れ支援

➢ 就職氷河期世代を含む中高年層に対して、ハローワークが中心となって、職業相談・紹介等から、就職、定着まで一貫した伴走型支援を進める。

➢ 正規雇用労働者として雇い入れる場合だけでなく、一定期間試行的に雇い入れる場合でも受給できる助成金を案内しながら、企業における雇用を後押しする。

1
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２  事業の概要・スキーム・実施主体等

○ 就職氷河期世代を含む中高年層（ミドルシニア）の不安定就労者の中には、職務経歴を積めていない、就職活動の失敗により自分に自
信が持てないなど、様々な課題を抱えている者が多い。

○ こうした課題に対応するため、ハローワークに専門窓口を設置し、キャリアコンサルティング、生活設計面の相談、
職業訓練のアドバイス、求人開拓等、それぞれの専門担当者がチームを結成し就職から職場定着まで一貫して支援。

＜専門窓口数＞ 92か所

＜体制＞ 就労・生活支援アドバイザー：82人（主にキャリアコンサルティング、生活設計の相談、定着支援等を担当）

就職支援コーディネーター：142人（主に求人開拓、セミナー企画を担当）

職業相談員：144人（主に初回相談を担当）

１  事業の目的

中高年層（ミドルシニア）の就職支援のための
ハローワーク専門窓口設置及び担当者制による支援

令和７年度当初予算案 20億円（20億円）※（）内は前年度当初予算額

専門窓口

ハローワークにおけるチーム支援 就職 定着支援

伴
走
型
支
援
を
実
施

就
職

定
着
に
向
け
た
支
援

専門担当者による
個別の就職支援を実施

職業訓練
あっせん

中高年層（ミドルシニア）
向け面接会の開催

キャリアコンサルティング

職務経歴書作成指導
模擬面接

自分の強みの
再発見

個別支援計画の作成

ハローワークに誘導
（広報の実施、関係機関との連携等）

中高年層（ミドルシニア）
の不安定就労者

広報による誘導

関係機関からの誘導

就職可能性の高い求人開拓

・企業に評価される職務経歴が乏しい
・正社員就職のためのスキルが足りない
・自分に自信がない 等 令和５年度正社員就職件数：10,145件

（旧：就職氷河期世代専門窓口における実績）

関係機関へのアウトリーチ

労働特会 子子特会 一般
会計労災 雇用 徴収 育休

○

2
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３  実施主体等２  事業の概要

１  事業の目的

令和７年度当初予算案 468億円（469億円）※（）内は前年度当初予算額

特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者コース・中高年層安定雇用支援コース・就職氷河期世代安定雇用実現コース（経過措置）)

60歳以上の高年齢者や障害者、不安定な就労状況にある就職氷河期世代を含む中高年層
など、就職が特に困難な者の雇用機会の増大や安定雇用を図るため、これらの者をハロー
ワークや民間の職業紹介事業者などの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入
れる事業主に対して助成する制度。

助成金の種類 対象労働者

助成内容

助成対
象期間

支給額

特定就職困難者
コース

・高年齢者（60歳以上）
・母子家庭の母等
・障害者
・ウクライナ避難民
等

１～３
年

30～240万円
（２～６期に分けて支給）

中高年層安定雇
用支援コース

35歳以上60歳未満の不安
定雇用就労者

1年
30～60万円

（２期に分けて支給）

※ 中高年層安定雇用支援コースを令和７年度から新設。
※ 就職氷河期世代安定雇用実現コースは、令和６年度限りで廃止。
（経過措置分のみ要求）

※ 助成対象期間や支給額は、対象労働者、企業規模等によって異なる。
※ 支給額は、支給対象期（６か月）ごとに対象労働者が行った労働に対し
て支払った賃金額を上限とする。

実施主体：国
事業実績：支給決定件数（令和５年度）
・特定就職困難者コース：140,657件
・就職氷河期世代安定雇用実現コース：7,419件

事業スキーム

①

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
か
ら
の
紹
介

②
対
象
者
の
雇
入
れ 

③ 

助
成
金
の
第
１
期

（
６
か
月
）
支
給
申
請

④ 

支
給
申
請
書
の

内
容
の
調
査
・
確
認

⑤ 

支
給
・
不
支
給
決
定

 

（
申
請
事
業
主
に
通
知
書
送
付
）

⑥ 

助
成
金
の
支
給

※第２～６期支給申請も同様の手続きが必要

特定就職困難者コース 440億円（410億円）

中高年層安定雇用支援コース 9億円（0億円）

就職氷河期世代安定雇用実現コース（経過措置） 20億円（22億円）

昨年度限りの経費 0億円（37億円）

労働保険特別会計 子子特会 一般
会計

労災 雇用 徴収 育休

○

就職氷河期世代を含む中高年層に対象を拡大するにあたって、「過去に正規雇用労働者とし
て勤務した後に婚姻、妊娠、出産又は育児を理由として離職した者」を対象外とする規定は削
除し、その他の要件等は「就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金」と同様 3
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３  実施主体等２  事業の概要・スキーム

１  事業の目的

令和７年度当初予算案 3.1億円（3.6億円）※（）内は前年度当初予算額
労働保険特別会計 一般

会計労災 雇用 徴収

○

職業経験の不足などから、安定した職業に就くことが困難な求職者について、常用雇用への移行
を目的に一定期間（原則３か月）試行雇用する事業主に対して助成する制度。

【対象労働者】
○ ２年以内に２回以上離職又は転職を繰り返している者
○ 離職している期間が１年超の者
○ 育児等で離職し、安定した職業に就いていない期間が１年超の者
○ 60歳未満で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を
受けている者

○ 特別の配慮を要する者（生活保護受給者、ウクライナ避難民等）

【支給額】
月額４万円（最大３か月）

※ 対象労働者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合は月額５万円と
なる。

※ ハローワーク、職業紹介事業者等（助成金の取扱いに係る同意書の提
出が必要）の紹介が必要。

※ 母子家庭の母等の場合、特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者
コース）の第２期から受給が可能。

※ 令和４年５月30日から、ウクライナ避難民も助成対象に加えている。

実施主体：国
事業実績：支給決定件数（令和５年度）
・支給人数：2,154人
・支給決定額：2.3億円
・トライアル雇用開始者数：2,914人
・常用雇用移行率：70.0％

【 助成のイメージ】

トライアル雇用助成金（一般トライアルコース）

賃金の一部を助成

トライアル雇用
有期雇用契約（原則３か月）

期間の定めのない雇用
（常用）

トライアル雇用開始 本雇用契約 締結

4
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【参考】
ハローワーク専門窓口における支援実績（就職氷河期世代関係）

• 就職氷河期世代専門窓口における支援対象者の正社員就職率について、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響等に

より目標を下回ったが、令和３年度以降は目標を上回る結果となっており、令和５年度の割合は62.3％である。

• ハローワークの職業紹介により、正社員に結びついた就職氷河期世代の不安定就労者・無業者の件数について、令和２年度

以降、いずれも目標を上回る結果となっており、令和５年度の件数は126,444件である。

（注１）「行政事業レビュー」及び雇用保険二事業に関する懇談会における評価においては、本指標について年度ごとに上記の目標値を設定している。

就職氷河期世代専門窓口におけるチーム支援対象者の正社員就職率

正社員就職率（％） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 累計

目標 60.0 40.0 54.8 60.4 62.3

実績 22.6 48.6 59.4 62.3 63.8 52.2

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 累計

チーム支援対象者正社員就職件数（件） 2,920 7,069 8,799 10,145 8,872 37,805

チーム支援対象者数（人） 12,948 14,538 14,804 16,288 13,904 72,482

チーム支援対象者の相談件数（件） 52,792 88,460 120,467 121,210 105,588 488,517

（参考）チーム支援対象者正社員就職件数・チーム支援対象者数・チーム支援対象者の相談件数

ハローワークの職業紹介により、正社員に結びついた就職氷河期世代の不安定就労者・無業者の件数

正社員就職件数（件） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 累計

目標 82,452 84,571 109,373 115,970 118,926

実績 91,982 112,543 119,294 126,444 99,814 550,077

（注２）令和２年度～令和４年度は35歳以上55歳未満の者、令和５年度は35歳以上55歳以下の者、令和６年度は35歳以上56歳以下の者の実績である。

（注１）「就職氷河期世代支援に関する行動計画」、職業安定分科会における評価及び「ハローワーク総合評価」においては、本指標について年度ごとに上記の目標値を設定している。

（注１）令和２年度は各労働局からの報告に基づく相談件数、令和３年度以降はシステムから取得したデータに基づく相談件数である。

（注３）令和６年度については、令和７年１月末までの実績である。

（注３）令和６年度については、令和７年１月末までの実績である。

（注３）令和６年度については、令和７年１月末までの実績である。

（注２）令和２年度～令和４年度は35歳以上55歳未満の者、令和５年度は35歳以上55歳以下の者、令和６年度は35歳以上56歳以下の者の実績である。

（注２）令和２年度～令和４年度は35歳以上55歳未満の者、令和５年度は35歳以上55歳以下の者、令和６年度は35歳以上56歳以下の者の実績である。
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【参考】
ハローワーク専門窓口における具体的な支援事例（就職氷河期世代関係）

事例
20年以上続けたフリーターから3社に内定、
諦めずにチャレンジしたことで希望職に就職

（42歳 男性）

職場見学を経て仕事理解が深まり内定、
未経験から正社員就職へ

（40歳 女性）

成功体験を引き出し就職活動を支援、
不安定就労から正社員就職へ

（50歳 男性）

ご本人の
状況

大学中退後、20年以上新聞配達員としてアルバ
イト勤務 ・待遇の悪化などから、転職を決意。
求人サイト経由で数十社に応募するもすべて不

採用。
前職では、臨機応変に対応できず苦労した経験

から、正社員求人へ応募することに不安を感じて
いた。

高校卒業後、準社員や臨時職員として勤務。
前職では、臨機応変に対応できず苦労した経験

から、正社員求人へ応募することに不安を感じて
いた。

倉庫作業、引越し作業、金融業務などでのアル
バイト勤務のほか、契約社員として不動産営業等
を経験。
直近５年間は正社員経験なく、転職回数は１５

回程度。面接では必ず転職活動の多さとその退職
理由を聞かれることが多く、その段階で面接中で
も採用されることを諦めてしまう。根気がなく飽
きっぽい性格。

氷河期窓
口での
支援のポ
イント

家にこもらず根気強く来所を促し、以下１～５
を日課とした。
 １：一緒に求人選び
 ２：志望動機を語る練習
 ３：応募書類作成
 ４：応募
 ５：面接の振り返り ・これまでの経緯や思いを伝
える自己PR書を一緒に作成。

正社員として働いたことがなく不安があったた
め、まずは不安を払拭し、自信を持ってもらうた
めに以下のようなアドバイスを行った。
１：職務経歴を振り返り、自身の強みや能力を整
理。
２：本人の仕事への真面目な姿勢等を承認し、自
信が増すよう支援。
障害者福祉施設の正社員の求人に好印象を持つ

が、応募に踏み切れない状態でいたため、職場見
学を実施し職場の雰囲気や仕事内容を体感しても
らった。

どのような条件、状況であれば長期就労できそ
うかを本人に確認しつつ、転職回数の多さについ
て説明できるよう面接対策を行い、人柄が認めら
れれば採用の可能性が高い即面接求人への応募を
提案。即面接求人の多い「氷河期世代歓迎求人」
の中で、「市場内物流スタッフ」への応募を前向
きに検討していたため、見学を依頼。

支援結果
支援後半は次々と3社内定が決まり、東証一部上

場企業のグループ企業に事務職で採用された。
企業からも意欲や適性が評価され、未経験で正

社員就職。

見学の結果、セリの前にマグロを並べるなど体
力が必要である仕事であるとわかり、尻込みして
いたものの、社長にまじめな性格を気に入られ、
まずは１年頑張ることとし入社を決意した。

支援後の
ご本人の
様子

はじめは声も小さく手が震えていたが、徐々に
自信がつき、視線を合わせて明るく話すことがで
きるようになった。
就職後は、次の目標に向けて活き活きとチャレ

ンジしている様子。

労働市場に対する理解が深まるにつれて、「希
望する仕事に就いた後に、自分がどうなりたい
か」といった将来の姿をイメージできるように
なっていた。
将来の姿に希望を持てるようになったら、自分

に合う会社が見つかった。

長期間勤務した経験がなく、前職の不動産業界
では上司から怒られることも多く成功体験が乏し
いことから自己肯定感が低かったが、過去の経歴
を一緒に振り返りながら、不動産売買の営業職で
は断られても訪問を重ねた結果、大きな契約が取
れ一所懸命やれば周りが認めてくれるという成功
体験を思い出し、その後は就職活動を前向きに取
り組めるようになった。 6
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【参考】
特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安定雇用実現コース）の支給実績と支援事例

・特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安定雇用実現コース）の実績は増加傾向。

・事業主からは「助成金を活用し、社員教育にも力を入れることができる」等、採用にあたりインセンティブとなった声をいた
だいている。

事例
長年派遣として工場や製造職に従事、派遣期間満了で退職

その後、離職期間を経て、製造業・正社員就職へ
（49歳 男性）

非正規雇用の事務職として10年
長く安定して働ける正社員を目指した転職活動

（43歳 女性）

ご本人の
状況

・専門学校卒業後、正社員としての職務経験なし。
・派遣期間満了退職後、離職期間が長期化し、心理面でやや不安がある。
・自己ＰＲが苦手、再就職にあたって職種に迷いがある。

・非正規無期雇用として事務職に10年間従事、在職中。正社員経験なし。
・子が大きくなり、より安定した仕事を希望し、来所。
・給与および賞与、長く働けることを重視。経理事務に興味あり。

ハローワーク
窓口での
支援内容

・年齢面の不安から「就職氷河期限定・歓迎求人」で求人を一緒に検索。
・就職氷河期世代専門窓口主催のバーチャル見学会への参加を提案
→見学会で気になった会社に応募するも、不採用。

・応募書類の添削や自己ＰＲへの助言、面接対策、きめ細かくフォロー。
・特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安定雇用実現コース）の
対象者であることを確認。助成金対象者であることを明示し再度応募。
→正社員として採用。

・特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安定雇用実現コース）の
対象者であることを確認。
・ご本人が、転職の期限と譲れない条件を設定していることから積極的
に応募。（３ヶ月で８件）
・不採用が続くも、応募書類の添削を随時行う等、寄り添った伴走型支
援を実施。

支援結果
採用後、求職者及び事業主に対し職場定着支援を実施。
入社から２年超、現在も在職中。

希望の経理事務職に正社員として採用。

事業者の声
社員教育などコスト面での不安を解消するために、助成金を活用をさ

せていただきました。社員教育にも力をいれることができ、現在では、
若い社員を引っ張ったりと現場を支える人材となっています。

助成金の対象者であることを事前に伝えていただいたため、引継期間
を余裕をもって長く取ることができ、安心して採用することができまし
た。

求職者の声
今まで派遣や契約社員としての勤務が多くあったため正社員になりた

い気持ちが強い中、助成金制度を活用した就職活動について説明を受け、
それを活用したいと思い、担当窓口で継続相談ができて良かったです。

今まで正社員での経験もなく、未経験職種を希望していたので、採用
されないのではと不安でした。「氷河期コース（特開金）」の利用や、
ハローワークの就職支援のおかげで、無事に採用いただけたと思います。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 累計

実績（人） 3,547 7,791 9,167 9,641 6,496 36,642

就職氷河期世代安定雇用実現コースにかかる雇入登録者数

（注１）前身の特定求職者雇用開発助成金（安定雇用実現コース）の実績含む。 （注２）令和６年度については、令和６年12月末までの実績である。
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【参考】
トライアル雇用助成金の支給実績と支援事例（就職氷河期世代関係）

事例
これまで離転職が多く、とにかく早期の就職を希望の方

（43歳 男性）
短期の離転職を繰り返し、病気による就業制限がある方

（54歳 男性）

ご本人の
状況

・正規、非正規問わず転職を重ねてきた。退職を機に地元へＵターン
・家族がいるため、とにかく早く就職したい。

・持病の影響で、重労働不可。就職しても体力的な厳しさにより定着が困難。
・長期就業希望だが、離転職が重なり、自信喪失状態。

ハローワーク
窓口での
支援内容

・担当者制による支援を実施。自宅近隣の事業所に絞り、求人提供等
・本人が気になった求人があるも、未経験業務であるため、本人がト
ライアル雇用を希望。
・事業所に掛け合い、トライアル雇用併用求人としてもらい、応募。

・体調面や業務上の不安・不満等を丁寧に傾聴し、メンタル面のケア。
・正社員求人に限らず、本人の希望を踏まえ、パートや契約社員、トライア
ル雇用併用求人等を幅広に情報提供。
・本人了承の上、配慮が必要な事項を伝達した上で、トライアル雇用制度を
活用した就業を希望と紹介。

支援結果
フルタイムパートとして即採用。

→３ヶ月のトライアル雇用終了後、正社員に移行。
フルタイムパートとして採用。

→３ヶ月間のトライアル雇用終了後、正社員に移行。

事業者の声

一部業務が未経験とのことで今回制度を活用させていただきました
が、トライアル期間中に、仕事に対する意欲、仕事に取り組む姿勢を
しっかりと確認することができ、正社員として引き続き雇用させてい
ただくことになりました。

トライアル雇用助成金を活用することで、適性を見極めながら、継続雇用
への移行を検討できるため、労使双方のミスマッチを防ぐ意味では非常に良
い制度だと感じています。本人も体調面に不安があるとの事でしたが、類似
の業務経験もあったことから採用させていただきました。現在も問題なく順
調に勤めていただいています。

求職者の声
応募した仕事の経験がなく、体力的にも心配でしたが、トライアル

雇用での試行雇用ができたため、自分自身も長く続けられる仕事かど
うか判断することができました。

持病の影響により短期の離転職を繰り返していたので、今回も継続できる
か不安でした。トライアル制度を活用することで、3ヶ月間まずは働いてみ
て継続するか否かの見極めができ、応募へのハードルが少し下がり1歩踏み
出す良いきっかけとなりました。

・トライアル雇用助成金の支給実績は、人手不足状態を背景に減少傾向にある。
・「トライアル期間中に、仕事に対する意欲、仕事に取り組む姿勢をしっかりと確認できた」等、前向きな声をいただいている。

就職氷河期世代の試行雇用終了者数

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 累計

実績（人） 1,128 (799) 1,237 (871) 886 (639) 849 (575) 537 (367) 4,637 (3,251)

（注１）一般トライアルコース終了者のうち、紹介日時点で35歳～54歳の者の集計。（注２）括弧内は、試行雇用終了者のうち、常用雇用移行者数。（注３）令和６年度については、令和６年12月末までの実績。
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